
目  次 

第１号（９月１０日） 

告  示 ……………………………………………………………………………   １ 

応招議員 ……………………………………………………………………………   １ 

議事日程 ……………………………………………………………………………   ３ 

本日の会議に付した事件 …………………………………………………………   ５ 

出席議員 ……………………………………………………………………………   ７ 

欠席議員 ……………………………………………………………………………   ７ 

事務局職員出席者 …………………………………………………………………   ７ 

説明のため出席した者の職氏名 …………………………………………………   ７ 

開  会 ……………………………………………………………………………   ８ 

 会議録署名議員の指名 …………………………………………………………   ８ 

 会期の決定 ………………………………………………………………………  １０ 

 諸般の報告 ………………………………………………………………………  １０ 

 町長提出第１０５号議案 ………………………………………………………  １１ 

 町長提出第１０６号議案 ………………………………………………………  １３ 

 町長提出第１０７号議案 ………………………………………………………  １３ 

 町長提出第１０８号議案 ………………………………………………………  １３ 

 町長提出第１０９号議案 ………………………………………………………  １３ 

 町長提出第１１０号議案 ………………………………………………………  １３ 

 町長提出第１１１号議案 ………………………………………………………  １６ 

 町長提出第１１２号議案 ………………………………………………………  １６ 

 町長提出第１１３号議案 ………………………………………………………  １６ 

 町長提出第１１４号議案 ………………………………………………………  １８ 

 町長提出第１１５号議案 ………………………………………………………  １８ 

 町長提出第１１６号議案 ………………………………………………………  １９ 

 町長提出第１１７号議案 ………………………………………………………  １９ 

 町長提出第１１８号議案 ………………………………………………………  １９ 

 町長提出第１１９号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２０号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２１号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２２号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２３号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２４号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２５号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２６号議案 ………………………………………………………  ３１ 



 町長提出第１２７号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２８号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１２９号議案 ………………………………………………………  ３１ 

 町長提出第１３０号議案 ………………………………………………………  ５１ 

 町長提出報告第６号 ……………………………………………………………  ５６ 

 町長提出報告第７号 ……………………………………………………………  ５７ 

 町長提出報告第８号 ……………………………………………………………  ５８ 

 町長提出報告第９号 ……………………………………………………………  ５９ 

 町長提出報告第１０号 …………………………………………………………  ６０ 

 町長提出報告第１１号 …………………………………………………………  ６１ 

 教育委員長提出報告第１２号 …………………………………………………  ６２ 

散  会 ……………………………………………………………………………  ６３ 

署  名 ……………………………………………………………………………  ６４ 

                                       

第２号（９月１４日）               

議事日程 ……………………………………………………………………………  ６５ 

本日の会議に付した事件 …………………………………………………………  ６５ 

出席議員 ……………………………………………………………………………  ６５ 

欠席議員 ……………………………………………………………………………  ６５ 

事務局職員出席者 …………………………………………………………………  ６５ 

説明のため出席した者の職氏名 …………………………………………………  ６６ 

開  議 ……………………………………………………………………………  ６６ 

 会議録署名議員の指名 …………………………………………………………  ６６ 

 一般質問 …………………………………………………………………………  ６６ 

   ５番 草田 吉丸君 ………………………………………………………  ６６ 

   ８番 御手洗 剛君 ………………………………………………………  ８５ 

   ７番 寺戸 昌子君 ………………………………………………………  ９９ 

   ２番 川田  剛君 ……………………………………………………… １１３ 

  １１番 板垣 敬司君 ……………………………………………………… １２９ 

   ６番 丁  泰仁君 ……………………………………………………… １４８ 

散  会 …………………………………………………………………………… １６８ 

署  名 …………………………………………………………………………… １６９ 

                                      

第３号（９月１５日） 

議事日程 …………………………………………………………………………… １７１ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………… １７１ 



出席議員 …………………………………………………………………………… １７１ 

欠席議員 …………………………………………………………………………… １７１ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………… １７１ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………… １７２ 

開  議 …………………………………………………………………………… １７２ 

 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………… １７２ 

 一般質問 ………………………………………………………………………… １７２ 

   ４番 岡田 克也君 ……………………………………………………… １７３ 

   １番 後山 幸次君 ……………………………………………………… １８９ 

散  会 …………………………………………………………………………… ２０５ 

署  名 …………………………………………………………………………… ２０６ 

                                       

第４号（９月１８日）               

議事日程 …………………………………………………………………………… ２０７ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………… ２０８ 

出席議員 …………………………………………………………………………… ２０９ 

欠席議員 …………………………………………………………………………… ２０９ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………… ２０９ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………… ２１０ 

開  議 …………………………………………………………………………… ２１０ 

 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………… ２１０ 

 町長提出第１０５号議案 ……………………………………………………… ２１０ 

 町長提出第１０６号議案 ……………………………………………………… ２２７ 

 町長提出第１０７号議案 ……………………………………………………… ２３５ 

 町長提出第１０８号議案 ……………………………………………………… ２３６ 

 町長提出第１０９号議案 ……………………………………………………… ２３６ 

 町長提出第１１０号議案 ……………………………………………………… ２３７ 

 町長提出第１１１号議案 ……………………………………………………… ２３９ 

 町長提出第１１２号議案 ……………………………………………………… ２４０ 

 町長提出第１１３号議案 ……………………………………………………… ２４１ 

 町長提出第１１４号議案 ……………………………………………………… ２４３ 

 町長提出第１１５号議案 ……………………………………………………… ２６８ 

 町長提出第１１６号議案 ……………………………………………………… ２６９ 

 町長提出第１１７号議案 ……………………………………………………… ２７０ 

 町長提出第１１８号議案 ……………………………………………………… ２７１ 

 町長提出第１３１号議案 ……………………………………………………… ２７１ 



 町長提出第１３２号議案 ……………………………………………………… ２７１ 

 町長提出第１３３号議案 ……………………………………………………… ２７１ 

 町長提出第１３４号議案 ……………………………………………………… ２７１ 

 発委第３号 ……………………………………………………………………… ２７８ 

散  会 …………………………………………………………………………… ２７９ 

署  名 …………………………………………………………………………… ２８０ 

                                       

第５号（１０月２日）               

議事日程 …………………………………………………………………………… ２８１ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………… ２８２ 

出席議員 …………………………………………………………………………… ２８４ 

欠席議員 …………………………………………………………………………… ２８４ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………… ２８４ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………… ２８４ 

開  議 …………………………………………………………………………… ２８５ 

 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１１９号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２０号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２１号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２２号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２３号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２４号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２５号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２６号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２７号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２８号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１２９号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１３０号議案 ……………………………………………………… ２８５ 

 町長提出第１３５号議案 ……………………………………………………… ２９９ 

 町長提出第１３６号議案 ……………………………………………………… ２９９ 

 町長提出第１３７号議案 ……………………………………………………… ２９９ 

 町長提出第１３８号議案 ……………………………………………………… ３０４ 

 請願第６号 ……………………………………………………………………… ３１３ 

 請願第７号 ……………………………………………………………………… ３１８ 

 総務経済常任委員会委員長の所管事務調査報告について ………………… ３２３ 

 文教民生常任委員会委員長の所管事務調査報告について ………………… ３２６ 



 議員派遣の件 …………………………………………………………………… ３３１ 

 総務経済常任委員会の閉会中の継続調査について ………………………… ３３１ 

 文教民生常任委員会の閉会中の継続調査について ………………………… ３３２ 

 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について ………………………… ３３２ 

閉  会 …………………………………………………………………………… ３３３ 

署  名 …………………………………………………………………………… ３３４ 

  

津和野町告示第 82号 

 平成 27年第８回津和野町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成 27年９月３日 

                          津和野町長 下森 博之 

１ 期 日  平成 27年９月 10日 

２ 場 所  津和野町役場日原第２庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

後山 幸次君          川田  剛君 

米澤 宕文君          岡田 克也君 

草田 吉丸君          丁  泰仁君 

寺戸 昌子君          御手洗 剛君 

三浦 英治君          京村まゆみ君 

板垣 敬司君          沖田  守君 

────────────────────────────── 

○９月 14日に応招した議員 

  

────────────────────────────── 

○９月 15日に応招した議員 

  

────────────────────────────── 

○９月 18日に応招した議員 

  

────────────────────────────── 

○10月２日に応招した議員 

  

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

  



────────────────────────────── 

 

 

────────────────────────────────────── 

平成 27年 第８回（定例）津 和 野 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                        平成 27年９月 10日（木曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                    平成 27年９月 10日  午前９時 00分開会 
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 日程第８ 町長提出第 109号議案 津和野町総合交流ターミナル及び温浴施設の設

置及び管理に関する条例の一部改正について 

 日程第９ 町長提出第 110号議案 津和野町日本遺産センターの設置及び管理に関

する条例の制定について 

 日程第 10 町長提出第 111号議案 町道吉田屋線の路線認定について 

 日程第 11 町長提出第 112号議案 町道ヨコロ線の路線認定について 
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計補正予算（第２号） 

 日程第 18 町長提出第 119号議案 平成２６年度津和野町一般会計歳入歳出決算の

認定について 



 日程第 19 町長提出第 120号議案 平成２６年度津和野町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第 20 町長提出第 121号議案 平成２６年度津和野町介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第 21 町長提出第 122号議案 平成２６年度津和野町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第 22 町長提出第 123号議案 平成２６年度津和野町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第 23 町長提出第 124号議案 平成２６年度津和野町下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 日程第 24 町長提出第 125号議案 平成２６年度津和野町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

 日程第 25 町長提出第 126号議案 平成２６年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第 26 町長提出第 127号議案 平成２６年度津和野町電気通信事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第 27 町長提出第 128号議案 平成２６年度津和野町診療所特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第 28 町長提出第 129号議案 平成２６年度津和野町介護老人保健施設事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第 29 町長提出第 130号議案 平成２６年度津和野町病院事業会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第 30 町長提出報告第６号 平成２６年度津和野町財政健全化判断比率等につ

いて 

 日程第 31 町長提出報告第７号 株式会社津和野の経営状況について 

 日程第 32 町長提出報告第８号 株式会社石西社の経営状況について 

 日程第 33 町長提出報告第９号 株式会社杣の里よこみちの経営状況について 

 日程第 34 町長提出報告第 10号 株式会社日原リゾート開発の経営状況について 

 日程第 35 町長提出報告第 11号 有限会社フロンティア日原の経営状況について 

 日程第 36 教育委員長提出報告第 12号 平成２６年度教育委員会事業点検評価報

告書について 
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 日程第 31 町長提出報告第７号 株式会社津和野の経営状況について 

 日程第 32 町長提出報告第８号 株式会社石西社の経営状況について 

 日程第 33 町長提出報告第９号 株式会社杣の里よこみちの経営状況について 

 日程第 34 町長提出報告第 10号 株式会社日原リゾート開発の経営状況について 

 日程第 35 町長提出報告第 11号 有限会社フロンティア日原の経営状況について 

 日程第 36 教育委員長提出報告第 12号 平成２６年度教育委員会事業点検評価報

告書について 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開会 

○議長（沖田  守君）  改めておはようございます。 

 ただいま町長のほうから御報告がございましたように、過日お姉さまがお亡くなりに

なり、極めて若いお年でこの世を去られたということで、まことにお気の毒であり心か

らお悔やみを申し上げる次第であります。 

 台風もこちらにどの程度の影響があるかなといって皆さん御心配であっただろうと

思います。今回は１８号はどうも関東圏を中心にかなりの被害を、なおかつ、今日いっ

ぱいぐらいは大変な大雨が続くと、そんな予報が続いております。余り大きな災害が起

きないように心から祈るばかりであります。 

 本日、平成２７年第８回津和野町議会定例会が招集されました。議員各位にはおそろ

いでお出かけをいただきありがとうございます。 

 草田吉丸議員より遅刻の届け出が出ております。 

 ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達しておりますので、平成２７

年第８回定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、８番、御手洗剛君、９番、三

浦英治君を指名します。 

 それでは、先日、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期及び議事日程等について

協議しておりますので、その結果について、委員長の報告を求めます。後山幸次君。 

○議会運営委員長（後山 幸次君）  皆さん、おはようございます。 

 それでは、議会運営委員会協議報告書。 



 議会運営委員会を平成２７年９月７日に開催し、今定例会の議会運営について協議し

ましたので、その結果を津和野町議会会議規則第７７条の規定によりまして報告をしま

す。 

 今定例会の会期は、本日９月１０日から１０月２日までの２３日間といたします。 

 本日は議長より諸般の報告を受けた後、町長提出議案の説明を受け、決算議案につい

ては監査委員より審査意見の報告をいただき、監査委員に対する質疑終了後、決算審査

特別委員会を設置し、これに付託し休会中の審査とします。 

 その後、町長からの報告を受け、散会したいと思います。 

 １１日から１３日までは休会とします。 

 １４日、１５日の２日間で一般質問を行います。今回の質問通告者は８人の２７件で

あります。 

 １６日、１７日は休会とします。 

 １８日は、決算議案を除く議案の質疑、討論、評決を行い、散会したいと思います。 

 １９日から１０月１日までは休会といたします。休会中に決算審査特別委員会を開催

していただきたいと思います。 

 １０月２日に本会議を再開し、決算審査特別委員長の報告を受け、質疑、討論、表決

を行います。 

 請願等の所定の処理、各常任委員会の調査報告を受けて、全日程を終了したいと思い

ます。 

 以上、議会運営委員会の協議結果を報告いたします。 

 平成２７年９月１０日、津和野町議会議長、沖田 守様、議会運営委員会委員長、後

山幸次。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（沖田  守君）  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から１

０月２日までの２３日間といたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。 

 したがいまして、会期は本日から１０月２日までの２３日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（沖田  守君）  日程第３、諸般の報告をします。 



 ６月定例会以降における、議会行事及び各報告事項につきましてはお手元に配付のと

おりであります。 

諸般の報告 

 【６月定例会以降】 

   ７月 １日（水） 議会広報編集委員会 

      ４日（土） 笹山水源池水源祭（笹山） 議長 

      ９日（火） 島根県立大学支援協議会監査（議会事務局） 議長 

     １２日（日） 益田広域圏消防大会（日小） 議長 

     １５日（水） 津和野町高齢者福祉大会（町セ） 議長 

     １６日（木） 第６回臨時会、全員協議会 

     ２２日（水） 水曜会（津警） 議長 

     ２３日（木） 文教民生常任委員会視察研修（邑南町） 

     ３０日（木） 萩津和野線道路改良促進期成会同盟会総会、山陰自動道整 

            備促進期成同盟会総会（萩市） 議長 

   ８月 ３日（月） 鹿足土木協会総会、要望活動（松江市） 議長 

      ７日（金） 島根県町村議会広報研修会（松江市） 

     １０日（月） 第７回臨時会、全員協議会 

     １８日（火） 文教民生常任委員会所管事務調査 

     １９日（水） 文教民生常任委員会所管事務調査 

     ２３日（日） 青原小学校竣工式 議長 

     ２６日（水） 水曜会（町セ）、島根県立大学看護学生意見交換会（なご 

            みの里） 議長 

     ２８日（金） 総務経済常任委員会所管事務調査 

   ９月 ２日（水） 交通安全運動推進協議会（山開セ） 議長 

      ３日（木） 一般質問通告締切 

      ７日（月） 議会運営委員会 

 【視察】 

   ７月 ８日（水）山口県萩市議会（１１名）つわの暮らし推進住宅 

     １４日（火）京都府宇治市議会（１１名）日本遺産、上下分離方式タク 

           シー事業 

   ８月 ５日（水）兵庫県西脇市議会（７名）観光事業、まちづくりの取り組み 

      ６日（木）兵庫県佐用町議会（８名）山の宝でもう一杯 

 ８月７日の議員派遣につきましては、緊急を要したため、津和野町議会会議規則第１

２８条の規定により、議長において決定しましたので報告いたします。 

 益田地区広域市町村圏事務組合及び鹿足郡事務組合の各議会の報告に関する書類は

事務局に保管してありますので、必要の向きはごらんいただきたいと存じます。 



────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１０５号 

○議長（沖田  守君）  日程第４、議案第１０５号損害賠償額の決定及びこれに伴う

和解についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、本日は９月定例議会の招集をお願いいたしました

ところ、おそろいで御出席を賜りましてありがとうございました。 

 今定例会に提案をいたします案件は、和解案件１件、条例案件５件、町道認定案件３

件、一般会計を初め、各会計補正予算案件５件、決算認定案件１２件、報告案件成７件

の合計３３案件でございます。いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、

それぞれ可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 議案第１０５号でございますが、損害賠償額の決定及びこれに伴う和解について、議

会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては担当課長から説明を申し上げ

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議案第１０５号損害賠償額の決定及びこれに伴う和

解についてでございますが、これは平成２６年度旧ＳＬ館を解体、撤去工事に伴う隣

接家屋損壊についての損害額を決定し、これに伴う和解を成立させることについてで

ございます。 

 この案件は、２６年度ＳＬ館解体撤去工事、２７年２月１３日より平成２７年５月２

９日までの期間において工事を行っておりましたが、その際に隣接する山下邸店舗兼住

宅に解体工事に伴う振動による影響で、建物の外壁に亀裂が入る等の被害が発生いたし

ました。 

 旧ＳＬ館付近の地盤は地盤が緩く、過去に行った県道整備の際にも被害があったこと

から、手作業で行える箇所については手作業で行いましたが、重機を使用する際には極

力振動が出ない、発生しない工法で作業を行うなど、最新の注意を行い工事も進めたわ

けでございますが、結果として亀裂が入る等の被害が生じてしまいました。 

 工事に伴う被害のため補償する必要があると判断いたしまして、関係者で協議、修復

工事の見積もり等を行った結果、おおむね下記の和解条項により和解を成立できる状況

となりました。 

 和解条項についてでございますが、書いてございますように、本町は相手方に対し本

件損害賠償額として金２５７万４００円の支払義務があることを認めるということと、

本町と相手方の間には、本件につき前号に定めるもののほかに何らの債権債務は存在し

ないことを相互に確認するという内容になっております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で提案理由の説明を終わります。 



────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１０６号 

日程第６．議案第１０７号 

日程第７．議案第１０８号 

日程第８．議案第１０９号 

日程第９．議案第１１０号 

○議長（沖田  守君）  日程第５、議案第１０６号津和野町個人情報保護条例の一部

改正についてより、日程第９、議案第１１０号津和野町日本遺産センターの設置及び

管理に関する条例の制定についてまで、以上５案件につきましては、会議規則第３７

条の規定により、一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１０６号でございますが、津和野町個人情

報保護条例の一部改正について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につき

ましては担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１０７号でございますが、津和野町手数料条例の一部改正について、議会の議

決を求めるものでございます。詳細につきましては担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１０８号でございますが、津和野町道の駅の設置及び管理運営に関する条例の

一部改正について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては担当課

長から説明を申し上げます。 

 議案第１０９号でございますが、津和野町総合交流ターミナル及び温浴施設の設置及

び管理に関する条例の一部改正について、議会の議決を求めるものでございます。詳細

につきましては担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１１０号でございますが、津和野町日本遺産センターの設置及び管理に関する

条例の制定について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては担当

課長から説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  それでは、議案第１０６号を御説明いたします。 

 今回の一部改正につきましては、上位法であります行政手続きにおける特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございますが、マイナン

バー法とも申しますけれども、平成２７年１０月５日の法の施行に伴いまして所用の条

例改正をするものでございます。 

 改正内容の概要でございますが、まず第１点目といたしまして、番号法で新たに定義

をされた特定個人情報から補佐人等のこの６つの用語につきまして、同様に本条例の第

２条に加えて定義をするものであります。 

 それから２点目といたしまして、１枚めくっていただきまして、上段のほうの第６条

の２の部分でございますが、特定個人情報ファイルを保有する町や行政委員会等の実施



機関が特定個人情報保護評価をする場合、自主点検が原則となっておりますが、一定の

要件を満たす場合には自主点検をした後に第三者点検を実施する必要がありまして、そ

の場合の第三者点検者を津和野町個人情報保護審査会とし、その職務に加えるものであ

ります。 

 以降につきましてですが、第３点目といたしまして、特定個人情報の取り扱いにつき

まして、関連いたします上位法であります行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律の規定と同様な措置を講ずるために、各条項の改正を行うものでございます。 

 なお１枚めくっていただきまして、最後のページ附則でございますが、この条例は平

成２８年１月１日から施行するものでありますが、以下の１、２、３号、各号に掲げる

規定につきましては、当該各号に定める日から施行をするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（楠  勇雄君）  議案第１０７号について御説明します。 

 これは、番号法に伴う条例改正でございます。手数料条例の改正でございます。１ペ

ージめくって新旧対照表をごらんください。 

 別表第１項中の１９を削り、同表２０の項から２７の項を１項ずつ繰り下げ、同表１

８の項の次に次の２項を加える。別表第１、第２条関係でございます。１９の項、通知

カードの再交付手数料１枚につき５００円、２０の項、個人番号カードの再交付手数料

１枚につき８００円。 

 １ページ戻っていただいて附則でございます。この施行日は平成２８年１月１日から

施行する。ただし通知カードにかかる部分については、番号法の施行日２７年１０月５

日から施行する。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、議案第１０８号について御説明

いたします。 

 電気自動車急速充電設備の設置に伴い、津和野町道の駅の設置及び管理運営に関する

条例の一部を改正するものでございます。 

 電気自動車急速充電設備につきましては、道の駅シルクウェイにちはら駐車場に１基

設置するもので、１回当たり３０分以内５００円を利用料として、コイン課金式による

設備を設置するものでございます。 

 条例の一部改正につきましては、議案裏面新旧対照表をごらんください。 

 第３条第３号中、芝生広場の次に電気自動車急速充電設備を加え、第７条利用料関係

別表に、電気自動車急速充電設備１回当たり３０分以内５００円を加えるものでござい

ます。 



 附則といたしまして、この条例は平成２７年１０月１日から施行するものでございま

す。 

 続きまして、議案第１０９号について御説明いたします。 

 電気自動車急速充電設備の設置に伴い、津和野町総合交流ターミナル及び温浴施設の

設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 電気自動車急速充電設備につきましては、電気自動車急速充電設備につきましては、

津和野温泉なごみの里駐車場に１基設置するもので、１回当たり３０分以内５００円を

利用料として、コイン課金式による設備を設置するものでございます。 

 条例の一部改正につきましては、議案裏面新旧対照表をごらんください。 

 第３条第３号中、伝統景観保全広場の次に電気自動車急速充電設備を加え、第８条利

用料関係別表に、電気自動車急速充電設備１回当たり３０分以内５００円を加えるもの

でございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２７年１０月１日から施行するものでございま

す。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議案第１１０号津和野町日本遺産センターの設置及

び管理に関する条例について御説明いたします。主な点のみについて御説明をさせて

いただきます。 

 設置目的でございますが、日本遺産として認定された津和野今昔の文化的価値に対す

る理解を深め、町民の文化意識の高揚、町の観光振興に寄与するため、津和野の歴史文

化の情報発信機能を持つガイダンス施設として津和野町日本遺産センターを設置いた

します。 

 場所につきましては、旧葛飾北斎古美術館、本町にございます美術館跡を利用させて

いただきます。業務の内容につきましては、そこに書いてあるとおりでございます。 

 開館時間は午前９時から午後５時までということにさせていただきたいと思ってお

ります。 

 休館日につきましては、基本的に月曜日ということにさせていただきます。また、年

末年始のお休み等も設けさせていただきます。 

 観覧料につきましてですが、基本的に無料とさせていただきたいというふうに思って

おりますが、特別展等を開催する場合につきましては別表に定める範囲ということで、

特別展示の場合は７００円を超えない範囲でその都度町長が定める額ということにさ

せていただきまして、団体割引等についても８割相当にする額ということで設けさせて

いただきたいというふうに思っております。 

 この条例は、平成２７年１０月１日から施行させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 



日程第１０．議案第１１１号 

日程第１１．議案第１１２号 

日程第１２．議案第１１３号 

○議長（沖田  守君）  日程第１０、議案第１１１号町道吉田屋線の路線認定につい

てより、日程第１２、議案第１１３号町道岩野線の路線認定についてまで、以上３案

件につきましては、会議規則第３７条の規定により、一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１１１号でございますが、町道吉田屋線の

路線認定についてでございます。詳細につきましては担当課長から説明を申し上げま

す。 

 続いて、議案第１１２号でございますが、町道ヨコロ線の路線認定についてでござい

ます。詳細につきましては担当課長から説明を申し上げます。 

 続きまして、議案第１１３号でございますが、町道岩野線の路線認定についてでござ

います。詳細につきましては担当課長から説明を申し上げます。よろしくお願いを申し

上げます。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（田村津与志君）  それでは、議案第１１１号を御説明をいたします。 

 道路法に基づきまして、町道の路線認定を行うものでございます。路線名としては吉

田屋線ということで、１枚はぐっていただきまして裏面に位置図がつけております。野

地集落のところでございまして、右側平面図を見ていただきますと町道日原添谷線から

住宅２軒を結ぶ道でございまして、延長が１７５メーター、幅員が３メーターから５.

４メーターというふうなことでございます。 

 津和野町町道編入に関する取扱要綱の中で、第３条のほうに公道に接続する道路とい

うこと、それから編入の要件として道路幅員が２.５メーター以上、延長が５０メータ

ー以上、直接関係戸数が２戸以上、それから袋小路の道でございますので、終点部分か

ら１５メーター以内に回転場があるというふうな条件がございまして、それを全てクリ

アをしておるというふうなことでございます。 

 本路線についてはもともと農道でございまして、今年３月３０日に野地の自治会から

その農道に危険箇所、ひび割れ、クラックがございまして、デイサービス車両の通行に

支障があるというふうなこともございまして、町道のほうに昇格をして早期に修繕工事

を行ってほしい旨の要望書が提出されております。 

 現地調査を行いまして、早急な対応が必要というふうなことで、農道であっても生活

道路というふうなことでございますので、修繕工事を実施するとともに測量業者に路線

の測量を依頼し、延長幅員等を出しまして本議会に提案を行うというふうなことになっ

た次第でございます。 

 それから、議案第１１２号について御説明をいたします。 



 町道ヨコロ線の路線認定をお願いするものでございます。１ページはぐっていただき

まして、位置図として、見にくいのでありますが岩瀬戸に位置をします。平面図のほう

ごらんいただければと思いますが、町道商人線に接続する道で、延長が４０.８メーター、

幅員が３.６から８メーターというふうなことでございます。延長はおおむね５０メー

ターというふうなことでございまして、おおむねというのが当面８掛けというふうなこ

とで、４０メーターを超えておるというふうなこともございますので、基準に合致して

おるというふうなことでございます。 

 ことし４月１日付で、町に編入申請書が岩瀬戸自治会長から提出をされまして、同じ

く現地確認を行って路線測量の成果が提出され、本議会に提案させていただくものでご

ざいます。 

 議案第１１３号について御説明をいたします。 

 町道岩野線の路線認定でございます。１ページはぐっていただきまして、位置図がつ

いておりますが、集落としては上千原になります。平面図をごらんいただければと思い

ますが、同じく町道商人線に隣接する道路でございまして、４９.９メーターの延長、

幅員が２.７メーターから５メーターというふうなことでございます。 

 猪谷川がございますが、その右側のところが町道猪谷線というふうなところで、大体

の場所を推察いただければと思います。 

 同じく、こちらもことし４月１日付で上千原自治会長から町道編入申請が出されまし

て、確認をさせていただき、一応延長、幅員等が確定したということで本議会に提案を

させていただくものでございます。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１１４号 

日程第１４．議案第１１５号 

日程第１５．議案第１１６号 

日程第１６．議案第１１７号 

日程第１７．議案第１１８号 

○議長（沖田  守君）  日程第１３、議案第１１４号平成２７年度津和野町一般会計

補正予算（第３号）より、日程第１７、議案第１１８号平成２７年度津和野町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第２号）まで、以上５案件につきましては、会議規則

第３７条の規定により、一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１１４号平成２７年度津和野町一般会計補

正予算（第３号）についてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億７,

６０１万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を９３億１,７３４万９,０００

円とするものでございます。詳細につきましては担当課長から説明を申し上げます。 



 議案第１１５号平成２７年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,３８３万６,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１２億２,４７１万５,０００円とするものでございます。詳細に

つきましては担当課長から説明を申し上げます。 

 続いて、議案第１１６号平成２７年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第２号）

についてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２８万６,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１３億７,４４３万円とするものでございます。詳細につきまし

ては担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１１７号平成２７年度津和野町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５,０９０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を４億８,１３２万円とするものでございます。詳細につきましては担当

課長から説明を申し上げます。 

 議案第１１８号平成２７年度津和野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

についてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６５万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を６２２万円とするものでございます。詳細につきましては担当課

長から説明を申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  それでは、議案第１１４号を御説明いたします。 

 まず５ページをお開きください。第２表の地方債補正の変更でございます。総額で２

億２,３９６万１,０００円の増額補正をしております。詳細につきましては、後ほど事

項別明細書の中で御説明をいたします。 

 それでは歳出の主なものから御説明いたしますので、１８ページをお開きください。

またお手元のほうに補正予算の概要資料を用意いたしておりますので、あわせて御参照

いただければと思います。 

 まず、総務費の企画費でございます。報酬としまして、町営英語塾と町の情報発信業

務を担当する新たな地域おこし協力隊員、これはファウンディングベース事業でござい

ますが、２名分の委員報酬としまして１９２万８,０００円、委託料といたしまして、

１枚めくっていただきまして、協力隊員のマネジメントに係りますファウンディングベ

ース事業委託料といたしまして、１６２万円をそれぞれ増額をしております。 

 負担金補助及び交付金としまして、津和野高等学校講演会のバス購入費用に対しまし

て津和野高校支援補助金１３３万９,０００円、任期の終了する地域おこし協力隊員の

企業経費に対します津和野町地域おこし協力隊企業支援補助金２００万円を新たに計

上をしております。 

 １枚めくっていただきまして、定住対策費の委託料といたしまして、つわの暮らしお

試し住宅につきまして当初は物件の借上げで検討してまいりましたが、物件の購入に変

更したことに伴いまして設計管理等のお試し住宅整備事業委託料７４万７,０００円、同じ



く不動産登記事務委託料５０万円、公有財産購入費といたしましてお試し住宅購入費６

５０万円を計上しております。 

 また、負担金補助及び交付金といたしまして、空き家情報バンク利用者の増に伴いま

して、空き家改修補助金等の定住支援体制強化補助金１,１５０万４,０００円を増額を

しております。 

 続きまして、道の駅管理費のなごみの里の管理費の負担金補助及び交付金といたしま

して、温浴施設の露天ぶろ補給水分等のなごみの里修繕工事負担金７５万４,０００円、シ

ルクウェイにちはら管理費の負担金補助及び交付金といたしまして、１枚めくっていた

だきまして２４ページでございますが、道の駅の国道９号線沿いのクスの木の剪定にか

かりますシルクウェイにちはら修繕工事負担金９４万４,０００円を計上しております。 

 それでは、飛びまして３０ページをごらんください。県知事及び県議会議員選挙費で

ございます。委託料といたしまして、入札減に伴いましてポスター掲示場等設置及び撤

去委託料１０７万８,０００円の減額を含めまして、総額で１５８万５,０００円の減額

をしております。 

 １枚めくっていただきまして、民生費でございます。社会福祉総務費の委託料としま

して、住民意向調査の実施に伴います地域福祉計画策定業務委託料１３４万７,０００

円を計上しております。 

 繰出金といたしまして、国保及び介護保険特別会計への操出金８２万３,０００円を

減額をしております。障害者福祉費の自立支援医療給付事業の扶助費といたしまして、

生活保護受給者の医療費の増加に伴いまして更生医療２３５万円の増額をしておりま

す。国民年金事務費の委託料といたしまして、法改正に伴います国民年金システムの改

修委託料６３万８,０００円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、３４ページでございます。児童福祉施設費の木部保育

所の施設費の需用費といたしまして、旧ふれあいの場室の床の修繕料５４万円、児童館

施設費の委託料といたしまして、直地児童館トイレ等の改修に係ります設計管理業務委

託料１８９万円、同じく工事請負費９４６万１,０００円を新たに計上しております。 

 ２枚めくっていただきまして、３８ページでございます。衛生費の保健衛生総務費の

繰出金といたしまして、簡易水道事業特別会計への繰出金３,４９９万１,０００円を減

額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、農林水産業費であります。農業総務費の繰出金といた

しまして、農業集落排水事業特別会計への繰出金６５万９,０００円を増額をしており

ます。 

 農業振興費の負担金補助及び交付金といたしまして、新規就農者の事業費の増に伴い

まして新農林水産振興頑張る地域応援総合事業費補助金２０１万４,０００円、それか

ら有限会社フロンティア日原のトラクター購入に係りますＪＡ助成事業に対しまして



の町、上乗せ農業施設機械等導入及び整備補助金８０万１,０００円を計上しておりま

す。 

 農地費の賃金といたしまして、土地改良区臨時職員の雇用延長に伴いまして賃金１３

３万３,０００円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、多面的機能支払事業費の負担金補助及び交付金としま

して、国の制度改正に伴いまして地域協議会負担金３,３７１万８,０００円を減額し、

多面的機能支払交付金３,３３４万７,０００円への組み替えを計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、林業振興費の委託料といたしまして、美しい森づくり

条例制定に向けた住民意識調査の実施等にかかる森林整備加速化林業再生事業委託料

１２６万円を含めまして総額で１８３万２,０００円、貸付金といたしまして、鳥獣被

害防止に係ります交付金等の確定によりまして、津和野町有害鳥獣被害対策協議会への

貸付金６３２万円を増額をしております。 

 それから、町行造林事業費の委託料といたしまして、県内市町村間での事業費調整の

結果、森林整備加速化林業再生事業補助金の追加の交付がありましたので、下刈り等委

託料３０７万円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして４６ページ、林地崩壊防止事業費の負担金補助及び交付

金といたしまして、７月の豪雨によります商人下地区での林地等崩壊対策事業補助金５

０万円を計上をしております。 

 １枚めくっていただきまして、商工費でございます。商工振興費の委託料といたしま

して、古民家を活用しました日原にぎわい創出拠点づくり事業委託料２４１万２,００

０円、同じく土地家屋鑑定委託料７３万３,０００円を含めまして総額で３３５万円、

負担金補助及び交付金といたしまして、県の地域商業活性化支援事業補助金を充当いた

しまして小売店等持続化支援事業と、移動販売事業に対します地域商業活性化支援補助

金１,２１０万円、津和野栗プロジェクト事業等に対します個別商業包括的支援補助金

１２０万円を計上しております。 

 観光費の報酬といたしまして、観光協会の運営支援等に従事する集落支援員１名分の

増員分と、観光協会関連業務に従事しておりました地域おこし協力隊員１名の中途退職

に伴います減によりまして委員報酬８０万３,０００円を減額、それから津和野産品の

ＰＲ及び活性化を目的としました津和野食フェスタの実施に伴いまして、旅費、需用費、

役務費、使用料及び賃借料へ総額で１２３万６,０００円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、委託料といたしまして、先ほどの協力隊員の減により

ます観光協会への地域おこし協力隊実施事業委託料４５万９,０００円の減額、それか

ら集落支援員の増員によります観光協会へのまちなか再生業務委託料８１万円の増額、

それから工事請負費といたしまして青野山モデルコース歩道整備工事費、バイオトイレ

の設置に係るものでございますが、１,６２０万円を新たに計上しております。 



 負担金補助及び交付金といたしまして、石見神楽の出張公演等により広域連携観光促

進を行うための観光協会補助金３３万４,０００円及び観光誘客キャンペーン事業補助

金３０万円を計上しております。 

 それから、歴史的風致維持向上事業費の委託料といたしまして、１枚めくっていただ

きまして、５２ページ５３ページでございますが、津和野駅周辺のパース作成業務等委

託料５４万円、それから歴史的風致維持向上事業推進のための技術支援業務委託料２９

１万６,０００円、津和野の暮らしの文化を生かした滞在型まちづくり推進事業計画書

策定業務委託料２４５万２,０００円を計上しております。 

 それから、補償金といたしまして、旧ＳＬ館の解体撤去工事に伴いまして隣家のほう

への振動被害に対する補償金２５７万１,０００円を新たに計上しております。 

 津和野町東京事務所管理費の委託料といたしまして、東京事務所経費の増に伴いまし

て観光協会への事務委託料３３３万円の増額をしております。 

 日本遺産センター準備費の需用費といたしまして、日本遺産に関するノベルティの作

成等の消耗品費８７万７,０００円、それから日本遺産センターリーフレット等の印刷

製本費７７万円、既設の空調機等の修繕料３４８万６,０００円、それから役務費とい

たしまして、観光雑誌等各種紙媒体への広告料２１６万円、委託料としまして建物清掃

業務委託料６０万円、１枚めくっていただきまして津和野百景図ほか２件の商標登録委

託料２７０万８,０００円、工事請負費といたしまして光ケーブル電送路の敷設工事６

４万６,０００円、備品購入費といたしましてイス等の町用器具費１８７万９,０００円、

液晶モニター等の機械器具費７４万９,０００円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、５６ページ、土木費でございます。地籍調査事業費に

おきましては、地籍調査事業補助金の減額の交付決定及び単価改定によります行程変更

等によりまして、総額で５４０万２,０００円を減額計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、道路橋梁総務費の委託料としまして、町道路線の新規

認定に伴います道路台帳の更新業務委託料２２５万６,０００円、負担金補助及び交付

金としまして左鐙地区の急傾斜崩壊対策事業、県営工事に対します負担金５０万円を計

上しております。 

 それでは、ちょっと飛びまして６８ページをごらんください。消防費でございます。

非常備消防費の報償費といたしまして、消防団員の退職に伴いまして退職報償金７８万

３,０００円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、教育費でございます。もう１枚めくっていただきまし

て、７２ページでございますが、学校管理費の事務局の需用費といたしまして、日原小

学校の小荷物専用の昇降機の修繕料４０４万円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、７４ページ、社会教育総務費の備品購入費といたしま

して、寺田集会所の空調機購入に係ります庁用器具費７２万４,０００円を計上してお

ります。 



 それから、文化財保護費の報酬といたしまして、日本遺産にかかる現場管理等の業務

に従事する新たな集落支援員２名分の報酬などとしまして、委員報酬１６９万４,００

０円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、賃金としまして、青野山の文化財指定に係る土地所有

関係調査業務等に従事する臨時職員賃金６３万円、需用費といたしまして山陰道徳城峠

越えの説明板等の修繕料６０万４,０００円、委託料としまして、多胡家表門番所修理

にかかります文化財修理工事設計管理業務委託料１５５万７,０００円、負担金補助及

び交付金としまして、国立文楽劇場で開催されます風流の芸能に出演する鷺舞保存会に

対しての伝統文化団体補助金８０万円を計上しております。 

 郷土館費の需用費といたしまして、１枚めくっていただきまして冊子図書でございま

すが、津和野藩物語ほかの購入にかかります消耗品費９９万８,０００円、郷土館リー

フレット等の印刷製本費６７万２,０００円を計上しております。 

 森鴎外記念館費の需用費といたしまして、先般の台風１５号によります記念館駐車場

の塀の倒壊等の修繕料１９１万９,０００円を計上しております。 

 安野光雅美術館費の需用費といたしまして、合併浄化槽の修繕料８４万３,０００円を

計上をしております。 

 １枚めくっていただきまして、８０ページ、８１ページ、町民センター費の需用費と

いたしまして、電気室ほかの修繕料５８万１,０００円を計上しております。 

 それから、旧堀氏庭園管理費の需用費といたしまして、ポストカード等の作成にかか

ります印刷製本費５０万５,０００円、庭園の竹垣の修繕料６３万２,０００円を計上を

しております。 

 それでは、飛びまして８４ページをごらんください。災害復旧費でございます。現年

林道災害復旧費の委託料といたしまして、林道火の谷分谷線の災害測量設計業務委託料

４４万５,０００円を計上しております。過年農地農業施設災害復旧費の補償金といた

しまして、災害復旧工事にかかります支障物の物件等の移転補償金２８３万５,０００

円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、過年の公共土木施設災害復旧費の委託料といたしまし

て、町道新ケ原線橋梁の詳細設計１,０００万円、工事請負費といたしまして単独災害

復旧工事の追加工事及び設計変更等によりまして、過年度分の公共土木施設災害復旧工

事費１億２,９４６万６,０００円、それから負担金補助及び交付金としまして、白井地

区の津和野川河川災害復旧助成事業に対する負担金１,０００万円を計上しております。 

 それでは、歳入を御説明いたしますので、１０ページのほうにお戻りください。 

 まず地方交付税でございますが、普通交付税を２,９００万円計上をしております。 

 次に、国庫支出金でございます。民生費国庫負担金としまして、生活保護受給者の医

療費増加に伴いまして障害者医療費国庫負担金１１７万４,０００円、それから一番下



の段でございますが、民生費委託金としまして、法改正に伴います国民年金システム改

修費に対しての国民年金事務費委託料６３万８,０００円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、県支出金の民生費県負担金といたしまして、先ほどの

生活保護受給者の医療費増加に伴いまして、障害者医療費負担金５８万７,０００円、総

務費県補助金としまして、交付金額の確定に伴います島根総合交付金７５万２,０００

円、補助金額の確定に伴います過疎中山間地域自立促進特別事業推進補助金２３４万円、

農林水産業費の県補助金としまして、美しい森づくり条例制定に向けた住民意識調査等

の実施に伴い、森林整備加速化林業再生事業補助金３３４万７,０００円を計上してお

ります。 

 それから、商工費県補助金といたしまして、小売店等持続化支援事業及び移動販売事

業の実施に伴いまして、地域商業活性化支援事業補助金６０５万円、青野山モデルコー

ス歩道整備工事、バイオトイレの設置でございますが、実施に伴いまして自然環境整備

交付金５２１万１,０００円、それから土木費補助金といたしまして、補助金の減額交

付決定に伴いまして地籍調査事業費補助金７７９万３,０００円の減額、教育費県補助

金といたしまして、多胡家表門番所修理にかかります文化財修理工事設計管理業務の増

額に伴いまして、多胡家表門番所修理事業費補助金７７万８,０００円、１枚めくって

いただきまして、総務費、委託金といたしまして、精算に伴いまして県知事及び県会議

員選挙委託金１５８万５,０００円の減額を計上しております。 

 財産収入の立木売払収入といたしまして、売払い予定の間伐材を現地精査したところ、

当初見積もりよりも小径木であったことによりまして、町有林の間伐材売払収入１１０

万６,０００円の減額を計上をしております。 

 繰入金といたしまして、新規就農者の事業費の増に伴いまして産業後継者育成基金繰

入金２１１万６,０００円を計上しております。 

 それから、諸収入の貸付金元利収入といたしまして、鳥獣被害防止にかかる交付金等

の確定に伴いまして、津和野町有害鳥獣被害対策協議会からの貸付金返還金６３２万円、

雑入といたしまして、退職報償金につきましては、団員の退職に伴いまして退職報償金

７８万３,０００円、商工観光課につきましては、旧ＳＬ館解体撤去工事に伴います隣

家への振動被害補償金のうち請負業者負担分１００万円、及び日本三大いもたきサミッ

ト参加に際しての主催市からの負担金４２万３,０００円の合わせまして総額で１４２

万３,０００円、それから消防団員等公務災害保障等共済基金からの救助用半長靴導入

に係ります消防団員安全装備品整備費等助成金５３万円を計上しております。 

 最後に町債でございます。まず、総務債の過疎対策事業債といたしまして、津和野高

等学校後援会のバス購入費用に対します津和野高校支援補助金増額に伴いまして、過疎

地域自立促進特別事業１３０万円、普通交付税の代替財源であります臨時財政対策債の

確定によりまして、臨時財政対策２,７５６万１,０００円、１枚めくっていただきまし



て、一般単独事業債といたしましてつわの暮らしお試し住宅の事業費の充当に伴いまし

て、合併特例債１,２１０万円を計上しております。 

 民生債の過疎対策事業債といたしまして、直地児童館トイレ等の改修工事に伴い１,

３３０万円を計上しております。 

 農林業債の公有林整備事業といたしまして、事業費の増に伴いまして町行造林事業２

１０万円を計上しております。 

 それから、商工費の過疎対策事業債としまして青野山モデルコース歩道整備事業、バ

イオトイレの設置でございますが、その実施に伴いまして観光施設整備事業１,１４０

万円、津和野町東京事務所経費の増及び個別商業包括的支援補助金の増に伴いまして、

過疎地域自立促進特別事業５３０万円を計上しております。 

 土木債の一般単独事業債といたしまして、急傾斜崩壊対策事業県営工事負担金の増に

伴いまして、５０万円を計上しております。 

 教育債の過疎対策事業債といたしまして、多胡家表門番所修理にかかります文化財修

理工事設計管理業務委託料の増に伴いまして、地域文化振興事業８０万円を計上してお

ります。 

 災害復旧債の農林水産業施設災害復旧債といたしまして、現年発生の林道災害及び過

年発生単独災害復旧事業費の増に伴いまして、農林水産業施設災害復旧事業１７０万円、

それから公共土木施設災害復旧債といたしまして、過年発生単独災害復旧事業費の増等

に伴いまして１億４,９９０万円を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  それでは、議案第１１５号を御説明いたします。 

 歳出より説明いたしますので、１０ページのほうお開きください。 

 総務費の一般管理費９万１,０００円は、平成３０年を目標に、国保の県一本化に向

けた広域化の連携会議が県のほうで開催されることに伴う旅費の計上でございます。 

 それから、１枚めくっていただきまして１２ページ、保険給付費の退職被保険者当初

予算療養給付費９５５万円、並びに１枚めくっていただきまして１４ページ、退職被保

険者等高額療養費２４３万６,０００円の増につきましては、医療費が高額な脳手術等

が数件あったものに伴いまして増額するものでございます。 

 めくっていただきまして１６ページ、諸支出金の償還金１２万９,０００円につきま

しては、前年度特定健診、保健指導の実績が確定したものによるものであります。 

 続いて歳入に移ります。８ページをごらんください。 

 療養給付費交付金１,３７４万５,０００円につきましては、先ほど歳出で説明しまし

た退職被保険者の療養給付費がふえたことによるものでございます。 

 一般会計繰入金９万１,０００円につきましては、歳出で説明しました旅費の増によ

るものでございます。 



 以上です。 

 続きまして、議案第１１６号を御説明いたします。 

 歳出より説明いたしますので、１０ページのほうをごらんください。 

 総務費の一般管理費１３万８,０００円は、被保険者の介護給付費通知に伴う郵券料、

手数料であります。 

 連合会負担金２万９,０００円につきましては、本年７月から国保連の保険者ネット

ワーク管理運用システムを利用することに伴う負担金でございます。 

 １枚めくっていただきまして１２ページ、地域支援事業の任意事業費１１万９,００

０円は、認知症支援のためのガイドブック購入によるものでございます。 

 続いて歳入に移ります。８ページに戻っていただきまして、国庫支出金の事業費補助

金１２０万円は、当初予算時に歳出計上しております介護報酬改定等に伴うシステム改

修委託料が国の補助対象となったことによるものであります。 

 繰入金の包括的支援事業、任意事業繰入金１１万９,０００円につきましては、先ほ

ど歳出で説明しました認知症支援に伴うものでございます。 

 同じく事務費繰入金１０３万３,０００円の減は、先ほど説明しましたが、介護報酬

改定等に伴うシステム改修委託料が国の補助対象となったことにより、一般会計からの

繰り入れを減ずるものでございます。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（和田 京三君）  それでは議案第１１７号を説明いたします。 

 ４ページをごらんください。第２表、地方債でございます。 

 簡易水道事業債の借入限度額６,９３０万円とし、水道管理費、簡易水道統合業務に

よる笹山事業に充当します。水道事業災害復旧債の借入限度額を７,０７０万円とする

ものでございます。 

 予算内容につきましては、事業別明細表において御説明いたします。 

 それでは１２ページ、歳出をごらんください。 

 水道管理費の時間外につきましては、瀬戸及び白井の災害復旧工事の設計書の作成、

また管路図の入力作業に伴いまして５６万８,０００円を計上しております。 

 需用費の印刷製本費につきましては、納付書の封筒の印刷で６万円ほど計上しており

ます。 

 修繕料につきましては、日原第１水源地の滅菌器の修繕の取りかえということで１１

２万７,０００円、添谷地区の漏水修繕ということで５４万円、長野浄水場停水弁の修

繕で４９万７,０００円、合計で２１６万４,０００円を計上しております。 

 委託料につきましては、白井牧ケ野飲料供給施設土地登記委託料３０万円、笹山地区

飲料供給施設統合に伴います調査設計業務委託２,６０２万８,０００円、工事につきま

しては、２８年度にする予定としております。 



 工事請負費につきましては、名賀地区におきまして島根県が発注しております津和野

川河川災害復旧助成事業に伴いまして、配水管を移設する工事費として、かさ上げ工事

費と白井のお宅の給水管の取りつけの二重管構造等の増額によりまして２９１万３,０

００円を上げております。 

 それから、金有町道拡幅工事に伴う配水管移設工事としまして７０万２,０００円を

計上しております。合計で３６１万５,０００円の計上しております。 

 １枚めくっていただきまして１４ページですが、災害復旧費の委託料としまして白井

牧ケ野飲料供給施設配水管復旧施設業務委託料としまして１７９万１,０００円を計上

しております。 

 工事請負費としまして、白井牧ケ野飲料供給施設配水管復旧工事としまして、当初計

画では難工事となるため県道側に移設することに変更することによりまして、工事量が

増加するために１,６３７万４,０００円を増額にしております。 

 戻りまして、歳入、１０ページをごらんください。 

 加入分担金としまして、畑迫保育園の加入分担金の差額分として１４万円、土地売払

い収入としまして、瀬戸の災害復旧河川工事に伴います土地の売払金として７万１,０

００円、一般会計繰入金につきましては、先ほど歳出で説明いたしました水道管理費、

災害復旧費の増額を、それぞれ簡易水道事業債並びに水道施設災害復旧債を借りること

に伴いまして、繰入金を３,４９９万１,０００円減額するものでございます。 

 雑入としまして、津和野川河川災害復旧助成事業に伴いまして、一般会計から消火栓

の負担金１基分の２３万３,０００円、簡易水道債の笹山地区の飲料供給施設統合のた

めの調査設計業務と、過年水道災害復旧債のそれぞれ災害復旧債を計上しております。 

 続きまして、議案第１１８号を御説明いたします。 

 １０ページの歳出をごらんください。 

 業務費としまして、配水ポンプの修繕と施設シーケンサーの取りかえによりまして、

６５万９,０００円を計上しております。 

 ８ページに戻りまして歳入をお開きください。 

 一般会計繰入金としまして、６５万９,０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより１０時１５分まで休憩といたします。 

午前 10時 05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 15分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第１１９号 



日程第１９．議案第１２０号 

日程第２０．議案第１２１号 

日程第２１．議案第１２２号 

日程第２２．議案第１２３号 

日程第２３．議案第１２４号 

日程第２４．議案第１２５号 

日程第２５．議案第１２６号 

日程第２６．議案第１２７号 

日程第２７．議案第１２８号 

日程第２８．議案第１２９号 

○議長（沖田  守君）  日程第１８、議案第１１９号平成２６年度津和野町一般会計

歳入歳出決算の認定についてより、日程第２８、議案第１２９号平成２６年度津和野

町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまで、以上１１案件に

つきましては、会議規則第３７条の規定により、一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１１９号平成２６年度津和野町一般会計歳

入歳出決算の認定についてでございますが、別紙のとおり監査委員さんの意見書をつ

けて議会の認定に付するものでございます。 

 一般会計につきましては、歳入総額１００億８,１６１万１,６９５円、歳出総額９９

億３,６７２万２,９４９円で、差し引きいたしまして１億４,４８８万８,７４６円の黒字

決算となったわけでございますが、この中に繰越明許費繰越額が７,６７７万２,０００

円ございますので、実質収支額といたしましては６,８１１万６,７４６円となったもの

でございます。 

 続きまして、議案第１２０号平成２６年度津和野町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定についてでございますが、本会計は歳入総額１０億９,０９５万８,０２６円、歳

出総額１０億８,５１７万２４４円で、差し引きいたしまして５７８万７,７８２円の黒

字決算となったものでございます。 

 続きまして、議案第１２１号平成２６年度津和野町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定についてでございますが、本会計は歳入総額が１３億７,８２５万６,６７８円、歳

出総額１３億４,２７９万７,４８８円で、差し引きいたしまして３,５４５万９,１９０

円の黒字決算となったものでございます。 

 続きまして、議案第１２２号平成２６年度津和野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定についてでございますが、本会計は歳入総額が２億８,８８１万６５０円、

歳出総額が２億８,８０７万１,１１２円で、差し引きいたしまして７３万９,５３８円

の黒字決算となったものでございます。 



 続きまして、議案第１２３号平成２６年度津和野町簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてでございますが、本会計は歳入総額が５億４,７７７万４,８７２円、歳

出総額が５億３,２３１万６,８７９円で、差し引きいたしまして１,５４５万７,９９３

円の黒字決算となったものでございますが、この中に繰越明許費繰越額が１,１８０万

１,０００円ございますので、実質収支額といたしましては３６５万６,９９３円となっ

たものでございます。 

 続きまして、議案第１２４号平成２６年度津和野町下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてでございますが、本会計は歳入総額が３億８,４００万５４６円、歳出

総額が３億８,２９２万６,８３１円で、差し引きいたしまして１０７万３,７１５円の

黒字決算となったものでございますが、この中に繰越明許費繰越額が６万６,０００円

ございますので、実質収支額といたしましては１００万７,７１５円となったものでご

ざいます。 

 続きまして、議案第１２５号平成２６年度津和野町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてでございますが、本会計は歳入総額が５５１万３,１９７円、歳

出総額が５４６万３,７４４円で、差し引きいたしまして４万９,４５３円の黒字決算と

なったものでございます。 

 続きまして、議案第１２６号平成２６年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳出決算の

認定についてでございますが、本会計は歳入総額が１,１２９万７,０９３円、歳出総額

が１,１２９万７,０９３円で、歳入歳出差引ゼロの決算となったものでございます。 

 続きまして、議案第１２７号平成２６年度津和野町電気通信事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてでございますが、本会計は歳入総額が８,０８３万５,８２１円、歳出

総額が７,９６４万６,８１７円で、差し引きいたしまして１１８万９,００４円の黒字

決算となったものでございます。 

 続きまして、議案第１２８号平成２６年度津和野町診療所特別会計歳入歳出決算の認

定についてでございますが、本会計は歳入総額が８,５４９万４,９６８円、歳出総額が

８,２３０万７,９４６円で、差し引きいたしまして３１８万７,０２２円の黒字決算と

なったものでございます。 

 続きまして、議案第１２９号平成２６年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてでございますが、本会計は歳入総額が４億３,９７３万３,１

８７円、歳出総額が４億３,９４９万９,９８３円で、差し引きいたしまして２３万３,

２０４円の黒字決算となったものでございます。 

 以上、概要を御説明をいたしましたが、各会計につきましては、黒字決算とすること

ができましたことを大変ありがたく思っております。なお詳細につきましては会計管理

者のほうから説明を申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  会計管理者。 



○会計管理者（山本 典伸君）  それでは、議案第１１９号から第１２９号の平成２６

年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算につきまして御説明いたします。 

 説明につきましては、歳入歳出決算書を要約して御説明いたしますので、詳細につき

ましてはこれから設置されます決算特別委員会において、各担当課長からお受けいただ

きたいと思います。 

 それでは、一般会計の歳入から御説明いたします。歳入歳出決算書、歳入の１、２ペ

ージをお開きください。 

 歳入、第１款の町税は、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税を

合わせた収入済額は７億２,４２３万８,５４９円で、歳入全体の７.２％で、前年度比

２.６％の減となっております。また不納欠損額が１４２万９,１４４円計上され、収入

未済額は５,５１５万２,６２５円となっておりまして、収納率は９２.８％で前年度に

比べまして０.６ポイント上昇となっております。 

 第２款地方贈与税は、収入済額６,７３４万２,０００円で、前年度比４.２％の減と

なっております。 

 次に交付金ですが、第３款利子割、第４款配当割、第５款株式等譲渡所得割、第６款

地方消費税、第７款自動車取得税、第８款地方特例、第１０款交通安全対策特別の７つ

の交付金を合わせた収入済額は１億１５３万８,０００円で、前年度比１１.３％の増と

なっております。 

 第９款地方交付税は、収入済額４５億６,７００万１,０００円で、歳入全体の４５.

３％を占め、前年度比３.１％の減となっております。 

 第１１款分担金及び負担金は、収入済額５,０１１万７９５円で、主なものとしまし

て、分担金では農業費分担金の農道舗装事業分担金、林業費分担金の林地崩壊防止事業

分担金です。 

 負担金では、老人ホーム措置費、保育所、児童館の徴収金で、前年度２１.１％の減

となっております。また、収入未済額２４６万８,１６３円が計上されておりまして、

うち１３０万６,０００円は繰越明許費財源分で、それを除きまして収納率９６.６％と

なっております。なお、保育所、児童館の徴収金で不納欠損額５９万４,７１０円が計

上されています。 

 第１２款使用料及び手数料は、収入済額１億３,６６１万１００円で、主なものとし

まして使用料では町営バス、斎場、住宅使用料、各施設使用料入館料、手数料では戸籍

住民、清掃手数料で、前年度比５.６％の増となっております。また、住宅、借上げ賃

貸住宅使用料で収入未済額８１３万７,７４０円が計上され、収納率は９４.４％となっ

ています。 

 第１３款国庫支出金は、収入済額１８億２,６１８万７,７５４円で、歳入全体の１８.

１％を占め、前年度比１１０.１％の増となっております。負担金では、主なものとし



まして保育所措置費、障害者自立支援給付費、生活保護費、児童手当、災害復旧費負担

金であります。 

 負担金の収入未済額６億２,０７３万３,０００円は、災害復旧費負担金の繰越明許費

の財源分であります。 

 補助金では、主なものとしまして地域活性化効果実感臨時交付金、臨時福祉給付金給

付事業費補助金、社会資本整備総合交付金、学校施設環境改善交付金、旧堀庭園整備事

業費補助金であります。 

 また収入未済額２億７４８万８,０００円が計上されていますが、これは繰越明許費

の財源分であります。 

 ３ページ４ページをお開きください。第１４款県支出金は、収入済額５億６,１６４万６,

７２９円で、歳入全体の５.６％を占め、前年度比３８.５％の増となっております。 

 主なものとしまして、負担金では保育所措置費、保険基盤安定、障害者自立支援給付

費で、補助金では中山間地域等直接支払事業費交付金、雇用関連補助金、地籍調査事業

費、災害復旧費で、委託金では県民税徴収委託金、衆議院議員総選挙委託金であります。

収入未済額６,４３４万円は繰越明許費の財源分であります。 

 第１５款財産収入は、収入済額６,２８７万８,８７６円で、前年度比２９.４％の増

で、主なものとしましてミュージアムグッズの売払収入であります。 

 第１６款寄附金は、収入済額１,０２３万７,７８１円、第１７款繰入金は、収入済額

３億７７９万１,２６３円、第１８款繰越金は、収入済額１億４,３１５万６,６４９円

となっております。 

 第１９款諸収入は、収入済額１億６９３万８,１９９円で、歳入全体の１.１％を占め

ています。 

 歳入最後の款、町債ですが、収入済額１４億１,５９３万４,０００円で、歳入全体の

１４％を占め、前年度比０.９％の増となっております。また、収入未済額４億６,９８

０万円は繰越明許の財源分であります。 

 歳入合計は収入済額合計１００億８,１６１万１,６９５円で、不納欠損額合計２０２

万３,８５４円で、収入未済額合計１４億３,９０２万９,５２８円で、収納率８７.５％

となっております。 

 それでは、５ページ、６ページの歳出をお開きください。 

 歳出の第１款議会費は、支出済額７,９０５万１,２３０円で、執行率９８.７％です。 

 第２款総務費は、支出済額１６億７,４４３万８,９７６円、執行率９５.１％で、主

なものとしましては総務管理費の一般管理費、財政管理費、企画費、住民協働推進事業

費です。翌年度繰越額７,７７４万９,０００円が計上されていますが、これは社会保障

制度システム整備事業１８５万８,０００円、電気自動車急速充電器整備事業１,６８３

万７,０００円、まち・ひと・しごと創生事業５,９０５万４,０００円であります。 



 第３款民生費は、支出済額１４億８,１５８万３,０２９円、執行率９５.７％で、主

なものとしまして社会福祉費の社会福祉総務費、障害者福祉費、児童福祉費の児童福祉

総務費、児童福祉施設費、生活保護費であります。 

 老人福祉と児童福祉総務費に、それぞれ２５年度繰越明許費の鹿足郡養護老人ホーム

増床事業費５７４万３,０００円、電子システム構築事業費５９４万円が含まれていま

す。 

 また、繰越額１,８７９万６,０００円が計上されていますが、これは社会保障税番号

システム整備事業４９３万６,０００円と、児童クラブ建設事業１,３８６万円でありま

す。 

 第４款衛生費は、支出済額８億７,５２１万４８８円で、執行率９９.６％で、主なも

のとしまして保健衛生費の保健衛生総務費、斎場費、保健事業費、清掃費の塵芥処理、

し尿処理費であります。 

 第５款労働費は、支出済額７３万７７２円、執行率９１.９％で、主なものとしまし

て負担金補助及び交付金であります。 

 第６款農林水産業費は、支出済額５億４,２５７万４,８９５円、執行率９９.２％で、

主なものとしまして農業費の農業振興費、農地費、中山間地域直接支払制度事業費、林

業費の林業振興費、林道及び林道崩壊防止事業費であります。 

 農地費に、２５年度繰越明許費、農道新設改良事業費１,２７９万２００円、林業振

興費に森林整備加速化林業再生事業費３４６万５,０００円、町行造林事業費に４９５

万６,０００円、林地崩壊防止事業費に３,９７３万１,０００円が含まれています。 

 第７款商工費は、支出済額３億２,７８０万９,８４３円、執行率９１.６％で、主な

ものとしまして商工総務費、商工振興費、観光費、歴史的風致維持向上事業費です。商

工振興費に２５年度繰越明許費、まちなか再生総合事業費２,１０２万７,１８０円が含

まれています。なお、繰越額２,６９４万１,０００円が計上されていますが、これはま

ちなか再生創生事業、稲成町クロマツ保全事業、歴史的風致維持向上事業費分です。 

 第８款土木費は、支出済額６億８６７万７,７８１円、執行率９８％で、主なものと

しまして土木管理費、道路橋梁費、住宅費であります。なお、支出済額のうち５,２７

４万４,０９５円の２５年度繰越明許事業費が含まれています。また繰越額１,０２６万

円が計上されていますが、これは地籍調査事業費８１０万円、町道新設改良事業費２１

６万円であります。 

 第９款消防費は、支出済額３億６,９５５万３,２４１円、執行率９９.７％で、主な

ものとしまして非常備消防費、広域市町村圏事務組合消防費であります。なお、２５年

度繰越明許費の消防操法訓練場整備費２８０万８,０００円、広域市町村圏事務組合消

防費負担金５５万５,０００円が含まれております。 

 ７ページ、８ページです。第１０款教育費は、支出済額１１億９,７５９万８,６１９

円、執行率７０％であります。支出済額のうち、２５年度繰越明許事業費が２,１８０



万１,６００円含まれております。これは教育総務費の副読本作成事業、木部小学校校

舎耐震補強設計判定事業、青原小学校校舎改築事業、日原山村開発センタ―改修事業で

あります。繰越額５億６３２万５,０００円は、木部小学校耐震補強改修事業１億５,６

６５万３,０００円と、青原小学校校舎改築事業３億４,９６７万２,０００円でありま

す。 

 第１１款災害復旧費は、支出済額１４億８,５６９万８,２３６円、執行率６１.２％

であります。繰越額８億１,１２７万８,０００円が計上されていますが、これは過年農

林水産施設災害復旧債２億６,７５２万２,０００円、過年林道災害復旧費６,４４３万

２,０００円、過年公共土木施設災害復旧費４億７,９３２万４,０００円であります。 

 第１２款公債費は、支出済額１２億６,９７３万７,３３７円で、元金１１億２,９３

１万８,４８０円、利子１億４,０４１万８,８５７円であります。 

 第１３款諸支出金は、支出済額２,４０５万８,５０２円。 

 第１４款予備費はゼロとなっております。 

 歳出合計は、支出済額合計９９億３,６７２万２,９４９円で、翌年度繰越額合計１４

億５,１３４万９,０００円、不用額合計２億１,３８８万４,０５１円でございます。歳

入歳出差引合計１億４,４８８万８,７４６円から繰越明許費繰越額７,６７７万２,００

０円を差引しまして、実質収支額６,８１１万６,７４６円となっております。 

 続きまして、議案第１２０号の国民健康保険特別会計の歳入歳出決算につきまして御

説明いたします。 

 歳入歳出決算書１、２ページをお開きください。 

 歳入第１款の保険税は、収入済額１億６,５０４万６,６５７円で、歳入全体の１５.

１％で、前年度比５.３％の増となっており、不納欠損額が３９９万７,２１８円計上さ

れ、収入未済額は２,０１８万２,４６４円となっており、収納率は８７.２％で、前年

度に比べ３.７ポイントの上昇となっております。 

 第３款国庫支出金と第６款県支出金を合わせた支出金は、収入済額２億５,１１３万６,

６０８円で、歳入全体の２３％で、前年度比１８.６％の減となっております。 

 第４款療養給付費交付金、第５款前期高齢者交付金、第７款共同事業交付金を合わせ

た３つの交付金は、収入済額５億４,８７４万７,９３０円で、歳入全体の５０.３％で、

前年度比４.９％の減となっております。 

 歳入合計は、収入済額合計１０億９,０９５万８,０２６円で、不納欠損額合計３９９

万７,２１８円で、収入未済額合計２,０１８万２,４６４円で、収納率９７.８％となっ

ております。 

 ３ページ、４ページの歳出です。歳出につきましては、主なものとしまして第２款保

険給付費が、支出済額７億１,１６３万８,３８９円で、歳出全体の６５.６％を占め、

前年度比８.９％の減であります。 



 第３款後期高齢者支援金は、支出済額１億１,１０４万８,８２２円で、支出全体の１

０.２％を占め、前年度比０.７％の増であります。 

 第７款共同事業拠出金が、支出済額１億１,７８１万９,１９３円で、歳出全体の１０.

９％で、前年度比２.６％の減であります。 

 歳出合計は、支出済額合計１０億８,５１７万２４４円で、不用額合計１００万９,７

５６円となっており、歳入歳出差引残額５７８万７,７８２円であります。 

 続きまして、議案第１２１号の介護保険特別会計の歳入歳出決算につきまして御説明

いたします。 

 歳入歳出決算書の１、２ページです。歳入、第１款介護保険料は、収入済額２億２５

７万３,８７２円で、歳入全体の１４.７％で、前年度比０.５％の減となっております。

不納欠損額が９３万５,３００円が計上され、収入未済額１９６万２,３００円となってお

りまして、収納率は９９％で、０.１ポイントの上昇であります。 

 第３款国庫支出金と第５款県支出金を合わせた支出金は、収入済額５億８,０４６万５,

９３７円で、歳入全体の４２.１％で、前年度比０.２％の増となっております。 

 第４款支払基金交付金は、収入済額３億５,７９１万４,０００円で、歳入全体の２

６％で、前年度比８.１％の減となっております。 

 歳入合計は収入済額１３億７,８２５万６,６７８円で、不納欠損額合計９３万５,３

００円で、収入未済額合計１９６万２,３００円で、収納率９９.８％となっています。 

 ３ページ、４ページの歳出です。歳出につきましては、主なものとしまして第２款保

険給付費が、支出済額１２億３,６３７万５,５３２円で、歳出全体の９２.１％を占め、

前年度比４.５％の減であります。 

 第５款地域支援事業費が、支出済額４,２１７万７,１４７円で、歳出全体の３.１％

で、前年度比１４.６％の増であります。 

 歳出合計は、支出済額合計１３億４,２７９万７,４８８円で、不用額合計３,８６５

万９,５１２円となっておりまして、歳入歳出差引残額３,５４５万９,１９０円であり

ます。 

 続きまして、議案第１２２号の後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算について御説

明いたします。 

 歳入歳出決算書の１、２ページをお開きください。 

 歳入、第１款の医療保険料は、収入済額８,５６３万５,６７２円で、歳入全体の２９.

７％で、前年度比３.３％の減となっております。収入未済額が１０万７,８３０円とな

っておりまして、収納率は９９.９％で、これは前年度と同率となっております。 

 第３款繰入金は、収入済額１億８,０５８万６,８４５円で、歳入全体の６２.５％で、

前年度比１４.３％の減となっております。 

 第４款諸収入は、収入済額２,１４９万４,６６７円で、歳入全体の７.４％で、前年

度比２０６.２％の増となっております。 



 歳入合計は、収入済額合計２億８,８８１万６５０円で、収入未済額合計１０万７,８

３０円で、収納率９９.９％となっております。 

 ３ページ、４ページの歳出です。歳出につきましては、主なものとしまして第２款後

期高齢者医療広域連合会納付金が、支出済額２億８,２４５万１,７０２円で、歳出全体

の９８％を占めておりまして、前年度比４.３％の減であります。 

 歳出合計は、支出済額合計２億８,８０７万１,１１２円で、不用額合計８５万３,８

８８円となっておりまして、歳入歳出差引残額７３万９,５３８円であります。 

 続きまして、議案第１２３号の簡易水道事業特別会計の歳入歳出決算につきまして御

説明いたします。 

 歳入歳出決算書の１、２ページをお開きください。 

 歳入第２款の使用料及び手数料は、収入済額１億７,３１１万３,７３６円で、歳入全

体の３１.６％で、前年度比０.５％の増となっております。収入未済額は１,０６１万

６,３２８円となっておりまして、収納率は９４.２％であります。前年度と比べまして

０.４ポイント下がっております。 

 第３款国庫支出金の収入済額７,６７９万３,０００円で、歳入全体の１４％で前年度

比４.８％の増となっております。収入未済額として４２万６,０００円が計上されてい

ますが、これは翌年度繰越明許費の財源分であります。 

 第５款繰入金は、収入済額１億３,９１４万８,０００円で、歳入全体の２５.４％で、

前年度比１５.７％の増となっております。 

 第６款諸収入の収入未済額２１９万円は、翌年度の繰越明許費の財源分であります。 

 第７款町債は、収入済額１億５,３００万円で、歳入全体の２７.９％となっておりま

す。歳入合計は収入済額合計５億４,７７７万４,８７２円で、収入未済額合計１,３６

６万４,７２８円で、収納率９７.６％となっています。 

 ３ページ、４ページの歳出です。第１款簡易水道事業費は、支出済額３億３,８２４万３,

６２６円で、歳出全体の６３.５％で、前年度比９.７％の増となっております。繰越額

として１,３７３万７,０００円が計上されていますが、これは水道管理費の工事に伴う

配水管移設工事の繰越明許費であります。 

 第３款公債費は、支出済額１億９,２９４万１,４１３円で、前年度比１.２％の減で

あります。 

 歳出合計は、支出済額合計５億３,２３１万６,８７９円で、不用額合計１２０万２,

１２１円で、歳入歳出差引残額１,５４５万７,９９３円から繰越明許費繰越額１,１８

０万１,０００円を差引しまして、実質収支額は３６５万６,９９３円となっております。 

 続きまして、議案第１２４号の下水道事業特別会計の歳入歳出決算につきまして、御

説明いたします。 

 歳入歳出決算書の１、２ページをお開きください。 



 歳入、第２款使用料及び手数料は、収入済額４,７８８万７,２０１円で、歳入全体の

１２.５％で、前年度比７.５％の増となっております。また収入未済額が１９５万２,

７１６円となっており、収納率は９６.１％であります。前年度に比べまして１.５ポイ

ント向上しております。 

 第３款国庫支出金は、収入済額８,４０５万６,３８８円で、歳入全体の２１.９％で、

前年度比３.８％の増となっております。収入未済額として４,４２０万６,２８０円が

計上されていますが、これは翌年度繰越明許費の財源分であります。 

 第５款繰入金は、収入済額１億６０３万１,０００円で、歳入全体の２７.６％で前年

度比２０％の増となっております。 

 第７款町債は、収入済額１億３,５４０万円で、歳入全体の３５.２％で、前年度比２

１.６％の減となっております。収入未済額として５７万８,０００円が計上されていま

すが、これは翌年度繰越明許の財源分であります。 

 歳入合計は、収入済額合計３億８４万５４６円で、収入未済額合計１億３９８万８,

９９６円で、収納率７８.７％となっています。 

 ３ページ、４ページの歳出です。 

 第１款下水道事業費は、支出済額２億１,２３９万６,１６８円で、前年度比６.４％

の減となっております。この事業費の施設整備費に、２５年度繰越明許費４,４８９万

３,７２０円が含まれております。繰越額として１億２０７万２,０００円が計上されて

いますが、これは施設整備費、下水管敷設工事の繰越明許費であります。 

 第２款公債費は、支出済額１億７,０５３万６６３円で、前年度比０.５％の減であり

ます。 

 歳出合計は支出済額合計３億８,２９２万６,８３１円で、翌年度繰越額合計１億２０

７万２,０００円、不用額合計４１万２,１６９円となっております。歳入歳出差引額１

０７万３,７１５円から繰越明許費繰越額６万６,０００円を差し引きしまして、実質収

支額は１００万７,７１５円となっております。 

 続きまして、議案第１２５号の農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算につきまし

て御説明いたします。 

 歳入歳出決算書１、２ページをお開きください。 

 歳入、第１款の使用料及び手数料は、収入済額８５万１,７９２円で、歳入全体の１

５.５％で、前年度比６％の増となっております。 

 第２款繰入金は、収入済額４５０万１,０００円で、歳入全体の８１.６％で、前年度

比５.１％の減となっております。 

 歳入合計は収入済額合計５５１万３,１９７円で、収入未済額はゼロで収納率１０

０％となっております。 

 ３ページ、４ページの歳出です。第１款農業排水事業費は、支出済額１４５万５,４

９６円で、前年度比２.４％の減となっております。 



 第２款公債費は、支出済額４００万８,２４８円であります。 

 歳出合計は、支出済額合計５４６万３,７４４円で、不用額合計４万７,２５６円とな

っており、歳入歳出差引残額４万９,４５３円であります。 

 続きまして、議案第１２６号の奨学基金特別会計の歳入歳出決算につきまして御説明

いたします。 

 歳入のほうです。第３款繰入金は、収入済額３４８万円で、歳入全体の３０.８％で、

前年度比２３.７％の減となっております。 

 第４款諸収入は、収入済額７８０万９,０００円で、歳入全体の６９.１％で、前年度

比１２.８％の増となっております。歳入合計は、収入済額合計１,１２９万７,０９３

円で、収入未済額ゼロ、収納率１００％となっております。 

 ３ページ、４ページです。奨学金費は、支出済額１,１２９万７,０９３円で、前年度

比１.７％の減で、不用額合計９０７円で、歳入歳出差引残額はゼロであります。 

 続きまして、議案第１２７号の電気通信事業特別会計の歳入歳出決算につきまして御

説明いたします。 

 歳入歳出決算書１、２ページをお開きください。 

 歳入、第３款の繰入金は、収入済額５,７６６万８,３６６円で、歳入全体の７１.３％

で、前年度比５５.３％の減となっております。 

 第５款諸収入は、収入済額２,１０６万９,５２４円で、歳入全体の２６.１％で、前

年度比３.５％の減となっております。 

 第７款町債は６０万円で、収入未済額２,０４０万円は繰越明許費の財源分でありま

す。 

 歳入合計は、収入済額合計８,０８３万５,８２１円で、収入未済額２,０９０万５,９

１６円で、収納率７９.５％となっております。 

 ３ページ、４ページの歳出です。第１款地域情報推進事業費は、支出済額２,１３５万７,

０６１円で、前年度比８３.３％の減であります。繰越額として２,０４０万円が計上さ

れていますが、これは地域ケーブルテレビネットワーク整備事業の繰越明許費でありま

す。 

 第２款公債費は、支出済額５,７６６万８,３６６円で、前年度比１８.８％の増であ

ります。 

 第４款の災害復旧費は、支出済額６２万１,３９０円で、前年度比９３.２％の減であ

ります。 

 歳出合計は、支出済額７,９６４万６,８１７円で、翌年度繰越額合計２,０４０万円

で、不用額合計１７６万７,１８３円となっておりまして、歳入歳出差引残額は１１８

万９,００４円であります。 

 続きまして、議案第１２８号の診療所特別会計についての歳入歳出決算につきまして

御説明いたします。 



 歳入歳出決算書、１、２ページをお開きください。 

 歳入第１款の診療収入は、収入済額７,９６１万５,１０９円で、歳入全体の９３.１％

で、前年度比７％の減となっております。 

 第３款諸収入は、収入済額２６９万３,５８８円で歳入全体の３.２％で、前年度比２.

７％の増となっております。 

 歳入合計は、収入済額合計８,５４９万４,９６８円で、収納率１００％となっており

ます。 

 ３ページ、４ページの歳出です。歳出合計は、支出済額合計８,２３０万７,９４６円で、

前年度比１２.１％の減となっております。不用額合計１８１万１,０５４円で、歳入歳

出差引残額は３１８万７,０２２円であります。 

 続きまして、議案第１２９号の介護老人保健施設事業特別会計の歳入歳出決算につき

まして御説明いたします。 

 歳入歳出決算書、１、２ページをお開きください。 

 歳入、第１款の介護老人保健施設事業は、収入済額４億５２６万２,２４３円で、歳

入全体の９２.２％で前年度比２.６％の減となっております。 

 第２款訪問介護事業は、収入済額２,６００万５,５４９円、歳入全体の５.９％で、

前年度に比べまして９％の減となっております。 

 歳入合計は、収納率１００％で収入済額合計４億３,９７３万３,１８７円で、前年度

比４.９％の減となっております。 

 ３ページ、４ページの歳出です。介護老人保健施設事業が、支出済額４億１,０９９

万７,９８３円、訪問介護事業が、支出済額２,８５０万２,０００円で、歳出合計は支

出済額合計４億３,９４９万９,９８３円で、前年度比３.１％の減となっております。 

 不用額合計５４万３,０１７円で、歳入歳出差引残額は２３万３,２０４円となってお

ります。 

 以上で、平成２６年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の説明を終わります。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより監査委員の審査意見の報告を求めます。一般会計より順次お願いを申し上げ

ます。監査委員。 

○代表監査委員（水津  正君）  改めましておはようございます。 

 去る８月３１日に、町長宛に提出いたしました平成２６年度歳入歳出決算審査意見書

について御説明を申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、審査に付された平成２６年度津和野町

一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに関係諸帳簿、証書類等を審査した結果、そ

の概要及び意見は次のとおりであります。 

 審査の対象ですが、平成２６年度津和野町の一般会計並びに１０の特別会計でござい

ます。 



 審査の期間ですが、本年８月３日から８月２５日であります。 

 審査の総括意見、町長より審査に付された各会計の決算書について、関係諸帳簿、伝

票並びに証書類等との照合、関係資料の分析、比較検討等通常実施すべき審査を実施し

ました。 

 この結果、各会計とも決算書数値は正確で、かつ合法的であり、関係帳簿、証書類と

整合しており、財産運用管理もおおむね適正であると認めました。 

 以下、内容について記述します。 

 以下につきましては、かいつまんで御説明をいたします。 

 ２ページでございますが、１、決算規模です。一般会計は、歳入総額は１００億８,

１６１万１,６９５円、歳出総額は９９億３,６７２万２,９４９円で、差引１億４,４８

８万８,７４６円の黒字でございます。 

 特別会計につきましては合計で申し上げますが、歳入総額が４３億１,２６７万５,０

３８円、歳出総額は４２億４,９４９万８,１３７円、差引額は６,３１７万６,９０１円

となっております。 

 次に、一般会計決算状況でございますが、（１）の年度別決算状況につきましては省

略させていただきます。 

 次の（２）の決算収支状況でございますが、平成２６年度におきます実質収支額は６,

８１１万６,０００円、単年度収支に直しますと３,７１４万８,０００円の赤字でござ

います。 

 さらに実質単年度収支につきましては、１億７,２９３万４,０００円の赤字でござい

ます。 

 次に、（３）歳入の状況でございますが、主なものについてのみ御説明申し上げます。 

 町税は７億２,４２３万９,０００円で、前年度と比べますと１,９１０万４,０００円

の減でございます。 

 地方交付税につきましては、４５億６,７００万１,０００円でございまして、前年度

していきますと１億４,３９７万７,０００円減でございます。 

 国庫支出金につきましては、１８億２,６１８万７,０００円で、前年度比では９億５,

６８８万６,０００円の増となっております。 

 県支出金は、５億６,１６４万６,０００円で、前年度比で１億５,６２０万２,０００

円でございます。 

 次のページに移ります。繰入金でございますが、３億７７９万１,０００円で、前年

度比で２億９,３５２万３,０００円増となっております。 

 次に、（４）歳出の状況でございますが、主なものだけ申し上げますが、民生費が１

４億８,１５８万３,０００円で前年度比で１億１,６２６万円減となっております。 

 農林水産業費につきましては、５億４,２５７万５,０００円で、前年度比で１億９,

４７９万８,０００円の増となっております。 



 教育費につきましては、１１億９,７５９万９,０００円で、前年度比１億８,７４３

万円の増であります。 

 災害復旧費につきましては、１４億８,５６９万８,０００円で、前年度比が９億６０

１万８,０００円となっております。 

 次に、（５）性質別歳入歳出決算状況でございますが、自主財源の合計でいきますと

１５億４,１９６万３,０００円で、前年度比で３億３９５万６,０００円増となってお

ります。 

 次に、依存財源でございますが、依存財源の合計は８５億３,９６４万８,０００円で、

前年度比で９億８,８４２万２,０００円増となっております。 

 ②の歳出についてでございますが、義務的経費につきましては、合計で４３億３,３

０５万６,０００円で、前年度比７,８７４万２,０００円増となっております。 

 投資的経費につきましては、２９億７,６５５万５,０００円でございまして、前年度

比で１１億６,７０９万３,０００円増でございます。 

 その他の経費につきましては、２６億２,７１１万２,０００円で、前年度比で４,４

８１万２,０００円増となっております。 

 （６）の財政構造の分析でございますが、経常収支比率が８８.２％で前年度と比べ

ますと１.２ポイント上昇しております。 

 公債費比率につきましては２５.６％で、前年度比で０.６ポイント上昇しております。 

 人件費比率につきましては２２.８％で、前年度比０.９ポイントの増です。 

 物件費率につきましては、１３.６％で、前年度比で０.３ポイントプラスとなってお

ります。 

 実質公債費比率につきましては１１.４％で、１.８ポイント低くなっております。 

 財政力指数につきまして、０.１６７でございます。そして、前年度比でいきますと

０.００１ポイント下がっております。 

 標準財政規模につきましては４９億８,２５９万５,０００円で、前年度比で５,１６

７万５,０００円減となっております。 

 次に、（７）の町税の収納状況でございますが、町民税は２億６,２７６万２,０００

円で、収納率が９８.４％となっております。昨年度と比べますと０.６ポイント収納率

が向上しております。 

 固定資産税につきましては、徴収額が３億９,７３８万円でございまして、収納率は

８８.４％、前年度比でいきますと０.５ポイント向上しております。 

 次に、軽自動車税でございますが、２,１２３万３,０００円で、収納率が９９.１％、

前年度比でいきますと０.５ポイント向上しております。 

 次の（８）不納欠損状況につきましては省略させていただきます。 

 （９）使用料及び手数料でございますが、このうち土木関係で住宅使用料が８０９万

２,０００円の未収となっております。 



 それから、使用料総額では前年度比で８２１万６,０００円増となっております。災

害復旧が進む中、関係関連施設利用者数が少しずつではありますが回復傾向が見られる

と思います。 

 次のページ移ります。②の手数料につきましては省略させていただきます。 

 以下、（１０）、（１１）は省略させていただきます。 

 （１２）の地方債現在残高状況でございますが、２６年度末の現在高が１１９億２,

９４２万３,０００円、前年度と比べますと２億８,６６１万６,０００円ふえておりま

す。町民一人当たりに換算しますと１４９万９,０００円になります。 

 （１３）債務負担行為状況でございますが省略させていただきます。 

 （１４）基金残高状況でございますが、一般会計は２６年度末が４０億６,３７４万８,

０００円でございます。 

 （１５）滞納状況でございますが、町税関係は５,５１５万３,０００円で、前年度と

比べますと５８２万４,０００円減となっております。 

 それから、保育料等の児童福祉費の負担金、それから住宅借上げ賃貸住宅使用料の滞

納が合計で８５９万５,０００円で、前年度と比べますと１３３万９,０００円減額とな

っております。 

 次のページに移りますが、（１６）時間外勤務状況でございますが、中の数字は省略

させていただきますが、前年度と比べますと減ってはおりますが、前年度平成２５年度

はおととしの大災害に係る特殊事情がありますので、単純な比較は困難であります。 

 次に、３、特別会計の決算状況でございますが、（１）各会計別執行状況総括表、（２）

基金残高状況につきましては省略させていただきます。 

 （３）滞納額状況でございますが、国民健康保険税が２,０１８万３,０００円でござ

います。前年度比で５７８万６,０００円減となっております。 

 簡易水道事業でございますが１,０６４万９,０００円、これは前年度と比べますと３

５万５,０００円増額となっております。 

 下水道事業につきましては１９８万３,０００円で、前年度比で９万円の増でござい

ます。 

 合計いたしますと３,５３９万１,０００円で、前年度比で５８０万７,０００円の減

となっております。 

 （４）奨学金につきましては省略させていただきます。 

 最後に、審査意見でございますが、本年度の決算は普通会計ベースで前年度に比し経

常的経費は２,３６７万２,０００円減、投資的経費は一昨年の７・２８災害に係る復旧

費が８億１,９９５万５,０００円増、普通建設事業費が２億３,３１２万５,０００円増

で、歳出合計は１２億２,２２１万３,０００円増となっております。 

 経常収支比率は、前年度比で１.２ポイント上昇し、８８.２％となっている。その内

訳では、人件費は歳出額が増加しており、比率も０.９ポイント上昇し２２.８％、物件



費は歳出額そのものは減少しているものの、比率は０.３１ポイント上昇し１３.６％、

公債費は０.６ポイント上昇し２５.６％となっております。 

 このことは、主たる経常一般財源である普通交付税の減少、ひいては標準財政規模の

縮小による影響も大きいと考えられる。 

 ただ、公債費につきましては、今日までの計画的な繰上償還の効果により、平成２７

年度をピークに徐々に負担は減少をたどるものと思われますが、今後の新規発行に当た

っては適正な管理を求めるものであります。 

 今後、町税収入の増加が見込めない中、標準財政規模が縮小していくならば経常収支

比率の上昇傾向はさらに進み、財政運営は厳しくなることが予想されるところでありま

す。引き続き、さらに財政の健全化の努力を求めるところであります。 

 一般会計におきましては、歳入総額は１００億８,１６１万１,０００円、対前年度比

１２億９,２３７万８,０００円増、歳出総額では９９億３,６７２万３,０００円、対前

年度比１２億９,０６４万７,０００円増であります。 

 対前年度比で増減の主なものは、歳入では地方交付税が１億４,３９７万７,０００円減、

国庫支出金が１２億５,６８８万６,０００円増、県支出金１億５,６２０万２,０００円

増、繰入金が２億９,３５２万３,０００円増などで、歳出では民生費が１億１,６２６

万円減、農林水産業費１億９,４７９万８,０００円増、教育費が１億８,７４３万円増、

災害復旧費が９億６０１万８,０００円増となっております。 

 特別会計におきましては、歳入総額は４３億１,２６７万５,０００円、歳出総額が４

２億４,９４９万８,０００円となっております。 

 個別の指摘事項は次のとおりであります。 

 収納対策につきまして、一般会計では町税の収納率は不納欠損処分がなされてきたと

ころでありますが、全体で９２.８％となっており、前年度比で０.６ポイント向上して

おります。 

 保育所、児童館の負担金の未収額は、前年度比１１４万７,０００円減で、不納欠損

額は５９万５,０００円となっております。住宅等使用料の未収額は前年度比１９万２,

０００円減で８１３万７,０００円となっております。町税の収納率アップはもとより

でございますが、負担金や使用料は税とは性格を異にするものであり、滞納整理に向け

て一層の努力を求めるものであります。 

 特別会計では、国民健康保険税が前年度比５５７万６,０００円減で、２,０１８万３,

０００円、介護保険料が３７万８,０００円減、簡易水道使用料等が３３万５,０００円

増で１,０６４万９,０００円、下水道使用料等が９万円で増で１９８万３,０００円、

電気通信使用料が１１万７,０００円減で５０万６,０００円それぞれ未収となってお

ります。公平性を確保する上からも、さらなる収納強化を図られたいというところでご

ざいます。 



 結びといたしまして、行政事情がますます多様化する中で、一層の行政コスト削減を

図り、財政運営の安定化と住民福祉の向上に努められたいというところでございます。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 それでは、審査意見報告に対します監査委員さんへの質疑に入ります。 

 初めに一般会計から質疑を受けます。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、一般会計に対する質疑は終結をい

たします。 

 次に、特別会計について一括して質疑を受けます。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、特別会計に対する質疑も終結いた

します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第１３０号 

○議長（沖田  守君）  続きまして、日程第２９、議案第１３０号平成２６年度津和

野町病院事業会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 本案件について執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１３０号平成２６年度津和野町病院事業会

計歳入歳出決算の認定について、監査委員さんの意見書を添えまして議会の認定に付

するものでございます。 

 収益的事業では、当年度純利益９６万８,６２７円に対し、前年度繰越利益剰余金が

ありませんでしたので、当年度未処分利益剰余金が９６万８,６２７円となったもので

ございます。 

 資本的事業でございますが、収入、支出、差し引き３,３３１万４８０円の不足が生

じましたので、損益勘定保留資金から補填をいたしまして決算をさせていただいたもの

でございます。なお、詳細につきましては担当課長から御説明を申し上げますので、ど

うかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  それでは、議案第１３０号について御説明をいたし

ます。 

 昨年に引き続きまして、利用代行制を導入し、診療報酬等は全て町の収入となり、医

療法人橘井堂を指定管理者として管理運営を行いました。 

 それでは、病院事業会計決算書をごらんください。 



 発生主義の公営企業である病院事業の決算につきましては、基本的に消費税を除いた

税抜き処理で実施することになっておりますが、１ページから４ページの決算報告書に

つきましては、税込処理となっております。 

 それでは、１、２ページ上段の収入である病院事業収益決算額は７億４,４５０万４,

８９１円で、うち借受消費税及び地方消費税は３１２万３,７３２円となります。下段

の支出であります病院事業費用決算額は７億４,３２５万９１２円となります。 

 ページめくってもらいまして、次ページの３ページ、４ページをごらんください。上

段の資本的収入の決算額は３,７０５万８,２２７円、下段の資本的支出の決算額は７,

０３６万８,７０７円となり、うち仮払い消費税及び地方消費税は２８万５,３５２円と

なります。 

 続きまして、５ページの損益計算書について御説明いたします。 

 損益計算書については、収益的収入、支出の３条予算の税抜収支に対応し、１年間の

経営状況をあらわすものでございます。この損益計算書は税抜き処理となっております。 

 １の医業収益は５億４,２８８万２,７７２円、２の医業費用は７億３,１６３万６,５

８２円、３の医業外収益は１億９,７３９万７８６円、４の医業外費用は１,１６１万４,

３３０円となり、経常利益はマイナスの２９７万７,３５４円となります。特別利益の

過年度損益修正益は３９４万５,９８１円となり、当年度純利益は９６万８,６２７円と

なります。 

 ６ページ以降の貸借対照表、収益費用明細書については、決算審査特別委員会にて御

説明をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより監査委員の審査意見の報告を求めます。監査委員さん。 

○代表監査委員（水津  正君）  去る７月７日に、町長宛に提出いたしました平成２

６年度津和野町病院事業会計決算審査意見書について御説明申し上げます。 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された平成２６年度津和野町

病院事業会計決算書並びに関係帳簿、証書類を審査した結果、その意見は次のとおりで

あります。 

 審査の概要、審査の期日ですが、本年６月の２６日及び７月の２日でございます。審

査の場所ですが、この会場においてでございます。 

 （３）審査のほうでございますが、津和野町病院事業経営を地方公営企業法その他関

係法令の定めるところにより、目的を達成するため合理的に行われたかについて書類の

照合と検証を実施いたしました。 

 ２、審査の結果、決算書数値は正確でかつ合法的であり、関係帳簿、証書類と整合し

ており、適正であると認めました。 

 以下、内容について議決いたします。 



 （１）決算状況でございますが、アの収益的事業で病院事業収益は２６年度は７億４,

４５０万４,８９１円で、前年度と比べますと１１９万４,１２９円の減でございます。 

 支出では、病院事業費用でございますが、７億４,３２５万９１２円でございまして、

前年度と比べますと２０万４,７０６の増となっております。 

 次に、資本的事業でございますが、資本的収入は３,７０５万８,２２７円、前年度と

比べますと２,７１７万３,８８１円の減となっております。 

 資本的支出では７,０３６万８,７０７円、前年度比で１,９６８万８,０１０円の減と

なっております。 

 （２）は、企業債残高は平成２６年度末現在で７億１,６３３万７,０００円となって

おります。 

 （３）の資産状況でございますが、固定資産税は合計で申し上げますが、平成２６年

度末償却残高が６億７,３３９万８,９０５円となっております。流動資産につきまして

は、２億２,２３７万５,３８５円となっております。 

 （４）資本及び資本金、剰余金でございますが、合計で申し上げますが８億９,５７

７万４,２９０円となっております。 

 最後に総括意見でございますが、高齢化の進行とともに地域医療の果たす役割はます

ます大きくなることから、引き続き経営の安定化の上に立って医療の確保に努められた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 それでは審査意見報告に対する監査委員さんへの質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

 ここで１１時４５分まで休憩といたします。 

午前 11時 35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 45分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

 監査委員に対する質疑は終了いたしました。 

 ここで議案第１１９号平成２６年度津和野町一般会計歳入歳出決算の認定について

より、議案第１３０号平成２６年度津和野町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

まで、執行部に対して総括的に特に質疑があればこれを許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

 冒頭、議会運営委員長より報告がありましたように、決算議案につきましては特別委

員会を設置することになっております。 



 お諮りをいたします。決算の認定に関する１２案件につきましては、５人の委員をも

って構成する決算審査特別委員を設置し、これに付託の上会期中の審査としたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、決算の認定に関する１

２案件につきましては、５人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、会期中の審査とすることに決しました。 

 各常任委員会より委員の選出をお願いいたします。これより暫時休憩といたします。 

午前 11時 47分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 48分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員の選任については、津和野町議会委員会条

例第７条第４項の規定により、総務経済常任委員会より岡田克也君、御手洗剛君、文教

民生常任委員会より米澤宕文君、京村まゆみ君、寺戸昌子君の以上５名を指名したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました

５人の方を決算審査特別委員会の委員に選任にすることに決しました。 

 なお、決算審査特別委員会に地方自治法第９８条第１項の検査の権限を付与したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会に

地方自治法第９８条第１項の検査の権限を付与することに決しました。 

 先ほど、休憩中に決算審査特別委員会の正副委員長の選任をいただき、委員長に米澤

宕文君、副委員長に岡田克也君がそれぞれ選任されましたので御報告いたします。 

 それでは、ここで選任されました委員長より挨拶を受けたいと思います。手を上げて

ください。米澤宕文君。自席で結構でございます。マイクに向かって。 

○議員（３番 米澤 宕文君）  ただいま審査委員長に指名をいただきました米澤でご

ざいます。５名の委員全員で精査し、また意見等を付していきたいと思います。ふな

れではございますがよろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。ここで暫時休憩といたします。 

 ここで昼休み休憩といたします。午後１時まで休憩といたします。 

午前 11時 50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00分再開 



○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．報告第６号 

○議長（沖田  守君）  日程第３０、報告第６号平成２６年度津和野町財政健全化判

断比率等について、執行部より報告を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第６号平成２６年度津和野町財政健全化判断

比率等についてでございますが、地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づきま

して、健全化判断比率等を監査委員さんの意見書をつけて報告するものでございます。

内容につきましては担当課長から御報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  それでは、報告第６号を御説明いたします。 

 １枚めくっていただきまして、別紙のほうをごらんください。まず、健全化判断比率

報告書でございます。 

 一般会計を対象としました実質赤字比率、公営企業会計含みます全会計を対象としま

した連結実質赤字比率につきましては、いずれも黒字決済のため算定をされておりませ

ん。 

 それから、実質公債比率につきましては、一般会計等が負担する公債費、この中には

公営企業や一部事務組合、債務負担行為に基づくもの等も含みますけれども、この公債

費が標準財政規模に占める割合を３カ年間の平均で示したものでありまして、自治体の

実質的な借金返済負担の重さを示す指標でございます。平成２６年度は１１.４％とな

り、前年度より１.８ポイント減少したところでございます。 

 将来負担比率につきましては、一般会計等の地方債残高や債務負担行為、公営企業、

一部事務組合などの地方債残高のうち、一般会計等が負担するものから基金などの資産

額を差し引いた額が標準財政規模の何倍あるかを示したものでございます。２６年度に

つきましては、８３.１％で前年度より２１.３ポイント減少をしております。 

 次に、資金不足比率報告書でございますが、平成２６年度決算におきましては、資金

不足の生じた公営企業はありませんでしたので算定をしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で報告を終わりますが、特に質疑があればこれを許しま

す。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．報告第７号 

○議長（沖田  守君）  日程第３１、報告第７号株式会社津和野の経営状況について、

執行部より報告を求めます。町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、報告第７号でございますが、株式会社津和野の経

営状況について御報告をするものでございます。内容につきましては担当課長から御

報告いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、報告第７号株式会社津和野の経

営状況について御報告をいたします。 

 報告書を２枚めくっていただきまして、まず損益計算書をごらんください。第１６期

ということでございまして、平成２６年６月１日から平成２７年５月３１日までの決算

状況ということでございます。 

 まず売上高におきましては、１億９,３９１万９,０５０円、前年と比較いたしまして

売上高が９.２％増加いたしました。販売費及び一般管理費等を除いた営業利益は、マ

イナス３,７８９万４,１７６円となり、前年比０.４％減少し、経常利益はマイナス５

５４万３,５３２円となり、前年と比較し４９.８％減少しております。地域公共交通対

策事業補助金による特別利益から、税制上の圧縮損を除いた当期利益は２５７万６５２

円となりました。 

 次に、貸借対照表をごらんください。資産の部合計４,８７０万２,８４６円に対して、

負債の部合計２,２５０万１,５７７円となっており、資本金７,２００万円に対し利益

剰余金マイナス４,５７９万８,７３１円で、純資産の部合計は２,６２０万１,２６９円

となっております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ただいま報告がありました。特に質疑があればこれを許しま

す。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  損益計算書ですね、前年に比べて随分経常利益なども

４９.８減少てことはよくなってることなんですね。これは主な原因は何ですか。い

い傾向なのでちょっと聞いときたいんですが、どうしてここまでよくなったのか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  まず、売上高が９.２％増加したというこ

とでございますが、施設利用者数これが、前年２５年度ということになりまして、災

害のあった年ということでございまして、その年が２１万人、平成２６年度のこの期

につきましては２２万３,０００人ということで、施設利用者数が１万３,０００人増

加しているというようなところの要因がありまして、先ほど御説明したような利益と

いうようなところになっております。 



 ただ、昨年がトータルでマイナス、経常利益自体が１,１１２万７,０００円というよ

うなところで、１,０００万超える赤字を計上されていたというところで、ことしはそ

の経常利益的には半額になったということでございます。 

 そういった意味では、株式会社津和野さんのとこにおきましても、そういった利用増、

あるいはこの経営の立て直しというようなところでいろんな取り組みをされてると言

うところの結果があらわれてきてるということでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．報告第８号 

○議長（沖田  守君）  日程第３２、報告第８号株式会社石西社の経営状況について、

執行部より報告を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第８号でございますが、地方公共団体の財政

健全化に関する法律に基づきまして、株式会社石西社の経営状況について御報告する

ものでございます。内容につきましては担当課長から御報告いたしますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、報告第８号株式会社石西社の経

営状況につきまして御報告をいたします。 

 報告書を２枚めくっていただきまして、まず損益計算書をごらんください。第２０期

ということでございまして、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの決算

状況でございます。 

 まず最初に売上高でございますが、売上高１億６４８万６７２円となっております。

この売上高につきましては、前年と比較いたしまして２.５％減少をしております。販

売費及び一般管理費等を除いた営業損失は、１,８７９万８,７２６円ということになり

まして、前年と比べて１８.３％増加し、経常利益は８０万８,０３１円となり、前年と

比較いたしまして４６.２％減少しております。当期利益につきましても、５９万９,５

３１円となりまして、前年度比較でいきまして１万７,３４１円減少をしているという

ことでございます。 

 次に、貸借対照表をごらんください。資本の部合計９,６６０万６,９３１円に対しま

して、負債の部合計１,６１１万７,９１６円となっております。資本金８,０００万円に

対し利益剰余金４８万９,０１５円で、純資産の部合計は８,０４８万９,０１５円となっ

ております。 

 以上でございます。 



○議長（沖田  守君）  特に質疑があればこれを許します。ありませんか。ないよう

でありますので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．報告第９号 

○議長（沖田  守君）  日程第３３、報告第９号株式会社杣の里よこみちの経営状況

について、執行部より説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第９号でございますが、株式会社杣の里よこ

みちの経営状況について報告をするものでございます。内容につきましては担当課長

から御報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  報告第９号株式会社杣の里よこみちの経営

状況につきまして御報告をいたします。 

 報告書を３枚めくっていただきまして、損益計算書をごらんください。第２５期とい

うことでございまして、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日の間の決算状況

でございます。 

 まず、売上高につきましては７９４万８,２２４円ということになりまして、前年と

比較いたしまして売上高は１８.５％減少いたしました。販売費及び一般管理費等を除

いた営業損失は５４２万１,８１２円となりまして、経常損失が２４万４,６６６円、前年

と比較し８７万１,４５４円増加しているところでございまして、当期損失につきまし

ては４２万２,８６３円ということになりました。 

 前年度につきましては、利益として３９万９,９８８円を計上しておりますが、今期

につきましては当期損失ということで４２万２,８６３円となったということでござい

ます。 

 次に、貸借対照表でございます。資本、資産の部合計６５８万２,２９７円に対して、

負債の部合計１２６万２,６８６円となっておりまして、資本金１,２０５万円に対しま

して利益剰余金等を除いた純資産の部合計は５３１万９,６１１円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  特に質疑があればこれを許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３４．報告第１０号 

○議長（沖田  守君）  日程第３４、報告第１０号株式会社日原リゾート開発の経営

状況について、執行部より報告を求めます。町長。 



○町長（下森 博之君）  報告第１０号でございますが、株式会社日原リゾート開発の

経営状況について御報告をするものでございます。内容につきましては担当課長から

御報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、報告第１０号株式会社日原リゾ

ート開発の経営状況につきまして御報告をいたします。 

 報告書類を２枚めくっていただきまして、損益計算書をごらんください。第３０期と

いうことでございまして、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日の間の決算状

況でございます。 

 まず最初に売上高でございますが、１,４８６万２,１６６円となっております。前年

と比較いたしまして、売上高は０.９％増加いたしました。販売費及び一般管理費等を

除いた営業損失は４２２万３,２４５円となりまして、前年と比べて６.１％増加をして

おります。経常利益が６６万９,９９９円となりまして、前年と比較いたしまして３８.

１％減少をしております。当期利益につきましては、３１万３,５９９円となりました。 

 次に、貸借対照表でございます。資産の部合計５４３万９,９６８円に対しまして、

負債の部合計２１２万６,４６１円となっておりまして、資本金１,３５０万円に対しま

して利益剰余金等を除いた純資産の部合計は３３１万３,５０７円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  報告が終わりました。特に質疑があればこれを許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３５．報告第１１号 

○議長（沖田  守君）  日程第３５、報告第１１号有限会社フロンティア日原の経営

状況について、執行部より説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  報告第１１号でございますが、有限会社フロンティア日原の

経営状況について御報告をするものでございます。内容につきましては担当課長から

御報告をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  それでは、有限会社フロンティア日原の経営状況につい

て説明させていただきます。 

 ２枚めくっていただいて損益計算書をごらんください。統括的に健苗育成に取り組み、

育苗事業を健全化することで収益性を上げております。それから、８月より常務１名を

採用して受託事業も伸ばしてきております。 



 また、育苗後のハウスで野菜生産に取り組み、人件費増加分を売り上げ増により収支

を合わせてきましたが、米価下落と交付金半減の影響を受け、営農事業の収支がマイナ

スとなり、当期純利益がマイナス３２万６,０００円の赤字決算となりました。 

 続いて貸借対照表をごらんください。資産合計２,２４７万８,０００円に対して、負

債合計９０２万７,０００円、資本金１,０２５万円と繰越利益剰余金を合わせた純資産

合計は１,３４５万１,１０４円となっております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  質疑があればこれを許します。ありませんか。ありませんか。

これそれぞれの担当課長、これ会計事務所はそれぞれ違うんかいね、これはそれぞれ

違うの。これフロンティアはどこ。（「会計事務所ですか」と呼ぶ者あり）うん（発

言する者あり）わからない。あなた把握してる。（発言する者あり）うん、いや会計

事務所多分違うんだろうと思うんよね、決算書の出し方がねちょっと、見にくい要す

るに決算書というか、あると思うんよ。と思われませんか。（発言する者あり）でき

ることならね、ようするにそれぞれ指定管理者等々を入れとるところだから、会計事

務所を一本にしないと若干見にくいというとこあるけ、検討課題にしとってください。 

 以上で質疑を終結いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３６．報告第１２号 

○議長（沖田  守君）  日程第３６、報告第１２号平成２６年度教育委員会事業点検

評価報告書について、教育長より報告を求めます。教育長。 

○教育長（世良 清美君）  報告をする前に、１点修正をお願いしたいと思っておりま

す。条文の法律第２７条の規定というふうに記してありますが、ことしの４月１日よ

り法令が変わりまして２６条に変更になっておりました。気づかずに古い条文を書い

ております。申しわけありませんですが２７を２６に訂正をお願いをいたします。 

 それでは、報告第１２号平成２６年度教育委員会事業点検評価報告書について説明を

させていただきます。 

 この報告につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定によりま

して、毎年事業を点検評価をして議会のほうへ報告することになっております。 

 報告の内容につきましては、各事業ごとに事業名、事業の目的、内容、それから参加

対象等、実施時期、場所、予算、決算、それから評価及課題という形で整理をしており

ます。 

 概要をそれぞれの事業ごとに整理をしております。事業数が多くなりますので、内容

については細かくは御説明申し上げませんけれども、御確認のほどお願いをしたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  報告終わりました。特に質疑があればこれを許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ありませんか。いいですか。ないようでありますので、質疑

を終結します。 

 なお、本日までに受理した陳情書等は既に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後１時 31分散会 

────────────────────────────── 
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会計管理者 …………… 山本 典伸君                     

────────────────────────────── 

午前９時 00分開議 



○議長（沖田  守君）  おはようございます。引き続きお出かけをいただきありがと

うございます。これから２日目の会議を始めたいと存じます。 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。会議録署名議員は、会議

規則第１２６条の規定により１０番、京村まゆみ君、１１番、板垣敬司君を指名しま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（沖田  守君）  日程第２、一般質問。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。発言順序１、５番、草田吉丸君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  皆さんおはようございます。５番、草田吉丸でござい

ます。それでは、通告にしたがいまして一般質問をいたします。よろしくお願いいた

します。 

 私は今回３点について一般質問をさしていただきたいと思いますが、まず１点目に、

人口ビジョン総合戦略の策定状況について、そして２点目として中心市街地対策につい

て、そして３点目として農村文化景観保全対策について、この３点についてお伺いをい

たします。 

 まず１点目でございますが、人口ビジョン総合戦略の策定状況についてでございます。

２０１４年の５月に発表されました日本創生会議の人口予測では、全国の半数にあたる

８９６市町村、これ４９.８％でございますが、これが消滅の可能性があると警告し、

大きな議論を引き起こしたところでございます。 

 ２０１０年から２０４０年の間で、島根県内において松江市、出雲市、飯南町を除く

県内１６市町村で、二十歳から３９歳の若年女性が半減、半分以下に減ると、そして津

和野町におきましても、その減少率が最も高く７７％の減少、人口で言いますと５３６

人が１２１人に減少する、そのような試算を発表いたしました。 

 私たちはこれを聞きまして、大変な状況であるということを認識しているところであ

りますが、これに対して地方の社会や経済を立て直す地方創生が叫ばれ、２０１４年１１

月、まち・ひと・しごと創生法が成立し、２０１５年度中に全自治体で人口推計を目指

す人口ビジョンと、人口減少を克服する総合戦略を取りまとめることとなりました。 

 津和野町においても、人口ビジョン総合戦略の策定に向けてのプロセスが６月全員協

議会において示されました。その後の策定状況についてお伺いをいたします。 

 一つ目に、策定に望む基本的考え方について。 



 ２点目といたしまして、策定手順とスケジュールに対する進捗状況について。 

 ３点目、策定委員構成及び庁内の体制について。 

 ４点目、重点分野について。 

 ５点目、意見集約の方法について。 

 ６点目、財政支援について。 

 以上のことについてお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。本日から一般質問ということ

でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 なお、先立ちまして、このたび関東地方、また東北地方で豪雨によりまして大きな被

害が出ているところでございます。お亡くなりになられました方々に謹んでお悔やみを

申し上げますとともに、被害に遭われました皆様方にも心からのお見舞いを申し上げる

次第でございます。 

 それでは、５番草田議員の御質問にお答えさしていただきます。 

 人口ビジョン・総合戦略の策定状況についてでございます。津和野町の人口ビジョン・

総合戦略策定につきましては、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯どめを

かけるとともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保する施策を、総合的かつ計画的

に実施するために、しごとづくり、ひとの流れ、結婚・出産・子育て支援、まちづくり

を柱として１２月末を目標に津和野町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定してまい

りたいと考えております。 

 策定手順とスケジュールに対する進捗状況につきましては、国立社会保障・人口問題

研究所が推計した２０６０年の津和野町の人口は２,２２２人でありますが、現在人口

増減及び社会増減の影響等の分析や、１２地域それぞれのまちづくり委員会の人口につ

いて推計をしながら、２０６０年の目標人口についてシミュレーションをしているとこ

ろでございます。そして、人口の現状分析を踏まえ、しごとづくり、ひとの流れ、結婚・

出産・子育て支援、まちづくりについての総合戦略を策定いたします。 

 今後につきましては、９月下旬から１０月中旬にかけて、医療や福祉、農林業に従事

される方や商工会、観光協会の関係者、保育所及び小中学校の保護者の皆様等との意見

交換会を実施することとしており、御意見を参考にしながら、総合戦略の素案を作成し、

１０月下旬に津和野町まち・ひと・しごと策定検討委員会の御審議を経て、１２月末を

目標として、津和野町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略（案）を策定

したいと考えております。 

 策定委員構成及び庁内体制についてでございますが、まち・ひと・しごと創生を効果

的、効率的に推進していくためには、住民、関係団体や民間事業者等の参加、協力が重

要であることから、幅広い年齢層からなる住民を初め、産業界・行政機関・教育機関・

労働団体・メディア等、いわゆる産官学金労言で構成される推進組織でその方向性や具



体案について審議・検討するよう、国からの指導があったところでございます。津和野

町まち・ひと・しごと策定検討委員会におきましても、産官学金労言全ての分野から１

８名の方に参画をいただき、現在２回の会議を開催をしたところでございます。 

 庁内体制につきましては、各課の課長補佐または係長等で構成されるプロジェクトチ

ームで、総合戦略等の起草作業及び案についての協議・検討を行った上で、庁議メンバ

ーで構成される、津和野町まち・ひと・しごと創生本部において、協議・検討すること

としております。 

 重点分野につきましては、しごとづくり、ひとの流れ、結婚・出産・子育て支援、ま

ちづくりを柱とし、人口減少対策を最重要課題として捉えた戦略を策定することとして

おりますが、意見交換会での御意見及び人口の現状分析結果を踏まえ、今後協議・検討

してまいります。 

 意見集約方法につきましては、医療や福祉、農林業に従事される方や商工会や観光協

会等の関係者、保育所及び小中学校の保護者の皆さんから直接御意見をいただく場とし

て、意見交換会を実施することとしております。 

 財政支援につきましては、平成２６年度予算において、地域活性化・地域住民生活等

緊急支援交付金（地方創生先行）として、国の全体予算１,７００億円に対し、津和野

町では３,５４１万８,０００円の交付決定を受け、津和野町まち・ひと・しごと創生総

合戦略策定事業、自伐型林業推進事業、子育て支援タクシー事業等について、平成２７

年度に繰り越しをして実施をしているところでございます。 

 今年度におきましては、先行型事業について、他の地方公共団体において参考となる

先駆的な事業、または平成２７年１０月までに総合戦略を策定し、かつ適切な重要業績

評価指標が設定され、それについて外部有識者等により、検証が行われる事業に対して

上乗せ交付金が交付されることとなっております。今後の財政支援につきましては、国

は２０１６年度に創設する新型交付金を約１,０００億円規模にする基本方針を決定を

したところで、予算規模は縮小されるものと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  それでは、少し再質問ということでさせていただきま

す。 

 最初に策定スケジュールの関係でございますが、本町ではこれから意見集約をされて

いくということでございますが、９月下旬から１０月中旬にかけて、意見集約をしなが

ら、最終的には１２月末を目標に、人口ビジョン及び総合戦略を策定するという回答で

ございました。 

 そこで、１２月の策定ということで進んでいるということでございますが、今各自治

体が１０月末までに策定をすれば、上限１,０００万円の上乗せ交付金、こういったも

のが配分をされるというようなことがありまして、それに目指して随分多くの市町村が、

総合戦略等の策定をされている様子がいろいろと報道されているところでございます。 



 このあたりを津和野町としては１２月でございます。十分な意見集約期間をとるとい

うような思いでそういうふうにされてるというふうに思ってはおりますが、この辺のま

ずスケジュールについての考え方についてお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員御質問の、スケジュールについてでご

ざいます。 

 先般の６月議会最終日に、このまち・ひと・しごとの策定についてのスケジュールは

申し上げをさしていただいたところでございます。御質問ありましたように、津和野町

としては、１０月末というようなところでの目標ではなく、１２月末を目標にするとい

うことで、今都道府県別の申請団体数等が県のほうから直近の数字として今明らかにな

ってきたところです。１９市町村の島根県の１９市町村のうち、１３市町が今回この議

員御質問の１０月末までのところでの総合戦略の策定ということで、スケジュールを組

んでおられるということでございます。 

 江津市、津和野町、それから隠岐の４町村につきましては、これ申請するかどうかと

いうところも含めまして、この交付金については申請しないということでございますの

で、本町と同じようなスケジュール感で進んでいるところ、あるいは１０月末だけど申

請はしないというところ、二つで分かれると思います。 

 当初、この１０月末のところで言いますと１,０００万円の交付金が交付されるとい

うようなところもございましたが、実際のところは予算総額の中でということで、その

金額につきましては、若干、今現状の全国の申請団体数から含めて、今６９８団体とお

聞きしておりますが、その数字からは下がるものということで伺っております。 

 本町といたしましては、今回この１０月末というところでは、なかなかスケジュール

として、町民の皆さん等の御意見が伺えないというようなところも含めて、１２月末と

いうところで策定をするというようなスケジュールを出させていただいたということ

で、今後の意見交換会等の日程につきましても、今月の下旬から１０月の中旬ぐらいま

でを意見交換会の中に充てて、都合８回にわたって、先ほど町長が申し上げたとおり意

見交換を実施するということで、１０月の下旬に有識者等で構成をさしていただいてお

る策定委員会のほうで、このまとめのところを報告をさしていただき、その辺の取りま

とめを行った上で、１２月の策定というスケジュールで臨みたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  １０月末までを目指していくということになりますと、

確かに非常に期間的には厳しいものがあって、十分な意見集約できないというような

こともございます。上積みの交付金をやっぱり魅力は魅力だというふうには思ってお

りますけども、それよりかやはり私は内容のしっかりしたそういった総合ビジョン戦

略、そういったものがむしろ大事であるというふうに思っておりますので、しっかり



とした意見集約をしながらよりよい総合戦略、そういったものを策定を目指していた

だきたい、そういうふうに思っているところでございます。 

 次でございますが、まず人口ビジョンの関係であります。今各まちづくり委員会の範

囲で、人口推計をしているということでございますが、やはり今の現状を推移をすると

将来的にどうなるかといった予測は、これは当然可能であるというふうに思いますが、

それだけでは人口ビジョンになりませんので、当然そのためにどのような対策で安定的

な地域に達成していくか、そういったビジョンが示されるというふうに思っております

が、その辺で意見集約の中でいろんなところの方からの意見集約ということがありまし

たが、こういった例えばまちづくり委員会です、こういったところ、今から津和野町と

いうのは、このまちづくり委員会を中心に行政が動いていくということになるというふ

うに思います。そういったことになると、まちづくり委員会の中でのそういった意見集

約、そういったところはどう考えておられるかなというふうに思います。特に、今から

各地域がどうなっていくか、非常に大変な状況でございます。そういった中で、やはり

危機感も共有しながら、これからの集落づくりそういったことも考えていかにゃいけな

いと、重要な部分であるというふうに思いますが、その辺での意見集約というのは考え

ているのかどうか、その辺についてお伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今議員が御指摘になったように、まちづく

り委員会というところが今後地域づくりと、核になるものと私ども考えております。 

 今回意見交換会のほうは、１０月の中旬を予定しておりますが、まちづくり委員会の

代表者等の皆さんにお集まりをいただきまして、意見交換会を実施したいというふうに

考えております。 

 今御質問ありましたように、人口ビジョンのところですが、社人研というそういう団

体が出している人口につきまして、基本的にはどこの自治体も２０６０年の目標数値ま

で数値目標を示すというなところになっております。 

 本町の場合は、２０６０年が２,２２２人ということで、町長の答弁にありましたよ

うに、今から７割程度の減少ということになっております。この現状の数字７割を超え

る減少ということで、各まちづくり委員会ごとも人口のそういったシミュレーションも

さしていただいておりまして、今回もこの意見交換会の場では、この人口等についても

お知らせをさしていただきたいというふうに思ってるところでございますが、１２地域

まちづくり委員会ございますが、８割程度、８割弱人口がもう減るというような予測が

されてるところがございます。１番少ないところで大体６割、多いところで８割という

ことで、こういった人口減少を踏まえた中で、推計を踏まえた中で、このまちづくりと

いうのをどういうふうにしていくかというところ、少子高齢化ということで、高齢者の

方も自然ふえてくるような、そしてまた年少人口が段々人口の割合がまた減ってくると



いう、また生産年齢の人口も減ってくるというような時代を２０６０年では迎えると予

測がされてるところでございます。 

 そういったところで、課題的なところで言いますと、本町の場合、人口で言いますと

出生と死亡この差と、これが自然増減というものですが、転出と転入という社会増減と

いうようなところで、それぞれ今分析をしているところです。社会増減それから自然増

減ともに死亡が出生を上回る、転出が転入を上回るというようなところで、人口減少が

続くと予測をされておるわけでございます。 

 そういった中で、人口の課題というところが島根県下で言いますと、この社会増減の

影響度が津和野町１番高いという数字が出ております。ということは、先ほど町長が申

し上げたとおり、ひとの流れというのをどういうふうにまずしていくか、それについて

は、またしごとも当然ついてくるというようなところで、人口ビジョンについてはそう

いった課題となるべき数字のところの把握を重点的に努めていきながら、まちづくり委

員会で言いますと各１２地域のまちづくり委員会でどういう年齢構成になるか、どうい

う人口減少をたどるかというところも紹介をさしていただきながら、このまち・ひと・

しごとにつきましては、総合戦略のほう策定さしていただきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  ぜひまちづくり委員会のところで、やっぱりそれぞれ

の地域で今どういった状況であるのかというところをそこで十分認識しながら、将来

をどうしていくかということ考えていく重要な時期であると思いますので、ぜひそう

いったところの取り組みをよろしくお願いをしたいというふうに思っております。 

 先ほど２０６０年度にどうなるかということで、人口ビジョンをつくられるというこ

とでございますが、県のほうが人口ビジョンの目標値を２０６０年度約３２％減となる

４６万８,０００人というような数字を目標設定をされているということでございまし

たが、この数字が各町村が積み上げたものとどいうふうになるのか、最終的には隔たり

が出てくるというふうに思っとりますけども、この辺は、最終的には、やはり各町村の

積み上げたものを県の目標値としていくというような方向になるものかどうか、その辺

はどうでございましょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  この人口減少の部分でいいますと、数値目

標それぞれ県知事等の町長との意見交換会、あるいは副町長会の中でも県あるいは関

係する町村の中で連携をさしていただきながら、人口の目標というところについては、

いろいろ調整をさしていただいてるような状況がございます。 

 先ほど議員御質問がありましたように、島根県は目標４６万８,０００人ということ

で、先般公表がされたところですが、市町村の調整は見送るというようなところの考え



方がございまして、８月の下旬に、これにつきましても新聞報道もされたところでござ

います。 

 本町の場合、島根県と同じような推計値で２０６０年推計をいたしますと、この転入

転出の社会動態、これが今転出超過になったということで申し上げましたが、これを２

０４０年度までにこれゼロにするという中で、出生率のところを現在１.６７という数

字が本町の出生率ということになりますが、それを２.０７に引き上げるということで、

島根県と同じようなシミュレーションをいたしますと３,３６３人ということで、現状

の人口から言いますと６０.０８％減少するということになります。 

 邑南町やその他各市町におきましては、人口のところそれぞれ新聞報道のところでご

ざいますが、邑南町でいいますと１万人は超える人口おられますが、２０６０年やはり

１万人で目標値をとろうというようなお考えを持たれているところもございます。県と

同じようなシミュレーションすれば、本町の場合３,３６３人ということでございます

が、そういったところの各市町村の目標数値、これについては調整的なところは現在の

ところ島根県としては見送るというようなお考えがあるということで、本町は本町の考

え方の中で、今後この人口の長期見通しを分析した上で、本町の目標数値につきまして

は定めてまいりたいいうふうに考えてるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  やはり本町は本町なりの考え方でやっぱりそういった

人口ビジョンをつくる、それが大事であるというふうに思っております。今、国なり

県が合計特殊出生率２.０７ということで、これは１人の女性が生涯に何人の子供を

産むかといったそういった数値でございますが、今、津和野町は１.６７ということ

になっているということでございますが、これを２.０７出生率を上げていくという

ことになれば、６０年で３,３６３人という人数になるということでございます。出

生率を上げるということ、これも確かに１人の人が産む子供の数をふやしていくとい

うこと、それはいろんな条件があって初めてそういうことが可能にはなると思います

が、出生率を上げるということと同時に、やっぱりそういった２０代から３９歳です

か、そういった出産適齢期の人の女性をやっぱりいかに多くこの津和野町に住んでい

ただくか、それが絶対的な人数をふやすということにつながっていくわけなんで、そ

ういったことも考えた対策を、ぜひ打ち出していただきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 次に、総合戦略について少しでございますが、いろいろこの総合戦略につきましては、

定住促進対策あるいは子育て支援、雇用創出、そういった戦略をこれから考えていかれ

るというふうに思っておりますが、まずこれも県との関係も出てくるというふうに思っ

ております。当然県との連携をしながら、やる部分も出てくるというふうに思いますが、

この前の新聞報道でも島根県が現在取り組んでいる保育料軽減あるいは乳児医療費助

成などの拡充というものをどうかということに対して、知事も、そういった拡充につい



て少し否定的な考えを示しているということがありました。そして新たな対策を考えて

いこうということが述べられておりましたが、要するに現行制度の拡充ではなくて、新

たな取り組みを考えていきたいというような報道がありましたが、これあたりについて

現在で県の新たな取り組みというようなものが少しわかっているかどうか、新しいもの

が示されたかどうか、その辺をちょっとお聞きをいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  先般県のほうから総合戦略の素案というと

ころが８月の中旬ぐらいのところで県議会のほうにも示されたということで、情報と

しても本町のほうにその素案の中身がまいってるところでございます。 

 また、先般ここを統括、総合戦略を統括をしている政策企画課のほうの課長さんにお

越しいただいて、県の状況について職員研修会を実施をして、職員に対してはそういっ

た県のお考えというのをいろいろ御説明をしていただいたということでございます。 

 議員御質問の県の事業と町村とのかかわりのところで、新規事業も含めてどういった

事業があるかというところでございますが、現行的には、今現在のところでは県の事業

として新しい事業というところでの取り組みは、詳細についてはお伺いをしてないとい

う状況にございます。 

 例えば今議員さん御質問にありました、出生率を高めていくというところで言います

と、そういった若い女性の方に来ていただくというようなところ含めて、トータル的に

は結婚対策というようなところも現状あるかと思います。その結婚対策につきましては、

県のほうで今回ハッピーコーディネータ―という方が島根県下おられるんですが、そう

いったニーズの拡充というようなところで説明会が先般持たれたというところは承知

をしているところでございます。そういったところで予算のところもございまして、事

業的に細かく新規事業については余りこの新しいところはないように感じております

が、個々の事業のところについては、今後またいろんな打ち合わせの中で出てくるもの

というふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  県の新しい施策等出れば当然それと連携した対策とい

うのはとっていく必要はあると思っておりますが、総合戦略につきましては、町全体

での取り組みも当然あるわけでございますが、この中には先ほどから少し話はしてお

りますまちづくり委員会、各集落、こういったところにどのような対策を講じていく

かというようなそういった地域ごとの対策、こういったこともこれからこの総合戦略

の中で組み込まれていくことを考えておられるのか、そしてまた、これは各町村いろ

んな対策を案を出してこられると思いますが、特に津和野町としてやはり何か特殊な

津和野町らしい新しい取り組みというようなものも、今少し考えておられる部分があ

るのかどうか、その辺について少しお聞かせください。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  地域ごとの対策ということで、今から意見

交換会等も行うということで、そしてまた２４年度から地域提案型助成事業等も行わ

さしていただいて、各まちづくり委員会ではいろんな課題も出てきており、そういっ

た課題に対して、この補助金制度等活用して解決に当たられていると承知をしている

ところでございます。 

 小さな拠点づくりというようなところで、今後この移住、定住対策、あるいは地域課

題解決に当たって、このまちづくり委員会を拠点としてどういったことができるのかと

いうところで、先ほど議員の御質問にありましたような、津和野町ならではの新しい対

策というようなところも、この意見交換会を通じてそういったところについてはいろん

な御意見をいただきながら、見出していきたいというようなところも現在考えてるとこ

ろでございます。 

 例えば、買い物不便者対策であったりとか見守りの対策であったりとか、そういった

ところの新たな地域課題が２０６０年に向けて高齢化がますます高まる中では必要に

なるというふうなことで考えております。 

 そういったところで、まちづくり委員会ごとに小さな拠点を置くというようなところ

は、基本的なところの考え方としては、私ども持っているところでございますが、それ

を小さな拠点をどのように利用していくか、活用していくかというところが地域によっ

ても状況さまざまであろうというふうにも考えているところでございます。地域に対応

できるような柔軟な姿勢の中で、この小さな拠点というのを今後についてはつくり出し

ていくべきではないかというふうに、今現在のところ考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  わかりました。あともう１点だけこの点でございます

が、財政の関係でございますが、２０１６年度予算の概算要求で１,０８０億円程度

の概算要求が今新しい新型交付金ということで要求をされてるようでございますが、

このものも２６年度の補正予算で計上されていました地方交付税先行型交付金１,７

００億円ということより減額ではございますが、この１,０８０億円の２０１６年度

の配分の方法というのはどういうふうなことになっているのか、補正で各町村に配分

されましたが、そういったような形で配分ができるのか、されるのか、そしてまたこ

のものが何か自由に使える交付金であるのか、その辺だけちょっとお聞かせください。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  先般、先週のところで先週末の金曜日だっ

たかと思います。県のほうから地方創生関連概算要求ということで平成２８年の当初

予算等についてということで、これ未定稿ということでございますが、報告があった

ところでございます。１,０８０億円という数字の中で、議員御質問のような、町村

に対してどういう配分方法というところを現在のところ承知をしておりません。ただ

この新型交付金については１,７００億円から１,０８０億円に減額されるところと、



それから２分の１というような事業費ベースでは２,１６０億円というなところで、

この辺については今現状のところ情報がまいってるというような現状でございます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  財源の話が出ましたので、そこが今私自身も１番危惧してる

ところでございます。ああして国は地方創生ということで、非常に大きな看板を掲げ

て、一生懸命取り組もうというその姿勢は大変ありがたく思ってるわけでありますが、

実際平成２７年度が１,０８０億円規模ということで、先行分よりもさらに少ないな

というところでありまして、その辺で実際我々もこれから総合戦略を書くけれども、

それを実行する上で、いわゆる財源の現実としての恐らくギャップが相当出て苦しん

でくるんじゃないかという心配もしているところであります。 

 先行分が１,７００億円で、津和野への配分額が３,５００万円ということでありまし

たが、これを３,５００万っていうのは、例えば日本遺産が認定されて、国から交付決

定いただいた額よりもさらに少ない額でもありますから、そういう面でじゃあそれぞれ

の自治体がどう地方創生をしていくか、まさにいろんなアイデアが求められるんだと思

っております。１,０８０億円では、いいアイデアには重点的にお金を配分するという

のはメリハリも出てくるのかもしれませんが、そういう意味でどういう計画をつくって

いくかというのも重要になってくると思っておりますが、それでも各自治会に配分され

る現実的なお金というのは、相当我々が考えるよりも厳しいものだというのを受けとめ

てやっていかなきゃならないと思っております。 

 ですから、１２のまちづくり委員会ともしっかり時間はかかるかと思いますが、早急

にすぐ好転するうような取り組みというのはなかなか難しいと思っておりますので、今

後そういう財源のことも考え合わせながら、まちづくり委員会としっかりいろいろ時間

かけてでも話し合いをしながら総合戦略はつくった上で、その後の取り組みとしまして

も継続的な取り組みというものをしていきたいというふうに考えております。 

 それと同時に、この地方創生交付金がやはり拡充というものを国に働きかけるという

こともしていかなけりゃならないとともに、やはり過疎債の枠の拡充、これもやはり考

えていかないと、十分な財源が生まれてこないというふうにも思っております。そうい

う面では、これやはり我々行政サイドだけではなくて、やはり議員の皆さま方のいろん

な政治への関係での力というものもお借りをして、そしてやはり皆さんにも声を上げて

いただきたい、そういう思いでもございますので、その辺についてもお願いをしたいと

いうふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  財政問題、大変な重要なもんであると思っております。

津和野町の財政も非常に厳しい状況に今後なるというふうなことでもあります。でき

るだけ国、県のそういった支援をしっかりと使って事業をしていくということで進め

ていく必要があろうかというふうに思っております。総合戦略においても、余りに大



胆なことを今して、後の財政が続かないというようなことも、やっぱり何ともなりま

せん。やっぱり今の縮小社会を見ながら、そういった財政部分も含めた総合戦略、こ

れも考えていく必要があろうというふうに思っております。 

 確かに国への働きかけ、ぜひ下森町長、過疎地域の対策協議会の会長、あるいはまた

島根県の町村会の副会長という役にも就任されておりますので、どういったいろんな立

場の中で、国へのそういった要望も、今後ぜひやっていただきたいというふうに思って

おります。総合戦略につきましては、これからでございますので、ぜひ町民の皆さんも

希望がやっぱり持てるような対策、ぜひ作成をしていただきたいそういうことでお願い

をしたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。２点目でございますが、中心市街地対策ということ

でございます。今回特に私は日原地区の中心市街地対策についてお伺いをいたします。 

 中心市街地の活性化は、周辺集落にとっても大変重要であります。本庁舎を有し、清

流高津川沿いに位置する日原市街地の抱える課題、問題点を整理し、その対策を講じる

ことは津和野町の将来にとって極めて重要であると考えます。地域住民の意見を取り入

れたグランドデザイン等作成し、将来に希望の持てる対策が急がれると思っております。

町としての考え方を伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、中心市街地対策についてお答えをさしていただき

ます。 

 議員御指摘のとおり、日原中心市街地の活性化対策は、大変重要な問題であり、今年

度の重点事業としております。日原中心街ににぎわいを取り戻す拠点づくりとして、平

成２６年度３月補正予算において、まち・ひと・しごと創生費の総合戦略策定にかかる

下部計画として位置づけ策定に向けた作業を続けております。 

 現在、日原郵便局に隣接した空き家及び同敷地ほかを活用した空き家改修等により、

図書館等の公的機能と民間の動きを連動させた施設の整備を行い、さらに駐車場、堤防

道、高津川河原等周辺エリアについても、随時活用することで、日原中心街に賑わいを

呼び戻していくべく検討を進めております。 

 日原地区の場合は、津和野地区のような観光地とは異なり、まず住民の皆さんを中心

に活用いただける施設として、平日昼間等の利用を図りたいと思います。その上で、夕

方、夜間、休日、祭り開催時には、イベント会場として活用することで、対岸を通る幹

線道路、国道９号線の通行者等に視覚からもアピールをし、最終的には区域外からの流

入を促していける計画策定を目指しております。 

 この計画は、平成２６年１月、同地区の住民有志が集まり、中心街の活性化について

話し合いを始めたことが発端であり、その後は津和野町まちなか再生推進協議会日原提

言部会として体制を整え、メンバーを補充し、協議をいただいてるところでございます。

なお今後、本計画を進めながら、長期的には津和野地区における歴史的風致維持向上計



画等と同様なグランドデザインを、もう少し広い視野から策定する必要性もあると感じ

ております。 

 現在、美しい森林づくり条例の策定とともに、そのモデル林を枕瀬山の町有林に設定

するべく準備を進めておりますが、同時に高津川流域の文化や景観を生かし、国の重要

文化的景観の認定を目指すとともに、豊富な森林資源や美しい水辺の環境、食の素材な

ど日原地区の優れた要素を総合的に活用した計画にすべく検討を進めてまいる所存で

ございます。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  中心市街地について、新たな中心地にぎわい創出を拠

点づくり事業というのを、先般の全員協議会の中でも説明を受けたところでございま

す。 

 以前から中心市街地の皆さんも、非常に何とか活性化をしたいというような思いを持

たれて有志が集まられてこの話し合いがされてきたというふうに聞いております。そし

て、行政のほうもやはり日原市街地本庁を持つ市街地がやっぱり活性化するということ

は、非常に考えておられるというふうに思っておりますが、そういったものを一つのこ

ういったことにつながってきているということでございまして、私は非常にいい動きで

あるというふうに思っております。いろいろと市街地の皆さんの何人かの意見を聞いて

みますと、やはり何かこう動きがほしいという部分を感じておられます。ぜひこのもの

を私は一つの出発点としていってほしいというふうに思っております。 

 確かに言われるように津和野のまちは観光でございます。しかし日原はそういった部

分とは違って、やはり自然が豊かな部分を活かしていく、きれいな環境をつくっていく、

その中でそこに住んでいる人が、やっぱり日常の中で生活を楽しむというようなところ

から、やっぱり進んでいけばいいというふうに思っておるところでございます。 

 あと私もグランドデザインというようなことでちょっと一般質問で出さしていただ

きましたが、これ少し大げさかもしれませんが、そういった大げさなことで考えてるわ

けではございませんけども、今町内にもいろいろ対策を講じなければいけない部分があ

るというふうに思っております。旧日原町寄宿舎あたりの問題、それから本庁舎も周辺

の駐車場ということで買収をされました。これからの駐車場の計画、いろんなことも出

てこようと思っておりますし、旧石西社の跡地、こういったところもどう活用していく

か、そういったこともあろうというふうに思っておりますし、特に新しい森林づくり条

例ということも考えておられるようでございますので、そういった意味では天文台を中

心とした枕瀬山の周辺の整備、そういったこともしながら環境を整えていく。特に私が

一つ思っておりますのは、日原大橋の天文台側のほうはだいぶ整備がされてきれいにな

ってきました。しかし、国道側のほうがまだまだもう少し景観整備をしていく必要があ

るんじゃないかなというふうに感じておりまして、特に津和野町の玄関口でもあるわけ



ございますので、そういったことを整備をしながら、高津川を中心とした環境整備、ぜ

ひこの辺を検討いただきたいなというふうに思っているところでございます。 

 そういったことを考えて、大げさなグランドデザインということでなしに、やはり背

丈に合ったそんなにお金をかけなくてもできることが十分あるというふうに思ってお

りますので、その辺の対策についてぜひ今後検討いただきたいと思いますが、そのこと

について何かございましたら。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員御指摘いただきましたグランドデザインについ

てでございますが、決してこれは大げさというものでもなく、やはり高津川という吉

賀町から流れまして益田までつながる、この３市町広域を連携していく上で、ほんと

に１番大きな共通テーマとなるものでもございます。そういう部分では、この川を活

かした振興策というものについては、ほんと真剣に、またより具体的に考えていく必

要が大変あると思っておりますので、今回のまずにぎわい創出が起点となりまして、

さらに全体を踏まえた総合的なグランドデザインを、より具体的なものとして進めて

いくということ、関係課とも連携しながら進めていきたいいうふうに思っております

ので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  それでは、その辺でついてはどうかよろしくお願いを

いたします。 

 それでは、最後の質問でございますが、農村文化・景観保全対策についてでございま

す。 

 これについては、昨年度も少し一般質問でさしていただきましたが、農村がきれいに

管理されている風景を見ますと、まさに日本のふるさとといったものを感じます。特に

農地や周辺の里山が管理されている風景は、心が和み、安心感を与えてくれます。この

ように農村が守られているのは、その背景にはそこに住んでおられる農家の皆さんの汗

と努力があって保たれているということは言うまでもありません。 

 しかし、今この農村にやはり危機が訪れていると感じております。管理をする人材不

足により、草刈り等ができない状況が出てきております。農村文化や景観を守り継承し

ていくための対策が必要と考えます。地域において集落再編といったものを視野に入れ

た、助け合いの輪を広げていくということも、今後の課題というふうに考えております

が、全町上げての対策も必要であると考えます。里山管理条例の制定等により意識を高

める取り組みが急がれると思っております。町としての考え方を伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、農村文化・景観保全対策についてお答えをさせて

いただきます。 



 現在、津和野町では、高齢化により集落内の農地や里山などの管理を初め、集落の催

事などの農村文化の伝承が困難となる集落がふえつつあります。景観を維持管理する事

業として、国、県、町が一体となって取り組む中山間地域等直接支払制度があり、林業

では、国の森林・山村多面的機能発揮対策事業、町独自の簡易作業路開設・修繕事業や、

山の宝でもう一杯プロジェクトで林地残材搬出に対する自伐型林家等支援事業などが

あります。 

 これらの事業を取り組むことにより、農地や里山の手入れを行うことができ、景観保

全を行うことは可能でありますが、人的体制の面では高齢化による労働力の減少が著し

い集落もあり、厳しい状況であると認識をしております。故郷を離れた方々に、集落に

帰っていただくことが望まれております。 

 しかし、近年、都市部から田舎暮らしに憧れて移り住む若者が農業や林業を志し、実

践する人がふえつつあります。都市部にない自然景観は、子育てをする上で大切な環境

であり、財産であることに気づいた若者を受け入れ、集落での新たな担い手となってい

ただくことで、農地や里山の手入れが進み、景観の保全が維持できるとともに農村文化

の継承も可能になると考えてます。集落再編については、住民の自治体制にかかわるこ

とでもありますので、まずは隣接する複数の集落において、協議を行っていただくこと

が重要であると考えます。 

 また、議員におかれましては、里山管理条例をお考えのようでありますが、町では６

月補正で予算化をいたしました、美しい森林づくり条例の策定を進めております。津和

野町の森林は津和野町民が育て、管理をしていく意識をさらに醸成をしていくため、健

全な森林のあり方を各団体で協議をし、災害に対しても強く美しい森林づくりを盛り込

んだ条例にしたいと考えております。 

 里の管理も含めた内容にできるか、現時点では申し上げられませんが、議員のお考え

にあります、里山管理条例の内容についてお示しをいただきましたなら、それら内容を

検討、協議をして条例をつくりあげることも可能であると考えておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  今、農村においては、ほんとにやはり高齢化によって

人口が減少という中で、いろんな弊害が出てきているところでございます。特に私が

感じておりますのは、農村においてはとにかく草を刈っていけないと、農地も守れま

せんし、集落自体が疲弊をしていく。そういったとこで、とにかくこの草刈りをどう

していくかというのが、これから大きな課題でございます。何とか草刈り隊でも組織

して、いろんな集落に行って手助けをするとかそういったことも等々考えていかんと、

ただそこだけの集落では維持できない、そういう状況になってくるんではないかとい

うふうに思っております。 



 ぜひともいろんな国の制度、中山間、日本型の支払い制度も利用して、今やっている

のはありますけども、まだまだ多面的機能を支える共同活動の新しい直接支払い制度、

こういったものもどうもまだ全集落での取り組みがなされていないようなところもあ

ります、あるようでございますので、やはりそういったところにしっかりと行政がかか

わっていって、できるだけそういった補助事業を取り入れる、そういう指導もしていた

だきたいなというふうに思っておるところでございます。 

 また、私今回里山条例というようなことを一般質問で出さしていただきましたけども、

まだ私自身がどういった条例がいいのか具体的なところまで研究しておるわけではご

ざいませんが、新たな美しい森林づくり条例、この中にこう含めて、そういった里山管

理も含めた条例ができるのならば、それも一つの方法であるというふうに思っておりま

すが、その辺の御検討もいただきたいと思いますが、私自身もこれについてはもう少し

研究をしてまいりたいというふうに思っておるところでございます。 

 農林課長のほうで何かこういうことでございましたら、御回答お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  先ほど、議員のほうからも出ました、美しい森林づくり

条例というのをこれから取り組んでいくわけですが、山だけがきれいになっても里も

川もきれいにならないと意味がないことでありますので、関連があることと思います

ので、ぜひその辺のことを協議して盛り込めるような形で検討していきたいと考えて

おります。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  どうも、ありがとうございました。それでは時間がま

いりましたので、以上をもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（沖田  守君）  以上で、５番、草田吉丸君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  ここで１０時１５分まで休憩といたします。 

午前 10時 00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 15分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序２、８番、御手洗剛君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  ８番、御手洗剛でございます。通告いたしましたので

質問をさしていただきます。 

 まず、１番目でございます。今年産米は、収獲の時期を迎えております。最近大変長

雨でございまして、この中での収穫であります。若干のおくれをしながら、現在作業が

行われておるところでございます。 



 全国的にも生産者へ支払われる概算金が出そろってまいりました。今年は、主食用米

から飼料用米等への作付転換が大幅に進んだ結果、初めて生産調整の達成が確実となっ

ております。前年産に比べ、生産者へ支払われる概算金を高く設定する産地がふえてお

ります。 

 しかし、生産調整の達成それ自体を喜んではおられません。農家が望んでおりますの

は、これを追い風にした米価の回復による経営の安定でございます。消費者や実需者の

理解を得つつ、米を売る努力が不可欠であります。それができなければ、１６年産でま

た過剰作付を生じかねません。 

 また、次年度におきまして、次年度のように低迷化が続くようであれば、担い手を中

心に農業経営が成り立たなくなり、条件不利地において作付を断念する動きが加速し、

その結果耕作放棄地が増加する危険があります。 

 米の販売におきましては、ＪＡの本来業務であると認識をいたしておりますが、町と

しての今後の対応と展開についてお尋ねをいたします。 

 ２番目に、西いわみ管内においては、売れる米づくりや特色ある米の生産を目指し、

当町発祥の減肥・減農薬米である、ヘルシー元氣米の生産拡大に取り組んできておりま

す。町も堆肥散布に助成する等の支援を継続しているところであります。 

 しかし、米価下落の環境下にありまして、生産農家は堆肥投入等、生産資材のコスト

増による負担を軽減する対応として生産を断念する動きが増した結果、面積は年々減少

傾向にあるところでございます。 

 しかし、米ブランド化への取り組みは、今後においても必要な産地としての力、姿勢

を示すものでもあります。また、このことは一朝一夕になし得るものではありません。

今後の町としてのブランド米生産拡大についての考え方と対応についてお尋ねをいた

します。 

 ３番目に、政府は、米の生産調整を１８年度をめどに見直す方向にあります。国によ

る生産数量の配分をやめ、生産者や生産者団体を中心に計画生産を行う体制への移行を

目指しております。 

 また、同時に生産調整参加メリットの一つでございます、米の直接支払い交付金を１

７年産までで廃止するとしております。このような方向性が示されておりますが、円滑

な移行と実効性が確保されるか不透明でもあります。町として、こうした動きに関しど

のような対応が必要である、考えられるかお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、８番、御手洗議員の御質問にお答えさせていただ

きます。 

 米の自給改善とブランド米の増産についてでございます。 

 まず、一つ目の御質問でございますが、２０１５年産の主食米の作付は、全国的には

目標に対して約８,０００ヘクタール下回る見込みにあり、初めて過剰作付が解消され



る見通しになることや、民間在庫の減少も視野に入れ、ＪＡしまねでは、概算金を３０

キログラム当たり７５０円程度引き上げることが発表されております。本町においても

生産目標に対して、約１１ヘクタール少ない３７５ヘクタールの作付となっており、一

方で新規需要米は昨年に対して４倍近く作付面積となっております。 

 しかしながら、こうした需給改善が反映され、概算金増額の中であっても米価が低水

準であることに変わりはなく、また、米の消費も減少傾向が続いている状況ですので、

御指摘のとおり売る努力は不可欠であると考えております。 

 今年度は、ＪＡ、県と連携をしてヘルシー元氣米の取り扱い業者と協議を重ねている

ところで、最善の取り引きが行える体制づくりを検討しております。ＪＡしまねと県に

おいては、島根米あり方検討会が設置されており、販売を起点としたものづくりの具体

的策定に向けた取り組みが行われております。全体的にはＪＡを中心に関係機関が連携

をして、有利販売を展開できればと考えておりますが、ＪＡ統合による販売力強化にも

期待をしているところでございます。 

 過剰作付につきましては、本町はこれまでも配分内で作付をしてきておりますし、本

年度においてＷＣＳ収獲機器を整備したこともあり、来年度以降の過剰作付は生じない

と考えております。 

 ２つ目の御質問でありますが、現在は全国各地で特別栽培米が生産されており、ヘル

シー元氣米も過去に比べると優位性が薄れた部分があると思われますが、当地の米の有

利販売を考えれば、まずはヘルシー元氣米の販売力の回復が重要と考えております。 

 回復に向け、他産地の特栽米との競合の中で、優位性を保つためには、管内全体でさ

らに付加価値を加えた高品位米に取り組むことも必要でしょうし、産地や米の特徴を印

象づけるためには、津和野町産独自で高品位に向けた取り組みを行うことも有効と思わ

れます。いずれにいたしましても、ＪＡの販売戦略を基本としながら、連携をした取り

組みを進めたいと考えております。 

 ３つ目の御質問でありますが、これまで生産調整の取り組みがされてきたにもかわら

ず、達成ができない状況が続いてきたことから、２０１８年産より生産調整が廃止をさ

れた場合、過剰作付に拍車がかかり、さらなる米価下落も想定をされます。 

 本年は、国レベルで生産調整達成の見込みとなり、この状態が続けば米価回復にも期

待ができるところでございますが、これは新規需要米に対する手厚い支援があってのこ

とでもございます。農家の混乱を避ける意味も含め、国に対して現行制度が安定かつ持

続的なものとなるよう働きかけをしてまいります。また、今年度のＷＣＳの収獲機器整

備は、米価下落対応の一つとして捉えております。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗剛君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  ２年続けての低米価となれば、稲作を中心とした地域

はもちません。交付金を活用しながら、飼料用米等への切りかえを進め、需給改善に



貢献しようという全国的な農家の動きがありまして、低い概算金に歯どめをかけたと

いえます。 

 御回答にもありましたように、この傾向は当町にもありまして、同様の動きがござい

まして、飼料用米作付面積が２２.６ヘクタール、飼料用稲作付面積も２６.５ヘクター

ルと前年より大幅な伸びを示したところでございます。 

 今年産米のＪＡしまねの概算金は、こしひかり１等３０キログラム玄米で５,２５０円と

前年より７５０円高で設定されました。また、ヘルシー元氣米においても５,５００円とな

ったところでございます。 

 しかし、この価格で水稲生産農家の所得向上や、経営の安定が図られるとは言いがた

いところでもございます。さらなる生産者の努力に加え、国の政策支援が必要と考えま

す。 

 そのことについて、先ほど現行の産地づくり交付金等の継続、お話ございましたが、

それに加えて町としてどのようなことを考える必要があるか、このことについてお尋ね

をいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  米づくりにつきましては、大変難しい部分も多いという

ことでありまして、今年度につきましては、長雨による影響どのような形で出てくる

かということもございますが、町長の答弁の中にもありましたように、特別栽培米と

いうのも全国で各地で取り組まれております。これは無農薬でつくる米等々が大変多

くつくられておる現状がありまして、中途半端な形ではなかなか特別なお米として売

れていかないということもございます。そういうところもありまして、特色をつける

ためには山地による知名度を上げるか、もしくは安全性をさらに追及したものにしな

きゃいけないと、そういった面がございますので、現在地域再生計画策定事業におい

て、柿木の有機農業の取り組みを若い方々を中心に勉強会を開催しておりまして、そ

のような安全な米づくりのヒントが伺えればいいなというふうに思っております。こ

れも一つの方法だと思っております。 

 それから、産地米としてのブランド米をつくるためには、どうしてもおいしいお米の

とれる地域の米を、そのような形で販売していくという方法はとれると思うんでありま

すが、町全体を引き上げるというのは大変難しい方法になってくると思います。 

 そういった面も含めまして、さまざまな方面から販売の方法検討しながらやっていく

しかないわけでありますが、島根県とＪＡの取り組み等に一緒になって努力していこう

と考えております。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  以前、このヘルシー米ができる前、大変この地域では

米づくりに対する意欲と生産農家の意欲というものが大変薄れた時期がございまし

て、なかなか良質米といったところで大変不足した状況もあったところでございます。 



 合併前の津和野町においては、平成に入ったころでございますが、町内で生産される

堆肥を投入し、農薬や化学肥料をできるだけ使わないで栽培する特別栽培米の、津和野

ヘルシー米を生産し、長崎県内の卸業者との連携で販売をしておりました。 

 ＪＡの広域合併を経まして、平成１４年に県の特色ある米づくり推進事業を契機に、

評価の高まりつつあった津和野ヘルシー米をＪＡの顔として生産、そして販売すること

にし、生産者への濃密な指導により良食米を生産することができるようになったところ

であります。 

 この動機づけをしたのが、農業普及部でございました。その当時の普及員の熱烈な指

導の中で、良食米の生産ということに、機関そして生産者が呼応しての対応がなされた

わけであります。 

 そういった動きの中で、生産をＪＡ西いわみ全員で栽培することといたしました。Ｊ

Ａを代表する銘柄米となったのが西いわみヘルシー米でございます。そういった動きで

米生産者協議会も組織され、技術の向上と販売力の強化が図られてまいりました。また、

その当時、栽培履歴が稀少されるエコロジー農産物は、大変少ない状況にもございまし

た。そのことで島根県が、輸出産品として西いわみヘルシー元氣米を取り上げ、平成１

５年産から台湾へ輸出が始まり、現在に至っているところでございます。 

 ブランド米を生産につきましては、量的確保は消費者や卸業者に対し産地力をアピー

ルでできるものでもございます。特に、厳しい販売環境、産地間競争のなかで、産地力

が示されるものと確信するものでもございます。 

 先ほど、農林課長からありましたように、願わくは、有機米の生産が拡大することが、

本来の販売戦略にはふさわしい方法であろうかというふうにも思っておりますが、やは

りこれは、農家全般、今の生産農家がすべてできる対応でもないわけであります。そう

いった中でこの津和野町において長年培ってきたヘルシー元氣米そのものも、ひとつ量

的確保をすることは、当然必要であろうと、また、理解がされやすいというふうにも考

えておるとこでございます。 

 一時、この西いわみ元気ヘルシー米、この西石見管内で２００ヘクタールを超える生

産面積を持っておりました。そのうちの半分はこの津和野町であります。１００ヘクタ

ール以上がここで生産された状況でございました。しかし現在、西いわみヘルシー元氣

米も、管内全体で１２６.４ヘクタール、そのうち、津和野町産が７４ヘクタールとい

う状況になったところで、大変減少している状況にもあります。このことはやはり先ほ

ど申し上げましたような、米価下落による影響がもろにそこにあらわれておって、生産

資材コスト低減のために、生産農家はそういったヘルシー元氣米の生産をやむなくやめ

ざるをえないという実態もできたところでもございます。 

 この津和野町は寒暖差があり、良食米の生産に適した津和野の立地にできる米でござ

います。誇りと自信をもち生産振興に当たることが、今後の取り組みとして必要と考え

ております。ブランド米増産に関し、いま一度町として生産拡大向けての対応を期待す



るとこでございます。何かそういった願いを持っておるところでございますが、町とし

てのお考えをいただければと思っております。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  お米のブランド化というのは、販売力を持って有利販売

をするということで、農家に還元をするということになるかと思います。その部分で

は、やはりＪＡが頑張っていただいてこの値段でも買ってくれるというお得意先をつ

くっていただいて、津和野のブランド米であるヘルシー元氣米をもっと高く販売でき

るような努力をしていただく。それからこれは日原の有機農研究会というところでや

っておる方法は、販売先を特定してそれに応じた量を生産して届けるというようなそ

ういった方法も持って、この値段でも買ってくれる得意先を確実に設けるという努力

も必要ではないかという気がしております。 

 そういった面でお手伝いできる面で部分あれば、町としてもお手伝いしたいと思いま

すし、なかなか財政面での協力というのは今以上のものは難しいんではないかという気

がしております。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  なかなか全国各地で米ができるわけでございます。差

別化を図るということがいかに難しいかということは認識もしておるところでござ

います。ただ、この津和野でできたお米であります。今後良食米として売り出すには、

ふさわしい産地でもあるわけでもございます。ああして東京との交流、その中で東京

事務所も開設されたり、日本橋館の設定、常設もあるわけでございます。そういった

中で、もっと津和野の産品のアピールというものをいま一度町としてもやっていく必

要があるんではなかろうかと考えております。 

 当然ＪＡでそういった販売に対する視点が１番ＪＡに望まれる対応でもあるわけで

ございますので、今後ともそういった方向で努力していくものと思っておりますので、

ひとつ御理解をいただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

 デマンドバスの効果的運行についてということであります。 

 １番目に当町は、平成２３年度より地域の要望を踏まえ路線バスの形態とは異なる、

電話等による利用者の希望乗降点及び乗降時刻の要望に応じて、迎えに行く形態である

デマンドバスを運行しております。その利用実態についてお尋ねをいたします。 

 ２番目に、デマンドバスはルートや時刻に制約があり、便数や上り下りの方向が決ま

ってるなど、一定の前提条件がつく運行形態でございます。利用希望者の多くが病院へ

の通院患者であるにもかかわらず、受診日と乖離した運行実態の見られるとこでござい

ます。実情に沿った見直し検討が必要かと考えますが、このことについてお尋ねをいた

します。 



 また、運航日や路線変更等の協議の場として、地域公共交通会議があると聞いており

ますが、今までの会議開催の状況と協議した事項についてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、デマンドバスの効果的運行についてお答えをさし

ていただきます。 

 まず１つ目の御質問でありますけれども、平成１７年の合併当時、旧津和野町と旧日

原町では交通体系が異なっていたため、サービス水準や料金制度の問題等の解消が大き

な課題となっており、全体的な交通体系の構築をどのようにするのか、地元住民の御要

望も含めて検討してまいりました。 

 そのような経過を踏まえ、平成２３年度から新たな交通体系がスタートし、現在の定

期便９路線及びデマンドバス８路線の運行となりました。デマンドバスは運行時間や乗

降場所が決まっており、利用前日の１７時までには御予約をいただくシステムとなって

おります。また津和野地域の料金につきましては、御利用区間により２００円、もしく

は３００円となっており、日原地域につきましては、一律２００円となっております。 

 議員御質問のデマンドバス路線につきましては、津和野地域においては、川尻西谷線

及び吹野支線、長福中山線、野中線デマンドの合計４路線であり、日原地域においては、

須川線デマンド及び左鐙支線、下左鐙支線、須川支線の４路線であり、合計で８路線運

航しております。各路線の平成２７年度直近の利用実態につきましては、４月から８月

までの間、津和野地域の川尻西谷線７２名、吹野支線ゼロ名、長福中山線６８名、野中

線デマンド２７名となっております。また、日原地域につきましては、須川線デマンド

ゼロ名、左鐙支線ゼロ名、下左鐙支線９名、須川支線４６名となっております。 

 ２番目の御質問でありますが、バスの運行日等につきましては、住民からの要望及び

利用の実態に応じて変更することは可能でございます。その場合は、自治会等を通じて

御要望いただきますが、該当路線の現状や他のバス路線への影響等考慮した中で、変更

が可能か判断をいたします。 

 また、必要に応じて当該地域において説明会等を行い、地域公共交通会議での承認を

経て、運輸支局への申請を行います。その後住民への周知期間を経て運行開始となりま

す。 

 以上のような手続を踏まえ、変更等については住民合意を基本とし、柔軟に対応して

まいりたいと考えております。 

 三つ目の御質問でありますが、津和野町地域公共交通会議につきましては、委員は島

根運輸支局一般旅客自動車運送事業者の代表者、住民または利用者の代表等１３名で構

成されており、住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保や、旅客の利便の増進を図

り、地域の実情に応じた輸送サービスの充実に必要な事項を協議する場として設置をさ

れております。 



 具体的には、地域の実情に応じた適切な乗り合い旅客運送の態様及び、運賃、料金等

に関する事項について協議を行います。 

 これまでの開催状況について、毎年度１回程度開催をしております。なお、平成２６

年度に実施をした際は、停留所の設置及び路線変更について協議を行い、その他事項と

して、津和野町地域公共交通対策事業（タクシー事業）の報告をしております。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  特に、先ほど申し上げましたように、病院の患者さん

が、特にお年寄りが運転できない、自動車を運転できない患者さんが、このデマンド

バスを利用するという方が多くあるわけであります。そういった中で、地域では、な

かなか受診日と合わないというお話がたくさん出てまいりまして、私もいろいろと調

べたところでもあるわけでございます。 

 そうした中で、実態がある程度見える中で、本日の質問になったわけでありますが、

町のほうの平成２６年度における生活のバス対策にかかわる業者への委託料の総額が

約７,９００万円にも上るのではなかろうかなというふうに見ておるものであります。 

 そうした中で、先ほど実態調査もされる中で、利用状況が説明されました。残念なが

ら利用のない路線、非常に少ない路線もあるわけであります。特に利用のないというの

は、御自分で自動車を運転して病院行かれるとか、また家族の方が身近におられるとい

うふうなことではなかろうかなというようなことで利用者ゼロというふうなことも発

生してるというふうに思っております。 

 多額な予算を費やす、こういった住民に配慮した対応の中で、やはりほんとに利用が

ないというふうな路線につきましては、精査をしながら廃止の方向や路線変更で利用者

がふえるということもあろうかというふうに思っております。定期的に地区別の検討会

議を開催し、実態の状況報告に合わせまして、先ほど変更等については、住民合意の中

では可能であると、柔軟に対応していこうという御回答もいただいたわけでありますの

で、ひとつそういった点で対応が今後いただければと思っております。 

 このことについて、加えて何かございましたらお願いします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  先ほど議員の御質問あるいは御指摘にあり

ましたように、平成２３年からこういった新しい制度で交通体系のほう運用をしてい

るところでございます。 

 先般もそういった診療日の関係と、それから町有バスの運行のところで住民のほうか

ら要望もいただいたところで地区説明会もさしていただいて、そういったところにつき

ましては、住民合意ということで変更するというようなところでお話もさせていただい

たところでございます。所要の手続につきましては、地域公共交通会議で皆様合意を得

て、それから運輸支局への届け出を行い、そういった変更等の手続に入るというような

ことでございます。 



 また、ゼロの運行して乗車がゼロのところもございまして、そういったところにつき

ましても、地域の方々等説明を行いながら、そういった路線については廃止というよう

なところで、今作業のほうは進めさせていただいております。 

 基本的には、やはり住民の皆さんが使っていただけるような、そういった町営バスと

いうことでございますので、議員御指摘のとおり私どもといたしましては、まちづくり

委員会や自治会等と協議を行いながら、利便性等については、改善をさしていただくと

いうような方向の中で、町営バスの運行については考えていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  このような利用実態の把握というものが、やはり定期

的に行うことが必要であります。ああしてまちづくり委員会等もある中で、定期的な

開催をする中で、いろんな路線変更とか、この時期にはこの路線は廃止したほうがベ

ターではなかろうという時期もあろうかと思いますし、また多少時間を経過したとき

に、またそういった路線も復活するということも可能ではなかろうかなというふうに

思っておるところであります。やはり、利用実態に即した対応、簡単ではないという

ふうに思っておりますが、ひとつ御検討もいただきたいと思います。これにつきまし

て、何かございましたら。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員御指摘のとおり、利用実態に即してと

いうところで、私ども町営バスの運行につきましては、事業の推進を図っていきたい

というふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗剛君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  それでは、地域要望もあることでもございますので、

早急な対応と言いますか御検討なり住民合意が得られるような方向性を出していい

ただきたいというふうに思っております。 

 それでは、最後の質問でありますが、マイナンバー制度の周知と運用についてでござ

います。 

 国は、国民人一人一人に１２桁のマイナンバーを割り当て、国民の生活や収入など、

各自の事情に応じた行政サービスの迅速化を図るために、社会保障、税、災害対策の分

野で効率的な情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一の情報であることを

確認するためとして、本年１０月より個人番号を通知し、来年１月からは、行政機関等

によるマイナンバーの利用が開始され、同時に申請者には個人番号カードの交付が始ま

るとしております。今のところ住民の関心は、薄いものであります。制度の周知の方法

と運用方についてお尋ねをいたします。 



 ２番目に、個人情報の漏えい、流出が社会問題視されている状況にございます。マイ

ナンバー制度導入における住民への不安をどのように払拭してくか、このことについて

お尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、マイナンバー制度の周知と運用についてお答えを

させていただきます。 

 まず、一つ目の御質問でございますが、マイナンバー制度は、複数の機関に存在する

個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障、

税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平、公正な社会を実現す

るための制度です。 

 制度実施の流れとしては、住民票を有する方──住民票がある外国人の方も含みます

──に、平成２７年１０月以降順次１２桁のマイナンバー、個人番号が通知をされます。

マイナンバーは住民票の世帯ごとに、簡易書留で届きます。マイナンバーの通知カード、

個人番号の申請書と返信用封筒、説明書が同封されております。そして、平成２８年１

月から税の手続、医療保険及び雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用

が開始をされます。申請者への個人番号カード交付も始まります。 

 国は内閣府を中心に、ホームページ、ツイッターでの情報発信、ポスターの作成・提

示、コールセンターの開設、事業者向け説明資料、ＦＡＱ、事業者向け説明会、各省庁、

地方自治体、業界団体等への公募実施、協力依頼、テレビＣＭ、新聞広告等多用なメデ

ィアを活用した政府広報、障がい者向け広報、外国人向け広報をすることで、周知徹底

を図っております。 

 町といたしましても、マイナンバーに関する案内を町広報へ掲載し、外国人向け広報

資料を事業者へ送付するなど、関係部局と情報共有し、マイナンバー制度の周知広報を

幅広く展開をしてまいりたいと考えております。 

 運用につきましては、平成２８年１月以降は、税や社会保障関係書類やマイナンバー

への記載がスケジュールされており、税分野においては税務署に提出する法定調書に、

また社会保障分野においては、健康保険、雇用保険、年金などの手続の場面で提出を要

する書面に従業員等のマイナンバーを記載することとなっております。 

 また、平成２９年１月からマイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供し

たのか確認できる個人ごとのポータルサイト、マイナポータルの運用、平成２９年７月

から地方公共団体等も含めた情報連携が開始される予定となっております。 

 ２つ目の御質問でありますが、議員御指摘のように、個人情報の漏えい、流出が社会

問題視されている状況下では、マイナンバー制度の危険性についても議論されるところ

でございます。国は、マイナンバー制度が安心・安全の仕組みであることを確保するた

め、システム面及び制度面の両方から個人情報保護の措置を講じております。システム

面においては、個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署と



いったように、今まで各機関で管理をしていた個人情報は、引き続き当該機関で管理を

してもらい、必要な情報を必要なだけやりとりする分散管理の仕組みを採用しておりま

す。 

 マイナンバーをもとに、特定の機関に共通のデータベースを構築して、一元管理する

ことはなく、分散管理することで個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

さらに行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接用いず、機関ごとに振り

出された符号を利用し、芋づる式に情報が漏えいすることを防止いたします。 

 情報連携の対象となる個人情報は、各利用機関の既存システムから中間サーバーに収

載し、紹介に対し提供する、安全で効率的な仕組みを国が開発しているところでござい

ます。その情報提供ネットワークシステムのアクセス可能なものを制限・管理し、通信

する場合は、暗号化するなど、システムを使用した円滑かつ安定的な情報連携、情報セ

キュリティーが確保されております。 

 また、平成２９年１月からマイナポータルの運用が開始され、不正、不適切な紹介提

供が行われてないか御自身で確認することが可能になります。 

 制度面においては、法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集保管を禁止し

ております。さらにマイナンバーが適切に管理されているかを特定個人情報保護法委員

会という第三者機関が監視・監督を行い、各自治体はマイナンバー制度の導入に当たっ

ては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い特定個人情報保護評

価を実施する必要性があることから、当町といたしましても、ホームページで特定個人

情報保護評価書を公表しているところでございます。 

 また、なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には、本人確認が義務づけ

られており、なりすまし被害に対する措置や法令に違反した場合の罰則を強化するなど、

プライバシーがきちんと守られるよう配慮されております。したがいまして、マイナン

バー制度につきましては、個人情報保護の措置及び、個人番号カードのＩＣチップには、

所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されないなど、個人番

号カードの安全性を考慮した上で、安心・安全の仕組みであることを、住民の皆様に十

分に御理解いただけるように、今後一層、情報の発信に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  マイナンバー制度について御回答をいただいたところ

でございますが、なかなか一般の住民の方々には理解しがたいといいますか、部分が

多いようにも感じておるものであります。 

 ９月の３日に発表されました内閣府の世論調査では、制度を知らない人が５割以上い

るというふうにも発表されたところでもございます。１０月の番号通知まで、あとわず

かでもございますので、そういったことも含め、町としてもあらゆる形の中でわかりや

すく理解が求められるような広報といいますか、そういったことも望んでおります。 



 また、１０月からの番号通知や情報管理を担う、全国の市区町村を関係、対応といい

ますか、それもアンケート調査されておりまして、６０％の自治体が安全対策に不安感

を示しているとも言われているところでございます。特に島根では７８.９％の自治体

が、不安を持ってるというふうにも報道されております。これはいずれにいたしまして

も、大変住民の方も行政の者も、やはりこのことに関しては早急の中での対応で、十分

なことが現在準備されているかどうか、そういったところが不安にもなるところでござ

いますから、当町におきまして、マイナンバー制度に対するシステム改修なり職員研修

等についての実態についてお聞きいたします。 

○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（楠  勇雄君）  マイナンバー制度についての説明でございますが、

住民についての説明については、９月号の広報またはサンネットにちはらを通じて周

知徹底を図っていきたいと思っております。 

 それから、職員個々に、マイナンバー制度についての住民に対する説明ができるよう

な体制を、今後十分整えていかなくてはいけないと思っております。それについては研

修用の資料が職員個々に既に配付したとこでございます。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗剛君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  なかなか国の方向も一応動きとしては見えたにしても、

具体的な部分で大変わかりづらいという実態が皆さんお持ちではなかろうかなとい

う思いもしておるところであります。 

 綿密な連携の中でって言いますか、国からの指示を待ちながらも、その対応がスムー

ズにいくように、ひとつまた理解されるような形で住民に伝わるように、ひとつ一層の

御努力をいただきたいと思いますし、どうしてもマイナンバー制度の導入というものは

国の施策でそれを優先した動きであるだけに、なかなか国民にとっては理解しづらい動

きでもありますし、行政サイドの利便性を図るためにこの施策が設定をされるというふ

うな思いが大きいわけであります。住民にわかりよい、必要性についての必要性を説く

対応というものが望まれるところでもございますので、あらゆる機会を捉えて、周知徹

底が図られますようにお願いをしておきたいというふうに思います。 

 以上で、質問を終わります。 

○議長（沖田  守君）  以上で、８番、御手洗剛君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  ここで１１時１５分まで休憩といたします。 

午前 11時 05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 15分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序３、７番、寺戸昌子君。 



○議員（７番 寺戸 昌子君）  ７番、寺戸昌子です。通告にしたがい、２件の質問を

させていただきます。 

 １件目は、住宅リフォーム助成制度についてお尋ねします。 

 町外からの企業誘致が町の支援により少しずつではありますが進んでいます。大変期

待をしています。しかし今の津和野町にとっては、既に地域にある企業の力を伸ばし、

生かす産業振興策、経済政策もさらに進めていくことが求められていると考えています。

地域に根を張って頑張っている地元企業、産業をもっと応援し、地元の資源を生かした

魅力ある事業発展を支援してこそ、本当の地域再生を図ることができるのではないでし

ょうか。 

 そこで、地元企業も住民も地域も元気にする住宅リフォーム助成制度の導入を提案し

ます。住宅リフォーム助成制度は、限定的な工事ではなく、屋根や外壁の張りかえや塗

装、台所や風呂などの水回り、畳の張りかえや断熱ガラスの工事など、多様な修繕や改

善に工事額の一定額を補助するもので、幅広い業種が対象となります。 

 全国商業新聞の調査では、２０１３年度に全国６２８自治体で住宅リフォーム助成制

度が実施されています。その中でも佐賀県、秋田県では県内全ての自治体で実施されて

います。京都府与謝野町は、住環境向上と町内商工業の活性化に資することを目的に、

２００９年度から２０１１年度にわたり、住宅新築改修等補助金交付制度を実施してい

ます。 

 利用者からは、いずれ工事を依頼しなくてはと思っていたが、この制度で決断できた、

ついでにほかの追加工事もした、他市の業者がうらやましがっていた、と施工業者から

は地元の方に施行業者の方からは地元の方に依頼できる業種があれば協力業者も変更

するなど新たな関係も築けた。他町からの訪問販売や大手ホームセンターなどからの受

注は減らし、安心して地元業者でも皆がよくなる制度だと思うとの声が上がっています。

地元業者の提案力の大きな力になっています。 

 与謝野町はこの制度の経済波及効果の分析を京都大学の研究グループに委託してい

ます。この研究グループでは、投入した補助金の２３.８４倍に上る経済効果があった

と試算しています。 

 プレミアム商品券の経済波及効果が６倍と言われていますが、それに比べると効果が

かなり大きいことがわかります。２億６,０００万円の補助金投資に対し、約６０億円

の直接消費──工事費のことですが──が行われ、その生産波及効果は６３億４００万

円に及ぶと試算しています。 

 町内商工業の活性化に資するという制度の、目的を果たすものであったことを実証す

る結果が得られたと結論づけています。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君、直接消費工事費が４０億円ではありませんか、訂正

するなら訂正してください。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  直接消費の工事費は約４０億円です。 



○議長（沖田  守君）  ６０億円と言われましたが。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  済いません、４０億円です。その生産波及効果が６３

億４００万円に及ぶと試算しています。 

 町内商工業の活性化に資するという制度の目的を果たしたものであったと実証、結果

が得られたと結論づけておられます。 

 また、一時波及効果の生産別割合としては、建設業が６３.４％と最も多く、そのほ

かは金属製品、農業、商業、運輸業、金属、保険、製材など多様な波及効果があったこ

とが明らかになっています。また、住宅リフォームは、祝いごととしての波及効果もあ

り、料理の仕出し、飲食店にまで仕事が回っています。 

 もう少し小さな規模の自治体を紹介します。和歌山県高野町、人口は３,４５９人、

２０１５年５月現在です。津和野町の半分くらいの人口と思えばいいでしょうか。そこ

では２０１３年４月から同制度を実施しました。１０月２１日までの約半年間の実績は、

申請数が６７件、補助金が１,１５３万円、工事総額は４,７７８万円、施工業者は２８

業者でした。１,７８８世帯の３.７％がこの短期間にリフォームを実施しています。町

民、行政、業者の３者が喜ぶすばらしい制度だと地域では話題になっています。 

 また、身近な隣の益田市でもことしも実施されています。津和野町内の業者さんとお

話する機会もありました。津和野町に住宅リフォーム制度があればよいのにという声も

聞いています。県の補助金と町のその補助金が一緒に使えれば、もっと効果的な仕事が

できるとも言われていました。 

 そして、エコキュートや外壁塗装などの工事ですが、町外の広島などからの訪問販売

の方に仕事を取られているということもあるというお話を聞きました。町独自の住宅リ

フォーム性助成制度があれば、町内の業者が町民に提案する強みになります。 

 以上の観点から、２点質問をします。 

 第１に、現在の津和野町における住宅リフォーム助成の現状をお伺いします。 

 第２に地域活性化の起爆剤、全国に広がっている住宅リフォーム助成制度の実施を、

津和野町でもするべきではないでしょうか。県内では、町単位での実施はまだされてな

いと思います。県内で最初の実施をしていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、７番、寺戸議員の御質問にお答えをさしていただ

きます。 

 住宅リフォーム助成制度についてでございます。 

 まず一つ目の御質問でございますが、町においては定住促進と地域の活性化を図るた

め、津和野町への定住を希望される方へ町内の空き家を紹介し、定住者の増加を促進す

る津和野町空き家情報バンク事業を実施しており、その事業の利用促進のために、津和

野町空き家改修事業補助金交付要綱を制定しております。 



 この要項は、津和野町への定住を目的に、空き家の改修を行う場合に、補助金を交付

し、津和野町への定住促進を図るとともに、空き家の有効活用と地域経済の活性化に資

することを目的としております。この要項において、空き家とは津和野町空き家情報バ

ンク事業に登録した物件とし、補助対象者は、空き家情報バンク事業において空き家所

有者と空き家入居者との契約が成立した場合に、空き家の改修を実施する所有者及び入

居者となります。補助金につきましては、住宅の機能向上のために行う修繕、模様がえ、

設備改善及び敷地内の整備等多様な修繕において、対象経費の２分の１を交付し、上限

は５０万円となっております。 

 今年度につきましては、津和野町全域における空き家調査が終了し、空き家情報バン

クの登録がふえたことにより、空き家への入居希望者が増加をし、平成２７年８月３１

日現在、空き家改修事業補助金交付予定者は、町外１７件４４人、町内９件２６人の計

２６件７０人を見込んでいるところであり、補助金の交付額は１,０７６万円を見込んで

おります。今後につきましても問い合わせ等が予想される中、定住促進策として有効的

な施策であると考えており、継続的な事業の実施を図ってまいりたいと考えております。 

 続いて、全国に広がる住宅リフォーム助成制度の実施についての御提案でありますが、

議員御指摘の経済効果を初めとした有効性については理解をいたしますが、前段で申し

上げたとおり、本町独自の制度を実施しているところでもあり、厳しい財政状況からな

かなかこれ以上の拡充を図ることが困難であるのが実情であります。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  お答えいただいたのは、空き家の対策ということで、

Ｉターンの対策を大きな目的としているもので、住宅を改修することによって建設業

者の方たちがお仕事がふえるという点では重なるんですよ、私の提案と。今住んでい

る住民の生活環境をよくするという点とか、あとそういう点でちょっと性質が異なる

ものと私は思います。 

 空き家の改修をする空き家情報バンクをつくって、その空き家にＩターンで来てもら

うという、そのこと自体は私は否定をしません、とてもいいことだと思いますが、これ

業者さんにとっても結構負担になってるような気がします。空き家を見に来るときに業

者さんが付き合われるということも聞いたので、そしてその中で契約が必ず成立するわ

けじゃないけど、問い合わせがあったときにはおつき合いして空き家を見てもらわない

といけないっていうことも、何件かするうちに契約ができるので、そこで仕事になると

いうことではあるのですが、この空き家対策と住宅のリフォーム助成制度を一緒にして

考えてもらっては困ります。 

 厳しい財政の中なので、できないと言われましたが、厳しい財政の中だからこそ効果

的なものをより選んでしていただきたい、私が今質問の中でさせていただいたように、

かなり効果的だからこそ全国で広がっています。 



 益田市でもやっておられます。我が町が、益田市ほど財政が大きなものではないので、

比べては困ると言われるならば、先ほど説明した高野町ですか、あそこはうちよりも人

口がかなり少ない、そこでも実施をされている。町民も今住んでる町民のも喜ぶ、今不

況で苦しんでる業者さんも喜ぶ、そしてその波及効果が大きいので、財政もうるおって

くるということで全国に広がっているので、厳しい財政状況だからといって、今切り捨

てていただくにはちょっともったいない提案なのでもっと考えていただきたいのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員の御質問につきましては、空き家の情

報バンクに登録をされているこういった対象補助金ということで御回答をさしてい

ただいたところでございます。 

 現在、空き家のほうは、これ定住対策というようなところで、町内の方の移動も含め

て、先ほど町長が申し上げましたとおり２６件、今現状的にはそういった補助金を活用

した改修を予定しているということでございます。当初予算で言いますと、３件５０万

円の補助金を当初予算化をさしていただいておりますが、この補助対象経費につきまし

ては、大体３件で１,０００万を超える改修を行われているところでございます。今回、

議員のほうから御提案のあった町内全体のところでの住宅リフォーム制度というとこ

ろの部分については、本町としてはまだ検討はされてない状況にございます。 

 空き家情報バンクを通じた中で、そういった制度もあるということで、今回御答弁を

御回答をさせていただいたところでございますが、この住宅リフォーム制度、町長申し

上げましたとおり、厳しい財政状況の中からということで、これ以上の拡充を図るとい

うところが困難ということでございまして、今後まちづくり委員会等の総合戦略、ある

いは意見交換会というところでの話し合いもさしていただきたいというところで思っ

ておりますが、そういった必要性等は今後の検討課題ということで思っているところで

ございます。 

○議長（沖田  守君）  町長、担当課長に申し上げておきますが、質問に対する回答

でなけんにゃならんと思いますが、全然質問に対する回答ではないとは言いませんが、

質問者は定住対策を質問したわけではないわけですから、それに対する回答をきちっ

とすると、最終的には財政面のこうだという回答ではありますが、もう少し丁寧に説

明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  特に１番目の回答が少し質問の御趣旨とは違うという御理解

であったのかと思っておりますが、我々は現在、議員御質問のその住宅リフォームの

制度が現在導入しておりませんので、課長としては、それはもうそれに直接的にお答

えをすれば、ございませんという現状を問われているわけでございますから、そうい

う回答になってしまうわけでありますが、しかしいろんな財政面ということで申し上

げてるんで、類似した現在の空き家に向けてのそうした住宅関係のリフォームの制度



は導入していくんだというようなことで、現状として捉えて御説明をさせていただい

たという経過でもありますので、何とぞその点につきましては、御理解もいただけれ

ばというふうに思っております。 

 その辺の我々はやはり何度も財政の話をしてしまうと夢を壊してしまう話にもなる

わけでありますが、現実問題として厳しい財政状況の中で、財政の健全化を行いながら、

そしてその果実をもって、また新しい事業にその資金を振り分けていくということをず

っとやってきたわけであります。実質公債費比率も、このたびの決算でも１１ポイント

代まで落ちてきたということでございますけれども、それからそれを地方創生のお金の

ほうにも振り分けていく必要があるということであります。 

 ただ、財政の状況というのは御承知のとおり、いよいよ来年度から合併特例が段階的

になくなっていく年であります。またこの１０月には国勢調査もあるということで、そ

の人口が地方交付税に、来年度からまた反映されていくということでありまして、厳し

い歳入の減少が予想されるという状況でございますから、今のまま何もしない中でも歳

入が減るということは、せっかく出してきた実質公債費比率を必然的にまた上げていく

という、そういうことが確実に予想されるという現状の中でありますので、どういうふ

うにその限られた財源を配分をしていくのかという中で、現在この住宅関係はそうした

空き家のほうのリフォームのほうに充てているので、なかなかそれ以上の財源が生み出

せていけないというのが実情だということ、課長として御説明させていただいたという

ことであります。 

 そのほかにも町内の業者さん、実際現在商売をされておられる業者さん向けの対策と

いうのも商工観光課サイドでさまざまな町独自の、例えば個別商業包括的支援事業であ

りますとか、そうしたことも県内の自治体ではやっていないようなことも取り組んでい

るというところでもあります。 

 そうした中で、どのようにこの住宅リフォームの助成のお金を捻出していくのかとい

うところが課題であるわけでありますが、現行ではなかなか厳しいと言わざるを得ない

というのが実情であるというところであります。 

 ただ一つだけ、今後まち・ひと・しごとの総合戦略をつくっていくわけでありますが、

この中でその一つの柱にもなるかと、いろんな柱があるんですけれども、自伐型林業と

いうところにも取り組みをしている、その中のそれを進めていく上の一つの手法として、

木質バイオマスのガス化発電等も現在検討しているというところであるわけでありま

すが、それらの取り組みというのは、いかにそのエネルギーを自給自足をしていくかと

いうことが念頭で現在検討もしているというところであり、これもまだ必ずそれも財政

面から、必ずやれるということは今日は申し上げられませんけれども、そういうことも

念頭に現在検討は進めているということであります。 

 このエネルギーの自給自足の問題というのは、ただ単にそういうエネルギーをつくる

ということだけではなくて、いかにその熱効率というものを、効率的に使っていくかと



いうことが必要になってまいります。それはまさに、各家庭が熱効率の高い住宅をつく

っていく、そういう中において、このエネルギーの自給自足もつながっていくという考

え方でありまして、そうしたこともこれから検討していく必要性はあるかというふうに

考えているところであり、この考え方っていうのは「ｋＷｈ＝￥」という本を御存じか

どうかわかりませんけれども、現在、「里山資本主義」が非常に有名になっております

が、それの少し前に書かれた本でありまして、基本的には「里山資本主義」と同じよう

な考え方が書いてある本であり、ただその方は、建築の観点を中心にその「ｋＷｈ＝￥」

というのは書かれておりまして、まさに私が先ほど申し上げたようなエネルギーの自給

自足をしながら、同時に各家庭のそうした熱効率を高めるものをやっていくか、それが

同時に相まってこそ、こういうその森林資源の活用というのがより効果を結んでいくと

いうような考え方でございます。 

 ですので、これからそのまち・ひと・しごと総合戦略をつくる上において、そういう

観点からの住宅のリフォームの必要性というのは生まれてくるかもしれませんが、その

場合も何度も繰り返しになります、夢の話のない話になって恐縮でありますが、財源を

どう確保していくかっていうことは重要な課題であって、それとのバランスを考え合わ

せながら、また検討していきたいというふうに考えているところであります。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  今の町長の話からすると、その熱効率関係で住宅のリ

フォームをすることは、将来的にその助成をすることは、将来的にあるかもしれない

よっていうお答えだと思うんですが、そんなでっかい改修ではなくて、うん十万でこ

うちょっと２０万弱ぐらいとか、ほんと小さなことで住みやすい家を手に入れて、津

和野町で安心して住んでいける、若い方がリフォームするっていうことはほとんどな

いと思うんです。今現在、津和野町にずっと住んできて、これからも安心して津和野

町で住んでいきたい、そういう方々が、お金ないけど補助金があるならちょっと一歩

踏み出して住みやすい家にしてみたいっていうことができるのが、この住宅リフォー

ム助成制度だと思うんです。津和野町でずっと頑張ってこられた方を応援する制度で

もあると思います。 

 お金がないのは申しわけありませんがどうしようもないです。でも財布の中をいかに

使っていって、家族をっていうか、町民を安心して津和野町に住んでよかった、ここで

年とってよかったねっていう町にしていくかは、行政の皆さんに何とかしていただかな

くてはいけない。私たちは、ああしたほうがいいよ、こうしたほうがいいよって言いま

す、今も言ってますが、それをくみ取って行政のほうで財布の中身をやりくりしてもら

う。そのやりくりする中で、私はこの住宅リフォームの助成制度は非常に有効なものだ

と考えます。全国に広がっているものですから。衰退しているものなら言いませんが、

津和野町の財政が厳しいからこれを断念するというのは、財布の中が本当に大変なこと

はわかっていますが、なんとかやりくりしてこれをしたことで津和野町が元気になって



いくという制度だと思っていますので、今は、その一刀両断に切られてしまいましたが、

これからまたいろんな情報を集めて提案していきたいと思います。 

 業者さんの声も聞きました、住民の方でもそういう制度があるといいねっていう話し

も聞きました。ぜひ、行政の方もこの制度がいいねっていっていただけるように頑張っ

て行こうと思います。 

 では、次の質問に移ります。次の質問は、医療の現状についてです。 

 高齢者の健康レベルを維持するためにも病気や加齢に負けず、元気な高齢者をふやす

こと、病状が重度になることに防ぐことは重要な課題と考えます。８月２１日の朝日新

聞に、相馬中央病院内科医越智小枝先生が間接リウマチの患者を取り上げて「治る患者

が見捨てられる」と寄稿されていました。 

 越智先生によると、 

 医療費抑制のために治るべき患者すら見捨てられてはならない。その代表が間接リ

ウマチ患者である。間接リウマチは、治療が不十分だと関節の障がいを来すだけでな

く、心筋梗塞などのリスクを高め、生命予後にもかかわる。２００３年に分子標的薬

が認可され、治療は劇的に変化した。 

 以前は発症１０年で５％が寝たままの臥床患者、８０％は何らかの障がいを持ち、

１５％が健常者と同じ生活ができると言われていました。それが今では、５０から７

０％が症状のでない寛解状態となり早期治療により７０％は１０年以上良好な身体

機能保つことができるようになった。 

 問題は、苦しみが本人以外にわかりにくい、怠け者病と言われる偏見も一因し、治

療費が高額になると治療が続けられないこと。難病指定されていないので治療費の補

助が受けられないことにある。治療を続けられず、間接が徐々に変形していく患者を

診てきた。 

 と記されています。このように認可された有効な治療方法があるにも関わらず、治療

が受けられない事態が存在すると越智先生は指摘しています。病状を悪化させないこと

は医療費の抑制にもなります。ひいては介護保険給付額の抑制になり、良好な健康状態

が維持できれば生産活動に従事もしてもらえます。 

 私は、御厚意で町内の間接リウマチの方のお話を聞かせていただくことができました。

治療をずっと続けていかなければいけない病気であること、その人の病状により金額は

異なるが、毎月毎月治療費がかかること、体調が悪いときには検査をしてもらう必要が

あること、この方は痛みを伴う病気なので、気持ちが沈むこともあるが家族が優しく支

えてくれるのがありがたい、安心して体をいたわることができる、無理をしないようし

ごとを続けていきたいとおっしゃっていました。とても働き者の方で、治療を続けてい

られるから仕事も続けていらっしゃいます。 

 そこで質問です。町内の関節リウマチの患者の現状、現在の状況はどうでしょうか、

治療は続けられているでしょうか。 



 関節リウマチは難病指定を受けていないため、治療費が大きな負担になっています。

有効な認可された治療方法があるにもかかわらず、治療を断念する患者が町内に現在お

られれば、町独自で補助をするべきではないでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、医療の現状についてお答えをさしていただきます。 

 まず一つ目の御質問でありますが、関節リウマチは体の身体のあちこちの関節に炎症

が起こり、腫れて痛み、進行すると関節の変形や機能障がいが起こる病気で、日本にお

ける患者数は約７０万から８０万人と言われております。特に３０から５０歳代の働き

盛りの人に多く、男性よりも女性の方に多く発病が認められております。 

 議員御質問の町内における関節リウマチ患者の現状等についてでありますが、国が取

りまとめたリウマチ対策等の報告書においても、関節リウマチの年間発症数や、罹患し

ている患者数等に関する情報把握は不十分であり、今後の課題であると記載されてるの

が現状ございます。本町の実態ということで、益田保健所や国保連等に問い合わせを行

ってみましたが、個々の疾患名における患者数等については把握をすることができませ

んでした。 

 続いて、関節リウマチの病因、病態はいまだ十分に解明されておりませんが、医療技

術の進歩や新薬の開発等により、早期かつ積極的な治療を実施すれば、進行をおくらせ

たり、重症化が抑えられることは実証されてきております。 

 しかし、薬や治療には多額の医療費を要することや、リウマチ専門医の数や診療拠点

となる病院が少ないなどの課題も山積しているのが現状でもあり、国民の安心・安全な

生活の実現を図るための、早急な国、県の対策が問われるところでもございます。 

 町独自での補助をということでありますが、お気持ちは理解できますが、町内には関

節リウマチ以外にもさまざまな疾病等でお困りの方々もおられますので、現時点で、

個々の疾病に対して、町が補助をすることは慎重に検討しなければならないと考えてお

りますことを、御理解をいただきたく思います。なお、県内の他市町村において、単独

で補助等を行っている自治体は、現時点ではございません。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  個々の患者の数について把握することはできませんて

いうことですが、相談とかそういうことはないのでしょうか。治療を続けたいが金銭

面が苦しいので何かいい方法はないかとかいう相談を受けられるようなことはない

のでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  町で健康福祉課のほうで把握してる状況では相談は受けてお

りません。 

 この質問に対しまして、吉賀町さんなり益田市さん等も聞いてみましたが、関節リウ

マチ等について御質問等、町としては受けてないということでございました。 



○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  相談を受けておられないということで、町内で困って

いる方はおられないのかもしれませんが、相談の仕方がわからないかもしれません。

その辺は憶測でしかないのですが、関節リウマチに限らず、治療費の負担が重くなっ

て治療を続けられなくて困ってるので、何とかならないかという相談を受けることは

ないのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  先ほども申し上げましたが、そういった相談については、健

康福祉課としては受けておりません。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  いろんな病気があるので、治療を続けていくための金

銭的な負担が大変だという話はよくお伺いします。ほんとにせっぱ詰まってどうしよ

うもないっていう方のお話を聞いたことはありませんが、町のほうに相談が１件もな

いというのはちょっと不思議な気がします。相談する場合はどのようにしたらよろし

いのでしょうか。もし私が治療費がとても負担で、治療が続けられないがどうにか助

けていただけませんかというのは、どのように相談をしたらよろしいのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  町の社協さんのほうで、日常生活の関係、困窮者等相談を受

けておりますので、いろいろ生活費で困っておるとかそういったことお等については、

社協さんのほうで受けておられるのが現状だと思います。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  ということは、その社協さんのほうでも相談に、こう

いう相談はなかったということですか。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  社協さんのほうに問い合わせを行っておりませんので、その

実態については把握しておりません。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  もし社協さんにその相談があった場合は、健康福祉課

のほうには報告はないんですか。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  その日常生活等の事業につきましては、社協さんの事業でご

ざいますので、細かな関節リウマチの方で相談に来られたとかいうそういったものが、

全て町のほうに細かく上がってきておりませんので、私の知る限りでは、今のとこ該

当者はないと思います。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 



○議員（７番 寺戸 昌子君）  済いません、今関節リウマチの枠を外して全部の病気

の治療ということでお話をちょっと広げさせていただいてるんですが、津和野町って

いうのはコンパクトで人口が少ないので、町の行政の方々の顔もわかるし、住民の顔

もわかるという、そういう点を私はとても好きです。都会の何十万、何百万って住ん

でる町や市やそういうところは違うので、そういうところを生かしていい町にしてい

ただきたいと思っています。 

 治療を続けるのが大変だという悩みを持っておられる方は、多分この町内に何人かは

おられると思いますが、その相談をする先が町ではないというのがちょっと不思議です。

保健師さんに相談に行くのかなと私は想像していたのですが、そういうこともないとい

うことになると、もっと困ってる方が相談できる窓口を工夫していただけたらなと思い

ます。 

 私個人としては、もし悩んだとき保健師さんに多分相談するんじゃないかなと思いま

す。とても身近な方ですし、よく健康を守るためのフォローアップ体操とかああいうと

きに顔を出されたりとか、いろんな健診でお顔を見ているので、社協さんでしている相

談窓口で相談しにくいのかもしれません。もっと保健師さんとか身近な方とつながりや

すい対策を立ててただけれたらと思います。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  大変済みません。先ほどの質問で、医療費とかのお金の関係

だと思いまして、その関係につきましては日常生活等で社協さんのほうに御相談され

ると思いますが、病気的な悩み等は津和野地域、日原地域で健康相談等もやっており

ますので、そういったときには保健師に個人的な悩み等を打ち明けられることは保健

師として受けておりますので、そのことは申し添えておきます。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  いいですか、その保健師さんとのお話の中で、経済的

な悩みを言われる方はおられないっていうことですよね。保健福祉課が把握されてな

いっていうことは。何か課が違うからとかいうのはやめていただきたい。課を超えて

津和野町全体で町を運営していただきたいと思います。 

 高齢化が進む中で、健康で命を伸ばしていくことが、若者定住と同じように喫緊の課

題だと思います。今まで津和野町を支えてこられた方が、元気で安心して長生きをして

いただく、そういうまちにならないと若者もやって来ないと思います。最初の関節リウ

マチの話からはちょっとそれたような気がしますが、治療を続けるための相談窓口の、

もっとこう安心して相談できる窓口を、もうちょっと工夫していただきたいかなという

気持ちを持ちました。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（沖田  守君）  いいですか。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  はい。 



○議長（沖田  守君）  いいですか、終わりますか。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  はい。 

○議長（沖田  守君）  以上で、７番、寺戸昌子君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  ここで午後１時まで休憩といたします。 

午前 11時 55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序４、２番、川田剛君。 

○議員（２番 川田  剛君）  議席番号２番、川田剛でございます。 

 通告に従いまして、４点、質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の質問であります。防犯カメラについて、質問をさせていただきます。 

 皆さん御承知のとおり、先般、大変、悲惨な事件が起きまして、その逮捕の一因とな

った１つに防犯カメラが上げられております。近年、この防犯カメラに対する認識とい

うのは広まってきておりますし、また、多くの自治体、多くの地域で防犯カメラが設置

されております。町内におきましても、防犯カメラに対するお問い合わせ、また、設置

されている自治体など多くなってきているわけでございますけれども、この津和野町に

おける防犯カメラに対する施策を、まずは、質問させていただきます。 

 この防犯カメラについてでありますが、当町におきましては、防犯カメラ台帳という

ものが作成されてると認識しております。まず、この防犯カメラ台帳に何件、防犯カメ

ラの登録があるのかお尋ねをいたします。そして、この防犯カメラについては、津和野

町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱が定められており、その第５条の２には、町

は台帳に登録された防犯カメラについて、その維持に係る電気料のうち、設置者と協議

し、合意した額を支払うことができるとあります。この決定方法についてお尋ねをいた

します。 

 また、既に、町内には、防犯カメラが設置されておりますけれども、この自治会や団

体等、まだ設置されていない、今後、設置しようとしているところもあると思います。

この設置方法など、広報すべきと考えますが、所見をお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、２番、川田議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 防犯カメラについてでございます。 

 防犯カメラの設置及び運用に関しましては、津和野町犯罪のない安全で安心なまちづ

くり条例の基本理念に乗っ取り、津和野町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱を定

めて運用しているところでございます。 



 要綱に基づく防犯カメラ台帳には、８月末の時点で７台の防犯カメラが登録されてお

り、その内訳としましては、防犯団体から寄贈を受け、町が所有するものが３台、まち

づくり委員会が地域提案型助成事業補助金の交付を受け、自治会等が所有するものが４

台でございます。この費用負担に関しましては、カメラが防犯目的に設置されたもので

あることはもとより、管理責任者が明確であること、他の電気器具から独立した電気使

用の契約がなされていることなどが条件となります。 

 防犯カメラの設置につきましては、近年の犯罪発生の状況を見ても明らかなように被

害の未然防止や犯罪の速やかな認知、被害者の保護など、迅速、的確な対応、警察によ

る犯罪捜査や客観的な立証などにも極めて有効であると考えます。 

 また、それのみならず、防犯カメラは住民に地域の安全は自分たちで守るとの意識を

高め、犯罪を許さない気運を醸成させる意味で、犯罪の起きにくい社会づくりの一翼を

担うものであると考えます。 

 以上のような観点から、今後も引き続いて、必要な箇所に、効率的、効果的な設置を

進めるべく信号機や公共施設等への設置につきましては、町及び防犯団体で協議の上、

また、自治会等においては、引き続き、地域提案型助成事業等を有効に御活用いただい

ての導入検討等の周知をしてまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  御答弁いただきましたが、今、答弁いただいた中で、

防犯団体から寄贈を受けて町が所有するものが３台と、まちづくり委員会が地域提案

型助成事業の補助金を受けて、自治会等が所有するものが４台ということで、計７台

ということなんですが、当町におきましては、この台帳に記載されている７台は、ど

の地域に設置されているのか、回答できる範囲内でお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  お答えいたします。 

 まず、防犯団体の関係の３台でございますが、いずれも、鹿足郡の防犯連合会のほう

から寄贈を受けたものでございまして、場所につきましては、津和野駅前に１台、津和

野大橋の北詰のほうに１台、それから日原地域でございますが、扇町の三叉路のほうに

１台の合計３台でございます。それから、まちづくり委員会の補助の４台でございます

が、まず、津和野地域のほうが森村の津和野小学校の前、入り口のあたりです。それか

ら、日原地域のほうで、３台ございまして、幸町のほうに２台ございます。 

 これは、町道に面しているところと、あと、いわゆる川の堤防道に面しているところ

に、それぞれ１台ございます。それから、金見町の上でございますが、これも町道を映

すような恰好で１台の合計７台を台帳のほうに登録をしております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  この、設置された２つの防犯団体とまちづくり委員会、

大きく分けて、２つの防犯カメラが住み分けられてると思うんですけれども、この、



いわゆる電気料ってのが、発生すると、それを設置者と協議の上、料金を設定すると

いうことでありますが、例えば、その防犯灯ですとか、そういった場合には、幾らか、

半額だとか、それとも自治会が負担するだとか定められていると思うんですけれども、

この防犯カメラに関しては、規定っていいますか、決められた額っていうのが、これ

は合意した額っていうような書き方になってるんですけれども、これが幾らかってい

うのがどうなのかなというのが１点であります。まず、そこの回答をお願いいたしま

す。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  まず、先ほど、町長答弁でもございましたが、防犯

カメラ台帳への登録が大原則でございます。 

 基本的に、先ほどの答弁でも申しましたように、いま、管理責任者が明確であること

と、他の電気機器から独立したもの、この中国電力さんとの契約におきまして、独立し

た契約種別になりまして、中電さんの、項目でいいますと、定額電灯契約、小型機器の

料金を適用するというふうになっております。 

 金額につきましては、機器の種別によって、一番小さいところで２２４円から始まり

まして、大きい機器になりますと３６４円というような格好になりますけれども、それ

を該当するような形になります。基本的に台帳に登録されたカメラにつきましては、町

のほうが電気料金をみるという格好にしております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  つまり、防犯カメラ台帳に登録されたカメラというの

は、津和野町が電気料金を負担するということでありますが、先ほどの答弁をいただ

いた中で、公共施設等への設置については、町及び防犯団体で協議をされて、自治会

においては、また、地域提案型助成事業で設置を検討してもらいたいというような発

言でありましたけれども、この津和野町が設置するということがあり得るような答弁

なんですが、例えば公共施設、小学校前ですとか、役場の前ですとか、津和野町の公

共施設に津和野町が設置をするということはあり得るのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  答弁でも述べましたように、公共施設への設置につ

きましては、現状、今年度の予算も含めまして、予算化はしておりませんが、先ほど、

議員のほうからのお話もありましたように、いわゆる防犯カメラの必要性、重要性と

いう部分が、ここ近年の犯罪状況を見ましても、十分、有効的であるというような状

況も見ておりますので、その辺で、今後という格好になりますけれども、公共施設等

の設置についても検討してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、今、話を進めておりますのが、防犯団体、先ほど、言いましたように防犯

連合会、それ以外に、津和野警察署管内の防犯なり、犯罪に関する各種団体等がござい



まして、今、二、三、非公式ではありますが、今、寄贈という格好でどうだろうかとい

うふうなお話も聞いております。 

 その部分で言いますと、信号機の近くに設置すれば、結構有効な設置場所というふう

な、これも聞いておりますので、津和野警察署、関連する防犯の団体連合会等々とまた、

そういったところでも話を進めてまいりたいというふうに考えております。現状では予

算化はしておりませんが、先ほど、議員も言われましたように、公共施設、特に学校等

の近辺につきましては、検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  １つ、この町としても設置をする。で、地域において

は、地域提案型助成事業等を活用してもらいたいということで、基本的には公、税金

を使ってつくっていただいても構いませんよというようなアナウンスに聞こえるわ

けです。 

 例えば、未設置の自治会にとっては、設置しようかなと思ったときには、地域提案型

助成事業を使って提案すると、設置するのにまどろこしい、遠回りになっているのでは

ないかと。防犯カメラはあるのに越したことはないんですけれども、やはり効率的な運

用というのが必要だと思います。先ほど、申されたように、信号機に設置するのがベス

ト、いんじゃないかというようなお話がありますように、必要性がないようなところに

も設置してしまう可能性もあるわけです。許可が得られた場所が、たまたま、ここしか

なかったから、ここに設置したと。本来であれば、こっちに設置すべきだったのだけど、

こっちになってしまったということがあるのではないかと。 

 この設置及び運用に関する要綱の中で、管理運用については、設置者が行うというよ

うなことでありますけれども、町の役割としては、町は、防犯カメラ台帳を作成し、管

理する。町は台帳に登録された防犯カメラについて、その維持に係る電気料のうち、設

置者と協議し、合意した額を支払うことができる。これが町の役割になっているんです

が、防犯カメラについては、もちろん地域間の提案をもとに実施すべきではありますけ

れども、ある程度のどういったところにつけるべきかといったガイドラインですとか、

そういったものが定められれば、地域提案型助成事業ではなく、まちづくり委員会等で

の提案にとどめて設置をしていただければいいのじゃないかなと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  当然、都市部におきましては、民間の方、あるいは

企業の方等が、かなりの高密度なところで設置をされているというふうに考えており

ます。 

 ただ、こういった中山間地の町村ですので、いわゆる連たん地区にしましても、ある

程度、見通しがきくようなところが多いところでございます。先ほどの運用の要綱の中

の、第８条に、台帳に登録する場合の審査基準を設けておりまして、その中の１項に必



要最小限の台数で、防犯対象区域を監視できることというふうに定めておりまして、当

然、カメラの認識する部分がダブるようなところについては、現場のほうを確認させて

いただきながら、台帳のほうに登録する、しないという判断をすべきではないかという

ふうに考えております。 

 それから、もう１点、いわゆる防犯灯でございますが、これも年間当初予算のところ

で予算をつけさせていただきまして、何基か新規の要望に対応しているところでござい

ます。年間、今、５から７台ぐらいの新規要望がございまして、まだまだ、防犯灯もほ

うも要望のほうが多いという認識でございます。 

その辺のところを踏まえながら、今後は、先ほど言いましたように、町の公共施設等に

つきましては検討してまいりたいと。 

 それから、いわゆる自治会等の部分につきましては、また、まちづくり委員会等で、

内部でお話をしていただきながら、設置に向けて御検討いただきたいというふうに考え

ておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  理解したいんで、最後、ここ、聞きたいんですが、例

えば、自治会が設置したものを寄贈した場合っていうのはどうなるんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  いわゆる管理運用という部分でございますが、当然、

機械ものでございますので、故障なり、最終的にはどういいますか、使えなくなるよ

うな状況が発生してまいります。基本的には自治会のほうで準備されたものにつきま

しては、管理運用を自治会のほうで、引き続き行っていただきたいということでござ

います。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  また、設置する際は、とりあえず、役場に相談させて

いただいて、それで、どのくらいの距離が離れていれば台帳に載せられるか、載せら

れないかというのは、相談できるということを理解して、次の質問に入らせていただ

きます。 

 交通対策であります。前段、同僚議員にも同様な質問がございましたが、町民意識調

査におきまして、現在の生活に対する不便という項目の中で、公共交通機関に関する不

便さが上げられております。例えば、日原から津和野に向かう公共交通ですが、石見交

通、ＪＲともに、午前の便は７時３０分ごろから１１時３０分ごろまでは、特急電車が

１便あるだけであります。 

 このほかにも、この町民意識調査において上げられた中には、自家用車以外の交通手

段がないなど、外出に関する不便さが上げられております。このことについて、交通対

策、改善すべきと考えますが、所見をお伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、交通対策についてお答えをさせていただきます。 

 町においては、地域住民の交通手段の確保及び公共の福祉の増進に資するため、町営

バスの運行を行っております。本来であれば、民間事業者のバス、タクシー事業により、

移動手段の確保を行うところでございますが、採算性の問題等により、事業者によって

は、十分な運送サービスが提供されない場合に、移動手段を確保する重要性に鑑み、公

共の福祉を確保する観点から自家用自動車による有償旅客運送が認められてきたとこ

ろでございます。 

 津和野町においては、平成２３年度から定期便が９路線、デマンド路線が８路線の運

行を行っております。交通不便者対策としては、エリアや時間等を限定した乗合タクシ

ー制度のほか、地域で行う自家用有償旅客運送事業を行っている事例も見られ、交通手

段の確保については、さまざまな方法により実施されている現状があります。 

 ８番議員にお答えをしたとおり、現行制度においても路線の現状や他のバス、路線等

の影響を考慮した中で、新設等の実施は可能であると考えております。バス路線の新設

等につきましては、旅客ニーズの把握、関係するバス事業者等、民間事業者との連携を

行い、検討してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  まず、確認をしたいんですが、津和野町が保有するバ

ス台数っていうのは１７台で間違いないかということと、それと、そのバス、例えば

デマンドバスですとか、スクールバスが、通常運行していない時間帯というのは、バ

スはどのように活用されているのか。まず、この２点を、最初にお伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  バスの、まずは台数でございますが、議員

御質問……。 

○議員（２番 川田  剛君）  １７。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  １４台と承知しておりますが。 

 それから、もう１つの御質問でございますが、要は運行時間帯にどうしているかとい

うところでございます。 

 いろんな路線を複数、１台のバスで掛け持っているというようなところもございます

が、全てフルに、この時刻表の中で運行しているということではございません。間が、

幾らかは空いてるというところで、それぞれ、バスの運行について、詳細については、

なかなか、時刻表を含めて説明をすべきであろうとは思いますが、そこら辺までのとこ

ろも、詳細の資料を持ち合わせておりませんが、現状的には１台のバスを幾つかの路線

に入れさせていただいて、その空き時間というところも部分については、多少の空き時

間は当然ございますが、フルに活用させていただいてるということでございます。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 



○議員（２番 川田  剛君）  先ほどの同僚議員の質問の中で、通院される方が、そ

の受診時間と、その乖離が生じているという指摘がありました。そのこともあるんだ

と思うんですけれども、私が受けている中では、津和野地区に通勤される方、買い物

される方、もう７時半の列車を乗り越せば、次はもう特急列車しかないですとか、金

額にしていえば、九百幾らなんですが、それが毎日ともなると大変な金額ですし、そ

の間の時間をつぶすというのが、僕自身も車を運転しますので、自家用車を持ってい

ない方の不便さっていうのは、身に染みてまで、まだ、感じてはいないんですが、本

当に苦労されているという話であります。 

 平成２３年に、この津和野町独自のバス体系ができ上がってから、さまざまな試行錯

誤の中で生まれた、この運行体系だと思いますけれども、いろんなところから交通に対

する不便っていうのが出てきているわけでありますので、津和野独自でできない場合で

あれば、ＪＲですとか、バス業者さんに対しまして、さまざまな計らいをしていただけ

ればと思いますが、お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  前段の議員さんにもお答えをさせていただ

きました。 

 町営バスの役割、町民の皆さんのためにある、この町営バスでございます。そういっ

た利便性については、御要望になるたけお答えする形で、この運行も考えていきたいと

いう、そういう基本姿勢を、私どもとしては持ってるということでございます。 

 そこには、バスを運行するには、議員さんの御質問のあった、例えば津和野日原間、

ここでは、ＪＲの山口線と、それから石見交通が走っている路線であります。町営バス

の路線の中で唯一、ここの区間だけ、町営バスが走っていない。青原から日原へ来まし

て、日原から左鐙方面、ここについては、町営バスも走っていますし、六日市交通、あ

るいは石見交通ということで走っている路線、それぞれ競合して走っているということ

になりますが、この日原、津和野間だけはそういったバス路線を、今、設けてないとこ

ろでございます。 

 ここのところについては、先ほど、町長が申し上げましたとおり、民間事業者との調

整が要るということになります。これ、非常に難しいところでございまして、そういっ

た部分については、先般も御説明した地域公共交通会議というところでの調整も必要に

なってくるということで、新規にバス路線を開設するためには、この地域公共交通に会

議の中で、それぞれの議員さんおられますが、合意をへて運輸支局のほうに届け出ると

いうことになります。ここの合意が、前提条件になっているということで、各タクシー

会社の皆さんであるとか、バス事業者の皆さん、それからＪＲというようなところでの

合意をへてということになりますので、基本線は町民の皆さんの、やはり、交通手段の

確保というところが、一番前提にあるわけですが、そういったところについては、民間



事業者、特にバス事業者等の民間事業者の皆さん連携を図りながら、こういった問題に

ついては、解決をさせていただきたいと。 

 もう１つは、やはり、町民のニーズというのを、どう捉えるかというところだろうと

思います。やはり、運行するということでいいますと、１路線、開設すれば、１００万

円を超える委託料等がまた、年間でいうとかかってくるというようなことになります。 

 先ほども御説明しましたが、今、運行している路線でも、ゼロ名ということで、２年

間連続でゼロ名というところもあります。これについては、廃止ということで先方も、

地元説明会もさせていただいて、今、そういったところで準備を進めているところです

が、そういったニーズをどう捉えるかでございます。 

 今回、まちづくり委員会等の意見交換、総合戦略でもさせていただきますが、交通体

系、非常に高齢化してくる中で、やはり、いままで車を運転して出かけておられた方、

そういった方々が、だんだん、その車に乗れない状況も出てくるというようなことで、

先々の課題としてはそういった交通体系、どうするかということは、十分、私ども、課

題として認識をしているということでございまして、新規路線を含めて、バス事業者等

の民間事業者の方々の協議、あるいは住民の皆さんに対しての意見集約というようなこ

とを重ねながら、なるたけ、いい方向に改善をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 ＣＡＳセンターについてであります。 

 津和野ＣＡＳ凍結センターが営業されているわけなんですけれども、まず、現在の状

況と課題についてお伺いします。また、今後、どのように運営していくのか、展望につ

いてお尋ねをします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、津和野ＣＡＳ凍結センターについて、お答えをさ

せていただきます。 

 津和野ＣＡＳ凍結センターは、地域おこし協力隊１名を、ことし１月より、ＪＡ日原

山菜加工場に派遣して、ＣＡＳ冷凍機器を販売するアビー社での研修や、先進地である

海士町での研修を重ね、３月末の完成を待っておりました。春先のワサビ出荷のピーク

を迎え、山菜加工場の移転がおくれることとなりましたが、移転までの間は、地域おこ

し協力隊がＣＡＳ凍結センターに常駐をして、試食品づくりや試作依頼を受けて、作業

を続けてまいりました。しかし、７月に入り、一身上の都合により、地域おこし協力隊

を辞職する旨の申し入れがあり、状況から受け入れざるを得ないと判断をして、離職さ

れました。 

 アユ受け入れのシーズンでもあることから、自伐型林業関係に携わっていた地域おこ

し協力隊にサポートを、お願いをして、今日を迎えております。その間、アユやツガニ



の受け入れをこなしており、冷凍保存してあるＣＡＳ冷凍食品もふえております。ただ、

ことしの高津川は、アユの天然遡上が極端に減っており、計画した数量に及んではおり

ません。 

 今月初めより、国の収穫が始まり、津和野クリ再生プロジェクト推進協議会とともに、

クリに付加価値をつける取り組みが始まりました。協議会では、パーシャル保存したク

リをむきグリにして、ＣＡＳ凍結することや甘露煮をつくっていく予定でございます。 

 ＣＡＳ冷凍されたクリの評価を受け、年間を通じた供給体制がとれれば、付加価値が

高めると考えております。現在の課題として、ＣＡＳ冷凍技術を持った技術者の養成が

必要でございますが、さらに販路拡大に向けて、商品開発や営業等、行動できる能力を

あわせ持った人物が理想であります。少し、時間がかかるかと思われますが、できるだ

け早急に適任者を捜し、育成のためのサポートを行いたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  現在までの利用実績をお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  これまでに、さまざまな製品を、実験等々を行ってきて

おりますが、ワサビはもちろんですが、ケールの葉だったり、お酒を凍らす、それか

ら、ソバを凍結させる。それから、生鮮食品、いちごとかブドウ、それからメロンを

凍結させるという。これらは実験でありますから、お金はいただいておらんわけです

が、お金をいただいて、凍結しておるもので、アユで７１.２キロ、ツガニで４キロ、

イカで４９キロ、マグロで１１キロという数字をいただいております。島大との産官

学の連携による実験等を行っておるんですが、その数は多いものではありません。個

人でも、いろいろとお持ち寄りになって、ブルーベリーとか、そういったものも実験

を行っております。今後は、それらの中で使えるものがあれば、ＣＡＳ凍結をふやそ

うという考えであります。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  これは、当初のもくろみからいうと、どの程度の実績

なのか。スタートからはおくれているのはわかるんですが、月単位でいうと、どの範

囲でも構わないんですけれども、当初のもくろみからいうとどれぐらいの利用実績に

なってるのか、割合でいうと。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  当初は、ワサビでかなりの量をさばこうということだっ

たんですが、まだ、ワサビのほうの原料を発送するのにＣＡＳ凍結をして発送すると

いうことが行われておりませんで、ワサビのほうは思うように伸びておりません。ア

ユのほうは、先ほど町長の答弁もありましたように、ことしの天然遡上の減によりま

して、収量が上がっておりませんで、これも思った数字には到底、至らない数字にな



っております。パーセンテージについては、もとの数字を持ち合わせておりませんで、

大変、申しわけございません。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  町長の答弁の中で、いわゆる地域おこし協力隊で入っ

ていた方が、７月に入り、辞職されたことによって、今、新たに別の地域おこし協力

隊員がこの業務に携わっていると。いわゆる、そのＣＡＳの専門的な知識を持ってい

る人っていうのは、この１名だけなんでしょうか。 

 それとも、日原山菜加工場の中にも同様に、主務者がいて、副務者がいるように、何

名かでそれをやっているのかというのが気になる点と、これまでの稼働実績が思うよう

にいっていないのは、アユの遡上が原因なのか。それとも離職者が出たからなのか。当

初のもくろみが違っていたのか、さまざまな原因があると思うんですけども、その要因

っていうのは、どういうふうに分析されていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  まず、技術者でありますが、こういった事態になりまし

て、アビー社のほうから技術を持った方に来ていただいて、山菜加工場を、みんなで

勉強していただくということをしております。 

 今の地域おこし協力隊は、山のほうで入ってきたものですから、彼女が技術者にはな

り得ていません。ただ、今度、１０月にアビー社のほうを訪問して勉強してくるという

話は聞いております。それから、利用率が上がらない要因ですが、そういった専門家を

育てて、どんどん世に出せるようにしようと思ったもくろみができてないということも

ありますし、それからアユが思ったように入らない。これは、アユを取り扱う専門の方

がいらっしゃいまして、その方も思うように集まらないと言っておることも事実でござ

います。 

 それから、ワサビでどんどん製品にしていこうということも、まだ、その辺の技術的

なことが煮詰まってませんので、どういう形でキャス冷凍をかけて、どういった保存方

法をすればいいのかっていうことが、まだ、見つかってないということもワサビに活用

していない、１つの原因となっております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  まず、その人員的な部分でいいますと、今後、このＣ

ＡＳセンターを運営していく中で、果たして、本当に地域おこし協力隊の方でいいの

かという疑問がわいてきます。やはり、定住を目的として、津和野町が呼んでいるか

もしれませんが、やはり、３分の１の方が、その隊員を離れた後は町を離れていくっ

ていう話がありますように、本当に定住するかどうか。今、現時点では、意志が固く

とも、その後、どうなるかっていう部分においては、果たして、地域おこし協力隊と

いう不安定な状態のままで、津和野町が任せてもいいのかなという懸念がありますが、



この技術者に関しては、この地域おこし協力隊で、今後もずっとやっていくのかお尋

ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  今、地域おこし協力隊のネットワーク、さまざまな経験

をされて、こちらへきておられる方が多くて、その中で、こういったＣＡＳの機械が

ある町があるんだということで、食品を扱ってこられてる方で、興味を持たれている

というのを、今、聞いておられまして、来月、こちらに訪れるという段取りになって

おります。 

 そういった形で、ネットワークを通じて、その辺の詳しい方、それから経験のある方

が来ていただくことは大変、喜ばしいことで、そういう方に、情熱がある方に、まずは

やっていただいて、どういう結果が残せるかという期待を、まだ、持っておるところで

ありまして、そうでなくて、技術を持って、それについていいよという方がおれば、そ

れはそれで考えていかなければならないことではないかと思うんですが、今のところ、

そういう声を聞いておりますので、その方に一応、お会いして、それから、どういう形

でついていただけるかどうかを確認して、それからまた人探しが必要かどうかを検討し

ていきたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  確かに、いろんな方が定住につながれば、それに越し

たこともないですし、どのような、町内の方であろうと地域おこし協力隊の方であろ

うとやめるときはやめますし、慰留されるときは慰留される、それはわかるんですが、

ただ、地域おこし協力隊という、財源的な部分、その研修に係る費用ですとか、そう

いった部分も、地域おこし協力隊制度があるところで優位なところもあるのかなと思

ってみたりもするわけですけれども、やはり、町内にも若者もいますし、町内にも仕

事を探している人がいる。 

 興味がある方もいらっしゃると思いますし、どなたも研修の前は、皆、素人なわけで

すから、地域おこし協力隊に拘らず、責任持って運営していただける方を採用していた

だきたいなという思いがあります。 

 それと、このＣＡＳセンターの中で、我々が当初、ＪＡさんがかかわっていただける

ということで、大いに期待もあったわけなんですけれども、ＪＡさんからの指導、どう

いったところで、ＪＡさんが入っているのかなというところを、お尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  先ほどの専門技術者でありますが、町内であったり、こ

の近辺の方であっても集落支援員という制度を使うことも可能ですし、いろんな形で

今、人を当たっているところではあります。 

 それからＪＡのかかわりですが、ＪＡのほうからは、シャインマスカットとか巨峰と

かメロンあたりを試験的にやってみました。ただ、生鮮食品というのは、あまりＣＡＳ



には向いておりませんで、例えば、ブドウの大粒であれば割れてしまったりとか、それ

から触感が柔らかくなってしまったりとか、そういう現象が出ます。できれば加工品、

熱加工するような食材をＣＡＳにかけて保存するのが望ましいと思われますので、そう

いったものも持ってきながら、ＪＡのほうもいろいろ考えているところだと思います。 

 今回のクリの協議会ですが、それもＪＡと絡むものでありますから、クリがもし、こ

れでうまくいけば、年間を通じて、出荷も可能になってくるということもありますので、

その辺の検証を今からやっていこうということにしております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  クリをやっていくということでありますけども、さま

ざまな食材がありますし、我々も大いに期待した事業で、多額の予算が導入されたも

のでありますので、一日も早くいい結果が実るように、期待を申し上げまして、最後

の質問に移らさせていただきます。 

 枕瀬山森林公園についてであります。 

 この枕瀬山森林公園につきましては、先般、全員協議会の中で、美しい森林づくり条

例の案があるということで、この地域をモデル林にしようという、すばらしいお話があ

ったわけなんですけども、地元のほうでも、この枕瀬山を、魅力化を図ったほうがいん

じゃないかということで、数年前から話はあったようで、このたび、地域提案型助成事

業に応募しまして、何とか、その採択を受けまして、今後、枕瀬山森林公園をどのよう

にしていこうかという話をしていたところでもあります。 

 ただ、この話が出る際に、必ず地元の方の声が出てくるのが、その施設について、あ

の施設じゃ誰もせんねと、女性の方も使いにくいんじゃないかというような声を聞いて

おります。そこで、この質問でありますが、枕瀬山森林公園におけるトイレについてで

ありますけれども、すぐにでも改善すべきではないかという質問であります。御回答を

お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、枕瀬山森林公園についてお答えをさせていただき

ます。 

 津和野町枕瀬山森林公園キャンプ場については、昭和５７年度の竣工から既に３０年

以上が経過した施設であり、現在は指定管理者制度により、株式会社日原リゾート開発

が施設の管理運営を行っております。利用人数を見ると、平成２４年度が３３５名、平

成２５年度が２３３名、平成２６年度が２１５名と減少しており、議員御指摘のとおり、

使用、特にトイレの状態が利用者の減少を招く要因の１つでもあるとも考えられます。 

 津和野町枕瀬山森林公園キャンプ場トイレの改善につきましては指定管理者である

株式会社日原リゾート開発の第３０期定期株主総会でも報告がなされ、外トイレの新築

や管理棟シャワー室、及びトイレの修繕等、概算で２,４００万円程度の経費が必要と

なる見込みであり、今後、財政状況等を考慮して検討してまいりたいと考えております。 



○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  改善の御回答がありましたので、大変、喜んでおりま

す。関連してでありますけれども、この津和野町枕瀬山森林公園を利用しやすい環境

にしていくという、津和野町としても思ってらっしゃるということで、ありがたく思

っているわけなんですが、今後、美しい森林づくり条例のモデル林を目指す、この枕

瀬山森林公園について、上のほうは町有林、町の所有ということなんですが、下のほ

うは民間の方の土地が多くなっておりまして、そこに関してはこのたびは津和野町と

してはモデル林の設定はないようでありますけれども、地元としては地域の枕瀬山全

体を魅力化していきたいといった部分で、津和野が考えているものと、地元の方々が

考えているもので差があってはいけないなと感じておりますから、そのあたりで津和

野町と地元の方との協議、連携していっていただけるかどうかをお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  その辺の連携につきましても、今、地域でいろいろ考え

ておられることがあると聞いておりますので、一緒に話をしながら進めていきたいと

思っております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  以上で、私の質問を終わります。 

○議長（沖田  守君）  以上で、２番、川田剛君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  ここで、午後２時まで休憩といたします。 

午後１時 45分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序５、１１番、板垣敬司君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  １１番、板垣敬司でございます。 

 質問に入る前に、この数日前に関東・東北地方を襲った豪雨災害で甚大な被害を受け

られた皆様に、謹んでお見舞いを申し上げます。 

 ２年前の津和野町を襲った豪雨災害につきましても、２年目を経過して、今日、我が

集落の目の前の改良復旧事業も着実に進んでおります。改めて、町当局を初め、県、そ

して工事関係者の皆様方に衷心より厚くお礼を申し上げます。引き続き、よろしくお願

いをいたします。 

 それでは、今回の定例議会４項目の質問を通告しておりますので、よろしくお願いを

いたします。 

 初めに、公共施設等総合管理計画策定についてということでございますが、今年度の

当初予算新規事業調書の中にもありましたが、財産管理費の中で、この公共施設等の総



合計画の策定について予算化がなされておりましたが、このことについて、公共施設等

の解体撤去用地方債による地方の再生と成長を目的とした計画策定であると、そのよう

に認識しておりますが、少子高齢化社会を先取りする本町にとって、この計画は極めて

有効な手段だと考えております。 

 日原中学校の寄宿舎、青野山荘、伝統文化館、統廃合による旧畑迫小学校、須川小学

校校舎など解体、もしくは新たな住民ニーズによる計画等を策定するに当たって、まず

は、この解体撤去を伴う計画が必要ではないだろうかと、そのようなことで、この計画

策定の委託先はどこで、現在、どのような段階で、そして、この計画策定はいつまでに

終えるのかお伺いをするものであります。 

 また、取り寄せた資料によりますと、この当該地方債の特例期間は、全国的な需要見

込みから当分の間というようなことになっておるように認識しておりますが、今日、全

国的に地方創生総合戦略とか、人口問題のビジョン等が、策定がうたわれておりますが、

まずはこちらの計画を策定し、これからの計画を考えることが重要であろうと思います。

本町の取り組みについてお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１１番、板垣議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 公共施設等総合管理計画策定についてでございます。議員御指摘のように、現在、町

が保有する施設の中には日原中学校寄宿舎、青野山荘等のように老朽化が進んだ建物を

多く抱えている状況で、各公共施設等のあり方や、統廃合を含めた新たな活用法野検討

など、さまざまな課題を抱えております。そのような状況の中、町では町所有の公共施

設の現況把握と将来の更新費用を調査し、長期的な視点のもとに更新、統廃合、長寿命

化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減平準化するとともに、公共施設等の

最適な配置を実現し、その他、公共施設等の抱える速やかな対応を行うことを目的に、

平成２９年３月末までに公共施設等総合管理計画を策定することとしております。 

 さらに、公共施設等の現況把握、継続管理を行うに当たり、統一的な基準による地方

公会計の整備促進について、平成２７年１月２３日付総務大臣通知等を受け、総務省か

ら示された統一的な基準での財務書類の作成、分析及び活用を行っていくことを予定と

しており、これに伴う固定資産台帳の整備と、継続管理体制を平成２８年３月末までに

構築することとしております。 

 委託先につきましては、８月に津和野町公共施設等総合管理計画等策定支援業務とし

て、株式会社ぎょうせいと委託契約を締結し、９月に各課からの委員による作業部会を

立ち上げ、１０月より全庁的な取り組みとして作業を開始したいと考えております。 

 なお、計画策定業務の財源措置としまして、特別交付税が平成２６年度からの３年間

までが対象となっており、それぞれの策定機関を固定資産台帳整備につきましては平成

２７年度末、公共施設等総合管理計画は平成２８年度末としておりますが、公共施設等



を除却する場合に、除却債を財源として起債するためには、起債協議の時点で計画が作

成されている必要があり、公共施設等総合管理計画策定については、できるだけ前倒し

を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  この、一例をあげますと、旧日原中学校の寄宿舎と

いう建物の解体跡地利用等については、ちょうど、平成２２年９月、この議会でも同

僚議員からの質問で、善処するというような御回答であったかと思っておりますが、

その５年間、２２年から、ことしの２７年で５年間でございますが、何ら、その施設、

土地を有効活用するという、そういうことも施策としてなく、もちろん財源的にも、

その対応に厳しさがあるがゆえに、そのような取り組みがなされてないのかと思いま

すが、ここへ来て、こういう国からの指導のもとで予算がつけられて、その計画を策

定する。そして、該当するものについては除却債というものが適用される。そのよう

なことだと思いますが、少し、今の御回答を聞きますと、その固定資産台帳は今年度

末。そして、その除却債の総合管理計画の策定については２９年の３月ということで、

まだ、大分、先のような感じがいたしておりますが、今日の新しいまちづくりのため

の施策というよりも、むしろ、そのようなものを早い段階で整理し、これからの使途

について検討を加え、新しいまちづくりのために寄与するというのが、私は専決では

ないだろうかと、そのようにも思っておるところでございますが。 

 この撤去等に伴う除却債は７５％が、起債が認められる、適用されると言っておりま

すが、今年度の交付税措置はない。ただの資金の短期借入というか、１０年ぐらいの償

却になるのかと思いますが、そのようなものだということで、余りメリットはない。そ

ういうふうにもお聞きしたところでございますが、やはり、今回、いろんな、ことしに

はいってから、突如として、いろんな、新たな施設を建設しようと、そのようなお話も

出てきた中で、その施設の必要性とか有益性は否定するものではありませんが、新しい

ものを建てるには過疎債という有益な財源があるゆえに建ちやすい、だから建てるんだ。

古いものは、なかなか財政的に難しいからそのままにしておく。そのような構図があち

こちに見受けられるんですけれども、何とかこれを、私も長く議会をやっておりますと、

その課題が解決されてないところに、非常に歯がゆい思いをいたしておりますが、もう

少しその……。 

 ２６年から３カ年がその交付税措置ということで、今の７５％の適用になる部分があ

るようでございますが、３カ年といいますと、ちょうど計画を策定したときには、もう

切れてしまう。そねえなことで、果たして、この除却債が適用されるのか。そして、恩

恵が受けられるのか大変危惧されますが、その辺について、担当課の御説明をお願いし

たいと思います。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 



○総務財政課長（福田 浩文君）  まず、議員御質問の公共施設等総合管理計画の策定

に関しましての財政措置でございます。 

 先ほど、議員も言われましたように、計画を、まず策定することに対します経費に対

しまして、特別交付税が措置をされます。これにつきましては、先ほど、議員言われま

したように、平成２６年度からの３カ年間でございます。措置率につきましては、特交

ということで５０％の措置がされるというふうなこところでございます。 

 それから、もう１点、議員がおっしゃりました除却債でございます。 

 公共施設等の総合管理計画を策定した後に、この施設については除去をするという判

断が最善であるという結論が出た場合でございますが、その場合には、平成２６年度以

降、これにつきましては、当分の間という形で、国のほうが示しておりますけれども、

充当率が７５％の起債が発行できるものでございます。 

 この平成２６年度につきましては、全体で、３００億円でございましたが、平成２７

年度につきましては３４０億円の予算を国のほうを充てているところでございます。平

成２６年度から当分の間ということですので、何年度まで続くかという部分は、現状で

は見ておりませんけれども、これは除却債として充てられるという状況でございます。 

 ただ、これにつきましては、先ほど、議員も申しましたように、今年度の交付税参入

がございませんので、本町の場合には、仮に財源を充てるにしましても、有利な起債等

を十分考慮しながらやっていく必要があろうかというふうに考えております。 

 それからもう２点。平成２７年度からの国のほうが示した措置でございますが、除却

債に追加をいたしまして、公共施設最適化事業債というものを、今年度から創設をして

おります。これにつきましては、平成２７年度から、当面３年間ということでございま

すが、事業費の９０％を充当で、これにつきましては、今年度の交付税措置が５０％あ

るものでございます。 

 ただ、これは総合管理計画を立てまして、それに基づいて、公共施設の集約が複合化、

いわゆる同じような地域に、同じような施設があって、同じような対応年数で、そろそ

ろ、どういうふうにしたほうがいいかなというようなものが、仮にあった場合には、１

つの施設に一本化をするという場合には、この集約化、複合化の公共施設最適化事業債

のほうが使えるのではないかというふうに思っております。まだ、これも本当の場合に

は、過疎債等を含めまして、有利な起債がございますので、実際に財源を検討する場合

では、どれを充てるかという検討が必要になってまいろうかというふうに考えておりま

す。 

 それから、もう１点。２７年度から国のほうが示した起債でございますが、現行の地

域活性化事業債を、拡充をいたしまして、計画に基づく公共施設の転用について、財源

として起債を充てることができるというものでございます。これも、平成２７年度から

当面３年間ということで、充当率も９０％でございます。ただ、これは、交付税参入率

が３０％でございます。 



 こういった、国のほうも昨年の除却債にプラスをいたしまして、新たな制度等もつく

ってまいっておるところでございますが、いずれにしましても、公共施設等総合管理計

画を作成した後でないと、こういった起債を充てられないという状況ですので、先ほど、

議員の御指摘もございましたように、本町では今年度中に固定資産台帳の整備をいたし

まして、来年度の３月末というふうにしておりますが、なるべく早い時期で計画のほう

は作成してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  今の答弁ですと、国は平成２９年３月末を目途とし

て計画を策定しなさいよという全国の自治体にお触れを出しているけれども、本町と

しては、もう少し積極的に前倒しで計画を、策定をしたい。そして、先ほども、答弁

にありました最適化事業債、もしくは地域活性化転用に叶う事業債等も含め検討して

いきたいと。そういうことで、庁舎内で１０月ということで、まだ、当初予算には上

がっておるけれども、全然、動いてはいない。そしてまた、株式会社ぎょうせいと委

託契約をされるということでありましたが、締結したか。その、株式会社ぎょうせい

との委託契約は、結局２９年の３月までに回答を、最終的な答申をお願いしようとい

うことになっておるんですか。それじゃ、その前倒ししようなんていう言葉は、ちょ

っと違うんじゃないでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  先ほどの、町長答弁でも申しましたけれども、株式

会社ぎょうせいのほうと契約を締結しております。８月の段階で入札にかけまして、

株式会社ぎょうせいのほうと契約を、締結をいたしました。その後、２カ年間の事業

ということで、大きく、今年度につきましては、固定資産台帳の整備と公共施設管理

計画の基本的な考えの部分を行いまして、来年度のところで、今後の公共施設のあり

方等についての検討を行って、最終的に計画を策定するという状況で、今、スケジュ

ールの打ち合わせをしているところでございます。 

 それで、先般、各課の作業部会員の選定をお願いをいたしまして、実際のところは、

１０月の最初のところで、その方々に、今、事業説明と今後の作業のスケジュールを御

説明をして、作業をただちに開始するというところでございます。契約につきましては、

議員が御指摘でございましたが、あくまでも契約書上は、平成２８年度の末ということ

ですので、２９年３月というふうになっておりますけれども、スケジュール的には早い

ところでの、いわゆる出来高の提出をスケジュールの中では検討しているところでござ

います。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  しっかり、計画策定と今後の対応について実施して

いただきたいと思います。 



 続いて、歴史的風致維持向上事業についての質問でございますが、この向上事業につ

いては、いろんなものがメニューとして上がって、今回は２つの項目について、お伺い

をいたすものであります。 

 最初に、旧城下町の水路・水系・水門調査事業ということで、向上事業の中にうたわ

れておると思いますが、これの調査の項目、調査の概要、そして、その調査概要が仕上

がった段階での善後策等について、大変期待をしているものでございますが、過般私が

高岡通りのほうで、ある方から、ここの水路は水が、なかなか流れづらくなって、非常

に生活雑排水等々で悪臭も漂っとるし、何とかならんもんだろうかなという御相談を受

けました。 

 こういう、町内にある用水路、殿町を流れている、鯉が泳いでいる水路等もあわせて

でございますが、旧津和野町内の水路とか、石板のことについて、非常に私は、十分、

内容は承知はしておりませんが、こういう長い歴史のあるものをやっぱり、行政が余り

手をかけるというより、お互いにその利益を被るというか、受益者同士でお互いに、そ

の管理をちゃんとしながら、住民同士がお互いに力をあわせてやる。そういう管理とい

うか、まちづくりが大切なんではないだろうかと。 

 特に、昨今、下森町政は、住民参画による協働のまちづくりを標榜され、そして、そ

れに対する施策、予算を傾注しておられますが、集落にただ、一自治会等の単位の小さ

な集落とか、ことしはエリアをまちづくり委員会に変えておりますが、もう少し連帯感

を持った、住民による協働のまちづくりが大切だと思います。そういうようなことも含

めて、この調査結果というものは、いつごろ出たものが知らされるのか、そして、その

施策としては、どのようなことが考えられるのか、問います。 

 もう１つは、ＳＬ館の解体がようやく終わりましたが、もともと、そのＳＬ館の跡地

には、休憩施設をつくろうということで、予算化もなされておりましたが、この予算を、

一応、ないものにして、改めて、駅周辺のマスタープランを策定した後に、総合的な開

発を行ってまいりたいと、そのようなことではなかったかと思いますが、そのあたりの

進捗についてお伺いをします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、歴史的風致維持向上事業についてお答えをさせて

いただきます。 

 まず、１つ目の御質問でありますが、水路集計防災対策基礎調査事業の調査概要につ

いてでございますが、歴史的風致維持向上計画として位置づけております。水路・水系

改良事業及び津和野歴史的風致地区防災対策事業を行う上での基礎調査が主な内容と

なっており、調査区域は歴史的風致維持向上計画における重点区域全体、旧城下町地区

となっております。 

 水路・水系改良事業につきましては、現在、災害復旧工事等で頻繁に濁り、課題とな

っております殿町等を流れる水路について、新たな水源の確保の可能性を含めた良好な



資質を確保するための調査が目的となっており、また、防災対策事業につきましては、

永明寺や弥栄神社等の歴史的建造物が数多く立地する旧城下町の区域を中心に消化栓

や防火水槽等の整備を行う上で、必要な水量等の調査をすることが目的となっておりま

す。 

 具体的な調査内容としましては、現在の水路の取水口から放水口までの利活用状況や、

流量等を調査する水路現況調査、調査区域の沢や湧水等の分布等を調査し、流量や水質

等を調査する沢水等、流況調査、その沢水の対象となる流域について、地表・地質踏査

を実施し、地質構造と地下水や湧水等との関係を検討する水門地質踏査、以上のことを

踏まえ、代替水源の可能性も含め、今後の事業を行う上での問題、課題等をまとめる総

合水門解析となっております。 

 また、調査結果についてでありますが、業務内容が多岐にわたり、調査、検討に時間

を要することから、結果を御提示できるのは、早くても来年の３月以降だと考えており

ます。今後の施策といたしましても、現在、行っております各調査結果をもとに検討等

を行いたい考えでございます。なお、事業の進捗状況でありますが、水路現況調査がお

おむね終了し、現在は、地質踏査及び沢水等流況調査を行っている旨の報告を委託業者

から受けております。 

 引き続きまして、高岡通り水路の土砂堆積についてですが、町道駅前線のスクランブ

ル交差点からイワタニ山陰株式会社津和野給油所下までの水路において、土砂が堆積し

ており、水が流れず、悪臭もするとの御指摘を１年前から聞いております。 

 先般も御指摘を受けましたので、９月２日、建設課職員が、現地を確認いたしました。

その際は、秋雨前線に伴う雨の影響で水位が上昇しており、水が流れている状態であり

ましたので、他の緊急度の高い作業を優先したために対応がおくれており、大変、申し

わけなく思っております。 

 橋北地区の県道萩津和野線から、町道駅前線にかけての水路については、地元住民の

方々が毎年、溝掃除を行われる慣習がない中で、現状では、全て、町の管理責任で対応

を行う以外なく、対応するといたしましても、１週間程度は必要とみております。シル

バー人材センターが、簡易な道路管理作業を受託しており、土砂の除去を行うことにな

りますが、生活道における災害関連作業や豪雨後の土砂の撤去に追われ、生活路線であ

る林道の草刈りが適期にできない等の状態も発生しており、現時点では余力がなく、対

応できない状況が続いておりますことを、御理解をいただきたく思います。 

 こうした中で、議員御指摘のとおり、協働のまちづくりが大切であると認めておりま

すが、一例として申し上げますと、東１、２自治会のように町道側溝、水路を地元で溝

掃除をいただき、作業で出た土砂の運搬の役を町が担うような形を地域で調整をいただ

きましたら、迅速な対応につながると期待をするところでございます。 

 続いて、２つ目の御質問でございます。 



 旧ＳＬ館解体後の津和野駅周辺のプラン等の進捗状況についてでありますが、今年度

につきましては、旧ＳＬ館跡地に建設予定のポケットパークに係る設計業務を委託する

方向でございます。しかしながら、津和野町歴史的風致向上計画では、旧ＳＬ館跡地だ

けでなく、津和野域を含めた周辺一帯を整備する内容の計画としていることから、周辺

の景観や今後の利活用を含めた一体的な整備を行う必要があるため、歴史的風致維持向

上協議会を初め、関係機関や住民の方々等に意見を伺い、方向性を定めた上で、まずは

デザイン案を一般公募し、その結果を踏まえた内容で設計業務を行うこととしておりま

す。現在、デザイン案の一般公募を実施するに当たり、費用となる事項について、津和

野駅一帯デザインコンペ支援業務を発注し、実施方針の検討や募集要項の作成等を行っ

ており、業務完了後、速やかに一般公募を行いたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  水路・水系等については、大体、認識を同じにして

おりますが、高岡通りの実際の１００メートル、２００メートル弱ですかね、あそこ

はやっぱり見ますと、重たいグレーチングが３メートル間隔ぐらいで、その３メート

ルは何かといいますと、コンクリートで固められておりますから、少し、熊手とか鍬

で引っ張り出すといっても、なかなか、堆積した土砂を自分たちで引っ張り出すとい

うのも、ちょっと無理かな。さらに、グレーチングも１枚が三、四十キロあるかなと

思うぐらい重たいものを、誰がやるのかということで、みんなでやればいいじゃない

かと、私も思うわけですが、現実的には、コンクリートで３メートルずつやっている

ところをどのようにすれば、土砂の堆積したものが除去できるかというのは心配では

ございますが、いままでは、あそこは、もう１年前から聞いておられるということも

ありましたが、特に、何十年も前から、そこにどれだけのものが堆積しておったかと

いうのは調査しておられないのか。 

 いままでは、どうされておったのか、そして、これからまだ当分、その調査結果に基

づいて、あの土砂の堆積したもの、あれが、いつ、どのように除去して、常にあそこに

水が流れる状態、その渇水期であろうと、増水期であろうと、そういうところは、やっ

ぱり、的確な対応をしてあげないと、私自身もそれを住民の皆さんに、あんたらがやる

べきじゃないかとも、よう言われないところもありますので、その辺について、最初に、

いままでとこれから、当面はどうされるのかということをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（田村津与志君）  高岡通りの水路の土砂の関係でありますが、スクランブ

ル交差点から給油所の間については昨年度、お話を実際は聞いております。それ以前

で申し上げますと、スクランブル交差点から駅前までの水路に、駅に向かって右側の

水路でありますが、そこにかなりの土砂が入っておるというふうに聞いておりました。 



 仮に、シルバーにお願いをして対応しても１カ月では、とても終わらないだろうと、

下手をすると、３カ月、４カ月かかるのではないかというふうなお話も聞いておりまし

た。それじゃ、シルバーが無理であれば、一般の業者の方にお願いすることになります

が、人力でないと対応できないというふうなことでもありまして、さて、困ったという

のが、私の建設課にまいりましたときの一番の思いでございます。 

 平成２５年の４月の雨で、これまで懸念をしておった、そこの右側の水路の土砂が、

河川に流出をして、その後、災害の後、見に行きましたところ、流れておったというふ

うなことでございまして、その点はよかったのですが、今、議員からの御質問もあった

交差点から給油所の間は、今度は詰まったというふうな状況でございます。 

 実際のところ、町のほうとしても、かなり災害の関係のところ、例えば、今、横断溝

が、もう、詰まって、雨が降ると、必ず路面を洗うという箇所も実際はございますが、

その対応もできていないというふうなところもあって、これまで放置をしてきたという

ふうなことでございます。やはり、１週間から１０日間くらいかかる作業につけるより

も、当面とにかく問題のあるほうに、優先順位を上げておってやっておりましたので、

そういうふうなことになっております。 

 ほかのところで申し上げますと、ふたが重くて、とても、今、高齢化して力がなくな

ってできないというふうなお話も聞いておりますので、地元のほうで御協力いただくと

いうということであれば、また、軽い、そういうふた、半分にするとか、そういうふう

な方法も考えていかないといけないのではなかろうかなというふうに思っております。 

 それじゃ、今後、詰まったら、必ずすぐしますというのは、なかなか、申し上げられ

ない、ほかのところで、どうでもしないといけないところをしていかないというふうな

こともございまして、明確にはなりませんが、今後の課題であるというふうに認識をし

ておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  最後に、この関係する分ではあれですが、殿町の鯉

の泳いでる水路に対しては、代替水源を、２７年度、何らかの対応策を考えるという

か、検討するというか、そういうのを前回の一般質問でもお伺いしたような気がいた

しますが、ここにも、どこかよくわからんようになりましたが、書いてあって、答弁

にもあったようでございますが、もう一度、確認しますが、代替水源の云々等につい

ての対応策、今年度、何かできることがあるのでしょうか、どうなのでしょうか。お

伺いします。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  先ほど、御質問のございました代替水源の問題でご

ざいますが、町長の答弁にもございますように、まず、この水系・水門調査の結果を

待ちまして、その中で専門家が湧水等も含めて、さまざまな提案をいただけるものと

考えております。それを待った上で進めるということで、現時点ではなかなか、早急



にやりたいところではございますが、現時点ではなかなか、有効な手段があるという

ふうには申し上げられませんので、その結果を待ちたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  それじゃ、もう１つの、ＳＬ館の解体後の再開発、

あの辺りの計画について再質問いたしますが、前回の答弁の中でも、ＪＲが２８年と

言いますと来年ですけども、駅舎の改修計画もあわせてされるというふうなことも、

お聞きしたところでございますが。現在、そのＪＲとの協議というものは、実際、ど

のようになっておるのか、特に駅前のことについては、十分、承知はしておりません

が、観光協会の前の、一時駐車場的なところも、非常に路盤が悪いし、これ、どうな

んだろう、いつ、最終的には整備されるのかなというのが、率直な感想なんですけど

も、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員のおっしゃいますように、ＪＲさんとも協議を

させていただいております。一昨年になると思いますが、町長、また、当時の担当課

長等もＪＲに赴きまして、今後、平成２９年度にＪＲが大きな旅行キャンペーンを、

計画をしております。それに向けて、駅前周辺についてもともに、こちらとしても、

そういう計画を考えておりましたので、駅舎等の改修等にも含めまして、ともに考え

ていこうということで話を進めておるところでございまして。その後、担当者がこち

らへ、人事異動後でございますが、お越しになられたりと。また、この１２月までに

は、また、ＪＲさんとの協議も始まってくるというふうに認識をしております。申し

上げましたように、コンペティションでデザイン案を募集するということになると思

いますが、これについても、当然、ＪＲと密接に連携をとっていく必要が出てくると

思いますので、そういうところで協調して進めていきたいと。 

 具体的には議員からもございました観光協会前の路面が、かなり傷んでおるというよ

うな状況、それから旧ＳＬ館跡、また、駅舎のトイレにつきましても、大変、老朽化が

進んでおります。そういった部分、またＳＬが、今、設置してございます町営駐車場に

対するアクセスとか、広がれば、財源的な問題等もございますが、転車台方面に向けて

のアクセスというようなことも含めて、総体的に考えていきたいと。ＪＲさんにおかれ

ては、積極的な案を出してほしいというようなことはおっしゃっておられます。その部

分では費用負担等、今後の問題にはなるとは思いますが、一緒になって進めていくとい

う所存でございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  最初の町長答弁でありました、現在の旧ＳＬ館の跡

地には、ポケットパークを、ことし、設計業務を委託してみたいということでござい

ますが、まさにＳＬ館があった、今、県道からいえば２メートルぐらい低いところ、

とりあえず、設計業者にどんなものができるかどうか、丸投げで委託するわけですか。



もう少し、こういうところまではこういう、底上げした中で、全体をこういうデザイ

ンのもとで、最終的に、ポケットパークを県道レベルぐらいまで埋め立てたというよ

うなところは、仕様書に出すわけですか。どの辺までが、町の主体的な考えが盛り込

まれるのかお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  ＳＬ館跡地のポケットパークについてでございます

が、設計業務を委託する方向でありますというふうに、答弁をさせていただいており

ます。 

 これにつきましては、今のスケジュール間でいきますと、コンペティションを行いま

して、全体的なデザイン案を、まず募集をすると、その際の仕様書の中で、ここについ

ては、議員のおっしゃったようなことを活かしながら、おおむね、このような形で考え

てほしいという、まず、指針を出しまして、それをもとに、皆さんにデザイン案を出し

ていただこうという考えでおりますので、現状では、やはりある程度、前の道路、県道

にレベル的にはあうような形になるのが、一番自然な考え方なのかなというふうに考え

ております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  次の質問に移ります。 

 生活バスということでございます。 

 ２点ほど、具体的に項目を上げておりますが、前々から、私は、生活バスの車庫の整

備について質問をしておりますが、また、今回もかということでございますが、この車

庫の整備計画というものはどのように考えておられるか。特に、よく目にするデマンド

バスですが、あれが、青空駐車で、私の目に映るわけですが、どうも気になるところで

ございますので、その辺の改善はどのように考えておられるかをお聞きしたいと思いま

す。 

 それから、２番目として、同僚議員からも、２名からの質問がありましたが、生活バ

スの現在の路線運行が、それぞれ、なされておりますけれども、何年かたって、今日、

路線ごとの、便数ごとのというようなこともお願いしたところでございますが、乗車人

数と各路線の収支比率はどのような実態なのかを伺いたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、生活バスについてお答えをさせていただきます。 

 町営バス車庫の整備計画につきましては、日原地域を運行する町営バスはサンネット

日原ケーブルセンター隣に町営バスターミナルを建設しており、そこで管理を行ってお

ります。 

 津和野地域を運行する町営バスは、津和野図書館隣の町有地及び森鴎外記念館駐車場

の２カ所に駐車し、管理を行っておりますが、特に、津和野図書館隣の町有地につきま



しては、車庫が整備されてない状況となっており、改善の必要性を、認識をしていると

ころでございます。 

 このことにつきましては、将来的には日原地域を運行する町営バスと同様に、津和野

地域でも町営バスターミナルを建設し、１カ所で管理できる体制を整備することが望ま

しいと考えております。候補地につきましては、検討中ですが、道の駅 津和野温泉 な

ごみの里周辺の町有地を候補地として考えており、合わせて、津和野地域の町営バスの

運行につきましても、道の駅 津和野温泉 なごみの里を発着点とした運行を考えてお

ります。 

 ２つ目の御質問にありますが、町営バス乗車人数につきましては、平成２６年度実績

では津和野地域が１万９,６４７人、日原地域が８,７９９人、合計２万８,４４６人とな

っております。また、歳入につきましては、運賃収入が、津和野地域が３７１万５,０

００円、日原地域２１３万１,０００円。平成２６年度島根県生活交通確保対策交付金

が４３６万３,０００円となっており、合計１,０２０万９,０００円となっております。 

 歳出につきましては、運行管理委託業務料が、津和野地域３,４１３万６,０００円、

日原地域３,４０４万３,０００円、合計６,８１７万９,０００円となっておりますので、

委託料に対する運賃収入等の割合は全体で１５％となっております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  何点かお聞きしたいと思いますけども、現在の生活

バスの業務委託は５年契約で、基本的にはなってるかと思っておりますが、毎たび、

年度ごとに委託費というものを見てみますと、多いときと少ないときで１,０００万

円前後が差額としてふえたり、減ったりしているように、私は思っておりますが、こ

のことについては、５年間の契約の委託料というものの契約の内容というものが、燃

料費等の高騰による経常経費の上がり部分は、契約時点で、また、勘案するよという

ふうになっておるのかどうなのか。 

 それから、またあと、ちょっと気になることでございます、気になるというか、デマ

ンドバスが８路線あるんですかね。そういうものを、やはり、運行委託業者にお願いす

る際には、やはり、その運転手さんの確保というものも、当然、委託料の中にあると思

うんです。それが、結果として、きょうの答弁の内容に、誰も乗らない路線があるとい

うことですね。乗車数がゼロというのが、何線かありますが、そういう何線かあるとこ

ろにも、デマンドバスを運行する際には、当然、余力というか、運転手さんの人員確保

を、少し上乗せをしないと、その運行に支障があると、私は思いますが、その委託料の

中にもそういうものが加わっておれば、やはり、そういう、毎年、毎年の乗車の実態を

含めて、今回少し、見直そうかというような答弁もありましたので、そのようにするべ

きではないかと思いますが、この業務委託費の毎年の増減の主な原因というのは、どう

いう原因かおわかりでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  委託費が、毎年、変わっておるところがご

ざいます。これにつきましては、先ほどからの議員さんの質問にもお答えをしていま

すが、路線等で距離が伸びる場合、新しい路線を、例えば、昨年でいいますと、畑迫

のところで、本来、県道沿いをずっと行ってるわけなんですが、ちょっと迂回したル

ートを、住民のみなさんの御要望に応じて路線変更いたしました。そうすると、距離

が伸びてくるというようなところで、その路線変更分に伴う距離数の増加というとこ

ろでの委託料の増加があったということでございまして、本来ですと、大体が５年間

の中の固定経費というようなところで積算はされているということでございます。変

更があった場合に、そういったところで変わってくるということでございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  以前、車検切れのことで、ここの議会でも、いろい

ろ、やりとりがあったかと思いますが、その委託業者が、車検も含めて委託料の中に

含まれてるというふうに、私はそのときの説明では認識しましたが、車検経費もさる

ことながら、定期検査の部分についても、委託業者の責任のもとに、委託料の中に含

まれているということでいいでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回、委託をするに当たっては、委託内容

のところで、運行管理者、あるいは整備管理者を、きちっと置いていただいて、その

整備を含めて、全てを、その運行会社のほうでやっていただくということで契約をし

ているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  専門家に聞いたわけではないので、私も数字的なも

のはわかりませんが、客観的に見て、今の車庫のない車両が、雨ざらしの中であると

いうことは、やはりバスの劣化云々等で、ワイパーの云々とか、何やかやと損傷、損

耗が当然進んでくる。その費用も少しずつかかってくる。そのような気もいたしてお

りますので、小さい、重箱の隅をつつくようなお話かもしれませんが、私はよく、先

輩から聞いておりますが、百姓でも職人でも、百姓ならば鍬でも鎌でもきれいに手入

れしておけば長持ちもするし、次の仕事が能率よくできる。職人も、こてでも、きれ

いに、こては洗とかんにゃ、次は使えんようになるし、仕事にも差支えがある。やは

り、そのように、小さなことではあるけども、道具を大切にする。そのことを申し上

げて、この質問を終わりたいと思います。 

 最後に合併１０周年記念のことについて伺います。既に、両町の合併記念日、今月の

９月２５日をもう少しで迎えようとしておりますが、御案内もいただいております記念

式典、この記念事業については合併記念式典のみなのか。それにしては少し、当初の、

私の質問の中では十分、庁舎内でも検討して、ふさわしい記念事業を試みたいと、その

ような答弁もあったところでございますが、きょうの時点ではまだ、全員協議会で美し



い森林づくり事業の条例の中に、あそこの町有地に記念植樹をするということを、この

議会が始まる前の全協でもお聞かせいただいたところでございますが、その記念式典の

みなのか、もう少し、私は…… 

 ちょうど８月の１４日でございましたが、本町の出身というふうにお聞きしておりま

すが、若手脚本家ということで、映画の上映を勧奨する機会に恵まれました。非常に、

私は、津和野のコミュニティーセンターで鑑賞したわけでございますが、鑑賞者数は、

私が期待していたよりは少なくて、もう少し感動が共有できたらいいなと思った映画で

ございます。 

 また、ある津和野高校の有識者会議ということで、東京で何人かで有識者会議を持た

れておられますけれども、その会議のメンバーで、本町にたまたま帰られて、これから

少し、津和野での生活をしてみようという方が、８月に、たまたまお会いしまして、い

ろいろなお話を聞く機会がございました。津和野のことを思い、これからの将来の子供

たちの行く末を考えたときに、こんなことが大切で、これからやろうじゃないかねとい

う御提案もいただいたところでございます。 

 そういうものを見たり、聞いたりした中で、本当の１０周年記念事業として少ない予

算で、これからの町民が、一体感がさらに、醸成が進むようなことが大切ではないかな

と思って、今、一人、思っておるところでございますが、これからまだ、記念事業、こ

としだけではなくて、これからのことを考えれば、まだまだ新しい事業にも取り組むこ

ともやぶさかではないかと思いますが、検討の余地はないかお伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、合併１０周年記念事業についてお答えをさせてい

ただきます。 

 議員御質問の合併１０周年記念事業につきましては、大きく３項目の事業を年度末ま

でにわたって実施することとしております。まず、１点目は式典事業でございます。津

和野町合併１０周年記念式典につきましては、合併日であります９月２５日に津和野体

育館において開催することとしており、既に来賓、招待者等に開催の御案内をしたとこ

ろでございます。 

 次に、イベントＰＲ事業を実施中でございます。具体的な事業といたしましては、合

併１０周年を内外に周知するため、本庁舎及び津和野庁舎等への横断幕等の掲示。合併

１０周年記念切手の発行。官民共同事業の手法を取り入れた暮らしの便利帳の作成・配

布。合併後の１０年間の歩みと未来に向けての住民インタビュー等を編集した合併１０

周年記念番組の作成。日本遺産認定を受けてのシンポジウムの開催。文京区との友好の

森設置等を実施、または、計画中でございます。 

 最後に連携事業でございます。 



 合併１０周年を町民とともに祝い、さらなる町の一体感を醸成することを目的に、津

和野合併１０周年記念の冠名を付して、町や各種団体が実施する事業を実施していると

ころでございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  日本遺産等の認定を受けてのシンポジウムというこ

とで、これもどういう内容か期待するところでございますし、そういうことでいえば、

この合併記念式典のみではないというのが、よくわかりました。 

 ただ、その、暮らしの便利帳というのが、今回もまたつくられるということでござい

ましたが、前回いただいた暮らしの便利帳が大分、古くなったので、新しく更新しよう

ということで考えておられるのかわかりませんが、その、従来あった便利帳と、何かど

こか違うところがあるのか。そしてまた、これからのことについて、便利帳ですから、

そんなに夢はないかと思いますが、１０周年記念で暮らしの便利帳というのは、生活に

必需品を記念事業としてやるには、余りにもさみしいというか、当然のものを記念事業

に、それに宛がいするのは、いかがなものかと、私は思います。 

 さらに、もう１つですが、それをちょっと聞きますが、それともう１つはさらなる町

の一体感を醸成することもできて町や、各種団体が実施する事業を実施しているという

ことですが、またこれはあれですか、いろんな団体とか組織から、こういうことを１０

周年記念でやったらどうだろうか、私たちはやりたいんだけどもやってもええか、そし

て少し、幾らか経費の部分については、どのようなことが町として、経費助成もあるの

か、そんなところがいただけるのかどうか。ただ、冠をいただくというだけではなくて、

実が欲しいわけでございますが、実はいかがでございましょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  まず、暮らしの便利帳でございます。 

 議員御指摘のように、いわゆる暮らしの便利帳というものといたしましては、合併時

に作成をいたしまして、町民の皆様、世帯のほうにお配りしたものでございます。本来

ですと、国の制度なり、大きいものが変わった段階、ある程度、２年、３年のペースぐ

らいで再発行という格好をとるべきところではあったかと思いますが、残念ながら、合

併年度に発行いたしまして、全く発行していなかったという状況がございます。それを

受けまして、今回、合併１０周年を契機としまして、暮らしの便利帳を、作成をしたと

ころでございます。 

 それから、冠事業でございます。 

 実のあるところということでございますけれども、今、現状で、いわゆる、各種イベ

ント等で終わったものも含めまして、何点か、冠事業をしております。 

 先般、夏の時期の省エネコンテスト等につきましては、津和野町環境パートナーシッ

プ会議という、町も入った、事業者さんでつくっておりますけれども、そちらのほうに

も御協力をいただきまして、冠をつけていただいて、実施をしたところでございます。



今後も、今年度のところで、今から秋冬にかけまして、町が実施する事業等もあります

し、実行委員会形式で行う事業等もございますが、そちらのほうでも冠をつけていただ

きまして、事業を実施して、合併１０周年という部分を、盛り上げをしてまいりたいと

いうふうに思っています。ただ、実のある部分というところにつきましては、実際のと

ころ、予算化のところはしておりませんで、従来から町が絡んでおります事業について

は、当然、町が予算化した部分の事業でございます。 

 それから、先ほどのような、町が一団体として入っております事業につきましても、

従来から、町が予算的に見れる部分については、従来と同じように見させていただいて

事業をしているところでございます。１０周年という部分で、例年と若干、事業費を上

乗せというような部分につきましては、残念ながらしていないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  ちなみに、脚本家は、名前はあえて申し上げません

が、映画の題名は、唇に歌声をということで、この秋にＤＶＤ化されて手元に入るは

ずでございます。ぜひ、どうぞ、お買い求めいただいて、家でご覧いただきたいと思

います。 

○議長（沖田  守君）  質問をしておるが、これは、回答は要らないの。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  もう、いいです。 

○議長（沖田  守君）  以上で、１１番、板垣敬司君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  ここで、３時１０分まで休憩といたします。 

午後３時 00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時 10分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序６、６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  ６番、丁泰仁でございます。 

 それでは早速でございますが、通告に従いまして、質問をいたします。 

 まず、第１点、当町の観光施策の実施に伴う経済活性化につきましてでございますが、

まず、最初に国内外の経済概況から入ってまいりたいと思います。 

 このところ、毎日のように各新聞紙上のトップを飾っている国内外の経済情勢を見渡

しますと、余りにも不安定の一言に尽きる限りです。まさに、人、物、金が国境を自由

に行き交うグローバル市場経済のすさまじさを見せつけられる思いです。 

 まず、国外の経済状況等に触れますと、今、一番の注目、中国経済でありますが、昨

年１１月以降の利下げや人民元、通貨切り下げを相次いで実行するにもかかわらず、株



安に歯どめがかからず、また最近のさまざまな景況感指数が予想以上に悪化し、さらに

金融恐慌に拍車をかけている状況です。 

 また、米国経済も、まさにバブル防止のために利上げ観測がなされていた矢先、中国

初の金融恐慌で株安連鎖に見舞われ、利上げ観測も年末まではひとまず、据え置きの見

通しというところです。 

 また一方、欧州におきましては、ギリシャの政局不安定と金融問題が重なり、さらに

はシリアから欧州へ向けての難民問題も重なり、これまた同時世界株価の下落を免れな

い状態です。 

 一方、国内の経済環境を見ますと、最近、内閣府が、８月１７日に発表した４月から

６月のＧＤＰ、国内総生産の指標が物価変動を加味した実質で１.２％減の四半期ぶり

のマイナス成長であることがわかりました。この主な原因は、ＧＤＰの６割を占める個

人消費の伸び率が実質前期比年率マイナス３％とふるわず、ＧＤＰの大きな押し下げ要

因となっております。 

 また、ちなみに、これらの支出品目を見ますと、生活必需品である基礎的支出が持ち

直している一方、旅行、教養、娯楽、外食などのサービスと、家電商品、乗用車、衣料

品などの商品に対する選択的支出が減少しているようです。さらには加えて、輸出も低

迷が原因だとされています。政権運営の生命線でもある政府のアベノミクス経済に与え

る影響は大であり、最近におきましては、アベノミクス経済の失速までささやかれ始め

ています。 

 先ごろ、共同通信社が全国の知事を対象に、各県の経済状況をアンケート調査したと

ころ、全知事から回答を得たそうです。それによりますと、主な意見として大都市と地

方の経済の格差が拡大、５割の回答、消費税増税前の水準に戻っていない、これ６割の

回答。円安に伴う、原材料価格の上昇が地方経済を支える中小企業を直撃など、厳しい

意見が過半数を占めました。 

 アベノミクス経済政策を全国に波及させると、地方創生の具体案まで打ち出したわけ

ですが、各自治体は景気への厳しい見方をし、アベノミクス経済政策の効果は限定的で

あることがわかってきたようです。経済格差が拡大と答えた、当島根県は地域の人口が

減って、中核となる商業施設が閉鎖となり、さらに衰退が加速する負の連鎖が起こって

いると実態を正確に捉えた意見を述べています。 

 以上のような、国内外の経済状況に鑑み、直接、あるいは間接的に影響を受けざるを

得ないグローバル市場経済のもとで、当町の経済を考えるとき、景気沈滞化への懸念に

伴い、さきに述べましたように消費者、特に観光客の消費者マインドを持ち込み、当町

への観光誘客の落ち込みを大変危惧する次第です。これらの懸念を払しょくするために

も、当町経済の活性化の源の１つであります商工観光施策の、今年度、具体的事業の実

施に伴い、当町経済の活性化を促進しなければなりません。 

 そこで、以下、質問します。 



 今年度、具体的観光施策として、Ａ、街並み整備歴史的風致向上事業、今年度６件で

すが、そのうち、１、津和野駅前の休憩施設等の整備事業、２、旧城下町と山陰整備事

業、３、殿町水路・水系改良事業でありますが、この３点はおおむね、完成されたもの

といたしまして、次の、以下３点につきまして、問います。 

 藩校養老館保存修理事業、進捗状況はいかがでしょうか。 

 ５、津和野駅周辺整備事業具体的計画策定協議の状況。 

 ６、まちなか再生総合事業。いわゆる、町家ステイ戎丁でございますが、１棟目の中

間実績。２月オープンから８月までの営業実績と今後の見通し。さらには、今、２棟目

の建設が進められておりますが、建設進捗状況はいかが。 

 Ｂ、伝統的建造物群保存事業、今年度４件の具体的事業概要はいかがなものか。 

 Ｃ、次に、今年度、認定されました日本遺産認定事業、特に、秋口開始実施予定の次

の４項目につきまして、１、情報発信事業におきますポケットガイドブック、まちある

きパンフレット作成、ホームページの開設等。２、日本遺産普及促進事業、まちあるき

イベントの実行はいかがか。３、情報発信施設整備事業、日本遺産センターの開設進捗

状況。これは８月から準備に入り、１０月、仮オープン予定ですが。４、案内板、説明

板の設置、日本遺産センターのオープンにあわせて、順次、整備を行う計画ですが、進

捗状況はいかがでしょうか。お答えください。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、６番、丁議員の御質問にお答えをさせていただき

ます。 

 観光施策の実施に伴う経済活性化についてでございます。 

 まず、歴史的風致維持向上事業の関連の御質問でございますが、藩校養老館保存修理

事業につきましては、平成２７年７月３１日に実施設計業務の指名入札を行い、８月１

日に、百合本建築設計と契約を結んでおります。今年度中に実施設計が完了し、平成２

８年度より解体格納工事及び組立工事を行い、平成２９年度の工事完了見込みでござい

ます。 

 現在は、設計事務所が教育委員会事務局と協議を行いながら、養老館の資料収集、復

元調査及び全国の藩校の保存修理事業の資料収集を行い、実施設置案を練っているとこ

ろでございます。養老館の保存修理及び活用の方針に関しては、津和野町文化保護財審

議会で、保存修理、有効な活用案を審議をしております。 

 続いて、歴史的風致維持向上計画における駅周辺整備事業につきましては、駅舎内に

おける案内設備及びトイレの整備。駅前一帯、駅前駐車場やロータリーなどの環境景観

と魅力を向上させるための整備。桑原史成写真美術館前の駐車場の整備などが予定され

ております。これらの事業については、国土交通省管轄の社会資本総合整備交付金のう

ちの都市再生整備計画事業で行うことが最も効果的であるため、現在、国や県の指導の



もと、地元の駅通り商店街や、西町商店街の皆さんに意見を伺いながら、津和野町都市

再生整備計画の作成を進めております。 

 また、平成２５年度の夏から、ＪＲによる大型のデストネーションキャンペーンが予

定されておりますので、ＪＲとも連携を図りながら、１２月をめどに計画をまとめ、事

業は来年度から着手をしてまいりたい考えでございます。駅周辺の景観については、こ

れからデザイン案を一般公募するコンペを実施することにしておりますので、その結果

を踏まえ、旧ＳＬ館における休憩施設等を、整備事業をあわせて一体的な整備を行いた

いと考えております。 

 次に、町家ステイ戎丁については、本年２月に本格的にオープンをし、８月末までに

２３件の利用がありました、最も多い月で７月７件、少ない月で、営業を開始した２月

のゼロ件となっております。９月においては、既に９件の予約があり、次第にＰＲ効果

が出てきているように思います。これから秋に向けて、さらに利用者数がふえてくるこ

とを、期待をしております。 

 ２棟目の潮邸、上新丁通りについては、先日、一般競争入札が実施され、町内の業者

が落札をされて工事が始まっております。工期は今年度末までとしておりますので、来

年度になって準備が整い次第、営業が開始できるものと考えております。 

 町家ステイを運営する上では、やはり、ある程度の棟数が整備されることで、相乗的

なＰＲ効果やスケールメリットも生まれると理解しております。今後も既存の旅館や飲

食店と連携をしながら、新たな客層を獲得するためにも管理体制、おもてなし向上など

も考慮しながら、整備対象となる物件の募集、絞り込みを進めていきたいと考えており

ます。 

 次に、２つ目の伝統的建造物保存事業に関連しての御質問でございます。 

 本年度においては、個人の母屋１件、土蔵１件、これはいずれも特定物件でございま

す。同じく、個人の店舗１件、これも特定物件及び門１件、これは非特定物件でござい

ますが、の計４件が行われる計画です。 

 母屋については、屋根、外壁、建具の修理で６９８万９,０００円。土蔵については

漆喰壁の塗りかえで４１４万４,０００円。店舗については外壁、建具の修理で８００

万円。門については屋根、柱等の修理で３００万円を補助する計画で、いずれも今年度

内で修理が完了する予定でございます。 

 ３つ目の日本遺産関連事業についての御質問でございます。 

 日本遺産の関連事業につきましては、文化庁の補助対象となる事業については、津和

野町日本遺産推進協議会で、対象とならない事業については、町の予算で事業を実施す

ることとしております。情報発信事業、これは補助対象でございますが、におけるポケ

ットガイドブックについてでありますが、１０月１８日を皮切りに、認定を受けたスト

ーリーに基づいた、まちあるきイベントを今年度４回開催することとしており、その成

果に基づいて作成をしていく予定です。 



 各イベントでは、まちあるきパンフレットを作成、ガイドによるモデルコースの案内

や参加者へのアンケート調査等を実施し、それらを取りまとめて、魅力あるコースを設

定いたします。また、ホームページについては基本となる情報を日本遺産センターの開

館前には、公開してＰＲに努めるとともに、新しい情報を順次、追加していくこととし

ております。 

 日本遺産センターについては、１０月１１日に旧葛飾北斎美術館を改装してオープン

させる予定で、センターでは国内外からの来訪者に対して、ストーリーの紹介や観光に

必要な４つの要素、自然、四季、伝統文化、食について、津和野百景図をもとにした、

津和野の特徴を写真や資料とともに紹介をいたします。 

 開館当初は、津和野百景図の実物を展示するとともに、随時、津和野の歴史に関連す

る魅力的な資料を紹介しながら、魅力ある施設にしていきたいと考えております。受付

では歴史に詳しい職員、コンシェルジュが津和野のまちあるきの具体的なアドバイスが

できるよう、現在、準備を進めております。観光協会のガイドクラブとも連携をしなが

ら、津和野の魅力を、発信をしていく考えでございます。 

 日本遺産センターについては、地域の交流拠点施設としても利用できるよう、住民の

方々と連携を図ります。当該地区は伝統的建造物群保存地区内にありますので、町並み

の保全や修理などの相談窓口としての機能や、特に２階については、地区の魅力の紹介

や古写真や資料などを集めて公開したり、体験活動なども実施できたりするスペースと

して活用していきたいと考えております。 

 案内板、説明板については上記のまちあるきイベント等を通じて、必要となる箇所を

定めて、随時、設置をしていく計画です。本年度においては、永明寺や鷲原八幡宮など

観光の拠点となる場所を、優先的に設置をしていきたい考えでございます。 

 大変申しわけございません。先ほどの回答で、１つミスがございましたので訂正させ

ていただきたいと思います。ＪＲによる大型のデストネーションキャンペーンが予定さ

れているというところでありますが、平成２９年度夏からが正しいものでございますの

で、お詫びとともに訂正をさせていただきたいと思います。失礼いたしました。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  ただいま、丁寧にお答えをいただきました。それに対

しまして、少し、再質問をしたいと思います。 

 まずは、歴史的風致維持事業に関してでございますが、サイン計画は非常に、思った

よりもいい看板になっております。観光客が、非常によく利用して、この町にぴったり

の思っている、上できな看板になってると思います。これは素直に賛辞いたします。 

 それから、次に養老館の保存修理事業ですが、これは、今、津和野百景図が出てきて

ますので、ここに養老館の図もありますよね。それから、そこに説明で、今の養老館の

その場所だけではなくて、当時それに接続する、いろいろなばばがあったり、いろいろ

な説明があるんです。そこで養老館の中で、何をされていたかという内容も、非常に、



記述されておるし、それから各、学ぶ学科が、いろいろ、数学科とか国文とか、いろい

ろ、ありました。 

 そういうことも、それを見まして、今度、看板を恐らく、その養老館に日本遺産セン

ター関係で案内板をつくるんではないかと思いますけど、そういうところからも、それ

を見て、ああ、これが養老館だったということがわかるように、何か復元、ここにも回

答がありますけど、復元も考えているということですので、大いに期待したいところで

すんで、そういうところを、よく百景図と照らし合わせまして、つくり上げていってほ

しいなと、そういうように思います。 

 それから、駅前周辺のことですけど、昨年の定例会でも、一般質問で一番懸念するし、

要請しました。ＪＲの駅前開発を策定するときには、必ず、地元の商店街なり、地域の

自治会なり、住民の意見を必ず聞いてほしいということを要請いたしましたが、本日の

回答におきまして、それをやっている、そういうことで安心しました。だからぜひ、必

ず、最後まで住民の意見を聞きまして完成させてほしいなと、そういうふうに思います。 

 それから、最後に、町家ステイの問題です。 

 ここに、今、回答いただきましたら、８月末までに、２月からオープンして２３件の

利用がありましたと。それで、最も多い月が７月７件。これで、知りたいのは、何件、

何件で、２３件の利用がありましたと書いてますが、じゃあ２３人なのか、人数が欲し

いなと、人数が。２３件で何人、泊まったのかと。 

 それから単価がどれぐらいなってるのかと。つまり、聞くところによりますと、１人

当たり１万５,０００円前後かな、平均。そういうことで、人数があれば、それを掛け

たら、８月末までの売り上げが出てくるわけです。なぜ、これを聞くかと言いますと、

前も１回、質問したんではないかと思いますけど。 

 この町家ステイの立ち位置っていうのはどうなのか。つまり、民間経営と同じように、

利益を追求する施設なのか。それとも、公共的な施設なので、維持費が出ればいいやと。

だから、予約だけ受け付けて、なければそれはそれでいいんだと。つまり、宣伝広告は

する必要はないんだと。そういう立ち位置の、ただ受けるだけの、積極的に売り込むん

じゃなくて、受けるだけの施設なのか。そういうところを、まず、お答え願いたい。 

 それから、２棟目を、今、建設にかかっているんですが、これも、くれぐれも、１棟

目もそうで、恐らくなされたと思いますんで、２棟目になりますとふえるわけです、こ

の町家ステイ。そうしますと、公共的施設だと、民間の方々は思っているわけです。よ

く考えたら。よく話し合いまして、民間経営を圧迫しないように、このことだけが、や

はり、一番、私は商工人として気になるところでございます。 

 それで、こう言いますと、今、その民間の立ち位置で利益を追求するんだったらば、

その旅館組合の方たちと競争するということになるわけです。ここら辺の立場を、どう

いうふうに調整していくかというのは、非常に難しいと思うんですけど、ここら辺はど



ういうふうにお考えですか。ここをひとつ、お聞きしたいと思います。とりあえず、そ

こを、歴史的風致維持事業につきましての再質問を先にお答えください。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  御質問をいただきました内容でございますが、まず、

宿泊者の人数でございますが、９月までの時点で取りまとめております。それでいき

ますと、２３足す９件ということで３２件程度で、現時点で、おおむね１００名程度

の宿泊がございました。そのような状況でございます。 

 それから価格帯でございますが、閑散期、また、通常期、また、繁忙期、ハイシーズ

ンと、いろいろ、連休等の一番多いときというような形で、値段設定、いろいろ、分か

れておりますが、通常価格でいきますと、お二人のときで２万１,６００円から、一番

高いときで、５名様で８万円というような数字になっております。これが、１万８００

円ぐらいから、１万６,０００円程度ということになるかと思います。 

 ただ、現在、町民の皆さまから御紹介いただいたお客様については、お一人様の価格

でいきますと、大体、６,３００円から１万２,６００円というような形で、多い人数に

なると６,３００円程度になると、お二人だったら１万２,６００円程度ということで、

比較的、価格を抑えて、なるべく、まず、ご利用いただいて、ＰＲをしていただきたい

という思いで、運営を観光協会のほうで行っていただいております。 

 町家ステイの立ち位置でございますが、議員さんからの御指摘がございましたように、

施設を町が整備して、民業圧迫になるという形では問題があるというふうに、私も認識

をしております。そういった部分では、まさに、これを１つの共有財産として、町内の

旅館業、また、飲食店業さんと組んで、一緒になって伸びていこうという形でございま

す。というのが泊食分離でございますので、宿泊と食事は別にしてございます。そうい

った部分では、ここにお泊りをいただいて、食事は町内に出ていただきましょうという

形で、新たなお客様を確保していきたいという思いでおります。 

 そういった部分では、価格帯につきましては、かなり素泊まり等にしては高い価格を

設定しております。朝食は、また、別途いただきますので、これも、町内の業者さんと

連携をしておりますが、別途いただきますので、比較的、高い設定になっております。

これというのも、いままで、こちらへお泊りいただけなかった方に、なるべく、新たな

客層としてお泊りをいただいて、食事は自信がありますよと、宿泊についても、これだ

けクオリティーの高いものができたというところで、津和野に泊まってよかったと思っ

ていただけるようになればということでございます。 

 その部分でいいますと、ある食事関連の業者さんから言われますと、こういうコース

を食べさせた上で、泊まるところはどこかないかという御相談のときに、こういう町家

ステイというのもございますよと言うような形で御紹介をされたようですけど。その方

が大変、喜んでおられたのが、朝帰ってもお風呂に入れるとか、そういった部分でいう

と、朝、髪の毛が洗えるとか、やはり、津和野の旅館の場合は、温泉旅館ではございま



せんので、なかなか、朝方のお風呂とか、夜遅く帰ったときのお風呂が難しいというこ

とがございます。そういった部分では、ここへお泊りになって、ゆっくり食事をされて

帰られて、翌朝お風呂に入ろうかというようなことができるという部分では、大変、喜

んでいただいているということで、使い勝手がいいよというようなことを言っていただ

いております。そういう部分で、さらに、２号棟ができましても、今後、２号棟ができ

ますと、定員がおおむね１０名程度になるかないうふうに思っています。 

 これで、１号、２号合わせて、何か団体がいらっしゃれば、１５名程度はお泊りいた

だけるようなことも可能になってくるかという部分で、答弁にもございましたようにス

ケールメリット等を生かしながら、皆さんと連携して、共に伸びていく、皆さんの共有

財産として活用いただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをした

いと思います。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  それじゃ、確かめます。 

 それでは、民間と同じように利益追求型ではないと、あくまでも、こういうことです

か。確かめます。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  単純に利益を追求していこうというものではござい

ません。ただ、当然、公施設といいましても、ランニングコストが生じてこないとい

けませんし、観光協会としますと、それだけのスタッフを割いて、運営をされておら

れます。そういった方々の人件費的な部分もありますので、そういったものは確保し

つつ、違った形での津和野への誘客を図るという部分では、必要以上に利益を追求す

る必要はないかと思いますが、一定程度、とにかくランニングは確保して、皆さんに

利用いただいて、波及的にみんなで伸びていこうという施設になればというふうに考

えております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  わかりました。 

 それでは、次に、日本遺産センターの件ですが、１つ回答がございましたけど、私が

知りたかったのは、前回の一般質問のときに、遺産センター内に郷土芸術家の方々の作

品を常設展示する場所を設けてほしいと、こういうふうに申し上げましたけど、その件

につきましては、いかがなってますか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  その件につきましてでございますが、まず、１階部

分については、現在、改修工事を進めておりまして、これについては、当然、日本遺

産を中心としたディスプレイによって、ここを、美術館というより、まず、まち歩き

のガイダンスセンターというふうに位置づけたいと思っておりますので、当然、ある



程度、日本百景図の原本も１巻ごとぐらいの展示は図れるかと思います。そういった

使い方になってくると思います。 

 ただ、２階部分、また、ロビー等については、今後、計画を練っていきます。先日も

地元の皆さんに対して、説明会を夜、行わさせていただいたところでございますが、そ

ういった御意見も出ておりますので、そういった部分を踏まえて検討させていただきた

いというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  ぜひ、開設をして頂きたいと、そういうふうに思って

います。努力をしてください。 

 それではこの件は、これで置きまして、２番目の質問に入りたいと思います。 

 ２番目の質問は当町の、まち・ひと・しごと創生案、つまりは地方創生案と関連事業

に関してでございますが、この件に関しましては、午前中に同僚議員のほうから同じよ

うな質問がございましたので、その質問内容と、それからそれに対する執行部の回答の

内容が、私が今から延べます中で、反復するような箇所が出てくるのではないかと思い

ますけど、御了承をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、まず、入りたいと思いますが、まずは本論に入る前に、地方創生に関して

の国、県、他市町村の概況に触れることから始めたいと思います。 

 最近、９月４日、国の２０１６年度予算概算要求が出てきましたが、それによります

と、一般会計の予算総額は１０２兆円、過去最高を更新、主な要因は、年金、医療等、

社会保障費のふくらみ及び当初防衛のための国防費等が過去最高を更新するとのため

の要因とされています。 

 そのうち、地方創生関連事業費として、内閣府が各自治体に配付予定の人口減少対策

の新型交付金は１,０８０億円ということですが、この予算数値に対しまして、全国知

事会におきましては、２０１４年度補正予算での地方創生関連交付金が１,７００円であっ

たので、２０１６年度予算にあっては、当然、２,０００億円超を想定していたところ、

１,０８０億円減少になり、政府への大きな不満要素となっています。 

 このことは、政府の厳しい緊縮財政を表す一方、各自治体は交付金の支給を見据え、

人口減少対策、地域活性化の事業を盛り込んだ地方総合戦略の作成を進めているのであ

り、交付金減少ならば、地方の意欲は低下し、事業が進まなくなる可能性が高くなると

いう懸念も生じさせることになると思います。 

 次に、島根県の人口減少対策５カ年計画、県版総合戦略の素案が公表されましたが、

これは、総合戦略人口ビジョン、人口減少対策を基軸に就業の機会をつくり、結婚、出

産、子育ての環境整備や、人の当県への移住を促す狙いですが、新聞紙上によれば、こ

の素案に対しまして、県市町村会の各市町からは、県の総合施策は従来施策の羅列であ

り、島根らしい柱になる部分を示してほしいとの要望が続出したらしいです。 



 例えば、要となる子育て支援におきましては、保育料軽減、乳幼児医療費助成制度の

拡充を要望、この費用は現在、各市町村が独自に上乗せし、対策にばらつきがあるとい

うことです。各市町村一律の対策となるよう求めたものです。ちなみに、お隣の鳥取県

では、柱となる子育て支援で、市町村とともに、第３子以降の保育料は無料化するとい

う例が注目され、当県におきましても、同様の要望が高まりましたが、当県知事は、現

時点で、これに否定的で、最終案に別の新規対策を盛り込むことを検討しているとのこ

とです。 

 また、続いて、各市長から、さまざまな地域課題に向き合うには、財源確保が必要、

そのためには使途が自由な地方交付金の増額や国から自治体への税財源移譲について、

県より国に対して強く要望するようにとの多くの意見があったそうです。 

 続きまして、各市町村の地方総合戦略版の策定状況を考察しますと、策定に関して、

戦略に関する調査やデータ分析をコンサルティング会社に委託する実態も少なくない

ようです。また、県内全自治体が、上限１,０００万円交付金の上乗せともなる１０月

末までの策定を目指しており、既存事業を横滑りさせる自治体もあるそうです。 

 これより、本論に入りますが、これらの状況の中で、将来にわたって、活力ある地域

を維持していくために雇用の創出、新しい人の流れ、結婚、出産、子育て支援、時代に

あった安心して暮らせるまちづくりを目指した。津和野町まち・ひと・しごと総合戦略

案の策定進捗状況はいかがでしょうか。私はここ数年来、実施してきました、さまざま

な地域活性化、人口減少対策に関する既存事業はまち・ひと・しごと創生総合戦略案そ

のものであり、新たに総合戦略版が出てきたとしても、これらの既存事業が基軸になる

べきだと思っております。 

 そこで、私なりに簡潔に、これらの事業を、１まち、２ひと、３しごとの各タイトル

に関連、分類し、以下、次のように整理をしてみました。 

 １まち、これは、まち並整備事業、日本遺産関連事業、こういうものを通して、町を

つくり上げると。 

 ２ひと、定住政策、各種住宅政策、つわの暮らし推進住宅、今年度木部地区３件着工

予定でございますが。 

 ３のしごと、これは雇用政策、商工観光振興政策、農林産業等の政策でございます。 

 以上のように、各タイトルにあわせて、関連事業内容を整理しましたが、これに従い、

本日は各種事業の中間実績及び経過状況を伺うという意味で、以下、質問をいたします。 

 ２項目めの定住政策の今年度の着工予定のつわの暮らし推進住宅、木部地区３戸の進

捗状況はいかがか。 

 ３項目めの雇用政策での、商工観光振興策のＡ、ＣＡＳ冷凍機器導入による特産品開

発、お土産品開発に関する機器稼働後の経過はいかがか。 

 Ｂ、にちはら総研、蚕、冬虫夏草関連事業の拡張に関して、本年度営業実績は計画ど

おり順調か、いかがか。 



 Ｃ、国の認定を受けた総合支援事業計画に基づき、実施したチャレンジコンペ優秀者

２件の開業に関する情報はいかがか。 

 Ｄ、東京事務所運営に対する今年度の成果目標は、特に物品販路拡張、情報発信誘客

営業等、特に費用対効果を見据えて、お答えしてもらいたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、まち・ひと・しごと創生案と、関連事業に関して

お答えをさせていただきたいと思います。 

 津和野町まち・ひと・しごと総合戦略の策定状況につきましては、５番議員さんにお

答えをしましたとおり、現在、自然増減及び社会増減の影響等の分析や、１２地域、そ

れぞれのまちづくり委員会の人口について推計をしながら、以前６０年の目標人口につ

いて、シミュレーションをしているところでございます。 

 今後につきましては、９月下旬から１０月中旬にかけて、関係者の皆さんと意見交換

会を実施することとしており、御意見も参考にしながら、総合戦略の素案を作成をし、

１０月下旬の津和野町まち・ひと・しごと策定検討委員会の御審議を経て、津和野町ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略案を策定の上、１２月議会において報

告させていただき公表したいと考えております。 

 まちにつきましては、住民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心

して営める地域社会の形成を目標として、住民と行政の協働のまちづくりを推進し、１

２地域のまちづくり委員会と連携を図りながら地域の実情に応じたまちづくりと拠点

づくりを、展開をしてまいりたいと考えております。 

 ひとに関しての、つわの暮らし推進住宅整備事業の進捗状況でございますが、木部地

区まちづくり委員会から要望いただいております津和野町中川に、今年度３戸を建設す

る予定で、当初予算において、予算措置をしているところでありますが、建設予定地に

つきましては、所有者がなくなっておられ、売買について相続人全員の同意をいただく

必要があり、それに時間を要したため、事業が予定よりおくれております。 

 建設予定地につきましては、今月中には売買契約が整う見通しとなりましたので、予

定どおり津和野町中川に建設をしたいと考えております。なお、このことについては９

月上旬に、木部地区まちづくり委員会の皆様に説明をさせていただき、御理解をいただ

いております。今後、土地の測量及び鑑定を実施し、土地を購入後、土地の造成につい

ては、今年度のところで、住宅の建築につきましては、平成２８年１２月をめどに事業

を進めてまいります。 

 続いて、津和野ＣＡＳ凍結センターの経緯につきましては、２番議員への答弁におい

て、御説明をしたとおりでありますが、準備段階よりプロジェクトに携わっておりまし

た地域おこし協力隊員が離職することとなったため、今後、早急に体制を再構築し、地

域の魅力ある特産品をＣＡＳ凍結技術の優位性により、付加価値として高めながら、積

極的に販売できるよう努めてまいりたいと考えております。 



 続いて、株式会社にちはら総合研究所では６月２０日に、第１０期定時株主総会を開

催され、決算報告が行われましたが、繰越利益剰余金のマイナス額が増加をしており、

安定した経営状況に至っていない現状があります。この背景には、全国的な養蚕農家の

減少により、原料調達が難しくなっていること。また、中国産、冬虫夏草を配合して販

売する大口業者が津和野式冬虫夏草の名称を使いたい旨の申しいれがあったため取引

を中止したことなどがあるようです。 

 経営の安定には、生産性の向上と営業活動の両面が必要と考えておりますが、営業面

においては、社長みずから営業活動に奔走し、顧客獲得や新商品開発に向け努力をされ

ていることから、今後はこうした先行投資が実を結ぶものと期待をしております。また、

にちはら総研におかれましては、冬虫夏草感染率を高める努力をされておりますが、東

北地方の遠方から陸送されるなどの要因により、感染率の低下が問題であると聞いてお

ります。より、上質の原材料を確保するためには、津和野産のまゆを増産し、陸送によ

るまゆのストレスを軽減させ、感染率の向上を目指さなければなりません。そのために

も、桑園造成が不可欠と考え、地域おこし協力隊制度を活用して、面積拡大を図ること

を、担当課より提案をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、平成２６年度に実施いたしました空き店舗活用チャレンジコンペでは、

８名、９件の応募があり、益田市の永嶺勝志さんによる、津和野に来たら太皷谷稲成神

社ときつねうどん、井野口匡さんによる国内、中国等の海外観光客の集客を促進するス

ーベニアショップ事業を優秀賞として選んだところでございます。 

 本町といたしましては、空き店舗を改修し、起業することについて、県事業、島根県

地域商業等支援事業の導入も図りながら、平成２７年度予算で支援するため予算化をい

たしました。２者のうち、井野口さんについては、ことし５月にも、町商工会との協議

を行い、事業化に向けたスケジュール提案も行っていただき、同スケジュールの中では、

今後の具体的な動きについても、商工会担当課が説明を受けました。御本人が海外でも

事業展開をされており、１０月にはその後の進捗状況を踏まえ協議することとなってお

ります。 

 一方、永嶺さんについては、複数回の協議を行っておりますが、店舗と駐車場が確保

できる物件探しが難航しているようで、具体的な動きとなっていない状況でございます。

補助関係の期限等については、既に両名にお伝えをしている、補助の期限が今年度末と

いうことを考えると、具体的な行動に移す時期が迫っていると推察をいたします。 

 町といたしましては、今後も商工会等、関係機関と連携をして、開業に向けての支援

を積極的に継続をしたい考えでございますが、事業開始等のスケジュール、準備経営計

画、資金等については、当事者としてのお考え、御都合もありますので、支援体制を維

持しつつ、経過を注視したいと考えております。 

 続きまして、東京事務所の運営につきましては、昨年は設置初年度に当たり、国、県

を初め、事務所の位置する文京区や周辺自治会、商店会、大学等の関係機関との関係構



築を行うとともに都内旅行代理店へのセールス、特産品販路開拓、情報発信等に取り組

んでまいりました。今年度から所管が商工観光課となり、これまでの事業を継承発展さ

せるとともに、前年の取り組みの中で発見できた問題点等を解消し、より具体的な取り

組みを進めて、東京事務所の役割、存在意義を一層高めたいと考えております。具体的

には、まず、文京区民の皆様等に親しんでいただく事務所とするために、外壁部分２カ

所に、鴎外ゆかりの地としてのゆえんで、文京区に事務所を設置したことを周知する看

板を取りつける予定でございます。 

 また、本年７月には、事務所の設置要綱を改正して、土・日曜日を開業し、月曜日を

定休日とすることに改めており、これまでのニーズに即した利用環境への向上を図った

ところでございます。さらには、東京津和野会との連携を一層進め、首都圏在住の津和

野出身者のデータベース化に取り組むこととし、東京事務所の情報誌による情報発信、

事務所のサロン的活用、ふるさと納税の推進等にも取り組む考えです。 

 観光誘客事業においては、まず、これまでのエージェントとの関係を生かしながら、

萩石見空港を利用した団体旅行等、誘致に関するアプローチを行い、広く量的な観点か

らの誘客に取り組みます。特に、日本遺産をキーワードとした本町の魅力を知っていた

だく企画を観光協会等と連携して商品造成を行い、ＰＲして、文京区民の方々を中心に

ターゲットを絞り込んだ上での募集を図りたいと考えております。 

 議員御質問の物品販売、情報発信、誘客等の費用対効果を見据えた成果目標について

でありますが、物品の販売については、今年度は、さきに申し上げた観光誘客と東京津

和野会や文京区との連携を優先目標とするため、前年販売額の維持を目標としたい考え

です。 

 また、誘客については、昨年実績を上回る２,０００人以上を目標としたいと考えて

おります。情報発信については、成果目標の具体化が難しいところではありますが、津

和野ファンクラブの加入実績等により、情報発信の成果として設定ができないか検討し

てみたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、文京区との交流提携、萩石見空港の東京２便化、日本遺産

の認定など、現在、本町においては、観光振興等を図る上での重要なタイミングを迎え

ておりますので、この契機を、着実に成果を出す窓口として、東京事務所をしっかりと

機能させてまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  それでは、時間も余りありませんので、簡潔に再質問

をさせていただきます。 

 ３項目めの商工振興策のことでございますが、それのＡのＣＡＳ冷凍機に関すること

でございますが、これは同僚議員が、先ほど、いろいろ質問をされまして、それに対し

て、答弁がいろいろ、ありましたので大概は了解いたしました。 



 ただ１点だけ、確かめたいなと思うのは、このＣＡＳ冷凍機を入れるときに、売り上

げに対するシミュレーションを出してきてます。それをいいますと、大体、ＣＡＳの使

用料が、加工場使用が２４０万円、持ち込みが２００万円、それで計４４０万円、年間

でしょうね。それから、経費を２５万円引いて、１２カ月で３８０万円の年間の収益が

出るんだと。それから、３８０万円の１５年掛けて、５,７００万円の収益が出るから、

次の１５年後には償却ができて、次の機械を入れかえることができるんだと、こういう

算用をしているわけです。 

 先ほど、同僚議員の質問で、非常に今、その当初の目的と狂いまして、いろいろ、Ｃ

ＡＳ冷凍機に関する実績が半減しているとかいうか、計画が狂ってるということです、

端的にいえば。そうしますと、この売り上げに関してもシミュレーションをしている。

この売り上げは、一体どうなっているんですかということをちょっとお聞きしたい。そ

こが狂っても、売り上げがちゃんと伸びているんだというのか。それとも比例して、こ

れも減っていると。そうすると、今後の計画は来年以降どういうふうになるのかと、そ

こら辺、農林課長、お答え願いたい。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  このシミュレーションはあくまでも売り上げではなくて、

ＣＡＳ冷凍の手数料をいただいてのシミュレーションであるわけですが、先ほども説

明しましたように、ＣＡＳ冷凍をかける製品が、今のところ少ないということで、そ

のシミュレーションどおりにはいっておりません。 

 これをいろいろ、やってみてわかったんですが、一つ一つの商品について、どういう

形で冷凍していく、それから商品化していくのがいいかというのを手探り状態で、今年、

やっておりまして、特にアユとかカニにつきましては、大体のめどがついたと。来年に

対しては、商品化をどんどんしていけるということが見つかっております。 

 ただ、先ほども言いましたけど、ワサビのほうが、まだ、商品化に至っておりません

で、これを何とかしていかないと、そのシミュレーションどおりにはいかない。それか

ら、これから出てきますイノシシ肉、クリ、それから来春に向けてのワサビの加工、そ

ういったものを、もう一度、練り直して商品化できるようにしないとＣＡＳとしての手

数料も入ってきませんので、その辺は、今後は努力していかなければならない。また、

シミュレーションのつくりかえもしていく必要があるかと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  はい、わかりました。では、現状では予定通りにはい

っていないと、それにいくように努力はすると、そういうことを理解しまして、それ

から少し努力しまして、その成果を来年の決算時に再度、新たにシュミレーションを

おこした数値を１回提示してください。 

 そういうことで、この件はＣＡＳに関しては終わります。 



 次に、冬虫夏草に関する売り上げ目標でございますが、これも、何か、剰余金がマイ

ナスになってるとか、ちょっともたついてるような感がするんですが、これも、再度、

確かめます。これも昨年、検査委員会の事務調査時に提供を受けた資料なんです、売上

高の推移と。それで、２０１４年度は、売上高７,１００万円。町にバックする３２０

万円と、こういうふうに書いてある。これ昨年。 

 それで、２０１５年度、１億３,０００万円、今年度、売り上げ。町にバックするの

が４８０万円の予定なんです。だけ、来年は２億８００万円。バックするのが７２０万

円、町に。こういうふうに昨年、今年、来年にかけて、３カ年の、これを見ますと、当

初、私、昨年、見たときに、何とすばらしい優良企業だと。こんな優良企業があったら、

それは、どんどん拡張して、第２工場、第３工場をつくってもいんじゃないかと。世界

に誇る企業になるんじゃないかと思いましたけど、どうもやはり、どこかでつまずいた

みたいですね。景気の変動で。 

 それで、これ２０１５年度、１億３,０００万円売り上げ目標。それから町に４８０

万円バック。とりあえず、今年度に関しまして、これがどういうふうになるのか、計画

は。大体、この数値がどういうふうになるのか、そこを簡潔にお答えください。時間が

ありませんので。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  おっしゃいますように、本年度につきましては、６

月２０日の株主総会に置いて、かなり厳しい数字が出ております。申し上げました理

由については、そちら、答弁の内容にあるような状況でございます。 

 この中で、現在、会社のほうも、これ第３セクターではございませんので、全てを申

し上げるわけにはいかない部分はございますが、社長が一生懸命、今もベトナム等との、

いよいよ取引も始まったというような形で、ベトナムに赴いて、いろいろ関係団体と進

めておるという状況でございます。 

 現時点では、新たな試算というものについては、その後、修正したものについては、

お伺いをしておらん状況でございますが、まず、いままでまいてきた営業の種をいかに

生かせるかというところで、金融機関等も同じなんですが、とにかく見守っていきたい

という状況でございます。そういう部分で、具体的な数字については、現時点では、申

し上げるものを、こちらで控えておりませんので、お許しをいただきたいというふうに

思います。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  なかなか、難しいでしょう。 

 それでもう、やはり、我々はこういう予測のもとで、こういうふうに進んでいるんだ

なということで、いろいろ、予算等、そういうところに承認をするわけですから、やは

り、今、把握していない、あるいは、この狂ったなら狂ったで、新たに、今の時点では

これぐらいであろうというのを出すのが筋ではないかと、そういうふうに思いますので、



近々、今の時点では考えればこれぐらいになるだろうと。その数字について、とやかく

言うことではありませんが、我々もやはり、ある程度、にちはら総研に対する予測って

いうものを考えておかなければいけないと思いますので、出せるなら出してほしい、そ

ういうふうに思います。 

 次に、出店計画の情報結果は、今、大体、状況を把握できましたんで、これはもう省

きまして、最後東京事務所の問題です。これは昨年以来、随分、何かこう、難しいよう

なんですが、私、これ、もう時間ありませんので、端的に１つ、申し上げますと、今年

度、この９８３万円ですか、約１,０００万円弱の経費を投入するわけです。それで、

いろいろ努力目標も、今、説明を受けました。 

 それで、私、この物品販売とか、そういうもので、これだけの経費が返ってこないと

思うんです。それで、もうちょっと知恵を使いまして、これは東京事務所の森鷗外関係

で出したんですね。文京区に、森鷗外の。そうしますと、本家本元の、この津和野に鷗

外記念館あるんです。鷗外旧居の中で。で、鷗外記念館のほうで、もうちょっと努力し

て、売り上げを伸ばして、そして、この経費９８０万円の半分でも補充できるような、

成績を上げるような努力をすべきじゃないかと。 

 鷗外記念館の売り上げを、過去、探ってみましたら、平成２３年度がピークなんです。

２万３,０００人、入れておるんです。そして、入館料が１,０００万円入っているんで

す。それで、ところが、ここ最近、２５年度の水害は別にしまして、２６年度、昨年度

数値が１万３,０００人。入館料、約５３０万円です。ここを調べて、２３年から前は

８００万円ぐらい。それから１,０００万円いきまして、それからちょっとずつ下がっ

ておるんですけど、格段にやっぱり２４年ぐらいから５００万円ぐらいかな。そういう

ことなんです。 

 それだから、ここを、今、街並みの整備もしてきたし、いろいろ、要因がよくなって、

日本遺産の指定管理者をされたから、よくなってきてると思うんで、もうちょっと宣伝

をかけて、ここを、人数を２万３,０００人ピークじゃったのが、２６年、１万３,００

０人ですけど。この要因も分析しなきゃいけないと思います。ただ、ただ、経済的要因

で、この町に来なくなった、全国的に不景気だから旅行しなくなったのか、それとも、

この町の鷗外記念館の、何か宣伝が足りないから来ないのか。そういうところを、もう

ちょっと細かく分析して、入場者をふやして、それで入館料をふやしてください。これ

は５００万円、違うんです。努力したら、１,０００万円入ってちょう。今、５３０万

円です。５００万円、差がある。ここを、１,０００万円にしたら、５００万円、東京

に穴埋めできるんです。９８６万円で５００万円穴埋めできるんじゃないかと思うんで

す、気持ち的に、同じ鴎外関係として。そこは融通できないかもしれませんが、気持ち

的に、こっちで上がった、こっちで出す、そういう考えをしますので。少し、努力して

みてほしいなと、そういうふうに思います。 

 以上をもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 



○議長（沖田  守君）  以上で、６番、丁泰仁君の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  本日の会議は、これで終わらさせていただいて、以上で本日

の日程を全て終了させていただきたいと思います。 

 本日は、これで散会をいたします。 

午後４時 09分散会 

────────────────────────────── 

 

 

  

  

  

  会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

  

  

            年  月  日 

  

  

                                 議  長 

  

  

                                 署名議員 

  

  

                                 署名議員 

  

  

  

  

  

────────────────────────────────────── 

平成 27年 第８回（定例）津 和 野 町 議 会 会 議 録（第３日） 

                        平成 27年９月 15日（火曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第３号） 

                    平成 27年９月 15日  午前９時 00分開議 



 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

１番 後山 幸次君       ２番 川田  剛君 

３番 米澤 宕文君       ４番 岡田 克也君 

６番 丁  泰仁君       ７番 寺戸 昌子君 

８番 御手洗 剛君       ９番 三浦 英治君 

10番 京村まゆみ君       11番 板垣 敬司君 

12番 沖田  守君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

５番 草田 吉丸君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 竹内  誠君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 下森 博之君  副町長 ………………… 島田 賢司君 

教育長 ………………… 世良 清美君                     

参事（兼健康福祉課長） ………………………………………………… 齋藤  等君 

総務財政課長 ………… 福田 浩文君  税務住民課長 ………… 楠  勇雄君 

つわの暮らし推進課長 …………………………………………………… 内藤 雅義君 

商工観光課長 ………… 藤山  宏君  農林課長 ……………… 久保 睦夫君 

環境生活課長 ………… 和田 京三君  医療対策課長 ………… 下森  定君 

建設課長 ……………… 田村津与志君  教育次長 ……………… 羽多野寿子君 

会計管理者 …………… 山本 典伸君                     

────────────────────────────── 

午前９時 00分開議 



○議長（沖田  守君）  おはようございます。引き続き、お出かけをいただきありが

とうございます。これから３日目の会議を開きます。 

 ５番、草田吉丸君より欠席の届け出が出ております。 

 ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１番、後山幸次君、２番、川

田剛君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（沖田  守君）  日程第２、一般質問。 

 昨日に引き続いて、順次発言を許します。発言順序７、４番、岡田克也君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  皆様、おはようございます。それでは、通告に従いま

して４点、質問をさしていただきます。 

 まず最初の質問でありますが、病院並びにせせらぎの運営等についてであります。 

 公立病院への交付税措置が、許可病床数から稼動病床数に変更となることが決まり、

平成２８年度からは、許可病床数の削減数に応じて５年間に限り交付税が加算されるた

め、稼動していない病床を返上して交付税の加算を受けることなども考えられます。町

財政と病院経営の安定に必要不可欠である公立病院への交付税について、今後どのよう

に試算しておられるのか尋ねます。 

 また、交付税減額に対する措置対策や３階病床について、どのように考えておられる

のかお尋ねいたします。 

 また、現在、病院経営は安定しているとお聞きします。せせらぎについては、特別養

護老人ホームの入所基準が介護度３以上となったことにより、介護報酬の高い介護度３

以上の方々が入所することや、益田市にも次々に施設ができたことから、経営が難しく

なっている、厳しくなっているとお聞きします。病院とせせらぎの現状と今後の対応に

ついてお尋ねいたします。 

 また、看護師確保のために、院内保育園の設置について、構想があればお尋ねいたし

ます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。 

 一般質問２日目ということでございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、４番、岡田議員の御質問にお答えをさせていただきます。 



 病院並びにせせらぎの経営等についてでございます。 

 公立病院への交付税措置は、議員御指摘のとおり、病床数に応じた普通交付税の算定

基礎が「許可病床数」から「稼動病床数」に見直しされることになります。 

 当町の場合は、「許可病床数」から「稼動病床数」への移行に伴う措置額の減少につ

いては、変動を緩和する措置を講ずることになり、減少分の１年目０.９、２年目０.６、

３年目０.３を復元し、４年目に置きかえとなります。 

 津和野共存病院の３階療養病床４９床が、休止になって６年が経過をいたしました。

この間、町としては津和野病院等地域医療基本構想に沿って、医療法人橘井堂や町内医

療機関、介護施設の協力も得て、津和野共存病院や介護老人保健施設等にかかわる施設

運営の効率化や在宅医療・介護、予防医療、健康診断への取り組みの強化、さらには医

療・介護を提供する人材の確保に取り組んでまいりました。 

 交付税措置として、交付税が削減されることは、町財政にとっても大きな問題であり

ます。しかし、住みなれた町に今後も住み続けることができるようにするという観点か

ら、どのような医療・介護・福祉が求められているのかを把握することが重要であると

考えております。医療対策課、地域医療対策係と地域包括支援センターが病院内にある

ことで、医療・介護とのスムーズな連携や情報交換ができつつあります。３階病棟の活

用については、さらに地域住民が住みなれた地域で安心して過ごすために、一人一人の

ニーズに応じて、医療や介護のみならず、さまざまな生活支援に活用できたらどうかと

いう提言を地域医療協議会より伺っております。 

 今後においては、指定管理者である橘井堂の御意見も含めて内部検討していきたいと

考えております。 

 また、津和野共存病院は、これまで以上に在宅医療に軸足を移していく考えでありま

す。既に昨年１０月より、在宅療養支援病院として、患者を直接担当する医師または看

護師が、患者及びその家族と２４時間連絡をとれる体制を維持する。患者の求めに応じ

て２４時間往診の可能な体制を維持する。担当医師の指示のもと、２４時間訪問看護の

できる訪問看護ステーションと連携する体制を維持するといった体制を整えつつあり、

また病棟も急性期後の受け入れや在宅での急性増悪患者の受け入れを初めとする地域

包括ケアシステムを支える地域包括ケア病床としての体制をとっております。 

 平成２６年１０月導入から約１１カ月が経過をし、１日平均入院患者数は、昨年９月

までの３４人以下の状況から３８人の入院患者数となっております。さらに、地域包括

ケア病床の入院単価が高くなったことにより、あくまで４月から６月期の数値ではあり

ますが、入院収益は年間で約３,０００万円の増収が見込まれると期待をしております。 

 一方、外来収益においては、１日平均外来患者数が昨年実績と比較すると約８９人で

５人の減少となり、昨年を下回る状況であります。介護老人保健施設せせらぎの収益に

ついても、入所と短期を合わせた利用者数が約７１人で、昨年に比べ２人減少したこと

や在宅強化型老健としての運営が難しくなったことから、昨年を下回る状況となってお



ります。訪問看護ステーションは、利用者実績が昨年並みの数値でありますので、下半

期においては利用者数を伸ばす努力をして収益増加に努めたいと考えております。 

 今後は、在宅療養支援病院である津和野共存病院と連携をした介護老人保健施設とし

てふさわしい施設類型及び必要とされる利用者数について再度見直しを行い、健全な経

営を目指して、橘井堂と協議を進めていきたいと考えております。 

 院内保育の設置につきましては、女性の医師確保、看護師確保のために指定管理者で

ある橘井堂と協議し、子育て支援、人材確保のために子育て支援対策委員会を橘井堂内

部で立ち上げ、院内保育を検討している状況でございます。 

 具体的には、６月に益田圏域の院内保育所、益田医師会病院を視察し、利用可能な補

助金及び認可・無認可等の条件について調査をし、９月中に具体的な法人内の保育園希

望者の把握、現在及び今後の見通しについてでありますが、及び２４時間体制の必要性

の確認をアンケート及び聞き取り調査にて実施をいたします。その後、法人により県に

対して補助金交付の可否確認、あわせて施設設備経費、維持費用等の収支計画を立案し、

法人内で検討する予定となっております。施設としては、津和野共存病院と介護老人保

健施設とがありますが、現在は第一段階として病院での設置計画を立案される予定と伺

っております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田克也君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  先ほどの答弁の中で、昨年９月までの３４人以下の状

況から３８人の入院患者となったという、それが増収の一つの理由でもあり、また地

域包括病床の入院単価が高くなったことが、この２点について増収になった要因であ

ると理解いたしましたけれども、平均在院日数等の影響があったのか、その点につい

てお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  現在、一般病床の平均在院日数２１日の基準は、一

般病床の急性期では最低の基準であります。この在院日数をクリアできなければ、看

護配置が１３対１もしくは１５対１になって、いわゆる診療の点数が下がっていきま

す。平均在院日数をできる限り短くする、現在、平均在院日数、一般病床では１４日

を目途にしています。これは、１４日以内になれば加算がとれるということで、そう

いう状況で今、努力をしている状況であります。 

 また、あわせて地域包括ケア病床の在院日数は６０日以内となっております。やはり、

この一般病床と地域包括ケアをいかに回転することによって増収につなげていくとい

うことで、現在、橘井堂と町としてはそういう状況の中での平均在院日数を目指してお

ります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 



○議員（４番 岡田 克也君）  ２点目の質問でありますけども、介護老人保健施設せ

せらぎの収益減は、利用者の減少、そして在宅強化型としての運営が難しくなったと

いうふうに先ほど答弁をされましたが、１点目として、在宅強化型老健の運営が難し

くなったその要因はどこにあるのか。２点目として、在宅強化型の運営ができない場

合の影響額についてお尋ねします。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  まず、在宅介護型老健には、ＰＴ、ＯＴ等理学療法

士、作業療法士もしくは言語聴覚士という適正な人員配置をまず条件であります。そ

の中で、このたび在宅強化型老健の運営が難しくなったというのは、３カ月のうちで

要介護認定４、５の入所者が３５％以上ないと在宅介護型老健として認めてもらえま

せん。この４、５が入所されるということで増収につながっておりましたけど、そこ

が、今回運営が難しくなったということであります。 

 影響額につきましては、現在のところ、月約１００万と聞いております。今年度にお

いては、９月からの状況になりますので、約６００万が介護老人保健施設の減収になる

と考えております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  当町の場合は、今、月１００万円ほどの減収の影響が

出るということをお聞きしました。そうなると、年間１,２００万円の減収となり、

大変経営的に厳しくなることが予想されます。その場合、やはりこれから、益田赤十

字病院と圏域病院と十分に連携を図りながら、在宅強化型老健の復帰につなげていく

べきだと思います。これまで以上に、圏域内の連携を図っていくべきだと思いますが、

その点について所感お尋ねします。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  議員さん御指摘のとおり、やはりこの圏域では益田

赤十字病院、医師会病院との連携が介護老人保健施設にとっては非常に増収につなが

ると考えております。 

 先日、理事長である須山院長ともお話をしまして、その辺の状況はもう既に動いてい

るということであります。できる限り、在宅強化型のいわゆる老健にしていくというこ

とで努力はしておりますけど、やはり益田赤十字病院等急性期病院であります。その中

で、益田赤十字病院を退院をしてすぐに医療に携わらない老健のほうにすぐに来れるか

という問題もありますけれども、やはりその辺の部分は、１回慢性期病院を経て老健に

という状況の流れもありますので、今後その辺も検討していきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  現在、ニュース等でも話題でありますけども、今から

人口が減少していき、また、高齢者の人口割合が大変増えてまいります。 



 地域医療構想では、２０２５年に向けて人口が減少するに当たって、入院を必要とす

る患者以上に病床数が削減されていく、そういうことが予想されております。在宅医療

など退院後の受け入れ体制を充実させなければ、行き場を失う方々が出てくると考えま

すが、そのことについてお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  このたびの地域医療構想、国はベッド数を削減をし

ても医療費の効率化で補うと、この効率化というのは、一つのベッドの利用率と回転

率を高めること、要するに早期に退院をさせ、新たな患者を受け入れるということで

あります。 

 議員さん御指摘のように、在宅の地域医療だけでは、この退院をされた方を補うこと

はできません。やはり、そのためには、退院をして、住まいあるいは生活支援等福祉、

医療そういう連携のもとで、地域全体で退院後で患者を支えるという地域包括ケアシス

テムを今後もっと充実をしていかなければならないと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  また、先ほどの答弁の中でありました３階病棟の活用

についてであります。先ほどの答弁の中では、さまざまな生活支援に活用できたらど

うかという提言を地域医療協議会から提言があったということであります。さまざま

な生活支援に活用するということで、例えば、仮に院内保育所を設置し病院に建築す

るとすれば、何かの問題があるのか、また、さまざまな生活支援というこの内容につ

いて具体的に考えていることがあるのか、在宅支援病院としてのその充実を図る意味

でも３階病棟を活用していくという考えがあるのか、その点についてお尋ねしたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  先ほど町長が答弁をしましたように、３階病棟につ

いては内部検討はまだ行っておりません。かわりに、３階に院内保育を設置するとす

るならば、やはり、そこには入院患者あるいは外来患者、お見舞い等の動線の課題が

あると思います。当然その園児が病室の前を通るとかエレベーターで一緒になるかと

いうような状況もありますので、やはり専門機関である益田保健所等と今後は協議を

して検討していきたいと思います。 

 それと、地域医療協議会の中で、やはり３階病棟の活用ということが出ております。

具体的には、この高齢化の中で、やはりその地域包括ケアシステムを確立していくなら

ば、その共存病院には外来患者等約１００人以上の方が毎日来られるということで、ど

うにかそこを生活支援の場、いわゆる買い物の難民対策あるいは医療・介護の展示販売

等、そういう状況の中の御意見が出ておりますので、今後内部で検討して、また新たな

提案をしたいと思っております。 

 以上でございます。 



○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  院内保育所を設置することで、女性の看護師また看護

師の確保はもちろんでありますが、例えば女性の医師の雇用にもつながっていくよう

にも思われます。地方創生戦略のことも今、さまざまなことが述べられておりますが、

それもあわせながら考えていくと、より効果的な対応ができるのではないかと思いま

すが、その点について所感をお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  議員さん御指摘のとおり、やはりそういう状況の中

で、今後検討していきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  院内保育所を６月に視察したということでありました

が、院内保育所については普通の保育所と違いがあるのか、益田医師会病院を視察し

たときに見られたこと、感じられたことでありましたら、院内保育所についての所見

についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  この院内保育所の視察においては、橘井堂の内部で

行っております。町としては、先ほど町長の答弁にもありましたように、一応内部の

検討会を法人の中で立ち上げておりますので、その報告書あるいは提案書を見て、今

後町として支援をしなければいけないかどうかというような状況も踏まえて検討し

ていきたいと考えておりますので、現時点で議員さんが言われた部分においては、お

答えがちょっとできない状況であります。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  それでは、１点目の質問は終わらせていただきまして、

２点目の質問に移らさせていただきます。 

 ２点目の質問は、永明寺の維持についてであります。 

 永明寺は、応永２７年（１４２０年）に津和野城主吉見頼弘によって創建されました

島根県最古の禅寺といわれております。江戸時代には、石見の曹洞宗の寺院を統括した

寺院でもあり、本堂は安永８年（１７７９年）に建立されたカヤぶきであり、境内には、

森鴎外や坂崎出羽守の墓などがあり、境内全体が文化財的価値が非常に高いと思います。 

 しかしながら、大きなカヤぶきの本堂の屋根や庫裏の瓦なども痛みが非常に激しく、

本堂内にビニールシートで雨漏り対策をしておられる現状であります。町にとって非常

に大切な文化財としてのその永明寺の保護のための対策が必要であると考えます。鷲原

八幡宮に並び、非常に文化財的価値があると考えております。町として国に働きかけ、

一刻も早く国の文化財の指定を受け、保存対策を講じるべきと考えます。特に永明寺に

関しては、私は重要文化財的価値もあるのではないかと思いますが、その状況と対策、

所見についてお尋ねいたします。 



○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、永明寺の維持についての御質問に対してお答え

をしたいと思います。 

 永明寺は現在、有形文化財、建造物でございますが、として平成５年に島根県の指定

文化財に指定されております。指定になっておりますのは、本堂、庫裏、鐘楼の計３棟

と棟札の２枚でございます。 

 この建物は、江戸時代後半に再建された建物でありまして、歴史的な建造物としての

価値はありますけれども、中世の建造物であります鷲原八幡宮と違いまして、江戸時代

の寺院建築は全国的には多く残っておりますために、国の重要文化財としての評価は困

難であるというふうに考えております。 

 一方で、永明寺は津和野藩主の亀井家の菩提寺として、歴史的に見て学術的価値が高

く、永明寺の敷地内の庭園や建物・墓地などと亀井家墓所を一体として、全体が史跡と

しての価値を有しているということが研究者等から認められているところでございま

す。 

 これまで、永明寺では本堂及び鐘楼の屋根補修などを行っておりまして、町としても

その都度、修理費の補助を行ってまいりました。しかし、近年特に本堂の屋根の傷みが

進み、雨漏りが生じており、議員御指摘のように早急な保存対策が必要な状況と考えて

おります。この点につきましては、所有者側でも心配をしておられ、本年年明け早々に

町に対して御相談がありました。国指定までに時間がかかるため、耐久性を考慮した仮

補修を考えるということで、所有者側の方針を決めてから再度協議をするというお話を

した経緯がございます。しかしその後、方針がまとまりきれないでいると伺っておりま

す。 

 町教育委員会としては、先ほど申し上げましたとおり、永明寺と亀井家墓所を一体と

し、国の史跡指定を目指して取り組みを進めております。予定としては、平成２７年度中

に永明寺の建物や庭園、歴史資料、発掘調査などの文化財基礎調査を実施し、調査報告

をまとめ、平成２８年度中に国へ史跡指定の申請を提出したいと考えております。 

 今後、国の史跡指定がなされた場合、史跡の保存活用計画等の策定を経て、ようやく

建物の修理をすることが可能になります。したがいまして、順調に事業が進んだとして

も建物修理に着手するまでは、少なくとも数年を要すると思われます。 

 そのため、本格的な修理までに仮設屋根の設置などの応急措置の検討が必要であると

考えております。今後引き続いて所有者の永明寺や、島根県と協議を行いたいと考えて

おります。 

 なお、修理事業につきましては、文化財の補助事業のほかに、費用負担は若干高くな

るものの歴史的風致維持向上計画による事業も可能であります。期間や費用を考慮しな

がら、これらを総合的に検討して事業を計画していきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 



○議員（４番 岡田 克也君）  今、永明寺と、そして亀井家の墓地などがあわせて史

跡としての価値を有しているということが研究者などから認められているというこ

とでありますけども、これはどのような研究者から認められているのか、またその研

究から認められているということがまた史跡の指定につながるのか、その点について

お尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  一体としてということで、亀井家の墓所が歴史的なこの永

明寺とのつながりの関係が明確になっておると。そこの亀井家の墓所と永明寺との関

係性、それから現在残されている、そういったものの価値が十分国の史跡として有効

であるということで、文化庁のほうからも既に一度調査に来ていただいて、そこ辺の

裏づけの調査もしていただいております。あと、そこ辺の報告書をさらに詰めた形で

まとめていって、来年度中には報告書をまとめたものを冊子としてつくって国のほう

へ提出をしたいというふうに、今考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  重要文化財と国の史跡とそして歴史的風致維持向上計

画による事業と、重要文化財は、今の答弁の中ではちょっと困難であろうということ

でありましたが、国の史跡とまた歴史的風致維持向上計画による事業とでは、どれだ

けの補助率が見込まれるのか大まかにで結構でございますので教えていただけたら

と思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  歴史的風致維持向上計画の事業につきましては、国の補助

率が２分の１でございますので、残りは所有者とそれから町との負担になってくると

思っております。で、単純にいけば所有者２５％、町が２５％。で、国の史跡に指定

されますと、残りの５０％の部分に県の３分の１の補助が入ってきます。ですので、

町と所有者と県とが３分の１ずつの負担になるというところで、その部分が補助率と

して変わってくるというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  ということならば、国の史跡にするのが一番、やはり

所有者の永明寺のほうの負担も少ないと思われますが、なにぶんどれぐらい時間がか

かるかということが問題であり、仮設屋根の設置ということ、その応急措置の検討が

必要であると考えておるということでありますが、仮設屋根の設置についても補助等

があるのか、どのように対応していくのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  仮設屋根につきましては、県のほうの補助がございません

ので、今、所有者のほうから御相談をいただいたときの話の中では、所有者と町とで

折半のような形で設置をしたらどうかという方向性で話をしております。 



 ちなみに、まだ正式な見積書としてはいただいておりませんが、そのときの概算の見

積もりでは六百数十万程度かかるのではないだろうかということを言われておりまし

たけれども、今から所有者の中で御相談をされて、どの程度の修理のぐあいにするかと

いうことで若干中身もかわってくるかというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  先ほど、所有者側の方針がまとまりきれていないとい

うこともあるということでありますけれど、やはり非常に大事な文化財でありますし、

本堂にビニールシートを敷いて対応するということは、いろんな内部を傷めていく、

そういうことも考えられますので、永明寺のほうの総代長も同僚議員がなられたとい

うことも聞いておりますので、また話も進んでいくかと思いますが、できるだけ早急

に文化財として大事に保管していくように進められることを念じまして、次の質問に

移らさせていただきます。 

 次の質問は、安野光雅美術館の館外展についてであります。 

 現在、下関美術館で９月４日から「御所の花 安野光雅」展覧会が開催されておりま

す。各地で開かれている安野光雅先生の館外展はとても好評で、書籍等のグッズ販売や

美術館に支払われる収入が多く、町にとっても美術館の運営に対する負担が大きく軽減

されていると思いますが、最近の館外展の実施状況、入場者数、館外展実施による収入

についてお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、安野光雅美術館の館外展についてお答えをいた

します。 

 安野光雅美術館の館外展の実施状況についての御質問でございますが、まずは、会場

についてでございますけれども、平成２２年度が３会場、平成２３年度が１０会場、う

ち行啓１会場でございます。平成２４年度が８会場、平成２５年度が６会場、うち行幸

啓が１会場、行啓が１会場ございます。それから平成２６年度が１０会場、そして今年

度は１０会場の予定となっております。 

 入場者数につきましては、平成２２年度が６万９,３２１人、平成２３年度が１９万４,

４６６人、平成２４年度が８万９,０６６人、平成２５年度が１８万１７７人、平成２

６年度が１２万３７６人、そして今年度は１２万１,６０９人、これは７会場で終了し

た時点の通知となっております。 

 また、館外展による収入は、平成２２年度が７０１万１,０００円、平成２３年度が

１,８８９万１,０００円、平成２４年度が３,０３２万８,０００円、平成２５年度が２,

３２７万５,０００円、平成２６年度が３,７６５万１,０００円となっております。 

 安野光雅美術館は、近年の個人観光客の落ち込みから本館での入場者数が伸び悩んで

おります。美術館協議会の中でも積極的に館外展を展開するということで方針を了承い

ただいておりますので、今後も積極的に館外展を行っていきたいと考えています。 



 館外展では、会場で安野光雅美術館はもとより、津和野町の観光パンフレット等の配

布やＰＲビデオを放映するなどして、より確実な観光宣伝も行っており、津和野町の観

光にも大きく貢献していると思います。この点につきましては、今後もいろいろな工夫

をしながら、津和野町及び本館の運営にもつなげていきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  ただいま入場者数と会場数、そして館外展による収入

が出ましたが、人数としては一番多いのが２３年度、２５年度でありますけれども、

収入が一番多いのは２６年度で３,７６５万円ということでありました。非常に収益

が上がっておるように、収入が上がっておるように思いますが、この収入の内訳で大

きなもの、そしてこうして伸びている要因等についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  やはり、収入の大きなものとしてはグッズの販売であると

か、それから作品の貸出料、これが大きな割合を占めております。特に、最近、今、

下関でも行っております「御所の花」展につきましては、東京の高島屋で開催したと

きなどは、そこの会場でも記録になるぐらいの入場者数だったというふうに聞いてお

りますので、かなり好評を得ておるということでございます。 

 あと、今、観光パンフレット等もあわせて配布をしておりまして、そこの辺も会場で

ほぼなくなってくるような様態でもあるように聞いております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  安野先生も、できるだけ町の一般財源を使わないよう

にということで、非常に献身的にお力添えをいただいておるようであります。非常に

町の財政負担にとりましても、お力添えをいただいておるわけでありますけども、安

野先生もこれから積極的に館外展を展開する、その方針を了承されておるかと思いま

すが、今後、どのように館外展を展開していこうとしておるのか、そういうことが、

もし方針が具体的にあればお聞きしたいと思いますが、わかりますか、わかりにくい

ですね。ですので、今後も積極的に館外展を展開していかれると思います。それにつ

いて、尽力していただきたいと思います。 

 なお、ＰＲビデオの現在の内容と、今、リニューアルということを考えておられると

いうことでありますけれども、ＰＲビデオの内容について、現在のものと、また今後考

えておられるものと、もし内容がわかれば少しお話いただけたらと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  今使っておりますＰＲビデオでございますけれども、これ

は館がオープン当時に作ったものでございまして、かなり内容的には古いものにはな

っておりますけれども、津和野の風景なり景色等も当然入っておりますし、安野先生

が作画をやられている風景等も、それから、青野山を写生をしている風景とか、そう

いったようなものが紹介をされております。 



 総合的に、安野光雅美術館の宣伝内容と津和野町の観光的な宣伝内容、それから安野

先生自体の紹介と、そういったもので構成をされております。 

 これも大分古くなったので新しいビデオをつくりたいというふうに考えております。

これにつきましても、また今後、全協のほうで具体的な内容については、副館長のほう

に説明を具体的にしてもらおうとは思っておりますが、基本的にはＮＨＫとのタイアッ

プの中で、ＮＨＫのほうに業務を委託をしてつくっていただこうというふうに思ってお

ります。 

 安野先生、いろいろとＮＨＫの番組等にも出演をされておられまして、そういった映

像自体もＮＨＫは所有をしておりますし、過去もいろいろと、大矢館長さんがＮＨＫの

出身ということもございまして、つながりが多くありまして、そういった情報もかなり

持っておるというところでございますので、内容につきましては詳しいことは、構成の

問題、実際に構成に入ってからでないと組み立てができないというふうに思っておりま

す。当然、津和野の宣伝であるとか館の宣伝であるとか、安野先生自体の状況について

は入ってくると思いますが、どういう組み立てをするかというのは、今後正式に契約を

結んでからのことになろうかなというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  安野先生につきましては、天皇皇后両陛下の行啓、行

幸啓もあったことも先ほど答弁にありました。天皇皇后両陛下からも、とても信頼が

厚く、それがゆえに御所の花などの作品も生まれてきたことだと思っております。 

 これからも、大変私がいろんなところからお聞きするにも、非常に好評でございます

ので、積極的に展開をされることを念じまして最後の質問に移らさせていただきたいと

思います。 

 それでは、最後の質問であります。人事評価制度の導入についてであります。 

 地方公務員法の一部改正により、平成２８年４月から人事評価制度が施行されます。

平成２７年１月１日現在、市区町村１,７２１団体中９０１団体で既に導入をされてお

ります。津和野町は災害もあり、導入がおくれていると思いますが、実施未定自治体は

１６０団体のみであり、法改正に伴い、早期導入を目指さなければならないと思われま

す。現在の進捗状況や導入時期の目標などがあればお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、人事評価制度の導入についてお答えをさせていた

だきます。 

 人事評価制度の導入につきましては、平成２３年度より全職員を対象とした研修会、

管理職の能力評価及び業績評価の試行を行うなど、その導入に向けて準備をしておりま

した。しかしながら、一昨年の災害により２５年度は途中から休止とし、その後も災害

復旧がまだ途上の段階にあり、１日も早い復興をなし遂げるためには職員負担の軽減を



図る必要があるとの理由から、平成２６、２７年度も休止をし、来年度から取り組みを

再開する方針としておりました。 

 しかし、議員御指摘のとおり、地方公務員法の一部改正により、平成２８年４月から

の本格実施を目指すこととなりましたので、今後、全職員を対象とする人事評価研修、

管理職及び課長補佐級を対象とする評価研修会を実施して、今年度は管理職の能力評価、

来年度は業績及び能力評価の再試行と段階的に進めていく予定としております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  この人事評価制度というのは、やはり私は大切なもの

であろうと思っております。特に、地方公務員法の一部改正により、これは法律とし

て施行しなければならないこととなりましたので、早急に、先ほど答弁にありました

ように導入をされていくと思いますけども、今年度は管理職の能力評価、そして来年

度は業績及び能力評価の再試行と段階に進め、最終的にはどれぐらいの時期で一般職

員も全て導入をされていこうとされておるのか、およその予測をお聞きいたしたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  先ほども町長が答弁いたしましたように、今年度に

つきましては、管理職の能力評価の再試行という形で考えております。今後につきま

しては、一般職も含めまして、当然、試行段階を行っておった段階で休止をしたとい

う状況でございますので、今年度のところで一般職を含めた全職員対象の人事評価研

修会をとにかく行いまして、最終的には平成２８年度、来年度でございますが、管理

職の正式な評価制度、２９年度以降の早いところでの一般職まで含めた実施を考えて

いるところです。まだ最終的に何年度までというところはまだ検討段階でございます

が、２９年度以降の早いところで考えておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  この人事評価制度でありますけども、２５年度、中途

から休止したということでありますが、ある程度の試行はされておると思いますし、

今年度は管理職の能力評価というものを行っていこうということでありますので、こ

の内容について具体的にはどのようなものか、簡単にで結構でございますので、今考

えておられることをお話いただけたらと思います。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  まず、平成２２年度当初から試行を始めまして、管

理職につきましては、その後試行をした段階でございますけれども、実は今の管理職

も、かなりここ数年で顔ぶれがかわっておりまして、実際その当時、試行を行った管

理職も少なくなってきたという状況がございます。その辺から、まず管理職の評価研

修の部分も実施しないとなかなかできないという状況がございまして、主には、いわ

ゆる人事評価シートを使いまして、それぞれの職員が自分で目標を定めまして、それ



に対する達成状況を本人が記載をしまして、上司、副町長、町長になろうかと思いま

すが、最終的に面談等でそれを確認していくというような状況の流れになっていくと

いうふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  職員の中からも聞くことでありますけれども、同じ仕

事をしても、例えば時間内できちっとこなしていける職員と、何時間も何十時間も残

業しなければこなせない職員と、単純に比較すれば当然残業代がつきますので、時間

外手当がつきますので、長くやったほうがいいわけでありますけども、やはりモチベ

ーションを保つ上でも、そういうきちっとやはり仕事をし、こなしていけるような職

員を、私はきちっと評価してあげることがモチベーションの維持にもつながっていく

と思いますけれども、その点についてある程度のこの評価の中で、優秀な職員につい

ては、何らかの表彰をするとか何とかいろんなことがあると思いますけども、何かそ

ういうことがあるのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  今回の地方公務員法の改正の根幹となる部分が当然、

能力及び業績に基づく人事管理の徹底でございます。最終的には、国は実施しており

ますけれども、人事評価の結果を給与等の処遇に反映させるのが最終目標であるとい

うふうに考えております。当然、試行段階から今から入りまして、導入するに当たり

まして、当面の間は職員の業務に対する達成感といいますか、達成感とか、そういう

ところの自分の業務に対してのどういった面に問題があったというような気づきの

部分を職員に感じさせるという部分も、ものすごい大事になろうかというふうに考え

ております。 

 その辺から、勤務成績が良好でない職員の指導等にも使える部分になろうかと考えて

おりますので、その辺で当面は使っていきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  法律が施行されましたので、一刻も早く整備をされま

して、そして本当に一生懸命頑張ってやっておる職員のモチベーションを上げていけ

るように念じまして、これで私の質問を全て終わらせていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、４番、岡田克也君の質問を終わり、ここで、１０時

５分まで休憩といたします。 

午前９時 50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 05分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序８、１番、後山幸次君。 



○議員（１番 後山 幸次君）  おはようございます。本日最後の質問になりましたが、

質問の前に一言。 

 今回、関東・東北水害で大きな被害が出たわけでありますが、茨木、栃木、両県では

いまだに行方不明者も多いようであります。一日も早い救出を願うものであります。ま

た、被害に遭われた方々に心から御見舞を申し上げ、一日も早い復興を願うものであり

ます。 

 それでは、通告しておりますので、質問をさしていただきます。 

 １問目に、１級建築士の雇用についてでございますが、津和野町では、町営住宅とか

学校、養老館、推進住宅、また公民館の改造とか改築、新築等の建築物の年次計画をさ

れておるわけでありますが、現在、町の状況は、設計業務を請け負った事務所が設計図、

図面、仕様書を当然設計されるわけでありますが、これをもとに建築工事入札が行われ

ております。そして、この監理業務をするのが設計事務所という現在の流れであります。

また、竣工検査では、町長が職員のうちから検査員を任命され、検査員は竣工検査を契

約書、設計書、図面、仕様書に適合しているかどうかを書類に照らして、全て工事現場

において厳正に行わなければならない、このような検査規則があるわけでありますが、

町長がこの検査の職員の任命者であるわけでございますけど、職務を遂行される、当然

信頼されて指名されるわけで、任命されるわけでありますが、私は、町長には大変不安

はないか、そのような気がしてならないわけであります。といいますのは、やはり有資

格者の問題であるわけでございます。財政的な見地から一例を申し上げてみますと、こ

の前竣工いたしました青原小学校の校舎の改築工事の設計業務が、建築、ある設計士さ

んが当然設計されておりますが、これが１,７６６万８,０００円ばかりあります。工事

は別といたしまして、この改築工事に係る監理業務が、この設計された同一の会社が行っ

ておるわけでございます。これの金額が７６９万２,０００円ばかりかかっておるわけで

ございますが、現在、津和野町で建築工事の全てがこの状況であるわけであります。津

和野町には、建築件数は相当数ありますので、監理業務の金額も億を超えてくるのでは

ないか、このように思っておりますが、財政的な問題を勘案されまして、建築工事に対

する専門の技術職員を雇用され、監理業務をされるお考えはありませんか。御所見を伺

いたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１番、後山議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 １級建築士の雇用についてでございます。 

 議員御指摘のとおり、今後の町営住宅や各種公共施設の改築等の年次計画、また、重

要伝統建造物群保存地区計画や歴史的風致維持向上計画の推進を図る上において、建築

に係る専門職の配置は必要との認識をしているところでございます。 



 そのような状況の中、平成２５年度の職員採用において、職種は「建築」で、受験資

格要件として「高校卒業程度以上の学力を有する人」で職員募集を行いました。その試

験内容といたしましては、高卒程度の教養試験だけでなく、建築の専門試験も課して募

集をしたところでございます。 

 当初の募集におきましては、全く応募者がおりませんでしたが、再募集をかけたとこ

ろ４名の応募があり、うち３名が受験をし、１名を平成２６年４月１日付で技師として

採用したところでございます。今後は、当該職員に建築関連の専門研修に参加をさせる

などして、職員の技量の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 また、同じく平成２６年４月１日付で採用した土木の任期付職員２名を含めて、現在

の職員数は１４２名であります。条例上の職員の定数は１５７名でありますが、定員管

理計画におきましては１３５名としております。一昨年の災害を受け、速やかな復旧・

復興を進めるため、定員管理計画を一旦棚上げをして人員の確保を行ってきた経緯もあ

り、現状といたしましては、計画に対して７名多い状況にあり、今年度は今後の退職予

定者の状況も考慮しながら、今後の事業遂行に当たり必要な職種や採用者数等を決定を

したところでございます。 

 なお、現行の任期付職員につきましては、平成２９年３月３１日までの３年間の任期

となっておりますので、今年度は土木について、年齢の幅を広げて募集をしたところで

ございます。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  もう一度例題として挙げてみたいと思いますが、この

前工事が済みました青原の団地ストック改善工事、これにつきましても当初、あそこ

が２棟の１１戸の改善工事であったわけでございますが、この工事金が約４,７００万

ぐらいであったと思いますが、第１回の変更の対象箇所が１１カ所も出てきた。これ

は、契約のときにもいろいろ申し上げましたが、そして変更契約が１,６００万とい

うようなことでございます。これ、町費の３,８００万も投入されておるんですから、

この設計業務と監理業務を同一会社が行えるのでこういうことが起きるんじゃない

かというふうに私は思っております。 

 一般公共土木工事では、このようなことは絶対ないわけでございます。というのは、

職員に有資格者がおられるからであると思っておりますが、今回１名の技術者として採

用されたようでありますので、資格を取得されるまで専門研修に十分参加さしていただ

きまして、この資格確保、一日も早く確保していただくように期待をしたいと思ってお

ります。できましたら、今後１級の資格を取るまで町でしっかり援助していっていただ

きたい、このように思っておりますが、町長、何かありましたら、別にないようでした

らよろしゅうございます。ないですかね。 

○町長（下森 博之君）  はい。 



○議員（１番 後山 幸次君）  それでは、２番目に町勢要覧についてお尋ねをしたい

と思います。 

 この町勢要覧でございますが、執行部に提言するというのはいかがなものかというふ

うに私自身いろいろ迷ったんですが、「釈迦に説法孔子に悟道」ということわざもあり

ますが、釈迦に仏法を説くのも、孔子に悟りの道を説くのも、これ以上もなく無駄なこ

とであるというふうに書かれておりますが、それでも私は申し上げたいと思っておりま

す。 

 今、発刊されている町勢要覧とは、町の地勢、位置、町発展の経緯、歳時記、毎年度

の変革や人口推移、また世帯数や産業構造の推移等各項目ごとの年度表で変革していく

町の形態の周知のために発刊されるのが町勢要覧ではないか、このように私は思ってお

るわけでございますが、町長が町政を引き継がれまして平成２２年度に発刊された要覧

の内容について、平成１９年度に前町長が発刊されている要覧と余りにも酷似しており

ますので質問をしたわけでありますが、やはり、これはただ編集された担当課だけの問

題ではないというふうに私は思っておるわけですが、これ、行政全般の問題であると私

は思っております。これを発刊されたのは、当時の、町長、もう見られたけえわかって

おると思いますが、２２年度と１９年度、全く私が本当に残念に思うのは、町長の御挨

拶が全く同じ文言であると、写真が入れかえてあるだけというふうなこういうことにな

っております。町長、見られたけえわかっておると思いますが、そうしたことで、この

ようなことを大変私は気にしておるわけでございますが、現在、市町村から視察に来ら

れておる議員や職員に、この要覧を今、まだ配布されておるようでありますが、これは

もう５年も前で、もんで資料でありますんで、今これをそういったところに配布される

のはいかがなものかと思っておりますが、各課ともいろいろな計画書や報告書等も発刊

されておりますが、これもやはり全戸に配布されてる資料でありますね。いろいろ町か

ら発刊される資料があるわけですから、こういったものに配布されるときには、特に留

意されて発刊さしていただきたい、このように思っておりますが、今後町勢の、今私が

申し上げた内容が、どういうふうでこのようになったのか、それと今後の発刊計画はど

のように計画されておるのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、町勢要覧についてお答えをさせていただきます。 

 辞書等で「要覧」という言葉を引いてみますと、要覧とは「要点を見やすくまとめた

印刷物（本）」であるという定義が多く見受けられます。 

 現在の津和野町の町勢要覧は、合併から５年後の平成２２年９月に当時の営業課によ

り現在のものが発行されています。その内容については、町の歳時記から始まり、清流・

高津川の紹介、町が誇るべき著名人（安野光雅や森鴎外、その他の方も多数掲載）や地

域交流や医療・福祉・産業といったさまざまな観点から町の紹介がされております。 



 しかし、平成２２年９月から現在までだけに限定をしても、安野光雅さんが平成２４

年に文化功労賞を受賞されたことや、ことし４月に島根県では唯一となる文化庁による

日本遺産の認定を受けるなど、町に新しい動きが出てきていることも事実であります。

こうした新しい町の姿をわかりやすく伝えるためにも、町勢要覧の内容について再検討

する必要性も認識をしております。 

 また、この要覧には、町の各種統計情報を網羅した資料編もあります。こちらは、町

勢要覧本誌の内容を補完するものとして、各調査などで明らかになっている数値などを

掲載をしているものでございます。こちらの資料編については、各数値を最新のものに

更新するために作業を現在進めているところでございます。 

 最初に申したとおり、要覧とは、その内容がわかりやすくまとまっていることが重要

でございます。また、町のこれまでの姿だけでなく、将来にわたり目指す町の姿をわか

りやすくまとめた内容であることも必要であると認識をしております。 

 現在、人口減少対策として、平成２７年度から平成３１年度までの津和野町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定に取りかかっており、新たに策定された計画の内容等も

盛り込んだ上で次年度以降内容を見直し、わかりやすい町勢要覧の検討を進めていきた

いと考えております。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  御答弁いただきましたが、津和野町が出されておりま

すこの町勢要覧、当然資料編も、私もいただいております。これは、当然中の資料は、

資料編で見りゃわかるわけでございますが、私は、この町勢要覧のこのものが余りに

も前の文と今回の文と、今回ちゅうか町長が就任されて唱えた文ですよ。余りにも似

とるから、私も気になったんです。こねえなものをもうちょっと古い資料を持ってお

られた町民が見られても、本当、町は何をしておるんかというふうな御意見が出ると

思います。発刊については十分留意されまして、こういうことのないようにひとつお

願いをしておきたいと思います。 

 次に、３番目に、地域提案型助成事業についてお尋ねをいたします。 

 助成事業達成のため、まちづくり委員会では、全町１２地域で結成されまして、２２

年度より３年間の補助金交付実績額の１億１,２９７万７,０００円、このようになって、

これは３年間でありますが、これを初期投資として大変評価をされているようでありま

すが、当然、これだけの金を使われたんでそれは当たり前であろうと思います。今年度

からまた３年間の補助金として、これは、交付見込額が９,３００万、このような計画

をされておりますが、支援制度の概要で平成２７年から２９年度版を見ますと、補助率

について、まちづくり委員会ごとの上限額が設けずと、このような提案内容があるわけ

でございますが、この審査を受けて、提案内容の審査を経て予算の範囲内で交付すると、

このように書いてあります。 



 それで、今回出された１０地区ですか、これから出た交付申請額が２,３００万ばか

りあるわけです、金額にして。そして、町が最終的に決定される補助交付額が１,４００万ばか

りですか、このように決定されておるんかどうかわかりませんが、この差が約１,００

０万からあるんですいね。なして、このような現象が起きたか、というのが先ほど申し

ました「委員会ごとの上限は設けず」というこんな文言が入っている。これに、何か誤

解をされてこういう数字になってきたんではないかというふうに思っておりますが。そ

して、委員会では、各自治会、商店会、町内会、これの総会を開かれて事業提起し、事

業内容と申請額を提出されるわけでありますね。この資料に基づいて、未来づくり協議

会、これ１９名、町長以下おられると思うんですが、ここでこの制度的支援の検討や助

成事業の審査が行われるというふうに聞いておりますが、ここで事業内容の修正の指摘

があった場合、再度委員会では再度総会を開かにゃならんわけですね。委員長だけでや

るわけにいきませんので。そして、変更の申請をまたして、それをまちづくり委員会で

再審査を受ける、このようなことになるのか、そしてそこで再審査を受けて、初めて事

業が実施できるのか。やっぱりこれは、会におられんと全然ほかの者にはわからんわけ

ですいね。一般の外部の者にはね。こういったことがどのようにされるのか、金額は当

然減ったんで、事業内容も減りますね。そんときのその指導は誰がされるのか。事業内

容の変更ですね。これは、未来まちづくりが指摘されるのか、そこんところを聞きたい

わけでございますが。 

 そしてもう１点は、今回日原地区の二つの委員会より事業を辞退されているようであ

りますが、住民の交流や地域の活性化、環境美化、地域の福祉、また防災・防犯等の七

つの事業はあるわけですね。七つの事業項目があるわけですが、これらの事業に全く該

当しなかったのか、この２地区はですね。それでも申請者の作成が煩雑過ぎるんで出さ

れなかったのか、またこのために集落支援さんがおられるわけでございますが、この方

がどのようにサポートされたのか、そしてどのように対応されておるのか、そして今回、

津和野地区でも３１あった自治会が３０になり、また一つ分離して３１にまた戻ったよう

でありますが、一つ脱会された地区があるようでございますが、これについては誰がサ

ポートされるのか。町のほうでやられるのか、まちづくりに任せるのか、そのことはど

のようにお考えになっておりますか。 

 この事業については、津和野町は住民と行政の協働指針に基づいた三つの柱を立て、

実施計画を作成されておるわけでございます。この計画は、地域の課題等解決するため

に、財政的、人的支援策を講じるとあります。全地域の住民が参画されないような事業

であれば、これは全く平等性に欠けるわけでございます。このようなことは全く不合理

であり、不条理であると私は思っておりますが、県地域の住民が参画してこそ地域提案

型助成事業の本意ではないか、このように思っておりますが、地域の担当職員もおられ

るんですから、総力を挙げて全地域住民参加できるように、そしてこの事業の遂行に努

めていただきたい、このように思うわけでございますが、御所見を伺います。 



○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、地域提案型助成事業についてお答えをさせていた

だきます。 

 地域提案型助成事業につきましては、住民と協働のまちづくりを推進する上で、まち

づくり委員会への財政支援として平成２４年度から実施をしてきたところであり、今年

度からは、それぞれのまちづくり委員会が地域全体で取り組む課題解決のために提案さ

れたソフト事業を対象とし、まちづくり委員会ごとの上限額は設けず、予算の範囲内で

交付することとしております。今年度につきましては、６月末までに１０地域のまちづ

くり委員会から総額２,３７０万５,０５１円の交付申請がありましたが、対象事業と経

費について事務局でありますつわの暮らし推進課において確認をさせていただき、７月

に開催をいたしました津和野町未来づくり協働会議において、委員の皆さんから御意見

をいただいた上で１,４６０万４,２８０円の交付について決定をさせていただいたも

のでございます。 

 議員御指摘のとおり、二つのまちづくり委員会からは提案がありませんでしたが、住

民主体のまちづくりが基本であると考えますので、今後地域で協議・検討を重ねていた

だき、必要がある場合は来年度以降において御提案をいただきたいと考えております。 

 また、まちづくり委員会を脱会されました地域につきましても、該当のまちづくり委

員会と連携を図り、対応してまいりたいと考えております。 

 また、そのほか詳細な御質問もあったかと思いますが、担当課長のほうからお答えを

させていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  まず、議員御質問の委員会ごとの上限額を

設けなかったという点でございます。平成２４年度から２６年度まで１行政区３０万

円というそういった交付の目安の金額をお示しをさしていただいて、１０行政区でま

ちづくり委員会を構成した場合は３００万の地域提案型助成事業補助金を交付する

というような仕組みの中で、３年間、この地域提案型助成事業を実施してきたという

経過でございます。こういったところで申し上げますと、いろいろ意見交換会、１２

地域で行わさせていただいて、この地域提案型助成事業あるいはこのまちづくり事業

での反省点等いろんな御意見をいただいたところでございます。 

 今年度からの３年間の新たなまちづくりの取り組みということで、財政的な支援策に

つきましては３０万円という金額が先行したというような形の中で、自治会的なまちづ

くり委員会を構成する自治会一つ一つが、その３０万円を使うということで、まちづく

り委員会全体としての取り組みがなかなか図れなかったという反省点もございました。

今年度からの新たな取り組みにつきましては、まちづくりの地域提案型助成事業のほか

に、まちづくり組織交付金という新しいこの補助金制度を設けまして、この地域提案型



助成事業補助金につきましては、まちづくり委員会全体で取り組まれる補助金というこ

とで、このまちづくり委員会のほうにも御説明をしてきたところでございます。 

 で、予算の総額で今回、地域提案型助成事業補助金につきましては、１,５００万と

いう予算の総額の中でまちづくり委員会のほうにお示しをさしていただいて、まちづく

り委員会が主体になってお考えいただくということで、上限額のところは設けなかった

と。この上限額を設ければ、各まちづくり委員会のほうで、その上限額を目標としてと

いうような形の中で、この交付金の使途をお考えになるというようなことでは、昨年度

と同じな経過になるというようなところも含めて、まちづくり委員会で地域課題を全体

で考えていただいて、この交付金を使っていただくという趣旨の中で上限額については

設定をさせていただかなかったということでございます。 

 なお、まちづくり組織交付金につきましては、まちづくり委員会を構成する自治組織

に交付するお金でありまして、この交付額につきましては、１自治組織当たり６万円と

人口に１,０００円を、１人当たり人口１,０００円を乗じた額ということで、これにつ

いては、そのまちづくり委員会を構成する団体のところへ、まちづくり委員会を通じて、

こういった計算基礎の中で全額のところで交付をさしていただいたということで、今回、

地域提案型助成事業に二つのまちづくり委員会で申請がなかったわけですが、そちらの

ほうにも、このまちづくり組織交付金のほうは交付をさしていただいてるところでござ

います。 

 また、再審査、そういった地域提案型助成事業、町長申し上げましたとおり総額２,

３７０万５,０００円ということで提案を受けております。そういった中で交付額が予

算額の総額を上回っているということで町長が申し上げましたとおり、つわの暮らし推

進課のほうで中身を見さしていただいて、未来づくり協働会議のほうに１,４６０万４,００

０円の交付ということで決定をさしていただいたと。この金額につきましては、中身的

なところはそれぞれのまちづくり委員会のほうに内訳とその金額を提示さしていただ

いております。今回、この金額で交付決定をさしていただいた後、まちづくり委員会の

ほうで、その対象事業について中身のほうをまた精査をしていただいて、この部分につ

いては変更申請を要しないということで私ども考えておりますので、まちづくり委員会

が主体となってその交付金のところの事業計画に沿った使途をお考えいただくという

ような流れの中で、この地域提案型助成事業については実施をさしていただきたいとい

うふうに考えております。 

 それから、２地域で申請がなかったということで、これにつきましても、今回未来づ

くり協働会議の場でもその２地域のうち１地域は、この委員さんだけではなくて、その

まちづくり委員会の役員の方も一緒に参加をされまして、ほかの地域がどういった事業

を行っているかというようなところで、今回その内容を検討をされているというような

ことでございます。今年度につきましては、その２地域については事業申請はなかった

ということでありますが、そういった地域課題というところでいいますと、今後その二



つの地域では主体的にまちづくり委員会全体としての取り組みができるかどうかとい

うところは御判断いただいて、交付申請、来年度以降になりますが、していただけるも

のというふうに考えております。 

 議員さんが御指摘になったように、協働のまちづくりということで、自治会あるいは

自治会のないところで、町内会とか商店会というようなところでまちづくり委員会に参

画をしていただいております。１団体脱会をされているというような現状もありますが、

私どもとしては、やはりその協働のまちづくりを進める組織として、このまちづくり委

員会というのは重要な組織であるということで認識もしております。今回脱会された町

内会の対応につきましては、集落支援等のサポートによりまして、いろんなまちづくり

委員会とも連携をさしていただいて、一緒になって協働のまちづくりは進めていきたい

というふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  私は、このまちづくり委員のこのあれにつきまして、

地域提案型助成事業、本当こりゃ地区民が平等に本当配布できないような状況にある

と思うんですよ。というのが１,５００万、町のほうで今６万と１,０００円の交付金

はわかるんですよ、あと残ったものは、まちづくり１２の地区でお前らが自由に検討

して使えと、こういう金じゃあないですか。そうしたとき、一つでも出ないちゅうこ

とになりますと、補助金いらんちゅうて言われて残った１０団体で１,５００万分け

りゃあええんですから。何か予算の分捕り合戦みたいな私は気がするんですよ。やっ

ぱり、会議に出て言いたい人は言う、言わない者は本当この事業はできないというよ

うな現象もあるんですよ。私はこういう事態が、やはり行政が中に入ってまちづくり

だけに任すんじゃなしに、やってあげんといつまでもこねえなことが２年、３年続く

ようじゃあものすごい不公平感が出てくると思います。そりゃあ答弁はええですが、

もう１点、政教分離分についてお伺いをいたしたいと思います。 

 こりゃあ、このお金は神事や仏事について、この助成事業として補助金の申請は認め

られているのかどうかであります。この可否の判定は、どなたがされるのか、どの段階

で誰がこの事業決定をされるのか。いろいろ例を挙げますと、津和野でもそうなんです

が、津和野地区でもいろいろな団体がおられます。またいろいろなその宗教的なもんも

あるわけです。そういったときに、ある団体には補助金が認められたと、ある団体には

神事と仏事であるわけですよ、こういうとこは認められなかった、これは誰が判断して、

誰がこういう決定をされたのか、私はものすごい疑義を感じてるんです。そういったこ

ともありますので、そういったことは自治会に任せるんじゃなしに、やはり行政が指導

されんと私はいけんと思うんです。今回、それで決定したんか知らんが、わかりません

が、それ以後聞いておりませんので。神事には使うて、仏事にはこれは使えないと、そ

んなばかな助成金ならないほうがええです。町民をやっぱり平等に扱われるんであれば、

もっと行政が中に入ってしっかりそこんとこを決めてあげていただきたい。まあ、こり



ゃ時間がありませんのでもう答弁はいいですが、今後の検討課題にしてひとつおいてい

ただきたいと思います。 

 次に庁舎建設についてお尋ねをいたしますが、津和野町の本庁舎の位置は、当然、日

原５４番地の２５にあるわけでございますが、この場所が町長、本当、急傾斜地の崩壊

の危険区域内にあるというふうに私は思っておるんですが、この日原本庁舎も木造建築

で、耐震強度も全くないと思っております。大変危険な建造物であることは周知のとお

りでありますが、この場所が災害策本部として、また防災基地局として大多数の職員が

集結する場所として対応されておるわけですが、地震の場合には全く機能を果たさない

ようなこの建造物であります。これは、津和野庁舎も同様な危険な建物でありますが、

合併時に旧日原庁舎建設基金の条例を設定して、この議場も第２庁舎も含んでおるわけ

ですが、現在の建設基金の状況では到底庁舎を建てるようなことにはならないと思って

おります。 

 町の財政状況も、合併特例債の加算分も段階的に減少が始まっております。２６年度

の一般会計の総額も１０８億でありますが、これが、自主財源が１５億４,０００万、１

５.３％であります。依存財源が８５億４,０００万で、８４.７％、このような自主財

源の乏しい、依存財源に頼っている津和野町であります。 

 こういった現状の中でも７.２８の大災害の復旧工事も２９年度末に完了見込みのよ

うでありますが、これにも財政負担があるわけであります。現在の財政状況はもう余裕

がないというふうに、私は庁舎建設に回すほど余裕はないというふうに思っております。 

 たとえどのような状況におかれましても、全職員の生命をあずかっている町長として、

新庁舎の建設問題は避けて通れない問題であると、このように私は思っておりますが、

新庁舎の建設計画について町長の構想を持っておられましたら、御所見を伺いたいと思

います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、庁舎建設構想についてお答えをさしていただきま

す。 

 本庁舎の建物は昭和２９年に建設され、また津和野庁舎の建物は大正８年に建設され

たものとなっており、どちらも老朽化をしております。また、本庁舎については、土砂

災害警戒区域内に位置をしており、砂防事業による砂防堰堤が整備されているものの、

最適地とはいえない状況でございます。 

 このような中、議員御指摘のように、災害対策本部の機能確保や職員の安全確保を行

う責任については自覚をしなければならないと受けとめてもおります。 

 一方で、総面積の約９０％を山林が占める本町において、広大な敷地を必要とする庁

舎の建設地を土砂災害警戒区域外で探すことは非常に限られた選択肢となるとともに、

津和野庁舎においては、観光のメーンストリートである殿町通りに国有形登録文化財と



して立地しており、今後も外観においては現状を維持することを基本に役場庁舎として

使用することが観光振興面からも重要ではないかと考えております。 

 また、本町は依然として厳しい財政状況にあり、今後も人口減少や合併特例の廃止に

伴う歳入の減少を予想する中で、福祉や医療、教育、産業振興などの住民サービスを維

持をしていくためには、仮に庁舎の建設を行うとしても、極力建設コストを抑える方法

を検討していく必要がございます。 

 こうしたことから、庁舎の移転新築よりもまずは、本庁舎、津和野庁舎ともに現庁舎

を生かす改修、増築を念頭に、木造建築物の耐震補強の方法や土砂災害からの防護壁の

設置等について、そのコストも含めて検討をしてみたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  合併をいたしまして１年後の平成１８年度には、名称、

役場庁舎及び防災センター建設事業の基本設計技術提案書というのが、今私の手元に

あります。これが、平成１８年度につくられたものであります。町長、見られるのは

初めてと思いますが。この建設場所は、日原石西社跡地９,２００平米の中に役場、

庁舎が３階建てでつくられる計画であります。 

 そして、防災センターがこの中にも計画をされております。これは、２階建てであり

ます。その中で、庁舎の２階は議会の議場としてコンセプトされておるわけであります

が、この計画書ですが、これが本当に町に関係があるもんなら恐らく１８年にこれのも

んが出ちゃおかしいわけです。そうすると当然、町の事務処理規程第４条３項に、秘文

書にあっては記号に「秘」の字を冠してすることになっておるわけです。これが町に関

係する資料であったらここへ、わしゃ「秘」の字を書かんちゅうてあるとは思うんです

よ。ところが、これにはないわけです。そういう字が。ちゅうことは、一般から出たこ

の資料ではないかというふうに私は思っておるんですが。合併をしましたね、次年度に、

誰が何の目的でこの基本設計をされたのか、このことが問題なんです、本当言いました

らね。 

 ただ、私が一番気にしとるのは、この設計内訳書の用紙に日原町という字が入っとる

んですよ。これに大変私は、その驚きを感じておるんですが、まあマル秘文書であれば、

冠して、マル秘を冠するという文になっておりますので、そのようなことがないと思わ

れますが、町長が、庁舎の移転新築よりもまず、本庁舎や津和野庁舎の現庁舎を生かす

改善、増築を念頭にというふうな御答弁があったわけでございますが、そういった当面

は、新庁舎の建設計画はないというふうに私は判断をしておりますが、私もこの幻の設

計書で１０年間葛藤してまいりました。いつこのことを町長へ質問しようかというふう

に思っておりましたが、ことしが合併１０周年の節目でありますので、これを町長にお

見せしたわけでございますが、全く町長御存じないようでありましたら、私は、この節

目でこの件については払拭したい、このように思っておりますが、今、国会でもいろい

ろな内部文書の漏えい問題が起こっております。町にも事務の処理規程もありますので、



秘文書、部外の文書等、管内での文書管理、徹底を図られるのは当然であると思ってお

りますので、町長もこの時は、まだ議員さんでありましたんで、恐らく何も御存じない

ので、これをいろいろお聞きしてもいかがなもんかというふうに思っておりますが、何

か町長、コメントがあればひとついただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず、最初に御指摘いただきました計画書、提案書でござい

ますけれども、私は今、初めて見さしていただいたものでございます。１８年といい

ますと、町長になる前、議員でもございましたが、議員当時からもそうした提案書と

いうのは拝見したことは全くございません。恐らく私の今までの経験からいうと、１

８年からこれまでの間、議会等で議論の俎上にも上ったこともなかったものだろうと

いうふうにも思っております。当然、内容についても、私自身、今現在、全くはかり

知れないものでもございます。ですので、なかなかその提案書というのが、今有効か

というと、決してそうではないというふうにことがいえるのではないだろうかという

ふうに思っております。 

 それから、あと、新庁舎ということになりますけれども、現在は最初の答弁でもお話

をしたように、できるだけ建設コストを抑えたいという思いから改修、増築というのを

念頭に置いております。ただ、どちらの庁舎も非常に老朽化しておりますので、かえっ

て改修、増築のほうが新築よりも高くつく可能性もあるというふうには思っております。

ですので、その改修と増築をまずは前提に、いろいろな費用等のシミュレーションした

ときに、じゃあ今度は新築との比較というのも出てきたところで、どういう判断をしな

ければならないという可能性は当然残っているかと思っておりますが、いずれにいたし

ましても、やはり、特に新築等を考えますと、やはり町民の皆さんにできるだけの理解

をいただいた上で、こういう問題を進めていかなきゃならないというふうにも思ってお

りますので、また具体的なところが出てまいりましたら、議会にも御相談をさしていた

だいたり、また町民の方々にも広く理解をいただける方法で進めていく必要があるだろ

うというふうに思っております。 

 ただ、財源としては考えられるのは、合併特例債というのがまず第一に思いつくもの

でございます。これも期限が延長にはなっておりますが、やがて期限がくるものだとい

うことと、場合によっては、これはまだ何ともいえないですが、例えばまちづくり基金

を現在１０億積んでおりますので、それの償還が終わった時点で、それを原資に、これ

も町民の皆さんの御理解やルールの問題でも問題なければということになりますが、そ

れをもって建設資金に使うというやり方も考えられるかもしれませんけど、まだ今はそ

ういう初期の段階でもありますので、改修、増築を前提に、まずはいろんな検討を始め

てまいりたいというふうに思っています。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  ありがとうございました。 



 建設計画については、まだ先のことであろうというふうに思っております。 

 それでは、最後の本庁舎位置について質問をさしていただきます。 

 ことしの９月２５日で合併１０周年を迎えようとしておるわけでございますが、町長

が１期目に就任された１年後、平成２２年の６月に、この本庁舎位置の問題を質問した

経緯があるわけでございますが、そのとき町長は、津和野地域と日原地域ではまだまだ

差のある事項が多い、最も重要視した取り組みは、両地区の住民の一体感の醸成が上げ

られると、このように申されました。 

 その時点で、再びこの本庁舎の問題を俎上にのせることは、一体感の水を浴びせるも

のとなり、旧津和野、旧日原の意識を呼び戻すと、このまちづくりを逆行させる危険性

がある、このようにも申されました。そういった意味で、この本庁舎の位置を議論する

のは、今は考えていないというふうな答弁でありました。当面、１０年後と思っている

というふうな、るる答弁をされておるわけでございますが、そして１年後、平成２３年、

合併して６年後に住民と行政の協働指針というのを実施計画が作成されておりました。

これは、合併してどうであったのかというような設問が７項目ありまして、津和野町合

併してよくなっていると思うか、悪くなっていると思うか、このような設問を６年も過

ぎた調査対象にされたわけでございますが、これはいろいろ調査の結果１,２５０人の

方に出されて、回答率も３年間やられておりますが、４０％そこそこであります。これ

がいかに、調査の結果がどのように活用されるかわかりませんが、その時点で、なぜこ

のような調査をされたか、私は疑義を感じておるわけでございますが、これは本庁舎の

問題にも関係がするから申し上げたんですが。 

 今、旧津和野町は歴史的風致維持向上計画や重要伝統的建造物郡の保存地区が選定さ

れ、今回、「津和野百景図」が日本遺産と認定となったわけでございますが、これに備

え、観光客の増加に大いに期待ができるわけでありますが、今、津和野町は２６年度の観

光客の入り込み数が８１万４,０８８人であったようであります。これは、なごみの入

り込みが２０万４,０００あるわけです。また、日原町の観光客の入り込み数が３３万８

４６人。この中で、シルクウェイにちはらに入られた人が３０万６,７３２人。このような

現状を踏まえたとき、いかに津和野のほうが経済効果があるのかというものが、おわか

りいただけると思いますが、観光客のことばかりではないわけでございますが、今回、

こういったことも勘案されまして、本庁舎問題を俎上にのせていただき、合併１０周年

の課題として検討をしていただくことはできないか。津和野町も大変機運が高まってい

るように思いますが、町長の御所見をお伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、本庁舎位置についてお答えをさしていただきます。 

 本町は、合併後１０年が経過をしたところでございますが、この間、第一次津和野町

総合振興計画に記されているとおり、本町の一体感の醸成は着実になされてきていると



認識をするとともに、それをさらに深めていくべく今後も一層の取り組みをしてまいり

たいと考えております。 

 本庁舎の位置に関する御質問でありますが、仮に庁舎位置を変えるとなると、庁舎の

新築が基本となると想像しております。前段の御質問のときにも申し上げましたように、

本庁舎並びに津和野庁舎につきましては、厳しい財政状況において福祉や医療、教育、

産業振興などの住民サービスへ資金を投じることを優先するべく、コストを極力抑えた

方法にて新築よりも改修と増築をまず先に検討したいと考えております。また、本庁舎

の移転は、役場総務関係部署や議会機能の移転も意味すると思われ、その移転にかかわ

るコストも発生することが予想されます。 

 こうした中で、現在本町は地方創生に取り組んでいるところであり、限られた財源を

さまざまなまちづくり事業へ優先配分していく必要性からも、現時点で本庁舎の位置を

移すことは考えておりません。 

 議員御指摘のとおり、津和野地域中心部は、歴史的風致維持向上計画、重要伝統建造

物群保存地区計画などを通して、観光振興を初め、各種活性化策に取り組んでおります。

日原地域中心部においても、にぎわい創出事業に取りかかるところでありますが、長年

にわたり徐々に活力が失われてきており、本庁舎はそうしたことにも配慮し、動かすべ

きではないのでなないかとも考えております。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  本庁舎については、いろいろな団体から町長さんとこ

にも陳情書か何かいっておるように伺っておりますが、これだけ関心事が多いことで

あります。合併１０周年を迎えましたんで、この際また、どこかで何かの機会に考え

られることがあったら、ぜひこの庁舎問題を真剣にもう一回、我々と話をしていただ

きたい、このように申し上げまして、私の質問を終わります。 

○議長（沖田  守君）  以上で、１番、後山幸次君の質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終結します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  本日の日程は、全て終了いたしました。 

 本日は、これで散会をいたします。御苦労でありました。 

午前 11時 00分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  改めておはようございます。議員各位には引き続き、お出か

けをいただきありがとうございます。 

 ただいまより、平成２７年第８回定例会４日目の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、３番、米澤宕文君、４番、岡

田克也君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１０５号 

○議長（沖田  守君）  日程第２、議案第１０５号損害賠償額の決定及びこれに伴う

和解について、これより質疑に入ります。ありませんか。４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  このたび、和解について損害賠償の決定とすると和解

という議案が出てきたわけでありますけれども、これは、工事に伴って隣の山下造花

店にひびなどの損害が生じ、これ、雨漏りなどもあるようでありますので早急に直す

べきだと思いますけれども。 

 今回、ナガヨシ技建なども、こうして入っていた保険で１００万円ほど町のほうに繰

り入れるという形で責任等も認められておるところもあるようでありますけれども、設

計管理責任というのはなかったのか。 

 そして設計管理者はそのことについて同様に何らかやはり町のほうに対して繰り入

れをするとか、そういうことを考えておられるのか。 

 そして設計された方は、前回の医療従事者住宅に続いて──そのときも鉄骨が足りな

いというような状況がありました。今回、そういう設計上の問題はなかったのか。 

 そして、このように相次いでいくということに対してどのように考えていくのか。今

後も当然のように入札をしていくのか。その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（藤山  宏君）  議員からの御指摘でございますが、設計士におかれ

ては、この解体工事に対する設計については、その設計に準じて行いました工事につ

きましては、特に問題なく終了したわけではございますが、その段階において第三者

に対して被害をこうむることが出てきたということでございます。 

 今回の工事におきましては、振動による被害が生じる恐れが、当初から当地の地盤が

大変緩いということも以前からございまして、県の工事においてもそういう被害があっ

たということをお聞きしております。 

 そういった部分も踏まえましてそういう恐れがあるということで、町の担当者と請負

業者においても可能な限りの写真の撮影等をしまして、確認を最初したところではござ

いましたが、工期が迫っておったということもありますし、３階建ての建物ということ

もございまして、調査に際して足場等組む必要もございますので、そういった時間的、

費用的なものも課題になるということで、専門家による調査は行わなかったとこでござ

います。 

 このことについて、設計士からの具体的な指示があったかということについては、記

録としては残っておらんというとこではございます。そういう中で、結果的にこちらが

想定する以上の被害が生じたということでございまして、これも限られた人員の中で専

門的な知識を持ちあわせておりません技術的な経験の乏しい事務職員の判断で調査を

行わなかったということになっております。そういった部分につきましては、反省をし

ておりまして、今後の事業実施に際しましては、十分配慮をして、職員一同この経験を

共有して、今後、事に当たっていきたいというふうには思っております。そういう部分

では大変反省をさしていただいております。 

 その上で、ではございますが、設計士の責任においての補填等という問題についてで

ございますが、そういったことを踏まえまして、同工事の工事契約書の中の第２９条第

２項の中で、「工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地

下水の断絶等の理由により、第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその被害を負担

しなければならない」という項目がございまして、そのことを踏まえて町としましては、

町が負担すべきということで、今回の議案を上程させていただいたということになって

おります。 

 そういうことを踏まえますと、成果物である設計に基づいた解体自体については、間

違いなく行われたということ、問題なく行われたということでございまして、その第三

者に対する被害について、設計士の事前の調査等の指示があった上での調査を仮にあっ

たとしましても──そこは十分反省した上ではございますが、その結果でその被害が抑

えられたかというとなかなか難しいということがありまして、町が負担をすべきという

ふうに判断をさしていただいたところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 



○議員（４番 岡田 克也君）  私のしろうと的考えではありますけれども、地盤が緩

くて危険性があると言うならそれに対して、そういことが起こらないような十分な処

置を講じていくのがプロとしての一級建築士としてのまた施工業者としての努力と

いうものは必要なのではないかと思いますけれども、今後、例えば、いろんな周辺に

工事を生じた場合には、全て町が税金をもって対応するのか。なかなか私は、じゃあ

工事をして周辺に損害が及んだから町民の税金を使って補填しますということが続

けば、町民の御理解も私は得られないと思いますが、この点は町長にお聞きしたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  このたびのこの解体工事につきましては、先ほど担当課長か

ら説明をしたとおりでありますけれども、契約書のその条項の中に、繰り返しになっ

てしましますけれども、同２９条第２項、「前項の規定にかかわらず工事の施工に伴

い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により、

第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその被害を負担しなければならない」とい

うこの契約書に盛り込んであるということで、しかも原因が振動ということでありま

したから、これはもう町が今回、責任を持つということはやむを得ないだろうという

ことで、この賠償のお願いをさしていただいて、議会のほうで提案をさしていただい

ているという流れでございます。 

 で、今後のことでございます。こうした契約の中にこうした条項を盛り込むのかどう

かということがまた課題にもなってこようかというふうに思っておりますけれども。 

 これは、今回は解体工事でありましたが、いろんな土木のことやさまざまな事業の契

約書にもかかわってくる問題でもございますので、もう一度我々としては、その辺をど

ういう契約書の条項にしていくのかということは、検討をさしていただきたいというふ

うに思っております。 

 ただ、今回は以前にも県の事業でそうした事例があったということで、我々もこうい

う被害が出るということは、十分予測をした上で業者さんや建築設計の会社のほうとも

重々打ち合わせをしながらやってきたという経過の中で、それでも、事故が発生してを

してしまったという状況でございます。 

 そういうところの経過もあって、今回こういうまた提案をさしていただいているとで

ありますが。ちょっと繰り返しになりまして、またきょう明確な答弁ができなくて申し

わけなく思いますけれども、契約書の内容等については、今一度、我々の内部で精査を

さしていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  他の建築会社からも、多分、今回こういうことになれ

ば、今後、例えば水道管の敷設工事だとか道路の改良工事などで、予想以上のことが



起こったので、これは町が弁償してくださいというようなことも多々あり得るのでは

ないかと思いますので、そこら辺は十分に検討しながら、請負業者によって差が出な

いような、そしてまた、設計管理責任というものを十分承知していただきながら、今

後、進めていっていただきたいと思います。答弁は必要ありません。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  ５番、草田です。 

 大変、最初の説明のときに欠席をいたしまして済みませんでした。そのちょっと説明

を聞いておりませんので、あれだったんでございますが、いろいろこの現場については

当初から非常に地盤が軟弱であるというふうな状況がわかっていたということもある

ようでございますが、契約書上は騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により

第三者に損害を及ぼしたときは甲がその損害を負担しなければならないというような、

これ確かに条項でございますので、今回、発注者責任というのは免れるものではないと

いうふうにも思っておりますが、その後に、こういった紛争が生じた場合においては、

甲乙協力してその処理解決にも当たるというふうな条項もありますが、当然そういった

協議をされたということだろうと思います。 

 それで、請負者の側のほうからも、保険のほうで１００万円ですか、それだけの責任

も感じられていらっしゃるということで、契約書上、私は書上の処置だというふうには

思っております。ただ、こういった今回のことは、これから私たち津和野町のいろんな

空き家の関係とか、いろんなことを言えばこういう発注工事というのは予想されるとい

うふうに思います。 

 特に、町なかの密接したところをこういった工事をやる場合は、そういうことも出て

くる可能性が十分にありますので、私は今回のこの件については、ひとつしっかりとし

た教訓としていただきたいなと言うふうに思っております。 

 できれば、こういうことがわかっとる現場については、設計をする段階でやはり振動

をたてない工法とか、今いろいろあるんじゃないかと思うんです。コンクリートの中に

あるものを注入して、そしてそのものが膨らむことによって破壊をするとか、いろいろ

な工法的にはあるというふうに思います。できれば設計段階でそういったことを設計書

にきちんと組み込んで、そしてその費用もきちんと計上して、やっぱり発注をしていく。

そういうことはしておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

 それと、あと保険の関係もあると思いますが、業者さんがそういう保険に入っておら

れたんとは思いますが、やはりそういう保険はきちんと掛けるというような条件とか、

そういったこともきちんと、発注者側も何かそういったことを考えておく必要があるよ

うな気がいたします。 

 ぜひ、そういったことを今後の、ぜひ、私は今回のことについて教訓としていただき

たいというふうな思いを持っております。 

 以上です。 



○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員から御指摘いただいたことは、肝に銘じて、今

後進めていきたいとは思っております。 

 なお、ただ今回の２９条第２項の文言の中ではございますが、工事の施工に伴い通常

避けることのできないという条件が、まずございます。そこは一つ考えねばならないこ

とということと、当然、やはり同じく規約書の第４５条の中で瑕疵担保という条項がご

ざいまして、こちらにおいては、当然受注者、請負業者に責任があった場合は、明確に、

例えば今回第三者の建物にクレーンが当たるとかそういった場合で壊れた場合等につ

いては当然受注者のほうが責任を負うということは明確でございますので、その部分を

踏まえて対応しております。 

 やはり県におかれても、平成１５年に同地区の道路改良をされた際に、県道整備をさ

れた際に、振動による被害があったということでございまして、この際もやはりこれは、

通常避けることができないという考えのもとで、同様に県が全額を負担して保障された

という事実もあるというふうに県のほうからお聞きをしております。 

 また、今回の工事においては、請負業者におかれては、手作業で行われる箇所につい

ては、最大限手作業で行っていただきました。その上で、鉄骨部分、コンクリート基礎

部分については、どうしても重機をどうしても使用せざるを得ませんでしたが、その際

も、鉄筋カッター等でねじ切るというかそういった形で、なるべく大型ブレーカーと呼

ばれる基礎をたたく作業はなるべく最低限に避けて、基礎についても最低、本当に必要

な部分を最低限に考えまして、粉砕を行うというようなことで、できる限りのことはし

ておりましたが、新たな工法というまでの認識はなかった点はあるかもしれませんが、

そういった部分を十分配慮して行った事実はございます。 

 その上で、事業者さんもやはり何か私たちとしてできることはないかということで、

本来請負業者さんの責任を問うことはできませんが、できる限りの部分で協力をしたい

ということで、独自に請負業者さんの入っておられる保険会社と対応いただいて、自発

的に町のほうへ補填をしてほしいということで、お申し出をいただいたということでご

ざいますので、そういった部分を踏まえてここも契約書、町長からございましたが、契

約書の内容についても、関係課ともよく協議をして内容を吟味して対応して、今後でき

るだけこういったことがないように気をつけていきたいというふうには思っておりま

す。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。８番、御手洗君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  いろいろ説明はいただいたところでございますが、今

回の解体撤去工事に伴うこういった事故といいますか、損害賠償の事例が出たわけで

ありますが、町が業者との請負契約をするに当たっての契約書そのもの、これは一律

なんでしょうか。今回は異例な事故ということであるわけではありますが、行政とし



て使用している契約書、これは模範定款に沿ったような一律のものであるかどうか、

そこを一つ確認したいというふうに思っております。 

 それから、請負業者がこういった工事をするに当たっての保険加入の義務といいます

か、そういったところがあるのかどうか、これについてお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  今回の契約書につきましては、議員から御指摘のご

ざいましたように、基本的に町として使用しております統一的な契約書の様式に準じ

まして契約をさしていただいたところでございます。 

 それから、保険加入については金額等いろんな部分があるのかもしれませんが、ちょ

っと私が現時点では、なかなかちょっと専門的な知識がなくて即答ができかねるところ

がございます。 

○議長（沖田  守君）  執行部で補完説明ができる方。商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  大変、失礼しました。火災保険等につきましては、

第５１条というふうで、火災保険、建設工事保険、その他保険に付さなければならな

いという項目がございますので、その部分では一応保険に入るという条項が規定をし

てございます。 

 同じく、同５１条の３項において、保険以外の保険に付したときは、発注者にその旨

を報告するということも規定をしてございます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  本町の契約約款の点につきまして補足で御説明さし

ていただきます。 

 本町の契約約款につきましては、国の国土交通省が所管いたします研究団体のほうが、

投資的な契約約款ということで示しておりまして、それを基本といたしまして島根県、

あるいは近隣の市町村等の約款等も参考にしながら定めたものでございます。 

 やっぱ契約の事業によりましては、一部の条項等を一部削除等をつけ加え等もしてお

りますが、基本的には本町の定めております契約約款に基づきまして、各事業の契約を

しているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  大変我々が懸念したことが起きたわけでありますが。 

 この件については、平成２６年１２月に全協で審議したことがあるわけですが、この

ときに２６年度の事業の進捗状況が大変おくれているということで、全員協議会を開き

まして工事の繰り越し、こういことを懸念して工事の早期発注をしていただきたいとい

うことをお互いに話し合ったその中にＳＬ館も入っとったわけでありますが、このＳＬ

館を発注されたのが、２月の１３日で工期が５月の２９日というふうに大変年度を超え

た工事になっていたわけでございますが。 



 先ほど課長の答弁にもありましたが、大型ブレーカーを使って云々と言われましたが、

この本点の概要を見ましても、このＳＬ館付近の地盤が大変緩かったと。過去にも県道

整備の際にも被害があった。こういうことをわかっておったわけですね。事前に知っと

ったわけでしょう。ちゅうことになると、そういうことがわかっておれば大型ブレーカ

ーやブレーカーなんか使えないはずであったと思うんですよ。それをあえて使って被害

が出たというふうに私は思うんですが。この過去にこういう事例があったことを知って

工事をされた、こりゃあ業者にも大いに私は責任があると思うんですよ。 

 そういったことで普通の土木工事でも、付近の調査をされます。事前調査をされるん

ですから、写真撮ったりいろいろなこと、クラック調査ちゅうのも皆やるわけですが、

今回そういうことをされておるのか。 

 それと、この被害の調査はどこの会社がされたんですか。それで、被害金額、二百五

十何万ですか。これはこの算出、根拠はどういうふうなことでされておるのか、全体の

クラックがどのぐらいの延長があったんかわかりませんが。 

 そして、この協議を２５０万円ばかりですね、これをどなたと協議をされてこのよう

になったのか。 

 それと、業者が損害賠償金を払っておりますね、この何もあるわけですが。そうしま

すと、業者が１００万円の負担金を出したということは、自分たかに非があったという

ふうに認めてこれを出されることになったのか。 

 今、課長、先ほどから建設工事の請負契約約款のことを申されましたが、この中にも、

乙が管理注意義務を怠った場合には、この金額は乙が負担するちゅう、書いてあるわけ

ですね。課長、ここじゃない上のほう、町が負担することを読まれましたか。 

 こういうふうにあるんですから、私は、町がこれを負担するのはおかしいように思う

んですよ。事前にもうこの大型ブレーカー使ったりいろいろすると振動被害が出るちゅ

うのは、わかっとって使ってやったちゅうことになるわけでしょう。そうしたときに、

全面的に私は請負業者のほうに責任があるというふうに思うんですよね。まあ、ほかの

他の事例も幾つかあるんですが、今まで町とか県が支払ったというような事例は、私は

あんまり聞いたことがないんですが。 

 それともう１点。設計管理をされました設計士さんがおりますね。これの責任はどう

いうふうに考えておられるのか。設計管理監督する以上は、全面的にこの人にも責任が

あると思うんですよ。その責任の過程をどのように思っておられるのか。普通、業者に

対したことで、こういうふうないろいろな瑕疵があった場合には、指名停止の処置がと

られるわけですね。そういう処置を今回はとられたのかとられんのか。 

 そういったことを踏まえて、もう事前にわかっておったことをこういうふうなことを

して災害が起きた、それを町が負担を出さにゃいけんのか、何でその業者に全面的負担

ができんのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（藤山  宏君）  御指摘のあった点についてでございますが、まず、

大型ブレーカーを使わざるを得なかった部分についてなんですが、旧ＳＬ館の跡の基

礎の部分で想定を超える大きな基礎が出てまいりました。ちょっとこの基礎がどうい

った理由であるのかということがなかなか、いろいろ過去の例を調べてみたようなん

ですが、過去の状況を調べたようなんですが、わからないような状況ではあるんです

が、大変大きな基礎が出てまいったと。これについてどちらかというと、駅前線に接

した部分にあったわけですが、こればかりはどうしても上部を、破砕しないと、今後

あの地域を利用する上でもこれを残しておくとどうしても支障が出てくるであろう

というとこで、最低限のところで上部の部分を破砕をせざるを得なかったということ

がございます。これには、どうしてもそのものが余りにも大きい基礎でございました

ので、必要になってきたというところがございます。そういった部分での使用があっ

たというふうに聞いております。 

 また、設計士からの施工監修の中での指示ではございますが、やはり間の工事当初は

そういった形で調査という指示は特に記録として残っておらんところでございますが、

工事期間中においては、請負業者のほうができる限りの対応をするようにというような

形での工程会議の中での指示はあったというふうに記録には残っております。 

 それと、請負業者さんが最終的に保険で対応されたという部分につきましては、繰り

返しにはなりますが、今回がどうしても振動というものが工事をやる上では起こってく

るという上では、発注者が負担せざるを得ないという部分は、こちらとしては、そこを

まず第一義に考えたわけでございます。その中で、請負業者さんとしてもできる限りの

ところで協力をしたいという思いで、協力をいただけたというふうに思っておりまして、

同地区での過去の件の例等も踏まえまして、町としてはそう判断をさしていただきまし

た。 

 また、今回の被害受けた部分を修復する部分につきましては、第三者となられます当

事者の方が以前より建物の３階建ての建物のメンテナンスをお願いしていらっしゃる

会社のほうに見積もりをとっていただいたものをまず御提示をいただきました。その上

で、設計士のほうが、また別途、見積もり等をまたとりまして、そのあたりからの金額

と比較した上でも、これで基本的に大差ないということで、一応これであれば妥当な金

額であるということは一つ判断をさしていただきました。 

 それと、請負業者におかれては、今回、その１００万円と負担をされた以外の部分で

は、屋根の瓦が落ちるとか、店舗部分の内装にすき間が出たりということで、御客様を

対象とした商売をされておられますので、そういった部分でもそういうあたりは至急直

さんといかんということで、これについても自発的に業者さん負担で対応はしていただ

くような誠意は見せていただいておるところでございます。そういった部分もございま

す。 



 その上で、先ほど出ました見積もり等を考えまして、客商売されておられるというこ

ともございますので、とにかく至急その全面的な修復を図る必要があったということで、

今回を対応さしていただいたというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  課長さん、今御説明いただきましたが、破壊機械の中

や破砕機械の中には、大型ブレーカーばっかりじゃあないんですよ。私も、専門的に

おるけいわかるんですがね。これは、油圧ブレーカーとか何とかいうような機械もあ

るんです。ちゅうのは、舗装もないし、それは穴をあけて油圧で破砕するというふう

な、どんなにいかいものにも対応できるんです。そういったものは絶対に振動があり

ません。そういった機械があるのに、なぜこういうことであったんで、使用されなか

ったのか。そんなにリース料も高い機械じゃあありません。そういうことがわかって

おるから私はひどう申し上げておるんですがね。 

 これでやはりこの責任は、私はもう全面的に業者にある、工期がなかったから恐らく

この大型ブレーカーを使われたんだろうというふうに思うんです。そういったときには

絶対的に業者に責任があるちゅうに私は思うんですがね。 

 それで、それを管理された監督された設計士さんのほうにはどういうふうなペナルテ

ィがあるのか、全く関係ないのか、そのまんまおかれるのか、その点についてはどうだ

がの。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  今回の場合、ただちょっと私、一方前倒しになった

御説明をさしていただいたかもしれませんが、大型ブレーカーと言われるもんが議員

の御指摘のあった油圧ブレーカーなのかどうなのかというあたりについてはもう少

し確認をする必要はあったかもしれません。そういった部分で私がそこを軽率にちょ

と大型ブレーカーという名前を使っているのかもしません。ブレーカーというものを

使ったということは聞いておるんですが、大型であったかどうかということについて

は、ちょっと確認の必要があるかもしれません。 

 それと、設計士の責任においてでございますが、これにつきましては、我々とすると

設計をいただいた内容で解体工事自体は、こちらのほうには一応終了したというところ

ではそこを成果として確認をさしていただいたというとこでございます。それが、第三

者に対して被害が生じたというところでございまして、本来は町がその工事を発注する

前に十分調査をした上で、その上での判断ということもあったとは思うんですが、そう

いった部分でも十分ではなかったというとこもございますので、今の時点では、設計士

に対する処分また補償等という問題については、現時点では考えておらんという状況で

ございます。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 



○議員（１番 後山 幸次君）  課長さんの答弁の中に大変大きなコンクリートの塊が

あったというふうに申されましたが、これは当然、今解体の後を見ますとまだコンク

リート塊が残っておりますね、３カ所も。これを中途でやめておられます。これは、

被害が出るからやめられたのか、そのために跡地は何にも利用ができませんね、コン

クリート塊があるわけですから。そういったことで、当然、減額はされておると思う

んですよ、最後まで工事がされてないんですから。 

 それで、今残っているコンクリート塊をどのような、あと始末される計画でおられる

のか。今度、駅前整備計画があるから、そん中で検討するというのでありますか。そう

じゃない、今、解体工事があったんだから、そこだけはどうしてもきれいに片づけるん

が、本来の作業、事業じゃないかというふうに思うんですね。 

 あのコンクリート塊を、今後どのように、置かれるのか撤去されるのか、そうします

とまたそういう被害の問題が出るかもしれません。そこをどういうふうに考えておられ

るのか、もう最後じゃけい質問をしっかり答弁いただきたい。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  御指摘のありましたコンクリートの大きな基礎の部

分でございますが、おっしゃるように現状で、残った部分がございます。これにつき

ましては、今、あそこの用地を使う上では、まず基本的に想定する上では、これはか

なりもう確実な部分にはなってはくるとは思いますが、現状では県道駅前線のレベル

に高さをそろえて、例えば横のポケットパークとさらには駐在所があって、安野光雅

美術館につながりますが、そのあたりが一体化をするということでは、あそこを埋め

立てるという形がほぼ想定の範囲以内かなあというふうに考えております。 

 現時点では、そういうことを起こった場合に、埋め戻しをしたときに、上部に何らか

の例えば広場的になったりするということになれば、そこを埋め戻した時点で、支障が

ない範囲以内での上部をはつる、粉砕をして取り除いて、これだけ一応取り除けば今後、

やる想定する計画の中では、当面は支障はないのではないかという予定を踏まえて、最

小限のところで抑えたというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  いろいろと御意見が出ておりますが、要はやっぱり設

計の段階で、多分今回は大型ブレーカーで壊すというような内容の設計書になってた

と思うんですね。業者とすれば、そうは言いながらも気をつけてやったというけど、

最後にやれんから設計書どおりの機械を使うてやってそういう被害が出たというこ

とじゃないかと思いますが。 

 それで、今公共工事の標準契約約款の解説といえる部分があって、その中に少し解説

があるんですが、特に、特殊なまたは一般的でない施工方法をとれば避けることができ

る場合でも、その旨が設計図書等に指定されていない場合には通常避けることができな

い場合に該当することになろうというような形で書いてあるんです。それで、また、工



事を施工する地域の特殊性に応じて発注者が特にこれらの損害の防止のため、特別の施

工工法等を考慮した場合においては、予定価格の積算においても配慮をして、むしろそ

の特別の施工方法等に従うことを設計図書で明らかにして請負者に義務づけるべきで

あるちゅうような書き方がしてあるんです。だから、当初のときにきちんと特殊機械と

かそういうものを使うんならきちんと示して、示すべきだということなんですよね。そ

りゃから、今から言えることですが、そういうことじゃろうと思います。それをしてな

お、そういうことが起きた場合には、やっぱりこういった町のほうが賠償するというこ

とになるということですから、まあ設計の段階で、やっぱりその辺を十分もう考慮した

内容のものを入れていくということ、それが大事なんではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  質疑と一応受け止めまして、商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員から御指摘いただきました点、まだまだ不勉強

でございます。そういった部分を踏まえまして、詳しい担当課とも今回の経験もとに

協議をさしていただいて、そういう部分に対応ができる形を、今後とも検討していき

たいというふうにいたしますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  今回のこの案件について、設計管理、請負業者、発

注者、３者のそれぞれの立場で、このような事例になったということで、今回提案が

なされたときに、私はこの１冊の冊子をきょうあえて持ってきました。 

 これは、ちょうど私の家の前が町道が３メートルで、できておりますが、その町道を

利用して一昨年の災害の砂防工事のために、県が砂防工事を発注したわけですけども、

それを今現在ある業者が請負業者がやっておられますが、それとは、発注者、請負業者

とは全く異なる第三者のコンサルが、我が家の石垣から全ての私ども寝間に至るまで、

まあこのように詳細に写真をつけてそれぞれが所有することになってます。 

 結果的にきょうの説明を見ますと、専門家による事前調査は、時間的ないとまもなく

てもうできなかった。そしてあえて、発注者である町が、担当者が、今回賠償せざるを

得ないビルの現状の写真を撮ったと。これ、なんらその第三者ではないわけですから、

説得力がないんですね。 

 だいしょう亀裂も大小においては今までの写真よりは大きくなったねと言う、そうい

う被害の状況についてはある程度の説得力があるかもしれませんが、基本的には、今回

のビルの所有者であり、その方が訴えられた部分に対して、そうじゃないでしょうとい

うことは言えないと思うんです。 

 そういうことで、金額は少ないけども、こういう賠償だとか和解だとか、こういう案

件を聞くたびに、最後は我々議会が最終的に判断する。非常に住民の皆さんからは、と

んでもないことだということも聞きますし、しかし、当事者にはそれなりの理由があっ

て、その辺について、町長、先ほどから答弁をいただいておりますが、あえてやっぱり



これからのこともありますので、もう一回、行政としてやっぱり第三者が評価するとい

うところを常に担保しておかなければ、私どもはその都度その都度、苦渋の判断をせざ

るを得ないと思いますが、一言答弁をお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  今回は、まずは繰り返しになりますが、以前にもこうした県

の工事で被害が出たという事例が、前例があって、これが県のほうで賠償もされてい

るという、そういう事例もあったということであります。 

 今回、工事に当たりましては、そういう解体工事による同じような被害が生じるそう

いう恐れというのは事前から我々も承知をしておりましたので、その辺の配慮はしっか

りしながら工事をするという形で設計管理の業者さん、それから請負の業者さん、そう

した方々とも話し合いをしながらやってきて、最善の注意を払っての工事をしていただ

いたというふうに今思っております。 

 ただその結果、こうしたまた被害が出てしまったということでありまして、そうした

中でこの契約条項に盛り込まれております通常避けることのできない騒音による被害

というので、そしてこれは発注者がその補償を行うという契約内容に基づいて、町がこ

のたびこの賠償をしようという結論を出さしていただいたというところであるわけで

ございます。 

 では、そうした中でこの契約条項をどういうふうに理解をしていくかということ、こ

れをやはり我々としては、もう一回詰めていかなければならないというふうに思ってお

ります。 

 請負業者さんは、その設計管理の設計に基づいてやるということでありまして、これ

は先ほど、草田議員からも御紹介いただいたとおりでありますが、そこに設計に基づい

て、忠実に工事をしたことによるもので、それがまさにこの通常避けることのできない

というものに該当するという形になるわけでありますが。ではそのときに本来の設計と

いうものが正しいものであったのかどうかというような、また議論にもかかわってくる

わけでございまして、その辺のところをやはり我々今後、契約をして、またそれを運用

していく上で、どういう形で公平性のあるものにしていくのかというのはもう少しこの

部内で協議をさしていただきたいというふうにも思っているところであります。 

 今回は、そうした経緯の中で、設計管理についてもまた発注業者さんについても、事

前の予測してきた中での話し合いのもとでやってきた結果ということで、そこに責任を

求めるまではいたさないという結論に立っているわけでありますけれども、また、今後

とも、その今後において、その辺のまた運用の方法について、それから契約の内容を盛

り込むことが、現行のままでいいのかどうか、これは、その他の土木の関係のまた契約

書等も踏まえながら、もう少し統一感が図れるようにしっかりしてやっていきたいとい

うふうに思っております。 



 ただ、今回いわゆる示されたものは、土木の関係であるろうかというふうにも思って

おりますが、こうした解体工事においてまで、またさらにコンサルを導入して、これを

また第三者のという意見のもとでやっていくということが、全ての工事に当てはまるも

のかどうかということですが、その辺もまた検討もしていく余地があるんではないかと

いうふうにも思っているところでございます。 

 いずれにいたしましても、また、早急に我々も部内でもう一度問題、話し合いをして

みたいというふうに思っております。まずは庁議で話し合いをしながら、一定の方向性

を出していきたいと思ってますし、その上で議会のほうにも全員協議会等、またお願い

をいたしまして我々の考え方について、お示しをさしていただいて、また議員さんにも

御意見をいただきながら、町としての統一性、統一のある見解というものを出していき

たいというに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  今回の件につきましては、設計管理維持者の責任が全

く問われていないということに関しては大いに疑問に思っております。 

 指名審査会でも、やはり町民の税金を使いますので、この設計管理者がどうなのかと

いうことは非常に慎重に審査すべきでありますし、契約書にも設計責任を問えるような

条項も載せていくべきだと思っております。 

 しかしながら、今回は山下さんも雨漏りもするというような状況でありますし、山下

さんそのものに責任があるわけではございませんので、早急にやはり対応すべきだと思

います。十分にこれから執行部のほうも気を引き締めて、今回はやはり商工観光課のほ

うでも私は落ち度があると思っております。 

 今後このようなことがないように十分に町の中で検討しながら、また１２月議会ぐら

いではお聞きするかもしれませんけども、きちっと対応されることを申し述べまして賛

成の討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  賛成の立場で討論はいたしますが、先ほどは町長も申

されましたとおり、設計士には責任の云々はないというふうなお考えでありますが、

管理業務を行う設計士にはやはり当然、私は責任があるというふうに思っております。



こういった業務をする以上は、当然管理業務を行っております設計士にも責任は免れ

ないというふうな私は判断をしておるわけですが、今後こういった補償問題が起こっ

た場合には、補償金の分担も設計士も管理業務を行った設計士ですね、これにも負わ

せることを附帯条件とつけて賛成といたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結いたします。 

 これより議案第１０５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１０５号損害賠償

額の決定及びこれに伴う和解については原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第１０６号 

○議長（沖田  守君）  日程第３、議案第１０６号津和野町個人情報保護条例の一部

改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  マイナンバー法の施行に伴うものなので、その点につ

いて質問させていただきます。 

 １０月から番号通知カードの発送や来年１月から運用開始の予定と認識しています。

質問たくさんあるので、ちょっとしっかり聞いといてください。 

 役場で行う申請書類のナンバー制度に対応させるための準備は進んでいるのでしょ

うか。運用開始時に業務上の混乱は起きないでしょうか。 

 住所と登録地の違う人、通知カードを受け取れない人への対応はどのようになってい

るでしょうか。 

 番号通知カードはどのような経路で住民の手元に届くのか、その発送の責任はどこに

あるのでしょうか。 

 このマイナンバー制度に関する情報保護の担当部署はどこになるのでしょうか。 

 基幹ネットワーク等、情報系ネットワークは我が町ではちゃんと切断されていますが、

年金機構でもこれは切断をしてちゃんとクリアされていたはずなのに、情報の流失が起

きました。基幹ネットワークの個人情報をコピーして移動し、情報系ネットワークの端

末で操作していたことが原因だったそうです。津和野町は大丈夫でしょうか、それに対

する対策はとれているでしょうか。 

 最後に、この施行に伴う不安は津和野町の行政側にはありませんか。 

 以上です。 



○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（楠  勇雄君）  マイナンバーカード制度準備についてでございます

が、準備体制は国の指導のもとに随時進行しております。 

 マイナンバーカード制度につきましては、１０月５日を基準に、ここに住民票がある

方に全員にカードが世帯主にもって郵送される手はずになっております。これが１０月

５日からおよそ１１月の末ごろになるんではないかと思っております。 

 そして、住所のそこに住んでおられないということになった場合に、それは基本的に

は、役場のほうに返ってくるようになっております。 

 発送の責任についてでございますが、これは基本的に役場のほうにあると思っており

ます。 

 それから、セキュリティーのほう済みません。以上、ちょっと私のほうの答弁はそれ

だけにさしてください。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  残りの質問でございます。まず、今回提案さしてい

ただいております個人情報保護条例の主管課でございますが、これにつきましては、

総務財政課になります。 

 それから、先ほどの年金機構の漏えい等に関しての御質問でございました。本町、御

承知のとおり電算業務につきましては、大きく２本のラインといいますか、にわけて業

務を行っております。本町が内部で申しております言葉で申し上げますと、情報系と基

幹系の２本に物理的なラインのところからもうわけまして、業務のほうを行っておりま

す。 

 情報系につきましては、外部とのメール等のやりとり、あるいはウエブ等の閲覧等に

主に使っております。 

 それから、内部基幹系でございますが、住民基本台帳、あるいは税情報等々のいわゆ

る住民に関連した内部の業務系でございます。それと、内部のいわゆる基幹系の中で、

戸籍用務につきましては、特にまた独立したラインということで、今業務のほうを行っ

ておるところでございます。 

 それから、基幹系のほうからいわゆる情報系へのデータの受け渡しの点でございます

が、本町のほうは情報のセキュリティーポリシーというものを設けております。これに

基づきまして業務のほうを行っておりまして、税職員のほうにいわゆる住民４情報、住

所、氏名、生年月日、性別ですか、のオオブタイ４情報ございますが、それも含めまし

て当然、やりとりのほうはセキュリティーポリシーに基づきまして行っておりません。 

 それから、行政として不安という御質問でございました。なかなか国の政策制度に基

づきましての全国的な取り組みでございますので、担当とすれば安心をもってというと

ころで返事をしたいとこでございますが、やはりいろいろ今、先ほどの年金機構等の問

題等もございますので、ある意味十分、今後も内部の職員の指導体制等も気をつけなが



ら取り組んでまいりたいというところでございますが、なかなか不安だというようなと

ころが言いづらいところでございますが、そういった気持ちで全職員、挙げまして今後

もこのマイナンバー制度の導入に向けましては、十分、規律を正して業務のほうにも取

り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。関連がありますね。７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  先ほど、住んでない方は役場に返ってくると言われま

したが、通知カード。その先はどうなるのでしょうかというのが一つ質問と、あと、

セキュリティーポリシーとかいうのは全職員に徹底されているものなのでしょうか。

嘱託の職員もかなりたくさんおられるので、その辺もきちんと徹底されているのでし

ょうかという点。 

 それと、今現在でも町の職員の方は本当、奔走されて残業もされたりいろいろ大変な

思いをされている中で、この膨大な仕事量が入ってくるので、その担当窓口を新たにつ

くるという話は聞いていないので、その業務の上にこれだけの大変な仕事が入ってくる

のに、不安がないように全力で頑張りますだけ大丈夫なのかなと思うのですが、その辺

の対策は、今の業務以外にこれが入ってくるというための対策は何かとられているので

しょうか。 

○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（楠  勇雄君）  在住しておられない方の住基カードについては、基

本的に役場のほうに返ってくるようになっておりますが、それは役場のほうで保管し

ときましてその人から申請があった場合、再度その人に向けて交付するというような

形をとることになります。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  セキュリティーポリシーにつきましては、いわゆる

電算業務、情報処理業務を行うに当たっての基本的な、重たい憲法的なものでござい

ますので、当然は職員のほうは周知しているというふうに考えております。 

 ただ、当然、事あるごとにこの辺につきましては、今後も再度、再々度、職員のほう

に周知を繰り返してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、業務量がふえることに対しての不安という部分の御質問でございます。な

かなか、実際、今まで国、県のほうから通知、通達なりが下りてきて、実際の１０月以

降の取り組みに対する本町の職員の業務量の増大という部分でございますが、正直なと

ころ、まだどれだけ業務量がという部分の内部での検証はしておりません。また、各折々

でどれだけ職員のほうに負担がかかるという部分を見ながら、人事配置、何か必要な場

合には、またその都度検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。２番、川田君。 



○議員（２番 川田  剛君）  質問いたします。新旧対照表の中の、まず、第５条の

２に「緊急実施期間を緊急活動、やむを得ないときは個人情報取り扱い事務が開始さ

れまたは変更された日以後において、当該届け出をすることができる」とありますけ

れども、その前項には、届け出をしなさいよと、速やかに届け出をしなさいよという

中で第２項に緊急かつやむを得ないときの取り扱いの事務というのはどういったこ

とを想定されているのかが１点目です。 

 次の第６条の２の津和野町個人情報保護審査会の意見を聞くというものに、特定個人

情報保護評価に関する規則の部分があるんですけども、これはどういったことがうたっ

てあるのかを質問します。 

 それと、第７条の１項にある文章と２項にある文章の中で違いがあるのが、当該目的

を達成する範囲内というのが、２項にはあるんですけども、これ、第７条の１項と２項

というのが、ほぼ同じような文章になるんですけども、個人情報（特定個人情報を除く）

と１項にありまして、２項には特定個人情報って書いてあって、これ全く同じことが書

いてあるんじゃないかと思うんですが、これは違いは何なのかなと。 

 それと、第９条の２です。１０ページになりますが、第９条の２のところにも、個人

情報（特定個人情報を除く）とあるんですが、これは、いわゆる個人情報とマイナンバ

ーを含む個人情報というのが、なぜここで除かれるのかなというのが、ちょっと理由と

してわからないんですけれども、その説明をお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  まず、目的外の想定でございます。目的外利用がで

きる場合でございますけれども、法令等の規定に基づくときが原則でございます。 

 それから、出版、報道等により公にされているものを利用し、または提供するとき。

個人の生命、身体または財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

この辺も想定の部分につきましては、国のほうから詳しいこういった場合という部分が

きておりませんが、いわゆる生命、身体、財産等に対して緊急、危険がありまして、緊

急かつやむを得ないと認められたときにはというところがございます。 

 それから、実施機関の内部で利用し、または他の実施機関もしくは国と他の地方公共

団体または地方独立行政法人に提供することについて、相当な理由があると認めて利用

し、または提供するとき等々でございます。 

 それから、２点目の個人情報と特定個人情報でございます。条例上では、個人情報と

示しておりますが、特定個人情報の定義の部分でございます。条例上の広い個人情報の

内部、一部といいますか、中に特殊個人情報が入りまして、今、２条の２、次の第６号

を超えるということで、文言の部分でございますが、特定個人情報とは、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法

でございますが、これに規定する特定個人情報を言うということでございます。行政が



持ちます個人情報の内部に、マイナンバー法に関する特定個人情報が内包されていると

いうような意味合いでございます。 

 それから、特定個人情報保護評価でよろしかったですか。特定個人情報。 

○議員（２番 川田  剛君）  ９条２項の２の保護評価ですが。 

 議長、質問の趣旨をもう一度。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  課長、特定個人情報の意味はわかるんですけども、ま

ず、第７条の１項と２項ですね。まず、１項を見てもらうと、特定個人情報を除くっ

て書いてあるんですよ。２項に関しては特定個人情報について書いてあるんですが、

どちらも同じ内容で、別に１項で除く必要はないんじゃないかと思うんですけど、こ

の違い、１項と２項の違いですね。 

 これは、個人情報、これまでも個人情報については適正かつ公正な手段で取り扱って

きたものであったと思うんですけども、この特定個人情報、マイナンバーがつくことに

よって取り扱うことは変わらないと思うんですよ。先ほど、前段同僚議員も言いました

ようにきちんと扱われてはいると思うんですけども、特定個人情報になったからといっ

て特段、何か変わるわけではないと思うんですが、１項と２項、同じ意味ですよね。 

○議長（沖田  守君）  ７条の１項と２項。（発言する者あり）総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  いわゆる第７条の１項につきましては、個人情報、

いわゆる条例上の個人情報でございます。広い意味での個人情報に関しての収集の制

限を記載したものでございます。２項につきましては、第７条１項におきまして、特

定個人情報を除くというふうに定義をしておりますので、特定個人情報の収集の場合

の制限といいますか、そのほうを記載しているものでございます。 

○議長（沖田  守君）  いいですか。 

○議員（２番 川田  剛君）  はい。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  １０番、京村君。 

○議員（１０番 京村まゆみ君）  済いません、ちょっと勉強不足で申しわけないんで

すけれども、このマイナンバー制度導入にされることによって、今まで住基カードと

かで申請したり使っていたというものが、窓口に行っていろいろ変わってくるのかど

うかというようなことをちょっと教えてください。 

○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（楠  勇雄君）  住基カードの利用期間は、発行してから１０年間使

えることになっております。ただし、マイナンバーカード発行する時点でそれは返還

していただくということになりますんで、そこが従来のカードをお持ちでマイナンバ

ーカードを持たれる方はそれが取りかえられるということになります。 



 そのカードの利用方法については、税のほうの申告においてはそのカードのナンバー

というのが必要になってきますし、その源泉徴収票を発行される事業者の方も、マイナ

ンバーカードのナンバーが必要になってくるということでございます。 

○議長（沖田  守君）  １０番、京村君。 

○議員（１０番 京村まゆみ君）  マイナンバーカードも申請した人がいただくという

ことですね。 

○議長（沖田  守君）  もう一度、マイクに近づけて。 

○議員（１０番 京村まゆみ君）  住基カードも申請した人が基本もらっていますよね。

自分が申請しないともらっていないですよね。マイナンバーカードもそういう方式で

すか、というということで。 

○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（楠  勇雄君）  個人番号、マイナンバーカードという通称、通知カ

ードは誰にも交付されます。ただ、そのカードをもって、今度は個人番号カード、こ

れを役場のほうに持ってきてそれを交換されるということになりますので、そのとき

にあわせて住基カードのほうを持っておられる方は返還していただくという格好に

なります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

 まず原案に反対者の発言を許します。７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  反対の立場から討論させていただきます。 

 マイナンバー制度導入には３,０００億円以上の税金が投じられ、維持管理費も多額

です。法律により、従業員の個人番号の特段の管理が求められることになります。これ

まで以上のセキュリティーが必要になり、中小企業などにも重い負担がのしかかります。 

 国内では、年金機構での情報流出が記憶に新しいですが、住民登録番号を導入してい

る韓国では、２０１１年にハッキングを受け、氏名、電子メール、パスワード、電話番

号などが国民全ての人口よりも多くのものが流出したと報道されました。また、２０１

３年には保安会社社員がお金目的で、闇業界に情報を売却する事件も起きました。 

 政府は漏えい対策をとっていると言いますが、人間がつくり運用するものに１００％

安全はあり得ません。漏れることを前提にして、通報、対処の仕組みをもっと確立する

必要があります。 

 今、質問させていただいた中でも、情報漏えいに対する町の行政もまだまだ確立され

ているとは思えません。 

 情報は集積されればされるほど利用価値が高まり、攻撃され、悪用されます。今のよ

うに年金機構では、年金機構の番号。いろいろなその立場による番号の違いを使いわけ



ているのと違い、１人の人に関する全てのものを一つの番号にまとめてしまうと、危険

性が大きく増します。 

 国民の不安は大きく理解も進んでいません。今、質疑の中でも、マイナンバーカード

のそういうものは一体どういうものなのかというのを議員私たちもよく把握はできて

いません。わざわざ国民のプライバシーを重大な危機にさらす共通番号を導入するこの

制度自体に反対します。 

 よって、マイナンバー法の施行に伴う本議案に反対させていただきます。 

○議長（沖田  守君）  次に原案に賛成者の発言を許します。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  当議案は、個人情報保護条例案であります。マイナン

バー制がどのようなことになるか私自身もまだ十分把握はできておりませんけれど

も、それはあくまでこの議会で決めることはできませんし、この個人情報保護条例の

改正がなされなければ、そのマイナンバーの情報漏えいというのはもっと防げないと。

今までの古い条例において、マイナンバーが付与された後、保護することはできない

と、個人情報を保護するためにはまずは自らのこの町の条例を制定することが一番だ

と思いますので、この場において国政を議論するのは適切ではないと思い、これは賛

成すべきと考えます。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１０６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、議案第１０６号津和野町

個人情報保護条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１０７号 

○議長（沖田  守君）  日程第４、議案第１０７号津和野町手数料条例の一部改正に

ついて、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  マイナンバー法施行に伴う本議案に反対します。 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１０７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、議案第１０７号津和野町

手数料条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１０８号 

○議長（沖田  守君）  日程第５、議案第１０８号津和野町道の駅の設置及び管理運

営に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１０８号を採決します。本案件は原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１０８号津和野町

道の駅の設置及び管理運営に関する条例の一部改正については原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１０９号 

○議長（沖田  守君）  日程第６、議案第１０９号津和野町総合交流ターミナル及び

温浴施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 



 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１０９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１０９号津和野町

総合交流ターミナル及び温浴施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１１０号 

○議長（沖田  守君）  日程第７、議案第１１０号津和野町日本遺産センターの設置

及び管理に関する条例の制定について、これより質疑に入ります。ありませんか。２

番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  第５条の３項の、第５条が休館日がうたってあるわけ

なんですけども、１２月３０日から翌年の１月４日までを休館日としているわけなん

ですが、これは、正月休みをとるということなんでしょうか。僕とすれば、やはり正

月、津和野の観光客が多くなる時期には開館しておくべきではないかというのが１点

と、ちょっと次は細かいんですが、第３条の２項、３項の「及び」がひらがなになっ

ておりますので、漢字だとここは思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員の御指摘でございますが、第５条に関しまして

は、町の施設ということで、現時点ではこの期間については、休館をさしていただき

たいということで、御提案をさしていただきたいと思っております。 

 それから、第３条につきましては、御指摘の点、「及び」ということで大変申しわけ

ございません、漢字に訂正するべきというふうに考えます。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  もちろん町有施設ですので、町の施設ということで、

わかるんですけども、安野光雅美術館に関しましても、ここは努力いただいて開館し

ていただいております。町の施設だからということではなくて、第５条の１項にあり

ますように、必要があると認めるときは町長が必要であると認めるときは、休館日に

開館できるわけですので、そこは限定せずにきちんと検討していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 



○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  御指摘の点につきまして、また担当者も踏まえまし

て、先ほど議員の御指摘のありましたように町長の判断で開館ということも可能でご

ざいますので、そのあたりを含めまして御指摘のとおりにちょっと検討をさしていた

だきます。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長、今の訂正箇所は何条のどこの。明確に訂正し

てください。商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  第３条の２項３項の「及び」がひらがなになってお

り、「日本遺産及び津和野町の歴史文化の魅力に発信に関する業務」と「３、日本遺

産及び津和野町の歴史文化に関する調査、研究に関する業務」という部分につきまし

て、「及び」がひらがなになっておりますので、これは漢字ということにさしていた

だきます。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君、今の答弁でいいですか。ほかにありますか。

１０番、京村君。 

○議員（１０番 京村まゆみ君）  ３条で日本遺産センターの業務について４項目書い

てありますが、この業務を担うのが、今回、募集をかけておられる集落支援員２名と

いうことでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  商工観光課として募集をしております集落支援員に

ついては、この業務に当たるというふうに考えております。 

 もう１名、観光費で募集をしておりますのは、観光協会の運営の強化と町家ステイ等

のＰＲに対して強化をしていこうということで、商工観光課としては募集をしておりま

す。 

 教育委員会で１名募集をということについては、清掃等に日本遺産関連の清掃管理等

についての集落支援というふうに商工観光課としてはお聞きしております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、議案第１１０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 



〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１１０号津和野町

日本遺産センターの設置及び管理に関する条例の制定については、原案のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第１１１号 

○議長（沖田  守君）  日程第８、議案第１１１号町道吉田屋線の線路認定について、

これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１１１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１１１号町道吉田

屋線の線路認定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１１２号 

○議長（沖田  守君）  日程第９、議案第１１２号町道ヨコロ線の路線認定について、

これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１１２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 



○議長（沖田  守君）  ありがとうございます。起立全員であります。したがって、

議案第１１２号町道ヨコロ線の路線認定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第１１３号 

○議長（沖田  守君）  日程第１０、議案第１１３号町道岩野線の路線認定について、

これより質疑に入ります。ありませんか。１１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  この議案という議案の中で、整理番号というのが、

４,０８５、先ほどのが４,０８４ということで、今回、８４、８５が認定に上程され

たなと思いますが、その整理番号というのは４,００９番ちゅうのが、池村のほうで

はありますが、この町道全体の整理台帳の中で、日原地区は何千台、津和野地区は何

千台というふうになっておるんでしょうか、ちょっと参考までに。４,００９番から

ぽっと飛ぶところに何か新しく町道認定されたら、一連番号でずうっとくるものじゃ

ないかなと私は思うんですが、ちょっとその辺はどういうことでどうなっておるかを

教えていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（田村津与志君）  議員の御質問にお答えします。今、町道の整理番号とい

うふうに書いてございますが、旧津和野町、旧日原町でそれぞれ台帳が二つございま

す。 

 日原地域においては、通常の場合に１級、２級、その他路線というふうな形で番号を

決めておりまして、その他路線ということで、１級１番、１,０００番台、２級が２,０

００番台、その他の路線が、３,０００から４,０００のあたりを使っておるところでご

ざいます。 

 津和野地域の場合においては、１番、１,０００番台が木部地域、２,０００番台が畑

迫、３,０００番台が津和野地域等というふうな形で、地域によって番号が今それぞれ

振られてございます。このあたりのところどういうふうに今後するのかというふうなこ

とも今検討しておりまして、本当は町が合併した段階で町道台帳を１本にすべきという

ふうなことでございますが、これはまだしてないというふうなこともございますので、

来年度以降において、来年度からとっかかりたいと思っておりますが、このあたりの整

理は行いたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  津和野地区のは地区別に１,０００番台、２,０００

番台ということに仕分けされているようですが、日原地区は１級、２級、その他と何

か、ランクがあるのか規模があるのかメートルなのか、その辺ちょっと詳しく。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（田村津与志君）  津和野地域においても、１級、２級、その他というのは

ございます。１級の場合には、重要な路線、例えば、津和野町から益田市とか、六日



市町とか、それに抜ける路線については１級。それから、それに準じる重要な路線と

いうのが、２級。今資料持ちあわせておりませんが、大ざっぱな概念としてはそうい

うことで、通常、就学区間、交通量等によって通常の場合にはその他の路線というふ

うなことになっております。 

 地域で見るときには津和野地域のほうが探しやすい。ただ、１級、２級町道はどこか

というふうなことで探す場合には、日原地域のほうが探しやすいというふうなこともご

ざいまして、そのあたりのところは今後どうするかというのは課題でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、討論を終結します。 

 これより議案第１１３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１１３号町道岩野

線の路線認定については、原案のとおり可決されました。 

○議員（４番 岡田 克也君）  議長、動議。 

○議長（沖田  守君）  ４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  休憩を求めます。 

○議長（沖田  守君）  休憩の……。 

○議員（４番 岡田 克也君）  賛成してくれんにゃあ。 

○議長（沖田  守君）  そこで、手を挙げんでもいい。休憩の動議が出ました。賛成

の諸君の挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（沖田  守君）  挙手多数であります。１０時４５分まで休憩といたします。 

午前 10時 32分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 45分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩に引き続き、会議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第１１４号 



○議長（沖田  守君）  日程第１１、議案第１１４号平成２７年度津和野町一般会計

補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  それでは、何点か質問させていただきます。 

 まず、２３ページであります。定住対策費のつわの暮らしお試し住宅整備事業委託料

借り上げから購入に変更したわけですけれども、この詳細についてお尋ねをいたします。 

 それから、その下にありますつわの暮らしお試し住宅の購入、場所ですね、場所はど

ちらになるのかをお尋ねいたします。 

 それと、４０、４１ページの農業振興費の負担金補助及び交付金、新農林水産振興が

んばる地域応援総合事業費補助金の事業者が増という説明だったと思うんですけれど

も、これがどのように増加したのか、詳細がわかりましたらお願いいたします。 

 次に、４８、４９ページの商工振興費委託料、「日本三大いもたきサミット」調理委

託料でありますけれども、先日来、ラジオか何かだと思うんですが、この日本三大いも

たきサミットというのをいろんなところでちょっと耳にしまして、僕が思っている以上

に有名なものなのかなと。ちょっと初めてこの日本三大いもたきサミットというのを聞

きましたので、これはどういった事業なのかをお尋ねします。 

 それから、５２ページ、５３ページの商工費、歴史的風致維持向上事業費の委託料３

点上がっております。津和野駅周辺パース作成業務等委託料から滞在型まちづくり推進

事業費まで３点あるわけなんですが、この詳細についてどういった委託をされるのかを

お尋ねいたします。 

 それと、津和野町東京事務所管理費の委託料として、経費が増加しております。先般、

全員協議会においても説明があったわけなんですが、今後もこの観光協会に対して委託

していくのかどうか、改めて質問をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  まず、議員の最初の御質問でございます。 

 つわの暮らしお試し住宅の整備事業でございます。まず、これにつきましては公有財

産として６５０万のほう、計上させていただいております。当初で、このお試し住宅、

津和野地内に、今、日原の枕瀬地内にこのお試し住宅というのを設置をしておりますが、

今回、津和野地域にこういったお試し住宅を設置するということで、当初予算で計上さ

せていただいてますのが、トイレ、台所、それからお風呂等の修繕ということでござい

ます。その際に、物件については全戸、空家の調査をやるということで、今回６月末に

その調査を終了したところでございます。全部の地域を回らさせていただいて、トータ

ルで５００件の空き家を確認したということで、それぞれランク付けをさせていただき

まして、比較的新しく修繕の必要がない、こういった物件が９１物件ございました。こ



の中で、このお試し住宅というところをどの物件にするかということで、適当なところ

を探してみたということでございます。 

 当初、借り上げというようなところで御説明をしていったところですが、今回、全体

を通して売りたいというところで、土地と建物売りたいという御要望の中で、空き家バ

ンク登録していただいた物件の中から、そういった物件を購入させていただくというこ

とになりまして、本町といたしましては、町の公の施設として今後も引き続き活用して

いきたいということで、今回、購入という考え方の中で、このお試し住宅については設

置をさせていただきたいということでございます。 

 この場所でございます。津和野町森村のロということで、１０５番地１５ということ

になるんですが、これが場所的には津和野小学校の裏側に当たる家でございまして、持

ち主の方、キムラヨウジさんという方が、今、広島のほうへ出られておりますが、木造

瓦ぶき２階建ての住宅ということで、住宅面積が２階建ての１３３.６１平方メートル、そ

れから敷地面積が１６４.３５平方メートルということで、今後、この物件につきまし

ては、所有者の方の御希望金額というところが、今６５０万という形の中で、予算の計

上をさせていただいておりますが、この部分につきましては鑑定評価等行いまして、町

としての金額的なところを見させていただいて、今後、物件の交渉をさせていただきた

いというふうに思っております。 

 今、日原のほうの枕瀬にお試し住宅というのがございます。ほぼ５割ぐらいの稼働の

中で、今、使用をしていただいているところでございます。津和野のほうの農業体験の

方もおられて、利用的には日原の枕瀬にありますが、津和野のほうへそれぞれが出向か

れて農業体験等を行っております。津和野地域の町の中に設置をさせていただくという

ことで、今後、津和野高校等の見学、そういった部分でも津和野を実際、そのお試し住

宅使っていただいて、そういったところを見ていただいてということで、今回、拠点施

設として日原は枕瀬、津和野については津和野地域にこの物件を置きたいということで

購入のほうをさせていただくための予算ということでございます。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  ４１ページの新農林水産振興がんばる地域応援総合事業

費補助金でございますが、ここで新たに出てきたものが、水田農業緊急支援というも

のが約３５万円、これはヘルシー部会に対するもので、消費動向の調査に当たる補助

であります。それから、園芸支援活用支援ということで、これは空きハウスの整備に

対するものであります。１０万円というわけです。それから、その他につきましては

新規就農総合支援という補助枠が減された関係で、地域提案戦略支援というほうの補

助枠に乗り換えた関係で、町費のほうが１８０万ばかりふえておりまして、そういっ

たものを総合して２１４万円の補正要求ということでございます。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（藤山  宏君）  まず、日本三大いもたきサミットにつきましてです

が、これにつきましては昨年度、津和野町としまして山形県の中山町で行われました

日本三大芋煮に先方からのお招きもあって参加したのが、初めての試みでございます。

ことしは、愛媛県のほうで行われるわけでございますが、あらましとしましては、書

籍でございます「旅の手帖」、ＪＲ東日本交通新聞社が発行する旅の手帖で日本三大

芋煮として紹介されましたのがきっかけでございまして、山形県の中山町、島根県津

和野町、愛媛県大洲市の３市町で食文化の交流をとおして観光振興をすることとなり

ました。 

 山形県の中山町の芋煮につきましては、いわゆる山形の芋煮で牛肉とか入って大きい

鍋で、瓦でたきあげる芋煮でございまして、津和野町につきましては御存じのとおり、

大変上品な仕上がりになっておりますが、里芋とゆず、タイのあぶりを使ったというと

ころでございます。一方、愛媛県の大洲市の芋煮につきましては、海鮮系と言いましょ

うか、海が近いということで海の幸を使った芋煮になるというふうに、お聞きをしてお

ります。 

 そういったところで、この３つの芋煮が日本の芋煮の中でも特徴的であるということ

で、中山町につきましては芋煮の発祥の地であると、山形の、そういうこともあって、

この３つで交流をしようということで始まったきっかけでございます。昨年が山形県中

山町、ことしは愛媛県大洲市で行われるということで、９月の２６日にいよいよ開催を

されますので、当方からも商工観光課、また町長も御出席なされますが、合わせて庖友

会さん等のメンバーの御協力もいただきながら、先方で芋煮の振る舞い、また、特産品

販売、観光ＰＲ等を一緒になってやらさせていただくということになっております。 

 今後の、来年の予定とはなりますが、こういうことで山形、愛媛と済みましたので、

３年目はどうしても津和野町ということになりますので、来年につきましては芋煮と地

酒の会を、ことしも発展的に食フェスタの中で栗のイベント等も共通して行うことにな

っておりますが、さらに来年はこの日本三大芋煮は津和野の地で行うということになる

と思いますので、そのあたりの事前の情報収集もあって、今回はある程度の人数も配置

して向かうということになっております。 

 以上でございます。 

 続きまして、補正予算書５２ページ、５３ページの委託料の、まず津和野駅周辺パー

ス作成業務委託料でございますが、これにつきましては先ごろも申し上げておりますが、

津和野駅周辺について、今回、コンペティションで全国的な公募をかけて、いろいろな

デザイン案を出していただこうということになっております。そこで、優秀なものが決

まってきたとしまして、優秀賞、あと２等、３等という形になるとは思うんですけれど、

そういったものが出てきて、優秀賞、それがそのまま計画になるというふうには、なか

なかちょっと難しい部分もあるんじゃないかと。また、さらには２等、３等、そのほか

にも優秀なものがあれば、その中から取り入れるところもあるであろうと。さらにＪＲ



さんとの協議、また全体的なＳＬ館の跡地も含めて、全体的な計画を練ることになって

おりますので、そういった部分を合わせて一つの合体したものという形で、一つの計画

というかパースをつくる必要が出てくるであろうという部分で、これを予算化をしてお

るところでございます。 

 続きまして、歴史的風致維持向上事業推進支援業務委託料でございますが、これにつ

きましては、先ほど、本日の最初の議案として御審議をいただいて、我々も本当反省す

るところ多々でございますが、今回、歴史的風致維持向上計画、これさまざまな計画が

入っておる、かなり広範囲にわたる計画でございます。これを推し進めていく上では、

今回の反省もございますんですが、我々どうしても技師というものが十分うちの課にも

おるわけではございません。そういう部分でいきますと、今回のことも本当反省材料と

して、このようなことがまたあってもいけないというところも踏まえまして、大規模な

事業をやってこられたところあたりのコンサルさんとしての知識の支援を受けて、トー

タルでさまざまな支援を受けて、トータルでさまざまな事業について、個々の部分につ

いてはこういう法的な処理が必要ですよとか、現場はこういうふうな対応が必要ではな

いでしょうかというようなところ、専門家として助言して、全体的な計画の中で、さま

ざまな技術的な部分での御支援を受けながら、それぞれの計画を歴史的風致として統一

して進めていきたいという思いの中での、支援をいただくという委託料でございます。 

 続きまして、滞在型まちづくり推進事業計画策定業務委託料でございますが、これに

つきましては総務省に地域アドバイザー制度を利用しておりまして、その地域アドバイ

ザーとして登録いただいている業者さんの中から、その方が使用されてる団体機関、会

社等があれば、そちらに対して委託ができる。全額特別交付税対象になるということで

ございますが、用いまして、今回、その歴史的風致としていろんな、ハード面整備は進

む。さらには掘庭園、また畑迫病院の跡といった形で、さまざまな事業が進む中で、や

はりソフト的なところを、さらにもうちょい連携したり充実させていく、おもてなしの

充実させていくというようなところで、そういった部分を関係団体等も入って、そうい

う向上させていく上では、やはりその専門的な御意見をいただきながら、その辺の内容

をさらにフラッシュアップしていきたいというとこがありまして、そういった部分での

ソフト的な運営部分等につきます計画をつくる上で、今回のその総務省の事業を利用さ

せて、計画をさせていただいたところでございます。その委託料でございます。 

 最後に、津和野町東京事務所委託料につきましてですが、現状ではこの予算の中で今

年度何とか取り終えたいというふうに考えておりますが、議員から御指摘の御質問がご

ざいました、今後の対応で観光協会へこの事業委託してさらに続けるのかという部分に

ついてでございますが、現時点では、先日申し上げましたように、１名の対象がござい

ますので、現時点では観光協会と連携をさらに強化して、この体制で臨んでいくという

ことがございます。来年度以降につきましては、町長のその際の答弁等もございました



が、ことしの状況を見ながら、いろいろ判断する部分も出てくるのかとも思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  まず、総務費の企画費の２１ページ、津和野高校支援

補助金とその下の津和野町地域おこし協力隊じゃない、１９２万８,０００円のほう、

どっちだったけ。 

 まず、１つには、津和野高校の支援補助金１３３万９,０００円でありますけれども、

これは津和野高校の後援会のバスの購入費用だということでありますが、これの内容に

ついて詳細をお聞きさせていただきたいと思います。 

 それと、３３ページの障害者福祉費の扶助費の厚生医療２３５万円ですが、これも生

活保護者の医療費増加に伴う厚生医療費であります。生活保護受給者の医療費について

は、過度な抑制があってもいけませんが、過度な受診をすれば財政負担が当然ふえるわ

けで、場所によって生活保護だけで、保護者だけを受診している病院もあると言います。

適正な医療費の医療の受給のことについて、指導があるのかどうか、その点について。

お聞きしたいと思います。 

 もう一点、４９ページの商工振興費の地域商業活性化支援補助金であります。これは、

説明ではシャープさんのほうに委託をしてということでありますので、少し、内容につ

いて詳細をお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  まず、議員御質問の２１ページの津和野高

校の支援補助金でございます。先ほど議員の御質問にもありましたように、これに係

る部分で言いますと、町営英語塾ＨＡＮ─ＫＯＨの通塾手段といたしまして、２９人

乗りのバスをリースをするということでございます。 

 まず、その背景にあるところが日原地域からの子供さん、一応今回こういった措置を

するに当たりまして、アンケート調査を行っております。若干、御紹介をさせていただ

きますが、まず生徒さん、４１名の方から御回答いただいておりますが、この４１名の

うち、通塾をしている方が１５名、ＨＡＮ─ＫＯＨ英語塾には通っていない方が２６名

ということでございます。この通ってない方について、塾への送迎手段があれば塾に通

いたいかというところで問いを出したところ、通いたいという方１１名おられました。

残り１５名は通わないというお答えでしたが、保護者さんにも同じような御質問をさせ

ていただいておりまして、３３名の方から御回答得たんですが、今、子供さんが通塾し

たいと言った場合、送迎できるかというところで、その３３名のうち１４名の方ができ

ないというお答えでした。日原地区までの送迎ならばできるかということで、１４名の

方にお聞きしたところ、１０名の方ができるというふうに御回答していただいておりま



す。こういったアンケート調査をもとに、今回、塾の送迎といたしまして月曜から金曜

日まで、午後１０時１５分塾出発の、午後１０時３５分ＪＲ日原駅着というようなとこ

ろのプランの中で、このバスの、これリースということになりますが、２９人乗りのリ

ース、まず、この１３３万９,０００円の内訳でございますが、２９人乗りのバスのリ

ース料が１２万５,２８０円の今後これを実施するのが１月からということで、３カ月

分の３７万５,８４０円を、このうち計上しているところです。 

 それから、あとはもう残りの主なものといたしまして、運行代行の委託ということで、

津和野高校のほうから津和野町内の業者さんのほうにこの運行の代行の委託を行いま

す。これが、大体１日当たり１万２,０００円ということで、７２日分の８６万４,００

０円、その他管理費等で９万８,７９３円ということで、合計で言いますと１３３万９,

０００円ということで、予算計上させていただきました。津和野高校のＨＡＮ─ＫＯＨ

英語塾への活用のほかに、部活動や生徒の研修等にも活用させていただきたいというこ

とで、今回の予算を計上したものでございます。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  ３３ページのほうの、自立支援医療給付事業の厚生医療の関

係でございますが、この増につきましては生活保護者の心臓手術等によって生じたも

のでございまして、生活保護者の医療につきましては、その医療の受診の内容である

とか、薬の内容等につきましては、一般の病気につきましては町内の増野医院さん、

それから精神関係については松ケ丘の先生等に定期的にチェックをしていただいて

おりますし、生活支援係のものが直接、先生のほうに行って、いろんなことを支持を

受けたりして、そういった対応について適正かどうか判断をするような仕組みになっ

ておりますので、その辺のチェックについては行っております。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  ４９ページの地域商業活性化支援事業１,２１０万

円についてでございますが、これにつきましては２つ事業がございまして、１つが小

売店舗継続化支援事業、もう一つが移動販売支援事業でございます。小売店舗継続化

支援事業につきましては、現在のまだ実際の今後の話にはなりますが、空き店舗を活

用した小売業を行いたいという申請が出る予定になっております。その部分の予算措

置と合わせて、移動販売を行いたいという事業者の方がいらっしゃいますので、その

実態について、買い物不便対策等も考えた支援をということで考えております。これ

につきましては、県と町が同額ずつ負担をするということになっておりますので、事

業者に対して２分の１補助で、その一応今回の予算分につきましては、これの半分が

県から町に対して補助金として入るという形になっております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  関連質問ですが、２３ページのつわの暮らしお試し住

宅購入費に関してでございますが。これ、今後、何軒ぐらいの予定を、ことしだけで



なくてされているのか。しかも、今聞きますと、９１軒が適正なんだと。だから、そ

の中でやろうと思えばやれるわけです、資金というか、そういう財政的な問題が解決

すれば。その問題で、今後どれぐらいの数を考えられてるか。 

 それと、津和野町の住宅施策の全体的な中から、この問題も考えなきゃいけないなと

思うのは、要するに、既につわの暮らし推進住宅として、毎年当初計画では５戸を建て

ていくと。昨年から実施していますよね。今年度は木部ですか。そうすると、向こう３

年間またどっか出てくるわけです。それはそれでいくわけです。 

 もう一つは、今、住宅マスタープランというのが控えておると思います。これ私、１

回質問したことあるけど、それは今、水害のことでちょっと工事が延期だと。本来なら

ば今年度か来年度ぐらいに着手する予定の古い町営住宅があるわけです。それがちゃん

とマスタープランによって、あるいは長寿化政策ですか、町で。そういうので、計画が

あったと思うんです。だから、それが災害関係、復旧の関係が終わって、確かあれ３年

で、終わった後から入ってくるんだということですので、要するに来年度で災害の関係

が終わりますと、そろそろその住宅マスタープラン、あるいは長寿化政策に則って、そ

ちらの町営住宅の改修なり改築が始まると思うんです。 

 それで、そういうふうに住宅をこう入ってくるんですけど、それぞれ財源が違うかも

しれませんけど、それはしっかりあれば、全部一挙に同時的に進行できると思うんです。

これは非常に、それは景気浮揚になりますし、建築関係の雇用政策に役立つと思うんで

す。だから、それはいいことだと思うんですけど、そこら辺のスケジュールをちゃんと、

計画的にやってこの空き家のお試し住宅ですか、こういうのがちゃんと含まれているの

かと。そういうところを知りたいわけです。ただ、思いつきで今年度、予算があったか

らこれをやったんだというんじゃなくて、そういう計画のもとで、これを毎年何軒やっ

ていくんだと。 

 だから、今の全体の住宅政策の中の一環として、これもやっていくんだと。そういう

ふうになっているのか、いや、その年限りの限定的な、財源が出たからこれをやったん

だとか、そこら辺をちゃんとできてるかどうか。そういう意味で、今後どれぐらいの件

数を計画しているかと。そういうふうに今、質問しているわけですが。どうでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今、議員の御質問でございますが、移住定

住対策として、この空き家のお試し住宅というのを設置をするということでございま

して、今後、総合戦略ということで、今回の一般質問でも議員の皆様から御質問いた

だいた、この総合戦略というのを人口減少問題に対して、どうするかというところで

議論をしていきます。 

 先ほどの議員さんの御質問で言いますと、この計画的な部分というのはまだまだ議員

さんのほうにトータル的にお示しするような段階では、まだないというふうに考えてお

ります。今回は、あくまでもこの移住定住政策を進めるための、まずは津和野町に来て



いただいて、お試しということで住んでいただきまして、津和野町を知っていただくと

いうことで、ことしの取り組みがその空き家バンクの登録というのが、全棟調査という

ことで、空家の全域の調査を終了して、先ほど御説明したように、５００軒のうちの９

０軒のところは、基本的には新しくて使えるような物件だということで、つわの暮らし

相談員、あるいは集落支援のほうで空き家のバンクに登録をしていただけませんかとい

うようなところで、御要請もかけて、結果として今、基本的には今、３４軒、空き家バ

ンクに登録をしていただいたということでございます。 

 今回の関連する補正予算でも、空家の改修補助金というのが提案をさせていただいて

おります。２６軒分、今、要望がございまして、その改修に係る経費の５０万円の補助

金というところで、今回１７軒のかけたものを、ここに関連補助金として１,１５０万

４,０００円、計上させていただいているところでございます。私どもといたしまして

は、それではこのお試し住宅というのはどういった考え方の中で設置をするのかという

ところでございますが、今からまちづくり委員会等々、総合戦略に係る意見交換をさせ

ていただきます。これもやはり、農業研修を目的に、このお試し住宅に今までも入られ

た方、おられます。そういった方々につきましては、日原の枕瀬と、それから、津和野

のこの津和野の町中ということで、例えば木部とか畑迫に行かれる方については、お車

等で移動していただく必要がございます。 

 現状的には、このお試し住宅もまちづくり委員会との意見交換の中で、提起はさせて

いただきたいと思いますが、やはり空き家の登録、このバンクに登録していただいて、

まず住むところが地域にあると。それに住んでいただくためには地域を知っていただく

というような取り組みも必要だろうと思ってまして、まちづくり委員会が主体的にそう

いう御希望があれば、その地域の空き家を本町の空き家のお試し住宅として、設置をさ

せていただくような取り組みができないかというふうにも考えているところです。 

 議員さん御質問の、マスタープランというところで、本町の場合は、総合戦略上、人

口ビジョンというところで言いますと、先般、御紹介したように、転出と転入の社会動

態の差が、島根県下でも一番の影響があって、減少しているというふうな状況がありま

す。そういったことから含めると、住まいをどうするかというところの確保というとこ

ろは、この空き家バンクを使う、空き家を使うのか、つわの暮らし推進住宅ということ

で、昨年、５戸建てさせていただきましたが、それを使うのか。それとも、建設課サイ

ドのほうでお付けになっているマスタープランの中で、そういった町営住宅を活用する

のかというところを、総合的にまだ考えていく必要があるということで、議員さん最初

の質問については、今のところ、今、検討中の段階であるというふうなお答えをさせて

いただいたところでございます。 

 津和野と日原の拠点施設ということで、移動等の手段が、今後お試し住宅をつくりま

しても課題となるところでございます。本町といたしましては、４月以降、まだ検討段

階でございますが、町営バスの無料化みたいなところで、お試し住宅に入られた方につ



いてはそういった移動手段を確保させていただいて、この拠点の２施設を活用したいろ

んなところへ、移動していただくような支援等も、今、検討をしているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  わかりました。じゃあ、あくまでも今は、検討中で臨

時的な様子であると。しかし、将来的にはこれがちゃんとした計画の中に入っていく

という可能性はあるという。じゃあなるべく早く、そういう今、地域総合戦略版をつ

くってる、その中で検討しているということでしょうから、それが出てきたときに、

またちゃんとした案が示してもらえれば、それでいいかと思います。 

○議長（沖田  守君）  いいですか。建設課長、フォローはない。建設課長。 

○建設課長（田村津与志君）  住宅マスタープランの関係でございます。 

 建設課が使います、町営住宅というのは、低所得者で住宅困窮者というのを基本的に

対象にしております。ただ、そうは申しましても、県の中程度の所得の方が入られる特

定公共賃貸住宅というのもございます。さらには、若者定住住宅というのもございます

が、若者定住住宅で申し上げますと、実際のところ、夫婦と子供が１名、大きくなると

なかなか住めないぐらいの大きさというふうなこともございまして、定住とは言いなが

ら、またその後、住宅を求めていかないというふうなところもございます。 

 今、建設課として考えておりますのは、やはり定住政策として実施をしている住宅と、

建設課が使うものでは違うというふうなところもございまして、一応マスタープラン上

のいろいろ、将来的な姿も出してはおりますけど、定住政策におけるそういうものにつ

いては、また別物というふうに考えておりますし、県のほうでもどうですかねというふ

うなお話は聞いたことあるんですが、それは別物というふうにお答えも聞いておるので、

そのような考えで今は対応しているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  建設課長の聞きまして、確かに今のままの町営住宅で

したら、本当に最低の低所得者用ですけど、今後、マスタープラン町営住宅でやりか

えるわけでしょ。やりかえたら新築なんです。そうしますとぽっと見たら、低所得者

どころか、中堅も、さっき言いましたように十分入れる可能性があるし、むしろ外か

ら入ってこられてて、その新築の町営住宅を見させたら、私はここに入りたいという

ふうな意見ができるかもわからん。ベストポジションにある町営住宅なんですよね、

私思いますんで。 

 だから、そういう点では、今は別物。確かに今の現状では。しかし、改築し、新しく

なったときのことを考えたら、別物とは言えなくなるんじゃないかなと。むしろそちら

に入りたいというような意見も出てくるんじゃないかと。建ってる場所がいいもん、郊

外じゃなくて、津和野町の中。だから、そういうんでもう一度、何年後になるかわかり



ませんけど、そこら辺も、今、私申し上げましたけど、全体的な向こう何年間は考えま

した、この時期になったらここがこういうふうになっていくんだと。今は、臨時的にこ

うかもわからんけど、これがどういうふうになっていくかと。 

 そういうことも総合的に、やはりそれこそ総合戦略じゃありませんけど、勘案してこ

れはこの年代になったらこうなりますというのを、全部需要から適用される、そういう

こともよく考えて、今後、計画をしてほしいな。それが今後の５カ年間の地方戦略版で

しょ、津和野版でしょ。だから、そこをもう一度念を押しておきますんで、よろしくお

願いします。ちゃんと。 

○議長（沖田  守君）  町長、総合的に町長の回答をお願いします。町長。 

○町長（下森 博之君）  両課長申し上げたとおりでございまして、私のほうから総合

的にということでありますけれども。 

 マスタープランは、それはそれでまた、それに基づいて進めていかなきゃならないわ

けでございますが、なかなか現在、入居されておられる方々の移転の問題でありますと

か、それからお気持ちの問題もありまして、なかなか現状をマスタープランどおりに進

んでないという側面もございます。やはり、現在お住まいの方々のお気持ちというのを

まず優先して考えようということです。計画はつくっておりますが、そこに現実とのギ

ャップも出てきているというところであります。 

 それと同時に、今はこういう地方創生の取り組みであるわけでありますから、実際、

空き家も生じているわけでございまして、それをできるだけ早く活用していこうという、

これがつわの暮らし推進課の取り組みということでもありまして、ただ、やはり住宅と

いう一つの括りでは、当然、重なってくる問題でありますし、またさらには県営の住宅

で常々申し上げておりますけれども、県のほうからもそろそろ津和野で取り組みをして

みてはどうかというお話もいただいております。 

 私も、本当ならすぐ取りかかりたいところですが、何と言っても、今災害復旧に人の

手が、非常にそこに追われておる状態で、そこに今、着手できないという現実もあるわ

けでありますが。そうした災害復旧の状況も見ながら、そして地方創生の動きとそうい

うことも合わせて、早急に相対的な住宅のこの計画というものを、できればこの総合戦

略にも取り組んでいきながら考えていきたいというふうに思っているところでありま

す。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。３番、米澤君。 

○議員（３番 米澤 宕文君）  ７７ページですが、委託料で文化財修理工事設計監理

業務委託料。これは多胡家表門の番所修理工事設計監理とありますが、ここは既に工

事に入っておると思います、見た感じ。全部防護幕が張ってあって、工事をしている

ように見えますけれども、これはどうしてなのか。 

 そして、その下の負担金補助及び交付金。伝統文化団体補助金、国立文学劇場風流の

芸能に出演するとありますが、これはどの団体がするのでしょう。 



○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（羽多野寿子君）  失礼します。文化財修理工事設計監理業務委託料でござ

いますけれども、これは多胡家表門番所保存修理工事報告書を作成するという内容で

ございます。工事は一応終わっておりますが、その報告書を作成するためのこれは委

託料となります。 

 金額としましては、１５５万６,２８０円ですが、県の補助が２分の１ございますの

で、歳入のほうで７７万８,０００円入っておりますが、全体としては１５５万７,００

０円の予算組みになっております。 

 もう一つの伝統文化団体補助金の８０万でございますが、これは鷺舞保存会のほうへ

歳出をいたし、国立文学劇場の風流の芸能に参加をいたしますので、２分の１の補助で

８０万を計上させていただきました。 

○議長（沖田  守君）  ３番、米澤君。 

○議員（３番 米澤 宕文君）  伝統文化団体補助金、これは文学劇場で出演されると

いうことは、大変、津和野町にとっていいことと思います。また、津和野町の名前が

全国に広がることを期待します。 

○議長（沖田  守君）  質問じゃないんか。 

○議員（３番 米澤 宕文君）  質問はありません。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、京村君。 

○議員（１０番 京村まゆみ君）  すいません、４点ほど質問いたします。 

 まず、２０ページの総務費、企画費で、地域おこし協力隊企業支援補助金２００万円

というのが上がっておりますが、少し詳細をお聞かせください。また、財源もお願いし

ます。 

 それから、４８ページ、４９ページの商工費、商工振興費の日原にぎわい創出拠点づ

くり事業委託料２４１万ですが、先日、全員協議会のほうでも説明を受けましたが、地

域の方々が中心となって計画を進めてこられたということで、期待も大きいものだと思

っておりますが、図書館の移転というような話が出ておりましたが、あくまでも古民家

再生をした集いの場の中に、図書館機能を有しているというものであれば大賛成なんで

すけれども、図書館移転ということであれば、なかなかこのように急に出された議案で、

あまりに拙速ではないかなという気持ちがして、賛成できかねるなと思っているんです

けれども、その辺をもう一度、図書館移転ということになればそのための広さとか駐車

場整備とかで、また確保のために周辺の環境にかなり手を入れることになりますし、財

源、予算も大きく膨らんでくるということも予想されるので、その辺をもう一度、きち

んと説明をしていただきたいと思います。 

 それから、小さいものですけれども、５０ページの商工費、観光費の公有財産購入費

で用地購入とあります、２４万円ですけれども。どこで何のためのものかということを

お聞かせください。 



 もう一つは、全体的なことでちょっとお伺いしたいことがあります。過疎債を使った

財源とした事業が次々と上がっておりますが、もともと計画にあって増額というものも

ありますが、６月からこちらで新規に上がったものもあると思いますけれども、その過

疎計画の変更というものが上がってきてないように思うんですけれども、その辺はなぜ

なのか、よいのかどうか、ちょっと聞かせてください。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、議員御質問の２１ページ、地域

おこし協力隊企業支援補助金ということでございます。 

 まず、地域おこし協力隊の推進要綱の一部改正ということが行われまして、平成２６

年度の特別交付税措置の算定で適応されるということで、今回、この改正のポイントと

いたしまして、協力隊最終年次、または任期終了翌年の起業するものの、起業に要する

経費といたしまして、１人当たり１００万円を上限に、特別措置、交付税を措置するも

のということでございます。 

 本町の場合、今現在、２４名の地域おこし協力隊員がおられますが、このうち２名の

方が今年度、一応終了ということになります。１年以上を経験した方でということで、

今回の地域おこし協力隊の企業補助金というのを受けられるということでございます。

詳細につきましては、起業に要する経費ということで、お二方というところは津和野高

校の支援をしていただいております中村純二さんと、それから農林課のほうで農作業の

支援をされている新開さんということで、このお二人について、地域おこし協力隊の企

業支援のための補助金を１人１００万円ということで、お二人分２００万円を計上させ

ていただいたということでございます。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員の御指摘にございました、まずにぎわい創出拠

点づくりの事業の図書館機能との整合性の問題でございますが、先日の全員協議会で

も御説明をさせていただいた上で、議員の皆様よりさまざまな御意見をいただいたと

ころでございます。 

 その後も、教育委員会と商工観光課、またさらに専門家も交えまして、現場の状況等

も確認しながら、またさまざま競技を進めてきたところでございますが、先日の全協で

の御意見等も大変真摯に考えるべきがあるというふうに我々も思っております。とにか

く、最終的には皆さんが喜んでいただける施設にならない、拠点にならないと意味がな

いと思っておりますので、できるだけ教育部局の図書館機能としても十分、なり得るも

のというとこで、もう少し抜本的な部分から話し合いを進めて、よりよいものにしてい

きたい。その際には周辺の用地も含めて、さらにいろいろ調整を進めていきたいという

ふうに思っておりますので、単純に増改築ということだけに捉われず、もう少し話して

みようということになっております。 



 また、改めまして、より具体的な計画が皆さんにある程度、御提示できるときがまい

りましたら、またぜひとも御説明をさせていただきますので、また御意見を賜ればとい

うふうに考えております。 

 次に、公有財産購入費でございますが、これにつきましては工事請負費の中でも予算

化をしておりますが、麓耕の青野山の遊歩道に関連したということでございます。バイ

オトイレを設置を予定しておりますので、そのバイオトイレの設置予定地の購入という

ことになっております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  御質問の過疎計画の変更に関してでございます。 

 今年度につきましては、当初、県の過疎計画、あるいは過疎債の担当課でございます

しまね暮らし推進課のほうと協議を行いまして、前段に現状、今、過疎債のソフト事業

のほうが結構、各事業展開のほうで需要が多くなっているような状況でございます。従

来、昨年までは年度途中のところで補正もお願いしておりますし、その都度、同時に過

疎計画の変更のほうも上程をさせていただいているところでございます。 

 そういった状況でございましたが、今年度につきましては、しまね暮らし推進課のほ

うと事前協議としまして、各補正なり、計画変更の事案が出た段階で、まずしまね暮ら

し推進課のほうで過疎計画の事前の変更の協議をさせていただいて、その中である程度

了解がいただけた部分につきましては、過疎債の適債性等も判断をいただきまして、県

のほうで事前の了解をいただいた後に、どうしても年度の補正の中で、その都度出すと

いう方法もございますが、県下の市町村の過疎計画の変更の状況等も、その際聞いたと

ころ、多くの市町村がいずれかの議会、最終盤になりますので、どうしても１２月議会、

あるいは３月議会が多いというふうに聞いておりますが、そこでまとめて総合的に変更

部分を議会のほうに、上程するというような手法を取っているというふうにお聞きしま

したので、今年度からそういった形で上程をさせていただいたらというふうに考えてお

るところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  先ほど、同僚議員が質問された商工振興費、４８ペー

ジ、４９ページの日原にぎわい創出拠点づくり事業委託料のところですが、私もやは

り図書館をそこにつくられるということに、とても期待をしつつ、まだ練られてない

なという不安を持っております。先ほどのお答えの中に、専門家を交えての協議をさ

れたというので、その専門家はどういう方なのかっていうのが１つ、質問があります。 

 それと、図書館協議会というのが確か住民でできていると思いますが、その方からの

図書館をそこに行ったらどうかとかいう話をその方たちとはしておられるのかどうか

っていうのは２つ目と。 



 それから、教育委員会さんとどのくらいかかわってその計画を練っておられるかって

いうのが、ちょっと説明はしにくいかもしれないけど、教育委員会がかかわっているの

が全然見えてこないのでその辺を教えていただきたいと、県立図書館の方とか、ああい

う専門知識を持っておられる方を交えて、しっかりどのくらい面積がいるかとか、バリ

アフリーはどの程度したらいいかとか、職員何人いれば、これぐらいの面積は図書館な

んとかクリアできるよとかいうのもたぶんあると思うので、そういうところは専門家と

しっかり話をしていただきたいなと思っていますが、これからもう一回仕切り直しとい

うことを先ほど聞いたので安心しているんですが、どういうふうな仕切り直しの仕方を

されるかなっていうのを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  御指摘の点でございますが、まずどういった専門家

という部分では、先ほど議員の御発言の中にもございましたが、県の我々も教育委員

会から経由ではございますが、専門家、県の図書館の専門家の方にもお越しいただい

てお話をきいたということもございます。また、これが当初、まちなか再生推進事業

の関連でずっと進めておりましたので、津和野地区に町屋ステイをつくりましたが、

その当時から合わせて日原地区の中の動きを起こしていこうということで、ずっと継

続的にいろいろ、まだまだした話し段階のところから話を一緒になってしております。

そういった部分で、その町屋ステイをつくったところのコンサル会社についても、建

築としてのまだそういう雰囲気づくりをつくる上での、専門家としてお話もずっとさ

せてきていただいたところでございます。 

 さらに、図書館審議会についてもお話をお伺いをしておりまして、私のほうから申し

上げるのもあれかもしれませんが、教育委員会さんのほうでこのお話については議案と

して、一度は挙げられたという状況ではお聞きをしております。その中でもいろいろ御

意見があったということもお伺いをしております。その後も含めまして、先も全協後も

教育委員会とはお話をさせていただいているところではございますが、繰り返しにはな

りますが、先日の全協の皆様からの御意見も踏まえまして、本当によりよいものにして

いきたいという思いは、教育委員会、また我々商工観光課としても同じでございます。

このことが何か、日原の新たな起爆剤になってほしいという思いは、本当に切に思って

おりますので、そういったところを踏まえて、両方が入れるものにならないかというと

ころでは、ある程度これまでの増築ということに、これも用地が十分確保できないとな

かなか進められないところもございますが、そういった部分の用地が十分確保、さらに

できるようであればそこをもう一つ押し進めて、単純に倉の増築ということだけに捉わ

れずに、ただトータルとするとあの地域一帯を一つの共通ゾーンとして、雰囲気のある

ものにしていきたいという思いは、いささかも変わっておりませんが、そういった部分

でよりよいものにしようということで、もう少し、いろいろ考えてみようというところ



でございます。まだ、具体的に動向ということは申し上げられませんが、そういった部

分でもうしばしお時間をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  １点、質問。 

 いろいろ、図書館審議会からいろいろ御意見が上がってますって言っておられけど、

どんな御意見なのかなっていうの。それが教育委員会経由で届いているというのはちょ

っと、一緒にお話ができないのかなっていうのを不安を持ちましたが、その御意見はど

んなものがあったのかなというのを聞かせていただきたいのと、専門家を交えてこれか

らも、図書館に関する専門家です、を交えてしっかり協議していただけるというニュア

ンスはいただいたんです。県の図書館とこれからしっかりつながっていくとか、そうい

う言葉をいただかないと不安なので、その辺をもう一回言っていただきたいのと、私も

本当あそこに、古民家に座って、ゆったり本を読むっていう状況はとても楽しみにして

います。がしかし、その昔あった図書館がこっちに来ちゃったけど、やっぱりあっちに

あったほうがよかったよねなんて声になってしまっては困るので、本当お互いによりよ

い場所がつくれるようにと思って、済いません、いろいろ言わせていただきますが、よ

ろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  まさにおっしゃるとおりでございまして、本当にそ

ういった部分を踏まえて進めていきたいというふうに、本当県の図書館の専門家の方

にも入っていただいて、私が言うのは差し出がましいですが、当然、教育委員会と連

携をして、教育委員会さんの調整のもとで話をさせていただきたい。ぜひとも、今度

は一緒になって、図書館審議会等にも出させていただけることができるんであれば、

お伺いをしたいというとこも思っております。 

 それと、内容につきましては、本当これからでございますので、これについても繰り

返しますが、用地をさらに確保する部分もいろいろ踏まえて、駐車場等の問題もござい

ますんで、さらに推し進めて、何らかの、両方がウィンウィンになれるようなものにし

ていきたいと、まさに私もあそこでゆっくり本が読めるように、素敵な空間になってほ

しいと。そこに、まだ日中でも子育てされるお母さん方とかが河原で遊ぶようなことも

踏まえて、皆さんがあそこに寄っていただけるものになって、さらには中学校も通学路

の途中にあって、帰りがけにも寄れるというようなところにもなると思いますので、そ

ういった部分で、よりよいものになるということを願って進めたいと思いますので、ま

たいろいろ御意見がございましたら、お聞かせをいただけたらというふうに思っており

ます。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（羽多野寿子君）  図書館の関係でございますので、私からも一言。 



 図書館協議会を開催しまして、にぎわいづくりの関係で御提案をいただきましたので、

あそこの倉のところで、増設ありきでこういうふうに進んでいるというふうで提案をさ

せていただきまして、みんなで現地も見に行きました。やっぱり図書館を作るにしては

面積が少ないという意見をいただいておりますので、それを今、司書がまとめておりま

すので、それは文書にして残しておきたいと思い、その意見は観光課のほうには直接と

いうか、伝えてあります。その前に、担当司書と私と観光課の職員、または設計関連の

方とかっていうお方とお話を一応させてもらって、あそこはありきということでお話を

させてもらったところです。また、変更もあるかもしれないというようなお話もちょっ

といただきましたので、図書館教育課としてはあそこに移ってよかったなというような、

ある程度広さを持った図書館を目指していきたいというのが協議会の中の意見でござ

います。 

 専門家の意見でございますが、島根県立図書館、浜田に県の図書館の支所がございま

す。そこへ司書がおられますので、１回来ていただいてあそこの図書館、倉のとこで、

つくりにしたらどのような御助言がいただけるかということで、１回は来ていただけて

おります。やっぱし面積とか、バリアフリーとか、いろんな書架の置きかたとか、動線

とかという助言をいただいております。今度、また一体的な図書館をというふうに変わ

ってくることも考えられますので、また私は、一応館長でございますので、浜田のほう

の県立図書館のほうへ参って、いろんな助言を受けて今後に生かしていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  ２３ページの同僚議員が盛んに質問しておりますが、

つわの暮らしの住宅整備事業委託料、これは当初は借り上げというふうな計画であっ

たものを購入をされたようでありますが、まずこの築何年ぐらいの家なんでしょうか。

すると建物の評価はどれぐらいで買われたのか。これからも、いろいろそういう古民

家、買われると思うんです。そうしたとき、土地単価は平米、どのくらいの単価で購

入されておるんか。そこまで言うちゃやれんちゅうて言われますかもしれませんが、

一応建物の評価ぐらいは教えていただきたい。 

 それと、この事業に住宅整備事業があるんですが、庵プロデュース、庵さん、庵プロ

デュースというの昨年も入っておりました。知らんかいね。それじゃあ、次のページで

もう一回言いますけえ。 

 ４９ページに、今、日原のにぎわい創出拠点事業があります。同僚議員も非常に質問

しておりますが。これで、昨年度津和野町まちなか再生総合事業として、次期計画候補

物件調査で、日原地区空き家活用方法の提案として、業務委託を庵プロデュースにされ

ております。知っておられますね。当然、それは知っておられんにゃ。これと、今度の

日原のにぎわい創出事業と、今、言いました日原地区の空き家活用事業と、この関連は



どのようになっておりますか。また、庵さんがこれにも入ってこられるのか、依頼をさ

れておるのか、昨年度は相当の事業をやっておられますので、今年度もそのような計画

でおられるのか、そこを聞かせていただきたい。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  まず、議員さん御質問の２３ページ、つわ

の暮らしお試し住宅整備事業ということでございます。これは、まだ購入につきまし

ては、一応予定として本人さんの御希望の価格というところで購入費については計上

させていただいております。今回、手数料といたしまして、２２万円を計上させてい

ただいておりますが、これにつきましては鑑定手数料ということで、土地の評価と、

それから家屋の評価ということで、評価をさせていただいて、購入をさせていただき

たいということでございます。 

 今回の９月補正予算が可決されてからの取り組みということでございます。この物件

自体は昭和３５年に本体の建築がありまして、増築をされたのが昭和５８年ということ

でございます。私どもも何遍も見に行って、この耕地のほう、物件合わせて見させてい

ただいたんですが、程度的には本当に言いもので、そういったところの物件の状況の中

で購入に係る予算を計上させていただいたということでございます。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  この日原地区のにぎわい創出拠点づくり事業でござ

いますが、先ほど申し上げましたように、過去からずっと積み上げてきた内容がござ

います。 

 現在も、庵プロデュースのほうには、コンサルをお願いしていろんな計画、空き家の

部分の計画等についてはお願いをしておるところでございますが、その関連として、こ

の新たな今回の補正予算につきましては、古民家再生とは別途、新たな建物ということ

もちょっと必要性を感じておりますので、その新築部分についての基本計画的なものと

なってまいりますので、現在の進行から考えますと、当然予算化以降の話ではございま

すが、庵プロデュースが関連してくるという可能性はあるというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  今、課長さんの答弁じゃ、先に庵さんが入ってくると

いうふうな御答弁でありましたが、慎重の上にも慎重に相談していただきたい。この

前も、町屋ステイで、ああいうことがありましたんで、いろいろなことがあったんで

すから、それを加味したら私は今回は庵さんをそういうふうに頼ってされるのはいか

がなものかというふうに思っております。予算のことで、そのようなことになりかか

った思いますが、今後、そういったことも検討課題に入れて、しっかり予算計上して

いただきたい。このように思っております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  それじゃあ、ちょっと１点だけお伺いをいたします。 



 １５ページと４５ページの関係なんですが、有害鳥獣の被害対策協議会貸付金返還金、

収入のほうはそういう形で、これ県からだというふうに思いますが、それで支出のほう

では貸付金ということで上がってきておりますが、この辺、ちょっと私、お金の流れど

うなるのかなということがちょっとわからないのと、貸付金ということになると、何か

返してもらうようになるんかなちゅうような気もしとるんですが、そのお金のちょっと

流れと、この６３２万でございますが、恐らくイノシシ等の捕獲の報奨金とかそういっ

たものもいろいろ含まれておると思いますが、ちょっと内容が、概略わかればお聞きを

いたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  ここで計上をしております貸付金は、この補助金が確定

したことによる予算計上なんですが、この補助金が入るのが年度末になります。その

関係で活動ができないということで、町のほうから貸し付けをいただいて、補助金が

入った段階でお返しするという類の予算でございます。 

 内容につきましては、有害鳥獣駆除と言いますか、メッシュとか電柵とか、その辺の

経費がほとんどでありますが、ほかにも奨励金とか、そういった類も含まれております。 

○議長（沖田  守君）  関連。５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  わかりました。それで、この有害鳥獣の関係で、特に

津和野町が他の町村と少し違った組織を立ち上げておられるということもちょっと

聞いておりますが、その辺、ちょっと何か、僕が県の中でどこかの市は津和野町と同

じような国の補助事業ですか、取り上げて、津和野町も何かそういう取り組みをしと

るということを聞いておるんですが。特に、津和野町が他の町と違った取り組みをし

ておられるかどうかを聞きます。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  私どもは、今の体制しか知りませんで、他の町村がどう

いう取り組みをしておるかを存じておりませんで、比較することをこちらからお伝え

することができません。内容的にちょっとわからないんですが。 

○議長（沖田  守君）  ５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  ちょっと私の質問が悪いかもしれんですけども、私、

いろいろ聞いている中に、津和野町は何か特別に有害鳥獣対策について、変わった取

り組みをしているということをちょっと聞いたものですから、聞いたんですが。また、

課に行ってでもお聞きをいたします。 

○議長（沖田  守君）  ８番、御手洗剛君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  ３４ページ、３５ページであります。 

 児童福祉施設費の中で、木部保育所の修繕料として５４万上がっております。この内

容をちょっと教えていただきたいということと、ああして来年の４月からですか。社会

福祉法人の設立に伴って、法人経営の中で運営されるという方向になります。木部なり



直地の児童館、大変老朽化しているという状況の中で、今後、どのように修繕等をやっ

ていくか。また、法人のほうの準備会のほうでは、法人設立という、運営が始まる４月

以前に、そういった施設整備をしてほしいとか、整えてそれから運営をしたいというふ

うな要望があるのかどうか。その点について、お聞きします。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  木部の保育所施設費の修繕費でございますが、これにつきま

しては、木部の保育園の中に、以前、木部のほうの地区におかれましては、旧ふれあ

いの場で使われた部屋がございました。それが、今は保育園の物置のような形でなっ

ておるわけですが、それが湿気とかそういった関係で、座のほうが腐って抜けました

ので、それの修繕料を上げております。 

 それで、法人に向けて、立ち上げに向けまして、法人のほうからの要望等でございま

すが、基本的には法人に移行してから、木部につきましては今の場所でやるか、今後は

ほかの場所に移すか、旧の中学校等を使用できるかというような検討もしていく必要が

ありますけども、まだ木部については、今の現状の施設を使ってやっていただくと。 

 直地につきましては、一応、法人のほからも今の施設でやっていくことについては問

題ないだろうということでありましたが、これまでトイレのほうが汲み取り式のトイレ

を園の中でも使っておりますが、町の安全性委員会の中で、これまでも子供の安全性等

も指摘等もありました。それから、夏場等につきましては、子供が落ちてはいけないと

いうことで戸を開けてしておりますので、臭い等の影響もありますので、この分につき

ましては町のほうで、移管する前に直させていただいて、法人のほうへお渡ししたいと

いうことで、今回計上しております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ありませんか。 

 ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１１４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１１４号平成２７

年度津和野町一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 



 ここで、午後１時まで休憩といたします。 

午後０時 00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１１５号 

○議長（沖田  守君）  日程第１２、議案第１１５号平成２７年度津和野町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  質問いたします。 

 ６ページ、７ページで、総務費の中で繰入金があって、予備費があるわけなんですけ

ども、繰入金を入れなければいけなかった理由っていうのはどういったことなのかを、

お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  質問の要旨がわかりますか。川田君、もう一回、質問してく

ださい。川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  そうしますと、１０ページ、１１ページに歳出として

平成３０年度の国保の一本化に関する会議の出席で９万１,０００円が上がっている

と思うんですが、この歳入というのが一般会計からの繰入金、物件費として上がって

いると思います。一方で、１８ページ、１９ページには予備費が計上されているわけ

なんですけども、これは国保会計からは支出ができない会議ということなのか、どう

なのかなというので。 

○議長（沖田  守君）  参事。 

○参事（齋藤  等君）  国保会計におきまして、一般管理費につきましては一般会計

より、繰り入れを職員の給与であるとか、そういったものについては会計から繰り入

れております。予備費につきましてはあくまでも歳出歳入の調整ということでござい

ます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 



 これより、議案第１１５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１１５号平成２７

年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１１６号 

○議長（沖田  守君）  日程第１３、議案第１１６号平成２７年度津和野町介護保険

特別会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより、議案第１１６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございます。起立全員であります。したがって、

議案第１１６号議案第１１６号平成２７年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１１７号 

○議長（沖田  守君）  日程第１４、議案第１１７号平成２７年度津和野町簡易水道

事業特別会計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより、議案第１１７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１１７号平成２７

年度津和野町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１１８号 

○議長（沖田  守君）  日程第１５、議案第１１８号平成２７年度津和野町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより、議案第１１８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１１８号平成２７

年度津和野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

 ここから、議案追加提案がございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１３１号 

日程第１７．議案第１３２号 

日程第１８．議案第１３３号 

日程第１９．議案第１３４号 

○議長（沖田  守君）  日程第１６、議案第１３１号小型動力ポンプ積載車の取得に

ついてより、日程第１９、議案第１３４号平成２７年度星の子ステーション改修工事



請負契約の締結についてまで、以上４案件につきましては会議規則第３７条の規定に

より一括議題といたします。 

 執行部より、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  今定例会に追加でお願いをいたします案件は、契約案件４件

でございます。慎重審議を賜り、可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 議案第１３１号でございますが、小型動力ポンプ積載車の取得について、議会の議決

を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 続いて、議案第１３２号でございますが、平成２７年度津和野町デジタル防災行政無

線施設同報系設備工事請負契約締結について、議会の議決を求めるものでございます。

詳細については、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第１３３号でございますが、平成２７年度鷲原地区下水道管布設工事請負契約の

締結について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長

から説明を申し上げます。 

 議案第１３４号でございますが、平成２７年度星の子ステーション改修工事請負契約

の締結について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課

長から御説明を申し上げます。 

 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  それでは、議案第１３１号を御説明申し上げます。 

 小型動力ポンプ積載車の取得について、地方自治法第９６条第１項第８号の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。契約の目的につきましては、小型動力ポン

プ積載車２台の売買契約でございます。 

 まず、１台目でございますが、木部地区を担当しております第３分団に配備しており

ます積載車でございます。もう一台につきましては、小川地区を担当しております第５

分団に配備をしております積載車。これがいずれも購入後、２２年を経過しておりまし

て、老朽化が進んでおるということで、今回、消防団総合整備計画に基づきまして、更

新するものでございます。 

 積載車の仕様につきましては、ディーゼルエンジン搭載のパワーステアリング付き四

輪駆動車で、乗車定員は６名でございます。 

 契約の方法でございますが、指名競争入札による契約でございます。指名業者は９社

でございましたが、４社辞退をされましたので５社でもって９月８日に執行いたしまし

た。落札率につきましては９１.０７％でございました。契約の金額につきましては、

１,６９５万６,０００円、うち取り引きに係る消費税及び地方消費税の額は、１２５万

６,０００円でございます。契約の相手方は、島根県松江市東朝日町２３３番地４、株

式会社吉谷、代表取締役伊藤康晃でございます。 



 １枚めくっていただきまして、資料１をごらんください。仮契約書でございます。納

入期限でございますが、平成２８年１月２４日を期限としております。それから、納入

場所につきましては、津和野地区消防センター、津和野分遣所でございますが、こちら

のほうとしております。 

 以上でございます。 

 引き続きまして、議案第１３２号を御説明いたします。 

 平成２７年度津和野町デジタル防災行政無線施設（同報系）設備工事請負契約の締結

について、地方自治法第９６条第１号第５項の規定により、議会の議決を求めものでご

ざいます。 

 工事名につきましては、平成２７年度津和野町デジタル防災行政無線施設（同報系）

設備工事でございます。 

 契約の方法でございますが、一般競争入札による契約でございます。入札業者は１２

社ございまして、９月８日に執行したところでございます。落札率につきましては９６.

８５％でございました。契約の金額につきましては、４億７,２０６万８,０００円、う

ち取り引きに係る消費税及び地方消費税の額につきましては、３,４９６万８,０００円

でございます。契約の工期につきましては、津和野町議会の議決のあった日の翌日から

平成２９年３月２０日までにわたるものでございます。契約の相手方は、広島県広島市

中区大手町２の１１の１０、株式会社エヌエイチケイアイテック中国支社、社長本田隆

宏でございます。 

 １枚めくっていただきまして、資料１といたしまして仮契約書の写しを添付をしてお

ります。本工事の概要につきましては、全員協議会当初予算の審査等で御説明をしたと

ころでございますが、災害時における現行の有線通信網の切断による情報遮断の回避を

目的として、デジタル防災行政無線施設（同報系）の整備を行うものでございます。 

 お隣の資料２のほうに、回線の経路図のほうを添付をしております。親局であります

役場本庁舎から十種峯、益田の両中継局へ電波を送信いたしまして、そこから簡易中継

局、再送信子局、拡声子局、各世帯の個別受信機のほうへ送信するために必要な機器類

を今回設置するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（和田 京三君）  それでは、議案第１３３号平成２７年度鷲原地区下

水道管布設工事請負契約の締結について、御説明いたします。これは、地方自治法第

９６条第１項第５号の規定によって、議決を求めるものでございます。 

 工事名につきましては、平成２７年度鷲原地区下水道管布設工事でございます。 

 契約の方法は一般競争入札でございます。契約の金額は６,４５８万４,０００円でご

ざいます。契約の期間は、議決のあった日の翌日から平成２８年３月２５日までござい



ます。契約の相手方は津和野町高峯５５６番地１、有限会社ナガヨシ技建、代表取締役

永吉伯亨でございます。 

 次のページ以降に、資料といたしまして仮契約書の写し、平面図を付けております。

平面図、資料２をごらんください。赤色で示した部分が契約の工事区間でございます。

新橋付近から鷲原の吉岡商店下の付近にかけまして、口径１５０ミリから２００ミリの

下水道管を布設する工事で、施工延長は８６４.８メートルでございます。工事完成後

の下水道の供給開始対象戸数は、おおむね３０件でございます。入札結果でございます

が、９月８日に入札を行いまして３社が応札しております。入札率は９３.０％でござい

ました。 

 続きまして、議案第１３４号を御説明いたします。 

 平成２７年度星の子ステーション改修工事請負契約の締結でございます。地方自治法

第９６条第１項第５号の規定によって、議会の議決を求めるものでございます。 

 工事名は、平成２７年度星の子ステーション改修工事でございます。 

 契約の方法は、一般競争入札でございます。契約の金額は８,８５６万円でございま

す。契約の工期は議決のあった日の翌日から、平成２９年２月の２８日まででございま

す。相手方は、松江市春日町６３６、カナツ技建工業株式会社、代表取締役金津任紀で

ございます。 

 次のページ以降、資料といたしまして仮契約書の写し、並びに平面図を付けておりま

す。資料２の平面図をごらんください。赤斜線の示した部分が契約の工事場所でござい

ます。工事は、平成２７年度と平成２８年度の２カ年にわたって実施いたします。土木

工としまして、腐食被覆撤去、また修復工、それから防食被覆工、機械設備として、分

配槽の可動堰２台、汚泥かき寄せ機１基、濃縮かき寄せ機１基、仮設水の処理装置がご

ざいます。そのうち平成２７年度におきましては、機械の製作を行います。平成２８年

度につきましては防食被覆及び機械の設置、撤去を行います。 

 入札の結果でございますが、９月８日に入札を行いまして、２社が応札しております。

入札率は９９.８１％でございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  議案第１３１号小型動力ポンプ積載車の取得について、これ

より質疑に入ります。 

 ありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、議案第１３１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１３１号小型動力

ポンプ積載車の取得については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第１３２号平成２７年度津和野町デジタル防災行政無線施設（同報

系）設備工事請負契約の締結について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  済いません。先ほど、課長の説明の中にも予算審査の

中でいろいろ説明があったと思うんですが、確認させてください。 

 まず、このデジタル防災行政無線は送受信ではなく、一方通行の受信であるのかどう

かというのと、この個別受信機っていうのが資料の２にありますが、この工事契約には

この個別受信機までが入っているのかどうなのか。これはまた別個で備品購入費になっ

てくるのかどうか。それと、この個別受信機というのはどれぐらいの大きさのものにな

るのかをお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  まず、御質問１点目の一方通行であるかという部分

でございます。資料２のほうの回線経路図をもって御説明をいたします。ここの拡声

子局という部分がございますが、これはいわゆるラッパでございます。今、二十数局

予定をしておりますけれども、ここまでのところにつきましては双方向のやりとりが

できるというふうな設計でございます。したがいまして、各地域の畑迫体育館、以下、

日原集会所までのところでございますが、そちらのほうの施設のほうに双方向のでき

る電話機的なものを設置するという格好になっております。 

 それから、最終的に各戸のほうに配付いたします個別受信機でございます。大きさに

つきましては、またこちらのほうで指針と言いますか、こういったものということで当

町、入札のときに定めておりますけれども、今後は落札した業者のところで、本町が唱

えました要綱に基づいて、機器を払えるという格好になります。この工事費の中に含ま

れているということでございます。備品で別途契約等はございません。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより、議案第１３２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１３２号平成２７

年度津和野町デジタル防災行政無線施設（同報系）設備工事請負契約の締結について

は、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第１３３号平成２７年度鷲原地区下水道管布設工事請負契約の締結

について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより、議案第１３３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございます。起立全員であります。したがって、

議案第１３３号平成２７年度鷲原地区下水道管布設工事請負契約の締結については、

原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第１３４号平成２７年度星の子ステーション改修工事請負契約の締

結について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ありませんようであります。質疑は終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１３４号平成２７

年度星の子ステーション改修工事請負契約の締結については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．発委第３号 

○議長（沖田  守君）  日程第２０、発委第３号津和野町議会会議規則の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。本案件につきましては、会議規則第３９条第２項の規定により、

趣旨説明を省略したいと存じます。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、発議第３号は趣旨説明

を省略することに決定しました。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより、発議第３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。したがって、発議第３号津和野町

議会会議規則の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回、本会議は１０月２日であります。 

 本日は、これで散会といたします。 

午後１時 26分散会 



────────────────────────────── 
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 日程第２ 町長提出第 119号議案 平成２６年度津和野町一般会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第３ 町長提出第 120号議案 平成２６年度津和野町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について 



 日程第４ 町長提出第 121号議案 平成２６年度津和野町介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第５ 町長提出第 122号議案 平成２６年度津和野町後期高齢者医療特別会計
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 日程第７ 町長提出第 124号議案 平成２６年度津和野町下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 日程第８ 町長提出第 125号議案 平成２６年度津和野町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 町長提出第 126号議案 平成２６年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第 10 町長提出第 127号議案 平成２６年度津和野町電気通信事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 
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 日程第 12 町長提出第 129号議案 平成２６年度津和野町介護老人保健施設事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第 13 町長提出第 130号議案 平成２６年度津和野町病院事業会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第 14 町長提出第 135号議案 町道連峯線の路線廃止について 

 日程第 15 町長提出第 136号議案 町道連峯支線の路線認定の変更について 

 日程第 16 町長提出第 137号議案 町道畑向線の路線認定の変更について 

 日程第 17 町長提出第 138号議案 平成２７年度津和野町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第 18 請願第６号 島根原発の稼働・再稼働に反対し再生可能エネルギーの飛

躍的な普及を求める請願 

 日程第 19 請願第７号 後期高齢者医療制度の保険料の軽減特例の継続をすること

を求める意見書を国に提出することを求める請願 

 日程第 20 総務経済常任委員会委員長の所管事務調査報告について 

 日程第 21 文教民生常任委員会委員長の所管事務調査報告について 

 日程第 22 議員派遣の件 

 日程第 23 総務経済常任委員会の閉会中の継続調査について 

 日程第 24 文教民生常任委員会の閉会中の継続調査について 

 日程第 25 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 



 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 町長提出第 119号議案 平成２６年度津和野町一般会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第３ 町長提出第 120号議案 平成２６年度津和野町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第４ 町長提出第 121号議案 平成２６年度津和野町介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第５ 町長提出第 122号議案 平成２６年度津和野町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第６ 町長提出第 123号議案 平成２６年度津和野町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第７ 町長提出第 124号議案 平成２６年度津和野町下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 日程第８ 町長提出第 125号議案 平成２６年度津和野町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 町長提出第 126号議案 平成２６年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第 10 町長提出第 127号議案 平成２６年度津和野町電気通信事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第 11 町長提出第 128号議案 平成２６年度津和野町診療所特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第 12 町長提出第 129号議案 平成２６年度津和野町介護老人保健施設事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第 13 町長提出第 130号議案 平成２６年度津和野町病院事業会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第 14 町長提出第 135号議案 町道連峯線の路線廃止について 

 日程第 15 町長提出第 136号議案 町道連峯支線の路線認定の変更について 

 日程第 16 町長提出第 137号議案 町道畑向線の路線認定の変更について 

 日程第 17 町長提出第 138号議案 平成２７年度津和野町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第 18 請願第６号 島根原発の稼働・再稼働に反対し再生可能エネルギーの飛

躍的な普及を求める請願 

 日程第 19 請願第７号 後期高齢者医療制度の保険料の軽減特例の継続をすること

を求める意見書を国に提出することを求める請願 

 日程第 20 総務経済常任委員会委員長の所管事務調査報告について 

 日程第 21 文教民生常任委員会委員長の所管事務調査報告について 

 日程第 22 議員派遣の件 



 日程第 23 総務経済常任委員会の閉会中の継続調査について 

 日程第 24 文教民生常任委員会の閉会中の継続調査について 

 日程第 25 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

────────────────────────────── 
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１番 後山 幸次君       ２番 川田  剛君 

３番 米澤 宕文君       ４番 岡田 克也君 

５番 草田 吉丸君       ６番 丁  泰仁君 
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11番 板垣 敬司君       12番 沖田  守君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 竹内  誠君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 下森 博之君  副町長 ………………… 島田 賢司君 

教育長 ………………… 世良 清美君                     

参事（兼健康福祉課長） ………………………………………………… 齋藤  等君 

総務財政課長 ………… 福田 浩文君  税務住民課長 ………… 楠  勇雄君 

つわの暮らし推進課長 …………………………………………………… 内藤 雅義君 

商工観光課長 ………… 藤山  宏君  農林課長 ……………… 久保 睦夫君 

環境生活課長 ………… 和田 京三君  医療対策課長 ………… 下森  定君 

建設課長 ……………… 田村津与志君  教育次長 ……………… 羽多野寿子君 

会計管理者 …………… 山本 典伸君                     

────────────────────────────── 

午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。９月定例会、きょうが最終日でありま

す。引き続きお出かけをいただき、ありがとうございます。 

 ただいまより、平成２７年第８回定例会、５日目の会議を始めます。 

 ただいまの出席議員は、全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 



 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、５番、草田吉丸君、６番、丁

泰仁君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１１９号 

日程第３．議案第１２０号 

日程第４．議案第１２１号 

日程第５．議案第１２２号 

日程第６．議案第１２３号 

日程第７．議案第１２４号 

日程第８．議案第１２５号 

日程第９．議案第１２６号 

日程第１０．議案第１２７号 

日程第１１．議案第１２８号 

日程第１２．議案第１２９号 

日程第１３．議案第１３０号 

○議長（沖田  守君）  日程第２、議案第１１９号平成２６年度津和野町一般会計歳

入歳出決算の認定についてより、日程第１３、議案第１３０号平成２６年度津和野町

病院事業会計歳入歳出決算の認定についてまで、以上１２案件につきまして、決算審

査特別委員長の報告を求めます。３番、米澤宕文君。 

○決算審査特別委員長（米澤 宕文君）  おはようございます。それでは、決算審査特

別委員会審査報告書。 

 平成２７年第８回（９月）定例会において、本委員会に付託された平成２６年度津和

野町一般会計、特別会計及び病院事業会計の歳入歳出決算は、審査の結果、次のとおり

決したので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

 １．審査年月日、平成２７年９月１０日、１７日、２４日、２８日、２９日の５日間

であります。 

 ２．審査の結果及び概要・意見。 

 議案第１１９号平成２６年度津和野町一般会計歳入歳出決算の認定について。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は１００億８,１６１万１,６９５円、歳出総額は９９

億３,６７２万２,９４９円で、差し引き収支は１億４,４８８万８,７４６円の黒字決算

である。 



 （２）平成２６年度基金残高は、一般会計基金４０億６,３７５万８,０００円、前年

比にしまして１億１,９００万９,０００円増。土地開発基金３,２６４万９,０００円、

前年比１万円増。特別会計４億８,８２３万７,０００円、前年比４,２６５万６,０００

円増。総額は４５億８,４６３万４,０００円、前年比１億６,１６７万５,０００円増で

ある。 

 一方、地方債残高は、総額１１９億２,９４２万３,０００円、前年比２億８,６６１

万６,０００円増であり、町民１人当たりにすると１４９万９,０００円である。実質公

債費比率は１１.４％で、前年度より１.８％減で改善している。 

 （３）町税については、滞納総額５,５１５万３,０００円、前年比５８２万４,００

０円減である。また、不納欠損総額は１４２万９,０００円である。このことは、堅実

な滞納徴収の執行と、県及び町の税務担当課職員が互いに辞令を受け、県税や町民税の

滞納に共同で当たる「相互併任制度」による効果と思われる。 

 厳しい町内の経済状態であるが、税の公平性の観点から、今後もこれまで取り組まれ

たような徴収姿勢で臨むべきである。 

 （４）使用料等は、保育料等の滞納額４５万８,０００円、前年比１１４万７,０００

円減、住宅使用料の滞納額は８１３万７,０００円、前年比１９万２,０００円減で、総

額８５９万５,０００円となっており、前年比１３３万９,０００円減で、滞納額が前年

度より大幅に減少している。 

 住宅使用料については、連帯保証人に対しても滞納徴収を行うべきである。保育料に

ついては、話し合いによる児童手当からの差し引き徴収等も考慮すべきである。厳しい

経済状態の中で納付されている方もある。当町におって貴重な財源であり、公平性の観

点からも滞納徴収に努め、自主財源の確保に努められたい。 

 （５）昨年度のふるさと納税は９４９万２,０００円であり、一昨年度と比較し１５

０万６,０００円の増である。平成２０年度から２６年度までの累計が３,２５９万６,０

００円となっている。ふるさと納税の収入は大きな自主財源となり得るものであり、寄

附者の思いにこたえるよう有効な活用による魅力的なふるさと納税システムを構築す

るべきである。 

 （６）職員の時間外勤務は１万３,３３７時間で、２５年度１万６,４６８時間より３,

１３１時間減少している。一昨年の豪雨災害復旧事務の減少により大幅に減少はしてい

るが、著しく多い職員がいる。職務上やむを得ない事情もあるが、長時間労働を減少さ

せるためにも適正な人員配置・業務配分や課内の連携による労務管理の徹底を図るべき

である。 

 （７）不用額については各課で適正管理を徹底して行い、極力出ないよう予算編成で

しっかり検討されたい。また、繰越明許については、財源との関連もあるが、極力年度

内に事業が完了するよう努力をされたい。 



 （８）文化施設の入館者数が減少している。入館料収入は貴重な自主財源である。入

館者増を図る観光客増加対策として、島根県や大河ドラマ「花燃ゆ」のロケ地の萩市や

山口市と連携をとり、また、日本遺産に「津和野今昔～百景図を歩く～」が認定された

ことを最大限有効に宣伝し、対策を講じていくべきである。 

 （９）津和野町東京事務所を今後も存続していく上で、はっきりした目的、観光誘客

効果の立証も必要である。また、移住者の相談窓口としても宣伝するべきである。 

 以上、意見を付し、本決算は賛成多数で認定すべきであると決した。 

 議案第１２０号平成２６年度津和野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は１０億９,０９５万８,０２６円、歳出総額は１０億

８,５１７万２４４円で、差し引き収支は５７８万７,７８２円の黒字決算である。 

 （２）国民健康保険税の滞納額は２,０１８万３,０００円で、昨年の２,５９６万９,

０００円より５７８万６,０００円減少しており、滞納徴収努力が見られる。しかしな

がら依然として大きな額であり、税の公平性の観点から、継続して滞納徴収に努めるべ

きである。 

 以上、意見を付し、本決算は賛成多数で認定すべきであると決した。 

 議案第１２１号平成２６年度津和野町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は１３億７,８２５万６,６７８円、歳出総額は１３億

４,２７９万７,４８８円で、差し引き収支は３,５４５万９,１９０円の黒字決算である。 

 本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 議案第１２２号平成２６年度津和野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は２億８,８８１万６５０円、歳出総額は２億８,８０

７万１,１１２円で、差し引き収支は７３万９,５３８円の黒字決算である。 

 本決算は賛成多数で認定すべきであると決した。 

 議案第１２３号平成２６年度津和野町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は５億４,７７７万４,８７２円、歳出総額は５億３,

２３１万６,８７９円で、差し引き収支は１,５４５万７,９９３円の黒字決算である。 

 （２）水道料金等の滞納額は１,０６４万９,０００円で、前年比３５万５,０００円の

増となっており、さらなる滞納徴収努力が必要である。滞納処理は、税の収納対策と連

携して対処すべきである。 

 以上、意見を付し、本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 議案第１２４号平成２６年度津和野町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて。 



 （１）平成２６年度の歳入総額は３億８,４００万５４６円、歳出総額は３億８,２９

２万６,８３１円で、差し引き収支は１０７万３,７１５円の黒字決算である。 

 （２）下水道料金等の滞納額は１９８万３,０００円で、前年比９万円の増となって

おり、さらなる滞納徴収努力が必要である。滞納処理は、税の収納対策と連携して対処

すべきである。 

 （３）年度末現在の加入率は、津和野処理区５１.４％、日原処理区８３.２％である。

加入率を上げるよう今後も努力が必要である。新たな拡張工事は、加入率を考慮して慎

重に進められたい。 

 以上、意見を付し、本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 議案第１２５号平成２６年度津和野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は５５１万３,１９７円、歳出総額は５４６万３,７４

４円で、差し引き収支は４万９,４５３円の黒字決算である。 

 本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 議案第１２６号平成２６年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は１,１２９万７,０９３円、歳出総額は１,１２９万７,

０９３円の同額である。 

 本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 議案第１２７号平成２６年度津和野町電気通信事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は８,０８３万５,８２１円、歳出総額は７,９６４万６,

８１７円で、差し引き収支は１１８万９,００４円の黒字決算である。 

 （２）使用料の滞納額は５０万６,０００円で、前年比１１万７,０００円減となって

いるが、効果的な収納対策を強化すべきである。 

 （３）津和野町電気通信事業については資産管理業務だけであり、鹿足郡事務組合に

業務移管を検討すべきである。 

 以上、意見を付し、本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 議案第１２８号平成２６年度津和野町診療所特別会計歳入歳出決算の認定について。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は８,５４９万４,９６８円、歳出総額は８,２３０万７,

９４６円で、差し引き収支は３１８万７,０２２円の黒字決算である。 

 本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 議案第１２９号平成２６年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算

の認定について。 

 （１）平成２６年度の歳入総額は４億３,９７３万３,１８７円、歳出総額は４億３,

９４９万９,９８３円で、差し引き収支は２３万３,２０４円の黒字決算である。 



 本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 議案第１３０号平成２６年度津和野町病院事業会計歳入歳出決算の認定について。 

 （１）平成２６年度の収益的収入の総額は７億４,４５０万４,８９１円に対して、収

益的支出の総額は７億４,３２５万９１２円である。決算額から消費税等を除いて当年

度純利益は９６万８,６２７円である。資本的収入の総額３,７０５万８,２２７円に対し

て資本的支出の総額は７,０３６万８,７０７円となり、差し引き３,３３１万４８０円

の資金不足が生じたので、過年度分損益勘定留保資金で補填した。 

 本決算は全員賛成で認定すべきであると決した。 

 以上、平成２７年１０月２日、津和野町議会議長沖田守様。決算審査特別委員会委員

長米澤宕文。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 これより、委員長に対する質疑に入ります。質疑は一般会計、特別会計、病院事業会

計に分けて行いたいと思います。 

 最初に、一般会計について質疑をお願いします。ありませんか。６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  委員長、この認定で、見ますと、全員賛成で認定して

おる項目と賛成多数の項目があるんです。賛成多数のところでは、要するに違った意

見が出ているわけです。それで、どういうところで賛成ではないという意見が出たの

か、そういう主な意見というのはどういうことなんでしょうか。それぞれ賛成多数の

項目のところで教えてください。 

○議長（沖田  守君）  委員長。 

○決算審査特別委員長（米澤 宕文君）  一般会計につきましては、大きな反対理由は、

消費税が５％から８％に上がったこと。また、国民健康保険特別会計につきましては、

高い税率に合わせることなくしたほうがよいというような意見でありました。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  委員長さん、大変御苦労でございましたが、一、二点

お伺いしたいと思います。 

 決算認定の意義というのは、今回、決算認定制度というのが会計処理、事務処理、事

務統制の事前監視の役割を果たすわけです。そして、この事前監視の役割を果たし、こ

れが町長の執行責任を町民に向かって解除するということにこの決算はなるわけであ

りますから、議会にも責任がありますので、お尋ねをしたいと思います。 

 まず、１番目に商工観光費のことでお尋ねをいたしますが、町営駐車場について、駅

前の駐車場です。もしか調査されておりましたらお答えをいただきたい。 

 これが、大体駅前駐車場で１万台ぐらいの駐車があるわけですが、中で４,７２３台ほ

ど無料駐車というのがあります。これが安野美術館とか、そういった美術館関係で入ら

れる人は無料になっておるのか、大変、料金をもらうのは、わずか５,４００台ばかり

のあれになるんですが、ここでアルソックで昨年工事をされております。 



 入り口の自動開閉機のあれであろうと思いますが、これへ８,９００万も金がとって

わけですが、そうしますと差し引き５３０万ばかり本当赤字やっておるんですが、この

無料駐車場がどういうふうなことで４,０００台も無料になっておるのか、お調べにな

っておりましたらお答えをいただきたいと思います。 

 そして、もう１点ほどお尋ねをいたしますが、教育委員会費でありますが、これは施

設の修繕工事は別といたしまして、営繕工事のほうでお尋ねをしたいと思いますが、こ

の中で「その他の修繕」という項目が大変多くあります。これも、その他の修繕の金額

が７５０万ばかりあるわけです。これが、なぜこのようなその他の項目で上がっておる

のか。 

 例えば、小学校管理費、その他の修繕で１１９万６,０００円といったような大きな

数字が「その他修繕」という名目で上がっておりますが、これが実に総合計しますと相

当な金額になります。７５０万ばかりに上がっておるんですが、箇所数も相当あります。 

 これがなぜ「その他工事」でこういったことがされておるのか、なぜ小さい、どこど

この工事とかというのが、ほかのところは全部書かれておるんですが、そういったこと

で、膨大な数字が「その他工事」で金額が上がっておりますが、これを調査されており

ましたらお答えいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  委員長。 

○決算審査特別委員長（米澤 宕文君）  まず、一つ目の駐車場の件ですが、この件は

検討しておりません。二つ目の小学校営繕工事につきましても、話題といいますか、

話に出ませんでしたので調査しておりません。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、特別会計について、一括して質疑をお願いしたいと思

いますが、ありませんか。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  議案第１２０号からの特別会計でありますけれども、

黒字決算という報告ではありましたが、他会計からの繰入金によっての黒字決算だと

思います。この他会計からの繰入金について、どのような審議があったのかをお尋ね

いたします。 

○議長（沖田  守君）  委員長。 

○決算審査特別委員長（米澤 宕文君）  その件につきましても検討をしておりません。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、次に、病院事業会計について質疑

をお願いいたします。ありますか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、以上で決算審査特別委員長に対す

る質疑を終結します。 

 続きまして、討論、採決に入ります。 

 議案第１１９号平成２６年度津和野町一般会計歳入歳出決算の認定について、これよ

り討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  委員長報告に反対の立場で討論をさせていただきます。 

 平成２６年４月から消費税が５％から８％に上がりました。消費税は低所得者ほど苦

しめます。国が押しつけてきた住民の暮らしを脅かす政治の防波堤の役割を一番身近な

町政が行政として果たすべきです。しかし、増税された額が福祉で返ってくるはずの消

費税が町民の懐には返ってきませんでした。 

 国保税は上がり、物価も上がり、町民の生活は苦しくなる一方です。このまま異議を

唱えなければ、この次は１０％が待ち構えています。町民の暮らしはますます苦しくな

ります。 

 住民協働推進事業は、今後の展開に大きな期待を持っています。まちづくり委員会が

地域課題の解決の主体となり動きつつあります。しかし、地域提案型助成事業補助金の

根拠を各自治会・町内会を１単位とし３０万円としたことが、まちづくり委員会全体と

しての取り組みを妨げることになったと考えます。 

 プレミアム商品券では、町外への消費流出を一時的にとめる効果は認めますが、より

効果的な持続性のあるものを実施すべきと考えます。 

 以上の点から、委員長報告に反対します。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１１９号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２０号平成２６年度津和野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。７番、寺戸君。 



○議員（７番 寺戸 昌子君）  委員長に、反対の立場から討論をさせていただきます。 

 県内でも低い保険税に保つよう努力してきた津和野町が、高い保険税の他自治体に合

わせるその準備のために国保加入者が犠牲になるという広域化に向けての準備が、国保

税が上がる理由の一つに入ることには納得いきません。高過ぎる国保税は値下げが必要

です。 

 以上の観点から、委員長報告に反対します。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１２０号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２１号平成２６年度津和野町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１２１号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２２号平成２６年度津和野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  反対の立場から討論をいたします。 

 後期高齢者医療制度は高齢者を年齢で差別するもので、制度自体に反対します。よっ

て、この委員長報告に反対させていただきます。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 



 これより議案第１２２号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２３号平成２６年度津和野町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１２３号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２４号平成２６年度津和野町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１２４号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２５号平成２６年度津和野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 



 これより議案第１２５号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２６号平成２６年度津和野町奨学基金特別会計歳入歳出決算の認定

について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１２６号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。起立全員であります。したがって、

本案件は委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２７号平成２６年度津和野町電気通信事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１２７号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２８号平成２６年度津和野町診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 



 これより議案第１２８号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１２９号平成２６年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１２９号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 続いて、議案第１３０号平成２６年度津和野町病院事業会計歳入歳出決算の認定につ

いて、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１３０号を採決します。この決算に対する委員長の報告は認定であり

ます。本案件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、本案件は委員長報告のと

おり認定することに決しました。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

午前９時 43分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時 47分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き会議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１３５号 



日程第１５．議案第１３６号 

日程第１６．議案第１３７号 

○議長（沖田  守君）  日程第１４、議案第１３５号町道連峯線の路線廃止について

より、日程第１６、議案第１３７号町道畑向線の路線認定の変更についてまで、以上

３案件につきまして、会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  本定例会に追加でお願いをいたします案件は、町道廃止及び

認定変更案件３件、一般会計補正予算案件１の合計４案件でございます。慎重審議を

賜り、可決賜りますようよろしく願い申し上げます。 

 議案第１３５号でございますが、町道連峯線の路線廃止についてでございます。詳細

につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第１３６号でございますが、町道連峯支線の路線認定の変更についてでございま

す。詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３７号でございますが、町道畑向線の路線認定の変更についてでございます。

詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（田村津与志君）  それでは、議案の説明をする前に、追加の提案に至りま

した経緯について、まず最初に御報告申し上げたいと思います。 

 今年４月の１５日に、畑自治会より町道変更の要請についてというふうなことで要請

書が提出をされました。６月の議会で提案をしようかとも思っておったんですが、まだ

時期が早いというふうなことで、９月に提案をさせていただきましょうというふうなお

約束をしておったところでございます。 

 本議案については、初日に提案をすべきところでございますが、その提案をすること

を忘れておりまして、地元選出の議員さんのほうから「あの議案はどうしたのだろうか」

というふうな問い合わせがございまして、はたとそれに気づきまして追加議案を出さざ

るを得ないというふうなことになりました。申しわけございません。 

 それでは、議案第１３５号について御説明をいたします。町道連峯線の路線廃止につ

いてというふうなことでございます。 

 先ほど申しました畑自治会から提出された内容といたしましては、連峯線と畑向線の

一部を町道から農道に変更してほしいということでございまして、変更後は町道から農

道になるというふうなことでございますが、多面的機能支払い交付金、旧農地・水の事

業によりまして舗装を計画したいというふうなものでございます。実際のところ、実施

時期については稲刈りが終わった後に対応したいというものでございました。 

 現在、実際に現地を確認いたしましたが、民家がなく、農道としての利用が中心でご

ざいます。舗装をするというふうなことになりますと、道路としての利便性が高まると



いうふうなこともございまして、町道から農道になるということでございます。農道に

ついても町の管理ではございますが、旧農地・水多面的機能支払制度でいきますと、農

道でないと舗装ができないというふうなことで、今回、町道の廃止を行いたいという内

容でございます。 

 整理番号としては１,０４７、路線名、連峯線、起点、中曽野３８０番地先から終点

中曽野８３３番地先までということで、延長が１２９メートル、幅員が１.５メートル

から１.８メートルというふうなことでございます。その裏面に位置図、それから、廃

止をする連峯線の平面図をつけておるところでございます。 

 本議案について、１２月で提案ということも少し頭をよぎったのでございますが、民

間の業者のほうに舗装を依頼するというふうに聞いておりまして、１２月議会で提案を

いたしますと、実際雪が降ったりしまして３月しか工期がないと、３月になると今度は

公共工事の関係で舗装業者もなかなか手が回らないというふうなこともございまして、

どうでも９月に認定のお願いをしないと、業者の業務状況を考えたときにはどうにもな

らないかなというふうなことで、今回提案をさせていただいた次第でございます。 

 続きまして、議案第１３６号町道連峯支線の路線認定の変更についてということでご

ざいます。 

 変更前でございますが、整理番号が「３,０６７」というふうに書いてございますが、

申しわけございません。変更後の番号と同じものでございまして、「１,０４８」でござ

います。変更後の整理番号が１,０４８、連峯線、路線名、それから、起点については、

そこにありますようなことでございます。延長については１２７.８メートルでござい

ます。 

 変更前のものが、番号は同じくて連峯支線ということで、地番と幅員を書いてござい

ます。１ページはぐって、「連峯支線」というふうに書いてありますが、「連峯線」で

ございます。それと、１枚はぐっていただいて、平面図がついております。 

 済みません。この変更についてでございますが、通常、平面図のほうをごらんいただ

ければと思います。今ついております連峯線というものが、もともと連峯支線というも

のでございまして、先ほど御説明しました議案第１３５号の連峯線というのが、左側の

ところの十字路の交差点から奥が連峯線というふうになっております。 

 通常の場合、県道津和野須佐線のほうが県道でございますので、普通の場合であれば

連峯支線というのは、本線につながっておるものが支線、県道につながる場合には本線

というのが通常の原則でございまして、先ほど連峯線のほうを廃止いたしまして連峯支

線のみが残るというのはおかしいというふうなことになりますので、連峯支線を連峯線

に名称を改めさせていただきたいというものでございます。 

 次に、議案第１３７号町道畑向線の路線認定の変更についてでございます。 



 この関係は、変更後が畑向線、整理番号が１,０８４、起点終点書いてございます。

備考もあります。変更前のところが、申しわけございません。整理番号が１,０８４でご

ざいます。 

 変わりますところが、終点側を見ていただければと思いますが、変更前が「中曽野９

７３番地３」というふうになっておりますが、変更後が「中曽野９００番地」というふ

うなことでございます。延長が、変更前が「１,６１３.７メートル」、変更後が「９０

８.７メートル」ということで、延長が短くなるというものでございます。 

 資料をごらんいただければと思います。畑向線の平面図というものがございまして、

当初、一番下のところから上の破線の上までが畑向線の認定をいただいた路線でござい

ますが、今回、地元のほうから一部を廃止というふうなことになりまして、破線部分を

廃止をしたいということでございます。ということで、延長が短くなるということでご

ざいます。 

 道路線の中で廃止をするということでございますが、その道自身は残ってまいります

ので、路線の認定の変更というふうな形で対応をさせていただきたいというふうなもの

でございます。 

 議会初日に提案をするのが本来でございますが、よろしくお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 議案第１３５号町道連峯線の路線廃止について、これより質疑に入ります。ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第１３５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１３５号町道連峯

線の路線廃止については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第１３６号連峯支線の路線認定の変更について、これより質疑に入

ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結します。 



 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、討論を終結します。 

 これより議案第１３６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１３６号町道連峯

支線の路線認定の変更については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第１３７号町道畑向線の路線認定の変更について、これより質疑に

入ります。ありませんか。５番、草田君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  ５番、草田です。済みません。現地がわかりませんが、

１点だけお聞きしますが、この路線についての関係戸数は何戸の町道なのかをお聞き

をいたします。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（田村津与志君）  戸数としては２戸以上はございますが、何戸というとこ

ろまで数を覚えておりません。ちょうど点線が始まる所でございますが、村上英喜前

議員さんのお宅がある所でございます。本線については路線の認定を既に終えており

ますので、町道認定のその基準を適用するということではなくて、現状の路線を短く

するというふうな考えでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、討論を終結します。 

 これより議案第１３７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１３７号町道畑向

線の路線認定の変更については、原案のとおり可決されました。 



────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１３８号 

○議長（沖田  守君）  日程第１７、議案第１３８号平成２７年度津和野町一般会計

補正予算（第４号）を議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１３８号平成２７年度津和野町一般会計補

正予算（第４号）についてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８００万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を９３億２,５３４万９,０００円とするものでござ

います。詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。よろしくお願いい

たします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  それでは、議案第１３８号を御説明いたします。歳

出のほうから御説明いたしますので、１０ページのほうをお開きください。 

 総務費でございます。企画費の委託料といたしまして、地域おこし企業人に係る給与

相当分及び現地調査費用を含んだ地域おこし企業人交流事業委託料３４０万円を新た

に計上をしております。 

 それから、諸費でございます。諸費の工事請負費でございますが、長福の危険家屋解

体に係る工事費５８万６,０００円を新たに計上しております。 

 なお、この件に関しましては、後ほど詳細につきまして、つわの暮らし推進課長より

御説明を申し上げます。 

 次に、住民協働推進事業費でございますが、地域活動支援室の設置に伴いまして、集

落支援員２名を配置するために要する経費を総額で３４８万２,０００円、その下の定

住対策費でございますけれども、同じく支援室のほうに、つわの暮らし相談員２名を配

置するために要する経費、総額６３万４,０００円を新たに計上をしております。 

 それでは、歳入を御説明いたしますので、８ページのほうにお戻りください。地方交

付税でございます。普通交付税８００万円を増額をしております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、先ほど総務財政課長より説明を

いたしました１１ページの諸費、工事請負費について御説明をさせていただいたらと

思います。 

 お手元のほうに資料のほうを配付をさせていただきました。今回、この工事請負費に

つきましては、長福の危険家屋の解体工事費として計上をさせていただいたものでござ

います。 

 まず、この資料の１番目の危険家屋の状況でございます。所在地につきましては、津

和野町長福５６３の４ということで、２ページ目の所に位置図をつけております。手前



側のほうが津和野の方面ということで、長野自治会館のそばにある当該危険家屋という

ことで、赤いマークをした所でございます。 

 この所に建っております面積が、土地が２８１.４３平方メートル、それから、家屋

のほうが、木造平屋建て、明治４３年建築の部分８０.３６平米、それから、木造２階

建て、これは大正１２年の建築ということで、６７平米ということになっております。 

 この危険家屋の状況の写真を３枚目の所につけております。一番上の左の段が２階建

ての外壁部分ということで、手前、県道側のほうから写真を写したもの。それから、上

の段の右側の写真が、この外壁の裏側の部分を写したもの。それから、下の段の左側、

これが平屋建てのほう、県道側のほうから斜めに写真を撮ったもの。それから、下段の

右側の写真、これも外壁の後ろ側から写真を撮ったものということでございます。 

 所有者さんはナガタヒチジロウさんということで、既にお亡くなりになっているとい

うことでございまして、経過のほうとして、表の資料に移りますが、まず１番目、平成

１０年ごろからこの物件については空き家になっております。 

 ことしの、②のところに書いてありますように、８月に住宅の一部が崩落をして、今

回、写真の左上に写っていた木造２階建ての家屋の道路側の外壁部分が倒壊する恐れの

ある危険な状況に今なっているということでございます。 

 ９月の３日に木部駐在所からも当該の空き家が危険な状態であるということで、早急

な対応が必要ではないかというような通報を受けております。 

 また、④のところに書いておりますが、地域住民の方からも当該家屋が危険な状態で

あるということで、この点については、まちづくり委員会、あるいは自治会長を集めた

地域公共交通会議の前段のバスの廃止等の協議を地元で行った際にもそういった意見、

あるいは相談が出されていたということでございます。 

 昨日、１０月１日、正式に地元自治会長から当該危険家屋の対応について要望したい

ということで、後ほど要望書も提出させていただくというような住民の皆さんからの御

意見も踏まえた、そういった経過がこれまであったということでございます。 

 対応策といたしまして、空き家の特措法、あるいは災害対策基本法というようなとこ

ろでいろいろ県とも協議をしながら、この９月の３日以降ずっと協議をさせていただき

ました。 

 今から台風シーズン、風対策等で、そういった強風が吹いた場合に、この外壁の２階

建ての左側の一番上に写っていた写真の部分が倒壊する恐れがあるというようなとこ

ろで、私どもとしては、対応として人の生命、身体及び財産に被害を与える恐れが高い

という判断の中で、緊急的な応急措置として、木造２階建ての家屋の道路側の外壁部分

のみ解体をさせていただきたいということで、今回の、最終日ではございますが、補正

予算５８万６,０００円を計上させていただいたということでございます。 

 この物件につきましては、所有者の方がお亡くなりになられておるということで、相

続人で世話をされている長女の方と広島のほうでお会いをいたしまして、取り壊しにつ



いての承諾は得たということで、今回、この２日の議会のところで提案をさせていただ

くということにしております。 

 また、抵当権等の設定もございまして、ＪＡ島根のほうとも協議をして、解体につい

ては同意をいただいております。 

 そういったところで、今回の予算提案に至ったということでございまして、本日御同

意がいただければ、すぐにでも２階建てのこの外壁部分だけは解体をさせていただきた

いと、これは、解体の撤去の工事費等は含まれておりませんので、解体をさせていただ

いてビニールシートで覆う、そういう程度の応急措置ということでございますが、そう

いった考え方の中で今回実施させていただきたいということで考えております。 

 なお、対応の③にありますように、空き家等の適正な管理に関する条例、これにつき

ましては１２月を目途に今検討をしているところでございます。後ほど全員協議会の場

でこの条例の中の検討の具体的なところを議員の皆様にも御説明をさせていただいた

らというところで、この条例制定前の取り組みということでございますが、緊急的な措

置として、今回提案をさせていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。３番、米澤君。 

○議員（３番 米澤 宕文君）  このようなことにつきましては、他の市町村でもいろ

いろありますけれども、先ほど言われたように、空き家条例が津和野町はまだありま

せん。他の市町村では、解体は行政がして後で請求をするというような方法もありま

すが、これは、一応町が立てかえて、その後請求をされるのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員さんの御指摘にありましたように、こ

ういった解体経費については所有者が負担するものということで私ども考えており

ます。今回、広島でこの相続人の方とお会いをしたときも、この請求についてはさせ

ていただくということでお話はさせていただきました。 

 ただ、今回の件につきましては、請求はさせていただきますが、非常に抵当権設定が

されている部分と、相続人さんのいろんな家庭の御事情等ございます。そういったとこ

ろで、今回、満額の請求にさせていただいて、収納関係のところがどのぐらいで入って

くるかというところは、分割納付等も含めてまだまだこれから協議するところはござい

ますが、議員御指摘のとおり請求をさせていただくということで考えております。 

○議長（沖田  守君）  ３番、米澤君。 

○議員（３番 米澤 宕文君）  もう１点ですが、５８万６,０００円、随分安い見積

もりなんですが、普通１００万、２００万単位でかかると聞いておりますけれども、

建物が昔ので簡素な建物かもしれません。この程度でおさまるわけですか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  この写真の左上の外壁がここ残った部分、

そして、こちらに母屋の部分が左の下にございます。これ全体を解き払うわけではな

くて、応急措置として２階建てのこの外壁のみを解き払うということで、一応参考的

に業者のほうから見積もりをとっております。これを崩してビニールシートをかける

だけという経費が５８万の今回提案させていただいた金額ということでございます。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  委託料の３４０万の件ですが、地域おこし企業人交流

事業委託料とあります。具体的に大体どういうことをされるのか、これは。「企業人

交流事業」て、こう書いてあります。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  ９月の１８日に全員協議会のほうで報告を

させていただきました。 

 見守り、あるいは買い物支援ということで、今、日原工業を改修をさせていただきま

して、この企業人交流プログラム、東京のほうからシャープの社員さん２名に来ていた

だきまして、このシャープの持っているところのノウハウを活用させていただきまして、

ＩＴを使ったそういった見守り、あるいは買い物支援というようなシステムの構築と、

それから、住民の皆さんに対してそういった普及をさせていただきたいということで考

えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  よう様子がわからんのですが、解体の分でございます

が、この写真の下側の左、窓が４つ見えます。あのほうの側を解体するということな

んでしょ。そうすると奥行きが何ぼもないです。これを外壁を合わせたら、あとその

まま残る考えをされておるんですか。恐らく瓦から何からみな外さんとやれんと思い

ますが。 

 それで、右側の写真があります、下の。これに平屋がひっついています。これは置く

んでしょ。２階だけを倒すんでしょ。ほじゃが、残る部分が左の絵を見ても何ぼもない

んです。これが本当に外壁だけ取って残るんですか。後また倒壊の恐れが出るんじゃな

いですか。そのようなことは御専門に見積もっちゃったんでしょうが、恐らく倒壊の恐

れが出ると思いますが、そのことはどうなんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回、空き家条例等の制定については１２

月議会でさせていただくということで、その辺の手続については、特措法でいいます

と、指導・助言、それから勧告・命令、それに従わんときは代執行というような流れ

の中で行っていきます。 

 今回、最も危険であるというところだけを相続人本人さん、あるいは抵当権の設定を

されているＪＡ島根さんと協議をさせていただいて、この部分だけをとにかく危険であ



るからということで応急的な措置をするということで、今回予算提案をさせていただい

たものでございます。 

 議員御指摘のとおり、右側の母屋というところもございますし、それから、これ完全

に全部撤去して、それからそこを更地のようにすると大体４５０万ぐらいの今見積もり

が出ているところでございます。 

 私どもとしては、相続人さんの家庭のいろんな御事情の中で、今回請求もさせていた

だく予定にはしておりますが、そういったところの状況も踏まえて、今回、この最も危

険な所だけを予算提案の額でさせていただきたいという考えの中でやったということ

でございます。 

 右側の部分についても、こういった物件については、後ほどまた全員協議会の場でも

考え方等を報告させていただきますが、津和野町内、基本的には今５００棟ぐらいの空

き家を確認をしておりますが、倒壊の危険性がある物件については６４件ぐらい今把握

をしているところでございます。 

 生命及び身体、あるいは財産に大きく影響があって、そういった恐れのある物件とい

うところにつきまして、今回、そういった空き家条例の中で対応をとっていきたいとい

うふうに考えておりますが、現状的なところでいいますと、この左側の所だけをそうい

った考え方の中でどかさせていただきたいというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  課長さん、これは骨組みは残して、外壁だけをのける

というふうなお考えです。早う言えば、へたがあって、はりがあって家ちゅうものは

成り立っておるんですから、こっちのはり側を全部取るということは、骨組みは置い

ておって、外壁が落ちるからのけられる工事なのか、それともはり側を全部これだけ

切ってのけてしまうのかということを聞きたいんですが。 

○議長（沖田  守君）  課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員御指摘のとおり、そこまでのはり等の

部分も含めて崩す予定にしております。 

○議員（１番 後山 幸次君）  もう１回。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  はり等の部分も含めて崩す、撤去する予定

でございます。 

○議長（沖田  守君）  １番、後山君。 

○議員（１番 後山 幸次君）  はり側を全部残したら、残るところはへた側がわずか

しかないです、この写真を見ても。それで果たして家が後もつと思うておられるんで

す。もしかこれだけやって、外壁部分を、はり側をのけるんですから、道路側にも。

それで、あと残してシートをかけて、もしかこれが倒壊したときには誰の責任になり

ますか。 



 町が手をつけたんじゃけ町がちゅうようなことにならしませんか。もしか事故があっ

た場合です。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  空き家のこういった物件については、所有

者責任というのは当然ございますので、今回、所有者の相続人である方についても、

この右側の平屋建ての部分についてはそのまま残した中で、左側のこの２階建てのと

ころの外壁部分のみを撤去するという方針でございます。 

 その辺のところの議員さんの御指摘のところは、現場のところで、どういった状況に

なるか、一応そういったところでの見積もりをとらさせていただいておりますので、基

本的にはこの左側だけの対応で、私どもとしては、当面の危険は回避できるということ

で考えております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  休憩をとって、全員協議会の開催をお願いいたします。

（「賛成です」と呼ぶ者あり） 

○議長（沖田  守君）  緊急動議が出ましたが、皆さん、いかがですか。（「賛成で

す」と呼ぶ者あり） 

 執行部におかれては、全協を開いて、そして説明を十分して、再度提案という形にし

ますか、どうしますか。（「どちらでも結構で、御判断に従います」と呼ぶ者あり） 

 ただいま２番、川田君から全員協議会で説明を求めたいという由の発言がございまし

た。賛同する議員の方は挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（沖田  守君）  挙手多数でありますから、この一般会計の補正につきまして

は、全員協議会を開催をして、その後再度審議をいただくと、こういう取り計らいに

したいと存じます。 

 それでは、ここで暫時休憩といたしたいと思います。 

午前 10時 25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 08分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩を解き、全員協議会を終了して、本会議に移りたいと思

います。 

 日程第１７、議案第１３８号平成２７年度津和野町一般会計補正予算（第４号）の質

疑途中でありましたが、その他質疑がありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  今回の件は、条例制定前ではありますけれども、この

写真を見ても、また、現地の建物を見ても、通学路であり、道路に面した地場のとこ

ろであり、また、この状況も半壊以上、３分の２程度が倒壊しておると思います。 

 そして、この建物についても抵当権が発生しており、そして、所有者の経済的問題も

ある、そして、工事費については分割納付も考慮しながら本人に請求をするということ

でありますので、特にきのうのような爆弾台風、そして、地震等が来たときには、また、

台風等が来たときには、非常に私は危険性があると思いますので、今回は条例制定前で

はありますが、認めるべきだと思い、賛成の討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。８番、御手洗君。 

○議員（８番 御手洗 剛君）  空き家調査をいたしましても、大変件数の多くなった

この危険倒壊のある物件がございます。その中で今回、町内長福にありますこの物件

につきましてでございます。 

 既に以前から瓦等が飛散するということで、防護壁をお隣の方はつくっておられたで

す。それも当然自己負担でありますが、そういった対応をされてきたとか、また、８月

の後半に、風もありまして、朽ちまして、このような倒壊に至ったところであります。 

 この倒壊をしたこの写真をごらんいただきましたら、上の左側、この建物の左側にも

倒壊した残骸があるわけであります。隣の方が、かなり密集しておりますので、近い、

わずかなスペースしかございません。 

 その片づけを現在もしてきておると、苦情も行っていくところがない中、自分で家に

近いところに倒れかかった物を整理をするというふうな形、また、県道に対するこの物

件が倒れかかるという恐れがありまして、１０年近く前から通学路としてはふさわしく

ないということで、迂回して学校へ行くという子供たちの実態もありまして、私も６月

に一般質問をしたわけであります。 

 大変、こういった対応につきましては例外的な措置をせざるを得ないというふうにも

考えてきたところであります。ひとつそういった意味で、今回の措置としてやむなく、

条例制定前ではありますが、認めざるを得ない、また、認めていただきたいというふう

な思いで賛成といたします。 

○議長（沖田  守君）  反対者の反対討論はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、討論を終結します。 

 これより議案第１３８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 



〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１３８号平成２７

年度津和野町一般会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．請願第６号 

○議長（沖田  守君）  日程第１８、請願第６号島根原発の稼働・再稼働に反対し再

生可能エネルギーの飛躍的な普及を求める請願を議題といたします。本請願につきま

しては、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 

 お諮りをいたします。本請願につきましては、会議規則第９２条第２項の規定により

委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。よって、本請願は委員会付託を省略

することに決定いたしました。 

 これより、本請願について、紹介議員より説明の必要があれば、これを許可します。

７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  本請願について、趣旨説明をさせていただきます。 

 福島第一原発事故では、４年以上経過した今もいまだに１２万人の人々が避難生活を

余儀なくされています。事故現場では高濃度の放射能汚染に阻害され、原子炉内の状況

さえ把握できていません。原因究明の調査のめども立っていません。福島第一原発の事

故は、人類がまだ原子力を制御する能力を持っていないこと、人類と共存できないこと

を明らかにしました。 

 大飯原発運転差しどめの請求裁判の判決で、「大飯原発３号機、４号機の原子炉を運

転してはならない」と判決が下されました。極めて多数の人の生存そのものにかかわる

権利と電気代の高い、低いの問題は並べて論じるべきものではない。国富とは豊かな国

土とそこに国民が根をおろして生活をしていることであり、これを取り戻すことができ

なくなることが国富の喪失である。原発事故は最大の公害、環境汚染であることに照ら

せば、環境問題を原発運転の根拠とすることは甚だしい筋違いであると述べています。 

 世論調査では、国民の６から８割が原発ゼロの日本を願っています。しかし、中国電

力は、島根１号機の廃炉は決めたものの、２号機の再稼働、３号機の新規稼働の方針に

固執しています。中国電力は再三にわたり点検漏れ、データ改ざんを繰り返してきまし

た。その都度再発防止策を策定してきましたが、実効性はなく、繰り返されています。

しかし、溝口知事は、原子力規制委員会の許可が出れば原発の稼働を認める意向です。 

 島根原発の３０キロ圏内には、島年県民の７割近い３９.６万人が暮らし、県の中心

機能が集まっています。この地域の住民の避難計画が策定されてはいます。津和野町も

松江市乃木に住む１万６,０００人のうち、２,０００人の避難先に指定されていますが、



実効性があるものにはなっていません。県民の７割もが長期にわたり避難生活を強いら

れれば、島根県の存立さえ脅かされ、津和野町も同じ運命をたどります。 

 多くの県民が望んでいるのは、原発に頼らない社会、省エネと再生可能エネルギーの

普及でエネルギーの地産地消を目指すことです。津和野町では再生可能エネルギーのバ

イオマス発電を目指しています。 

 島根県が原発依存から脱却し、積極的な省エネ対策や再生可能エネルギーの飛躍的な

普及を図れば、地域に産業を興し、県外への消費流出を防ぎ、環境汚染をなくして温暖

化ガスの排出を減らすことができます。地域の活性化とともに少子高齢化や過疎対策に

つながります。 

 よって、津和野町議会において県知事に対し、実効性ある広域避難計画が実現しない

限り、島根原発の稼働をさせないこと、広域避難時の受入自治体への体制整備のための

財政支援をすること、安全協定に周辺自治体も参加させるよう中国電力に働きかけるこ

と、再生可能エネルギーの飛躍的な促進と低エネルギー社会の実現を図ること、以上の

要望を求める意見書を上げていただきますようお願い申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  請願の紹介議員さんに対して質問をいたしますが、こ

の請願につきましては、さまざまな考え方がある中で、高度な政治レベルの話になっ

てくると思います。 

 一概に原発の再稼働をしてほしくないということではなく、この請願は、あくまで広

域避難計画が実現し、周辺自治体が安全協定を結べば稼働していいということであると

思うんですけれども、お伺いすると、これは県に対してというよりは、むしろ国に対し

て要望すべきレベルではないのかなと思っております。まずその点が１点と。 

 次に、これが提出されておりますのは、島根県松江市の方が請願されておりますけれ

ども、松江市議会は原発マネーで多くの予算を受けていると思います。その松江市議会

においてはどのような採択がされたのかをお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  県に要望するのではなく、国に対する要望ということ

ですが、島根原発に関することの要望ですので、やはり県知事に対して、その稼働に

対することの要望だと思うので、知事に対してするべきだと思います。 

 それと、この同じ請願に対する松江市の市議会の対処のされ方は、私は把握しており

ません。済みません。 

○議長（沖田  守君）  ２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  いわゆる松江市は、旧鹿島町を含む原発がある市であ

ります。その松江市においてはいろんな議論が行われていると聞いたことがございま

すけれども、この津和野町が、もしも松江市がこの原発に対して理解を示して再稼働



を容認ということであれば、我々は口を出すことはなかなか言いづらいのじゃないか

と、請願の趣旨として。 

 原発の再稼働に関しては、もちろん議員がここ示されておりますように、安全協定、

周辺自治体ですから、そして島根県にかかわることもありますけれども、島根原発の再

稼働に関しては、原子力規制委員会が今、元になってやっていることですので、県知事

に対してというよりは、国レベルに対してお願いするべきではないかと思いますので、

先ほどの質問をさせていただいたわけですけれども、松江市以外ではどのような採択が

あったかというのは御存じなのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  県知事が許可しないと稼働ができないので、県知事の

要望ということです。それで、ほかの自治体の対応は、済みません。把握しておりま

せん。 

 それと、先ほど松江市民が賛成なら、津和野町民は反対するべきじゃないんじゃない

かというお話がございましたが、万が一の場合、津和野町もかなりの影響を受けます。

ですので、やはり津和野町民として意見を上げるべきだと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。以上で、紹介議員に対する質疑を終わ

ります。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  私は、基本的には卒原発の立場であります。原発は段

階的に計画的に減少していき、将来的には原発ゼロにしていくべきだと考えておりま

す。今回、最終的に判断される溝口知事は非常に慎重な方で、もしも知事が判断され

るとすれば、それは慎重にも慎重を重ねた上での判断であると思います。 

 島根県政の発展を願い、溝口知事を支持する者として、知事の判断を尊重したいと考

え、反対の討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  賛成の討論、反対。 

○議員（４番 岡田 克也君）  反対。 

○議長（沖田  守君）  今の４番、岡田議員は、もう一度簡略に反対理由を述べてく

ださい。 

○議員（４番 岡田 克也君）  先ほどの説明の中で、「溝口島根県知事も原子力規制

委員会の許可が出れば原発の稼働を認める意向です」と、そういうふうに書いてあり

まして、今回、この再稼働に反対ということでありますけれども、私は、基本的には

卒原発の立場ではありますけれども、知事が判断されれば、それは知事の判断として

尊重していきたい。 



 だから、この請願に対して、この知事の意向に反対するその請願に対しては、反対い

たしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論はないようでありますから、討論を終結します。 

 これより請願第６号を採決いたします。本請願を採択することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立少数であります。したがって、請願第６号島根原発の稼

働・再稼働に反対し再生可能エネルギーの飛躍的な普及を求める請願は、不採択と決

定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．請願第７号 

○議長（沖田  守君）  日程第１９、請願第７号後期高齢者医療制度の保険料の軽減

特例の継続をすることを求める意見書を国に提出することを求める請願を議題とい

たします。本請願につきましては、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 

 お諮りをいたします。本請願につきましては、会議規則第９２条第２項の規定により

委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。よって、本請願は委員会付託を省略

することに決定いたしました。 

 これより、本請願について、紹介議員より説明の必要があれば、これを許可します。

７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  本請願について、説明をさせていただきます。 

 請願者である島根県社会保障推進協議会は、全国的組織の中央社会保障推進協議会の

島根県組織です。中央社会推進協議会は１９５８年に創設され、諸団体が共同して運動

を進める組織です。１９６０年代、朝日訴訟、小児麻痺から子供を守る運動、７０年代

の老人医療費無料化などの運動を進めてきました。 

 請願者は、医療、患者団体、労働組合１７団体と個人が加入し、誰もが安心できる医

療、福祉、年金など、社会保障制度の改善や拡充を目指して活動をしている団体です。 

 後期高齢者医療制度は２００８年４月から施行されました。それまで生活状況や収入

に応じて、市町村国保、組合健保、政管健保などの医療保険に加入していました。所得

が低い高齢者は、扶養親族として健康保険に入ることができました。しかし、２００８

年４月以降は７５歳以上の高齢者の独立した医療保険に加入となりました。その際、本



則のままでは負担が余りに重いので、低所得者の保険料の軽減に着手し、７年間が続い

ています。 

 しかし、２０１５年１月１３日に開かれた社会保障制度改革推進本部で医療保険制度

改革骨子を決定し、後期高齢者の保険料軽減特例の見直しが掲げられました。この見直

しは、後期高齢者の保険料軽減措置については段階的に縮小し、平成２９年度から原則

的に本則に戻すとされています。保険料軽減特例は政令本則に定められた軽減に加え、

９割、８.５割軽減をするものです。 

 参考資料の２をごらんください。１４番の津和野町の後期高齢者医療制度の被保険者

は２,２０４人、そのうちの３８８人が９割軽減者、６０４人が８.５割軽減者、合わせ

て９２２人です。被保険者数の４５％になります。 

○議長（沖田  守君）  ７番議員、資料添付がありますか。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  資料は、運営委員会のあの資料です。 

○議長（沖田  守君）  全議員には配付してありませんから、簡略に説明してくださ

い。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  今説明いたしましたが、津和野町の後期高齢者医療制

度の被保険者は２,２０４人おられます。その中の３８８人が９割軽減者です。６０

４人が８.５割軽減者になります。合わせて９２２人です。被保険者数の４５％に当

たる方が軽減特例を受けておられます。 

 特例が廃止されると、９割軽減の方は７割軽減になり、現行保険料が４,３４０円の

ところを１万３,３３０円になり３倍です。８.５割軽減の方は７割軽減になり、現行保

険料の６,５１０円が１万３,０３０円になります。２倍となります。中には５倍、１０

倍になるケースも出てきます。 

 年金が段階的に下げられる中、保険料負担の大幅な引き上げは、高齢者の貧困をます

ます加速させます。保険料軽減特例は縮小でなく、継続することが必要です。広域連合

でも働きかけをしているところがあります。 

 よって、津和野町議会において国に対し、後期高齢者医療制度の保険料軽減特例を段

階的に縮小する見直しを中止し、予算措置を継続することを求める意見書を上げていた

だきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  以上で、紹介議員から趣旨説明がございました。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  請願の趣旨は重々理解できるのですが、紹介議員が、

この請願を受け、提案された理由というのがどうも納得がいかないんですけれども、

その点が納得できる説明ができましたら、この後期高齢者医療、現在の制度を継続さ

せるべき意見書を上げるという請願を提出された理由をお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 



○議員（７番 寺戸 昌子君）  済みません。説明不足だったでしょうか。津和野町に

住む後期高齢者医療制度に入られている方の生活が困窮されるのと、よりこの軽減制

度がなくなれば。なので、議会としてその軽減特例を続けていただきたいという。 

○議長（沖田  守君）  おわかりですか。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  きょうの議案でもありますように、後期高齢者医療制

度そのものをこれまで反対されてこられて、このたびはこの制度の維持を求められて

いると、そこに僕は疑問があるんですけども、なぜこれまでその制度、津和野町が、

今おっしゃられた方々に対して予算を出して、それを先生はこれまで反対、きょうの

決算でも反対されました。 

 なぜこの請願が提案されたのかについて疑問に思いましたので、そこをお尋ねをいた

します。 

○議長（沖田  守君）  ７番、寺戸君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  この後期高齢者医療制度そのものに対しては反対をし

ております。その制度の中での決算ということで反対をさせていただきました。今現

在その制度は実行されており、そこで苦しむ方々がおられるのを見過ごすわけにはい

かないので紹介させていただきました。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。４番、岡田君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  趣旨をお聞きして、お気持ちはよくわかるわけであり

ますけれども、国の借金は膨らみ続け、時代を担う若者の負担は増すばかりでありま

す。 

 痛みは伴いますけども、他の保険者との公平性、そして、負担が同様になることは、

私は致し方がないと思い、この請願については、気持ちは十分にわかりますけれども、

やはり、今の財政、国家財政等を考え、そして、やはり負担の公平性を鑑みたときに、

反対といたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。２番、川田君。 

○議員（２番 川田  剛君）  先ほど質問をさせてもらいましたけれども、我々は普

段から後期高齢者医療特別会計において、制度について議論をしているのではなく、

予算について議論をしております。これまで予算、先ほど同僚議員が示された津和野

町に住まれている方々に対しての予算をどうするか、執行するか、執行しないか、執

行するという部分で我々は議論している中で、提出議員、紹介議員は、きょうの決算

でも反対されてきた。 



 その中で、今回、この提案をされるというのは、私にとってはものすごく納得のいか

ない部分ではありますけれども、この請願の趣旨については十分理解できるものであり

ますので、この旨を述べさせていただいて、賛成の討論とさせていただきます。 

○議長（沖田  守君）  次に、反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  話が飛ぶかもわかりませんが、私、昨今の国立競技場、

オリンピックに向けての。それの概算、つくるのに、何とずさんな１,０００億ぐら

い違っても、そんなものは大したことはないというような口が出てくる政府のやり方

には、そういうのを少し本当に慎重にやれば、この社会保障費なんて保証されるもの

ではないかなと思うんです。 

 このたびのこの趣旨は、本当に低所得者にとりましては、あるいは後期高齢者にとり

ましては、今後、所得が入るところがない、年金生活者が多いと思うんです。 

 そこで、段階的に年金を削っていくとか、非常に低所得者、あるいは困窮者にとりま

しては余りにも情けないような政府の方針ではないかなと思いますので、そういう今の

ずさんなやり方と対比しますと、もう少し慎重に政府がそういうところの予算を社会保

障費でしっかり保証してくれると、そういう行政であってほしいなと、そういう意味で、

このたびの趣旨には賛成でございます。 

○議長（沖田  守君）  次に、反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。５番、草田吉丸君。 

○議員（５番 草田 吉丸君）  私もこの請願については賛成の立場で討論をしたいと

思いますが、今、高齢者の人にとって、今からすごい高齢者がふえる時代でもありま

すし、非常に生活の面でも、特にこういった中山間地域で高齢者が住むということ自

体、大変な状況があるというふうに思っております。 

 そういった中で、今ある制度、今までそういった制度を取り組んできて、それを少し

減していくということでございますので、非常にこのことについては、高齢者の人にと

っては負担増、そういったことになるということで思います。 

 何としてもこういった軽減特例を私も引き続いて維持していただきたい、そういう思

いで賛成討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、反対者の発言を許します。ありませんか。３番、米澤

君。 

○議員（３番 米澤 宕文君）  皆さん御存じのとおり、少子高齢化は進むばかりでご

ざいます。そして、これを続けることによりまして、次の世代にツケを回すことにな

るんではないかと、例えばほかの財源を回したにしましても、また今度はほかのとこ



ろにしわ寄せといいますか、来ると思います。今の時代を考えると仕方がないと思っ

ております。 

○議長（沖田  守君）  今度は賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、討論をここで終結します。 

 これより請願第７号を採決します。本請願を採択することに賛成の方の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立少数であります。したがって、請願第７号後期高齢者医

療制度の保険料の軽減特例の継続をすることを求める意見書を国に提出することを

求める請願は、不採択と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．総務経済常任委員会委員長の所管事務調査報告について 

○議長（沖田  守君）  日程第２０、総務経済常任委員会委員長の所管事務調査報告

についてを議題といたします。総務経済常任委員会委員長の報告を求めます。４番、

岡田克也君。 

○総務経済常任委員長（岡田 克也君）  それでは、平成２７年第５回（６月）定例会

において許可をいただきました所管事務調査について、会議規則第７７条の規定に基

づき報告いたします。 

 １．調査事件。津和野町の農商工観光業の現状及び振興について。 

 ２．調査目的。津和野町観光協会について現状を調査し、議会における判断材料とす

るため。 

 ３．調査方法。机上調査。 

 ４．審査日。 

 （１）津和野町観光協会についての聞き取り調査。 

 平成２７年８月２８日金曜日午前９時より、津和野町役場第２庁舎委員会室。出席者、

小林智太郎会長・古橋副会長・山岡副会長・金子事務局長・藤山商工観光課長・総務経

済常任委員６名であります。 

 ５．審査内容。 

 （１）津和野町の観光動態について。 

 全体入り込み客数は、平成２７年４月は前年比１０４.１％、５月は１１４.４％、６

月は１０８.４％となった。理由として、豪雨災害による影響が払拭されたことが上げ

られる。 



 宿泊客数は、４月は前年比１１２.７％、３８９人増、５月は前年比１１４.１％、５

７３人増、６月は１６４.８％、１,４２４人増となった。 

 理由として、萩・津和野観光を主な目的とした個人旅行客の増加と、平成２７年２月

改定の「ブルーガイドジャポン」に津和野が紹介され、フランス人旅行客が増加となっ

た。 

 平成２６年の訪日外国人客でも、６５２人中３０８人がフランス人旅行客である。平

成２７年は、１月から６月までの半年間で、訪日外国人客４４８人中２５６人がフラン

ス人である。平成２７年は、外国人客の増加が目立っており、殊に半数以上をフランス

人が占めるなど、ともに大きな伸びを見せている。 

 これは、津和野町に訪れられる観光客の人数、入り込み客数並びに宿泊客数でありま

す。数字は省略をさせていただきますので、お手元の資料をごらんいただけたらと思い

ます。 

 （２）観光協会事務局体制について。 

 実質的に減員体制となったことから、今までのような業務体制では限界があり、理事

や会員を巻き込んでの事業推進、事務局機能については、行政・商工会を手本とした基

盤づくりに努める。 

 （３）津和野町観光協会の平成２７年度事業について。 

 ①料理特産品宣伝事業、食や土産品は、誘客には欠かせない必須事項である。関係機

関（町・商工会・ＪＡ等）との連携を密にして、会員である各飲食店・各土産店の特徴

を生かしながら、「津和野の食・土産品」事業を展開していく。 

 １０月に秋の味覚祭り、仮称でありますけども、里芋と地酒の会に連動し、里芋と津

和野栗のＷキャンペーンを行う予定としておられます。 

 ２月、新酒・酒蔵鍋フェスタ（仮称）を開催予定であります。 

 津和野栗・里芋は、津和野町役場（商工観光課・農林課）・商工会・ＪＡとの連携に

よる事業推進体制とする。栗においては、販売面だけでなく。生産者側の課題を解決し

ていく必要がある。 

 ②観光ガイド養成事業、年間研修計画を作成し、「津和野町観光ガイドくらぶ」のレ

ベルアップ向上を目指す。 

 ③グリーンツーリズム事業、清流高津川をキーワードにしたコンテンツを活用した事

業を実施する。日原天文台・安蔵寺山・麓耕つつじ・畑迫あじさい・ホタルバスの運行

等であります。 

 ホタルバスは、前年度は水害の影響によるホタルの大幅な減少があり、宿泊施設での

案内が消極的であったが、ことしは蛍が多く確認でき、観光客へのＰＲができたことに

より、参加者数の増加につながった。平成２６年度、合計１５８名、１回平均２６名。

平成２７年度、合計１９４名、１回平均４８名。 



 ④広告宣伝事業、さまざまな事業の情報発信の強化を行う。島根県・山口県・広島県

の中心部・九州北部エリアを中心として情報発信を行い、マスコミへ定期的ダイレクト

リリースを行う。 

 ⑤情報発信ステーションの整備、観光案内所の設置、ポスター・パネル・パンフレッ

トによる観光客の利便性向上対策を行う。 

 ⑥石見の夜神楽ロングラン公演、平成２７年度以降は石見観光振興協議会からの助成

金制度が廃止されることを受けて、収益性を重視した内容とする。７月から９月の毎週

土曜日と連休特定日に実施する。公演数１５回。近年は年々入場者数が減っており、マ

ンネリ化の打開のため、平成２７年度は、今まで開催していた町民センター以外に、太

皷谷稲成神社で開催したところ、集客数が大幅に増加した。今後は太皷谷稲成神社と協

力のもと、夜神楽公演を津和野の夜の魅力として定着化させていく。 

 （４）津和野町東京事務所について。 

 津和野町東京事務所の主な業務については次のとおりである。 

 ①官公庁・文京区等行政機関調整業務。 

 ②人材等紹介・派遣業務。 

 ③調査事業（ニーズ・トレンド調査）。 

 ④特産品ＰＲ、津和野だけでなく、周辺市町村も巻き込んだ特産のＰＲであります。 

 ⑤情報発信業務、東京津和野会・津和野高校同窓会との連携協会・津和野の最新情報

発信・マスコミへの取材要望活動・森鴎外をテーマとした大河ドラマ誘致活動などであ

ります。 

 ⑥旅行代理店セールス業務、津和野の魅力あるプランの作成・農村体験ツアーの売り

込み・津和野高校、町教育委員会と連携して東京の企業や大学を視察するツアーの実施。 

 ⑦広域連携事業、石見銀山観光圏・高津川流域観光圏・山口維新観光圏などを東京の

マスコミにＰＲする。 

 ６、審査意見。 

 津和野町観光協会は、協会の経営的自立を目指すため、特産品販売の事業収入を過度

に見込んだことや、災害復旧に向けてのイベントの実施など、負担の増加も赤字決算の

要因となったと思われる。今後は、豊富な行政経験のある方が観光協会の副会長に就任

されたことから、観光協会の運営に積極的にかかわり、堅実かつ効果的な運営を推進す

べきである。 

 また、観光協会会長の出された方針のように、観光協会としての基本的な姿勢に立ち

返り、堅実な運営と農商工連携を進めて、観光産業の発展に寄与されたい。 

 津和野町東京事務所は、１年間運営を行ない、文京区においても徐々に浸透し、実績

が積み上げられてきたことも知ることができるが、町民を初めとして、まだまだ事業内

容等の認知度が低いのが現状である。 



 しかしながら、東京都文京区にも尽力いただき、東京事務所を設置した経緯もあるこ

とから、まずは年度目標を立て、目標に対する達成度等の検証を行い、効果的な運営を

行うべきである。特に現在は職員が１名に減少し、体制の構築が課題となるため、早急

な整備が必要である。 

 以上、津和野町議会議長沖田守様。総務経済常任委員会委員長岡田克也。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で、総務経済常任委員会委員長の所管事務調査報告を終了いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．文教民生常任委員会委員長の所管事務調査報告について 

○議長（沖田  守君）  日程第２１、文教民生常任委員会委員長の所管事務調査報告

についてを議題といたします。文教民生常任委員長の報告を求めます。３番、米澤君。 

○文教民生常任委員長（米澤 宕文君）  文教民生常任委員会所管事務調査報告書。 

 平成２７年第５回（６月）定例会において許可をいただきました所管事務調査につい

て、会議規則第７７条の規定に基づき報告いたします。 

 １．調査事件。 

 子ども・子育ての現状と課題について。 

 ２．調査目的。 

 現状を把握調査し議会活動に資するため。 

 ３．調査方法。 

 行政視察、並びに机上調査並びに現地調査であります。 

 ４．調査の経過。 

 第１回。 

 日時、平成２７年７月２３日木曜日、午前１０時から、場所、邑智郡邑南町、邑南町

役場。出席者、文教民生常任委員会４名、議長、１名欠席でございます。邑南町出席者

は、亀山和巳副議長、原修定住促進課長ほか３名でございます。 

 調査事項、子ども・子育ての現状と課題についての視察研修。これにつきましては、

日本一の子育て村推進事業並びに矢上高校の寮視察であります。 

 第２回。 

 日時、平成２７年８月１８日火曜日、午後１時から、場所、津和野町役場、津和野庁

舎。出席者、文教民生常任委員会５名、齋藤等健康福祉課長、小山恵美副主任主事、田

中美里副主任保健師。調査事項、子ども・子育ての現状と課題についてであります。 

 第３回。 



 日時、平成２７年８月１９日水曜日、午前９時から、場所、日原保育園子育て支援セ

ンター。出席者、文教民生常任委員会５名、小山恵美副主任主事。調査事項、子ども・

子育ての現状と課題について、日原保育園子育て支援センターで現地調査をしておりま

す。 

 ５．調査報告。 

①    邑南町行政視察「日本一の子育て村推進事業並びに矢上高校寮」でございます。 

 邑南町の概要ですが、旧羽須美村・旧瑞穂町・旧石見町が平成１６年１０月に合併。

面積は４１９.２２キロ平方メートル、人口１万１,４８７人、５,０３０世帯、高齢化

率が４１.９％、これは平成２７年１月１日現在であります。 

 主な産業は、農林業。「食」と「農」を切り口にしたまちづくりを推進している。邑

南町民はスイスのような農村風景を自慢としている。持続可能な町を目指すとあります。 

 次に、日本一の子育て村推進事業。 

 日本一の子育て村構想が目指す理念は、「地域で育て 未来を創る みんなが笑顔で

暮らせるまち」。 

 邑南町長の方針として、各地域の子育て教育環境を維持するために保育園、小学校の

統廃合はしない。矢上高校存続につなげるため、各学年１００人を目指している。 

 町内に大企業はないが、移住者の会設立、徹底した移住者ケアの充実、また住民の温

かさの醸成、子育て環境の充実でＵＩターン者移住の促進、出生率を高める等の施策を

実施している。以下は、実施されている事業であります。 

 中学生までの医療費の無料化、第２子以降の保育料の無料化、休日保育の実施、保育

所（町営６カ所、公設民営３カ所）これは完全給食無料化であります。多世代同居また

は近居、これは３世代であります。新築改築費の支援事業補助制度、子育て支援ポイン

ト付与制度、病児保育・延長保育・一時預かり保育・障害児保育の実施、放課後児童ク

ラブ（学童保育サービス）の減免制度、ＵＩターン者就職支援、これは引っ越し等の負

担軽減対策で、これは今後検討するとのことでありました。 

 上記支援策のみならず、移住者に対して親身になって世話をする移住支援コーディネ

ータ配置の力は非常に大きいとの説明がありました。 

 また、過疎法の終了後も子育て支援が実施できるよう「邑南町日本一の子育て村推進

基金」として積み立てており、財源を確保している。 

 これらの施策の結果、平成２２年からの累計実績では１３２世帯、２１３人が定住に

つながっており、うち児童数では４０人、２７世帯となっている。平成２６年度におい

ては３６世帯６３人、うち児童１６人（９世帯）が定住につながった。 

 合計出生率の５年間の平均は、全国平均１.３８、島根県平均１.６４、邑南町２.１

５となっている。ちなみに津和野町は１.６７であります。 

 矢上高校の寮についてであります。 



 寮は県立明溪寮と町立邑学館、高校全校生徒２４０人、バス通学生１５０人、寮生は

５８人（県内３４人、県外２４人） 

 公共交通利用補助金は往復６,０００円以上を補助しております。 

 県立明溪寮、定員は男子３６人、女子３６人、４人部屋と研修施設である。 

 町立邑学館、定員男子のみ１４人、２人部屋があり、２つの施設は棟続きとなってい

る。寮の維持費は町が２５８万円を助成している。 

 寮費は月２万８,０００円。これも参考までに、津和野高校は３万５,０００円で、７,

０００円高くなっております。 

 矢上高校卒業生の定住対策として、医療、農林業、町一般の３つの奨学金制度があり

ます。 

 ②としまして、津和野町健康福祉課聞き取り調査。 

 「津和野町子ども・子育て支援事業計画」（平成２７年３月策定）において津和野町

における子ども・子育ての現状と課題においては掲載されているが、特に以下について

担当課に対し調査を実施した。 

 一つ目に、社会福祉法人。 

 新たに立ち上げられる社会福祉法人の進捗状況については、８月末までに園名が決定

し、１０月には役員体制等を県に申請する予定である。なお、新たな運営については町

保育士の派遣も視野に入れている。本年４月、国の方針が決定した。その中で民営化す

ることにより受けられると見込んでいた施設改修補助金が受けられないことがわかっ

た。 

 二つ目に、ファミリーサポートセンター事業。 

 病児・病後児や放課後児童クラブに入所できない児童等の受け皿としてファミリーサ

ポートセンター事業を実施したいが、制度改正（子ども・子育て新制度）により人材確

保が難しい状態であり、開設に至っていない。 

 三つ目に、放課後児童クラブ。 

 制度改正により、６年生まで入所資格が広がり、待機児童がいる状態である。今後、

クラブの拡張やファミリーサポートセンター事業の開設等が必要である。 

 四つ目に、保育料軽減者の数、平成２８年８月１日、これは平成２７年８月１日現在

であります。訂正をお願いします。 

 軽減者合計１０４人、入園児数２０１人、定員２８０人であります。 

 Ａとしまして、国基準では全額、町基準では２分の１が４８人、（園児としては１人

目、１８歳未満の子から数えると２人目であります） 

 Ｂ、国基準全額、町基準は無料、これが３１人、（園児としては１人目、１８歳未満

の子から数えると３人目以降） 

 Ｃ、国基準２分の１、町基準無料２５人、（園児としては２人目、１８歳未満の子か

ら数えると３人目以降となります） 



 括弧についてはなかなかわかりにくい点もあると思いますけど、Ｃについて説明をさ

せていただきます。 

 １８歳未満の子から数えると３人目以降ということは、例えば中学校はおられまして、

中学校、高校でもいいんですが、あと保育園、保育園、に２名通っておられる場合は無

料となります。 

 ③番目としまして、子育て支援センター視察。 

 土、日、祝祭日や盆、年末年始以外の平日９時から１６時まで無料で利用できる。職

員体制は常時２人体制で行っている。離乳食・給食試食会（有料であります）や、おっ

ぱい赤ちゃん相談等、特色ある取り組みをしており、相談の場、交流の場、そして情報

交換の場として、町内外から利用者があり好評である。利用者からは、インターネット

での情報があればもっと助かるとの声がありました。 

 ６、調査意見。 

 一つ目に、一貫した子育て支援施策を実施するためにも、関係各課の連絡を密に図る

べきである。 

 二つ目に、核家族やひとり親世帯が増加しており、病児・病後児保育、夜間・休日保

育、放課後児童クラブ等の要望は多くなっている。ファミリーサポートセンター事業の

開設も含めニーズにこたえ、利用しやすい支援の体制を早急に確立し、待機児童解消や

定住につなげることに努められたい。 

 三つ目に、女性役場職員に比べて、男性役場職員の育児休暇取得が少ない（平成２６

年度、女性３名、男性ゼロ名）。育児休暇の取得は個人の自由であるが、男性でも育児

休暇の取得がしやすい環境を整備することが重要である。 

 四つ目に、新設される社会福祉法人は周到な計画と目論見によって持続可能な体制を

構築されたい。 

 五つ目に、「津和野町子ども・子育て支援事業計画」にある子ども・子育て支援サー

ビスニーズ調査では、「必要と思うサポート」の上位は「児童手当の拡充、保育料軽減」、

そして、「医療機関の整備」、次に、「働きながら子育てできる動労環境」、「広場や

公園等の整備」、「病児・病後児を預けられるサービスの充実」である。これらニーズ

の調査結果を踏まえ、「子ども・子育て支援事業計画」に示された目標が達成できるよ

う努められたい。 

 以上、平成２７年１０月２日、津和野町議会議長沖田守様。文教民生常任委員会委員

長米澤宕文。 

○議長（沖田  守君）  これより、委員長報告に対する質疑に入ります。ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

 以上で、文教民生常任委員会委員長の所管事務調査報告を終了いたします。 



────────────・────・──────────── 

日程第２２．議員派遣の件 

○議長（沖田  守君）  日程第２２、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件につきましては、お手元に配付しましたとおり派遣する

ことにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は、お手

元に配付しましたとおり派遣することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．総務経済常任委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（沖田  守君）  日程第２３、総務経済常任委員会の閉会中の継続調査につい

てを議題といたします。 

 総務経済常任委員長から、所管事務のうち会議規則第７５条の規定により、お手元に

配付しました所管事務調査の閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りをいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．文教民生常任委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（沖田  守君）    日程第２４、文教民生常任委員会の閉会中の継続調査につ

いてを議題とします。 

 文教民生常任委員長から、所管事務のうち会議規則第７５条の規定により、お手元に

配付しました所管事務調査の閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りをいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（沖田  守君）  日程第２５、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査につい

てを議題とします。 

 議会運営委員会委員長から、所掌事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手

元に配付しました所掌事務について、閉会中の継続調査の申し出があります。 



 お諮りをいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の所掌事務調査とすること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出の

とおり、閉会中の所掌事務調査とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 長丁場の９月定例会でございましたが、本日をもって会議をただいま閉じます。平成

２７年第８回津和野町議会定例会を閉会をいたします。大変御苦労さまでございました。 

午後０時 12分閉会 

────────────────────────────── 
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